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第１号（６月４日）（月曜日）
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　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．議案第３４号～議案第３６号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　　説明、質疑

　　　議案第３４号～議案第３６号　各常任委員会付託

　　１．議案第３７号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（同意）

　　１．議案第３８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

　　　説明、質疑

　　　議案第３８号　各常任委員会付託

　　１．議案第３９号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

　　　説明、質疑

　　　議案第３９号　産業厚生委員会付託

　　１．陳情第８号・陳情第９号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４

　　　総務常任委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

第２号（６月１２日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　　環境整備班の所管、稼働状況及び予算を問う

　　　　中央地区の側溝の清掃は梅雨入り前に

　　　　土砂処分場の状況及び今後の利用を問う

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２５

　　　　市民が活用できる屋内温水プールの必要性について

　　　　　（１）中学校のプール建設の計画の進捗状況について

　　　　　（２）健康づくり、高齢者保健福祉の観点から屋内温水プールを活用する効果につい

　　　　　　　て

　　　　　（３）中学校のプール建設の計画を市民も活用できる屋内温水プールにしてはどうか
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　　　　今後の観光振興について

　　　　　（１）道の駅たるみずの経営状況について

　　　　　（２）協定書第 24 条「売上総利益の５０％については垂水市に納付、２０％について

　　　　　　　は垂水ふるさと応援基金等に拠出」となっているが、使用目的はあるのか

　　　　入湯税について

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３５

　　　　各小学校の危険箇所、生徒数増対策、小学校の統合について

　　　　　（１）各小学校、施設整備（改修、補修）の年次計画は

　　　　　（２）児童数増に向けた取組みは

　　　　　（３）小学校統合についての考えは

　　　　空き家条例と空き家バンク制度について

　　　　　（１）本市の空き家件数、また、崩壊のおそれ等の状況を把握しているのか

　　　　　（２）空き家バンク制度の成果と現状は

　　　　情報システムについて

　　　　　（１）使い勝手が悪いとの職員の声を聞くが、システム構築上の問題点はないのか

　　　　　（２）固定資産評価に面積等の錯誤があるが、入力ミスか。原因は

　　　　堆肥センターについて

　　　　　（１）原料生ゴミ中のビニール、プラスチックの未処理量は

　　　　　（２）廃液の活用は

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７

　　　　原発再稼働について

　　　　　・原発再稼働についての市長の見解は

　　　　　　再稼働を押し付けるのは道理がない。原発から撤退を決断してこそ、原発に依存

　　　　　　した地域経済の再生も電力需給問題も解決できる。（自然エネルギーへの転換や省　　　

　　　　　　エネルギーに力を尽くすことこそ重要）

　　　　生活支援対策について

　　　　　ア　減免制度の改善と充実について（市民税／固定資産税）

　　　　　　・公私の扶助の考え方（公私の内容）と運用

　　　　　　　―国の考え方

　　　　　　　―本市の運用について

　　　　　　　　国の考え方に沿って対応すべきではないか

　　　　　　・固定資産税の減免の基準の問題

　　　　　　　―公私の扶助を受けていない、生活保護基準以下の恒常的な低所得者の減免も

　　　　　　　対象にすべきであるが。（条例第７１条第１項（４）に該当するのでは）

　　　　　イ　延滞金の減免

　　　　　　・取扱規定や減免に関する規則はあるのか

　　　　　　・ない場合の問い合わせや手続への対応は
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　　　　　　・ない場合、減免の基準はどのようにしていくのか

　　　　　ウ　ア、イの周知徹底を図る必要があるが、方法は

　　　　　エ　学童保育料の減免を（他の制度の整合性の確保）

　　　　　　・全国での実施状況と保護者の生活実態は

　　　　　　・なぜ保育料の減免がないのか

　　　　　　・他の制度の整合性や経済的理由等で入所できない児童がうまれないためにも保

　　　　　　　育料の減免を

　　　　保育所入所問題について

　　　　・児童福祉法施行令第 27 条に関して

　　　　　―「昼間労働することが常態としていること」とあるが、飲食関係者の入所対象者

　　　　　としての見解は。他市はどのように対応しているか。

　　　　　―同居の親族その他が保育することができないとはどのようなことか（就労保障と

　　　　　子どもの健全育成のためにも対象の拡大が保育所の目的ではないか。）

　　　　生活保護行政について

　　　　・「事件」のケースは「不正受給」で法律違反なのか。基本は道義的な問題で、制度の

　　　　　欠陥ではないかどうか

　　　　・扶養義務は、生活保護の開始や継続の要件になるのか

　　　　・保護が必要な人に届くために、改めて問われていることは何か

　　　　　―相談者に対して、だれでも無条件に申請できることを通知する

　　　　　―申請意思が確認できれば申請書を交付し、市が手続の援助を積極的に行う

　　　　　―生活保護のしおりと申請用紙を窓口に設置する

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６０

　　　　防災体制の強化について

　　　　・梅雨、台風シーズンになった。対策は

　　　　市道の整備について

　　　　・福岡原道路の整備は

　　　　水産行政について

　　　　・垂水ブランド販路拡大について

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６５

　　　　固定資産評価について

　　　　・固定資産評価額の計算方法は

　　　　生活弱者への対応は

　　　　・本市における生活弱者への対策は

　　　　市営住宅の現状は

　　　　・市営住宅の入居率は

　　　　教職員住宅について

　　　　・教職員住宅の入居率は
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　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７３

　　　　安心安全について

　　　　　（１）平成２３年度当初の通学路の危険箇所数は

　　　　　（２）年度末までに何箇所改善されたのか

　　　　　（３）平成２４年度の取組は、計画は

　　　　観光事業について

　　　　　（１）修学旅行生の誘致拡大施策は

　　　　　（２）漁業体験の安全施策である漁船保険の県の補助制度は、その後どうなったのか

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８０

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８０

第３号（６月１３日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８２

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８２

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８２

　　　　若者の失業率について

　　　　　（１）垂水の若者の失業率はどれくらいなのか

　　　　　（２）若者の雇用、失業率について市長の見解は

　　　　公共事業、市道整備について

　　　　　（１）元垂水原田線の道路整備が今年度から元垂水側から整備されるようであるが、

　　　　　　　その計画は

　　　　　（２）計画で上市木から野久妻までの区間の整備の計画は

　　　　　（３）雇用、防災上からも公共事業の単独予算措置の考えについて、市長の見解を土

　　　　　　　砂処分場について

　　　　　（１）満杯状態にあると聞きますが、現状でどれくらいの期間利用できるのか

　　　　　（２）利用できないとすれば、新たな計画はあるのか。ないのか。見解を

　　　　　（３）あるとすれば、場所はどこなのか。ないとすれば、今後どうする計画か

　　　　　（４）満杯状態の処分場から砂ぼこりの飛散があるので、コスモス等の花の種をまく

　　　　　　　か、対策を。処分が終わった後、土地利用として売ることはできないのか、見

　　　　　　　解を

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

　　　　市有施設整備基金について

　　　　・庁舎の基本構想と基本方針について

　　　　学校跡地について

　　　　・牛根中、南中、協和中は２２年３月に閉校されました。跡地利用については、そのま

　　　　　まの状況です。今後どのようにされるのか、教えていただきたい

　　　　農業問題について
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　　　　　（１）鳥獣被害について

　　　　　（２）農業後継者の海外研修について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９１

　　　　第５期高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画について

　　　　　（１）認知症対応型共同生活介護について

　　　　　（２）介護老人保健施設について

　　　　　（３）高齢者実態調査について

　　　　　　　ア　災害時の避難について

　　　　　　　イ　計画への反映について

　　　　　（４）認知症対策の推進について

　　　　公共施設について

　　　　　（１）公共施設の現状について

　　　　　（２）公共施設白書について

　　　　　（３）公共施設の更新と再配置について

　　　　　（４）市役所庁舎について

　　　　自然エネルギーと節電について

　　　　　（１）小水力発電について

　　　　　（２）温泉発電について

　　　　　（３）公共施設のＬＥＤ化について

　　　　　（４）計画停電について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９９

　　　　再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱）について

　　　　　（１）垂水市における利用可能な資源は何か

　　　　　（２）小水力発電の可能性について

　　　　通学路見直し通達について

　　　　防災避難経路及び避難場所について

　　　　　（１）垂水市の現状はどうか

　　　　　（２）塩田・田畑線の路面改修について

　　　　　（３）各学校の計画及び避難訓練状況

　　　　　（４）避難道路の確保について

　　　　　（５）避難場所の安全性について

　　　　交通事故、安全施設について

　　　　危険箇所交差点への信号機設置

　　　　転落防止ガードレール等の設置

　　　　　（１）垂水市の現状把握、解決策について

　　　　　（２）浜平大都線～瀬戸山線交差点の現状把握

　　　　　（３）嫁女川用水路ガードレールの現状把握
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　　　　定員適正化について

　　　　　（１）計画の進捗状況、評価について

　　　　　（２）適材適所、事務分掌の再編について

　　　　　（３）参事制度について

　　　徳留邦治議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１１

　　　　グローバル社との等積交換について

　　　　　（１）取付道路の設計について（詳しく）

　　　　　（２）現物の擁壁工時とコンクリートウォルコンとの差額

　　　　　　　道路幅は、直と勾配とは利用価値が違うが、どうして工種が変わったのか、そ

　　　　　　　の理由

　　　　牛根地区の鉄道跡地について

　　　　　（１）管理について

　　　　　（２）今後の活用

　　　　市有林について

　　　　　（１）過去１０年間の投資額について

　　　　　（２）現在の総積数

　　　　　（３）売却の要素

　　　　市長のトップセールスについて

　　　　　（１）アメリカ３泊６日、マカオ２泊３日の根拠について

　　　　　（２）水産物の内容

　　　　　（３）予定日等を詳しく

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２０

　　　　県の防災訓練において、問題点は

　　　　農業について

　　　　・農地農業の再生について

　　　　教育について

　　　　　（１）学校跡地の管理について

　　　　　（２）中央中の学力について

　　　　　　　基本は、小学校であることを踏まえて

　　　　　（３）クーラーの使用状況と電力使用量について

　　　　過去の事業によって建設した施設の利用状況について

　　　　　（１）新港

　　　　　（２）南漁港

　　　　　（３）ウォークボード（道の駅）

　　　　　（４）境集落の漁集について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３１

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３１
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第４号（６月２２日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３４

　　１．発言の申し出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３５

　　１．議案第３４号～議案第３６号、議案第３８号、議案第３９号、陳情第８号、陳情第９号　

　　　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３６

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第３４号～議案第３６号（原案可決）

　　　議案第３８号（原案可決）

　　　議案第３９号（原案可決）

　　　陳情第８号（継続審査）

　　　陳情第９号（採択）

　　１．意見書案第８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３９

　　　質疑、表決

　　　意見書案第８号（原案可決）

　　１．議案第４０号・議案第４１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０

　　　公営企業決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４１
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平 成 ２４ 年 第 ２ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第３４号　外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例　案

　議案第３５号　垂水市老人介護手当支給条例及び垂水市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例　案

　議案第３６号　消防団消防ポンプ自動車第１・８分団車購入契約について

　議案第３７号　垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

６・　４ 月 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、

一部表決、一部委員会付託

６・　５ 火 休　会

６ ・ ６ 水 〃 （質問通告期限：正午）

６・　７ 木 〃 　

６・　８ 金 〃

６・　９ 土 〃

６・１０ 日 〃

６・１１ 月 〃

６・１２ 火 本会議 一般質問

６・１３ 水 本会議 一般質問

６・１４ 木 休　会

６・１５ 金 〃 委員会 産業厚生委員会（現地視察・議案審査）

６・１６ 土 〃

６・１７ 日 〃

６・１８ 月 〃

６・１９ 火 〃 委員会 総務文教委員会（現地視察・議案審査）

６・２０ 水 〃

６・２１ 木 〃 委員会 議会運営委員会

６・２２ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



　議案第３８号　平成２４年度垂水市一般会計補正予算（第１号）　案

　議案第３９号　平成２４年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）　案

　議案第４０号　平成２３年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

　議案第４１号　平成２３年度垂水市病院事業会計決算の認定について

　意見書案第８号　少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見

　　　　　　　　　　書（案）

　

　陳　情

　陳情第８号　皇室典範改正反対に対する陳情

　陳情第９号　少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書採

　　　　　　　　択の要請について
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平 成 ２ ４ 年 第 ２ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２４ 年 ６ 月 ４ 日



本 会 議 第１号（６月４日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫　

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　寺　地　浩　一

　　　総 務 課 長　　山　口　親　志

　　　企 画 課 長　　倉　岡　孝　昌

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 課 長　　野　妻　正　美

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　中　谷　大　潤

　　　保健福祉課長　　白　木　修　文

　　　生活環境課長　　森　下　利　行

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 課 長　　岩　元　悦　郎

　　　商工観光課長　　塚　田　光　春

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　川井田　志　郎

　　　監査事務局長　　前木場　強　也

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　川　畑　千　歳

　　　学校教育課長　　牧　　　浩　寿

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成24年６月４日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成24年第２回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において北方貞明議員、持留良一議

員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る５月29日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から６月22日までの

19日間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、会期は本日から６月22日までの19日

間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　地方自治法第243条の３第２項の規定により、

垂水市土地開発公社に係る平成23年度の補正予

算書、事業報告書及び決算諸表並びに平成24年

度の事業計画書及び予算書の提出がありました

ので、お手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　次に、監査委員から、平成24年１月分、２月

分、３月分及び４月分の出納検査結果報告があ

りましたので、写しをお手元に配付しておきま

したので御了承願います。

　次に、去る５月23日、東京都の日比谷公会堂

において第88回全国市議会議長会定期総会が開

催され、本市議会から１名の議員表彰がありま

した。

　篠原則議員が在職25年以上の表彰を授与さ

れましたので、ここに御報告し、お喜びを申し

上げます。

　なお、議会閉会後に表彰状の伝達式を行いま

すので、議場におられる皆様方はしばらくお残

りください。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　３月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告申し上げます。

　まず、５月25、26日の２日間にわたり、本市

で平成24年度鹿児島県総合防災訓練が実施され

ました。本市での実施は、昭和63年以来、24年

ぶりであります。

　同訓練は、防災関係の61機関が参加し、相互

に緊密な連携を保ちながら情報連絡、伝達、救

出、救護、避難誘導、水防工法及び災害復旧等

の災害応急対策が迅速、適切に行われるように、

防災体制の確立及び市民の防災意識の高揚を図

ることを目的として実施されました。

　５月25日は、地区住民及び自主防災組織の方々

の参加により、初期消火訓練、心肺蘇生・応急

救護訓練及び図上訓練等が実施されました。

　翌26日は、船舶火災消火訓練、潮彩町住民に

よる高台への避難集合訓練、介護老人施設及び

保育園の高所への避難訓練、水防工法訓練、各
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種機関の防災・復旧に対する取り組み展示、最

後に、大がかりな合同救出救助訓練等が実施さ

れました。

　地域住民の参加はもとより、議会の皆様の参

加もいただき、約2,000人余りの参加者があり無

事に終了できました。

　今回実施されましたこの大がかりな総合防災

訓練において学びました数々の教訓を無駄にす

ることなく、市民の皆様とともに防災に対する

意識高揚を図り、安心・安全な垂水づくりに努

めてまいりたいと思います。

　次に、「住みよいまちづくり」への取り組み

の中でも長年の懸案事項でございました在宅医

療への取り組みにつきましては、平成23年度に

実施しました「支え合う地域のきずなプロジェ

クト事業」などへの取り組みの結果、本年４月

より垂水医療センター垂水中央病院において在

宅療養支援室が開設されました。

　市民の皆様が希望されている、住みなれた地

域で暮らし続けることへの核となる重要な取り

組みの１つでございますので、これからの在宅

医療の充実に向け、中央病院では常勤医１名を

雇用し、体制の整備を行いながら、患者様を初

め住民啓発や療養支援に取り組んでいけるもの

と思っております。

　この取り組みにより、今後における本市の医

療費の抑制や介護保険料の適正化に大きく寄与

することを期待しております。

　次に、観光推進の取り組み状況について御報

告いたします。

　「道の駅たるみず」を拠点といたしまして、

その周辺の史跡を観光資源として歴史探訪する

ための整備計画を立案しておりますが、このた

び牛根麓の「埋没鳥居展望公園」が鹿児島県の

魅力ある観光地づくり事業により、平成24年３

月末に完成しましたことから、同地域におけま

す今後の観光振興に大きく寄与してくれるもの

と期待しているところでございます。

　また、５月の連休におきましては、鹿児島実

業高校サッカー部の監督が本市の出身という御

縁もありまして、陸上競技場、野球場、垂水高

校第２グラウンドの３会場において九州ジュニ

オールスーパーリーグが開催され、九州内外の

地域より全国トップレベルの強豪校10チームの

約300人が本市に集結し、５月３日から６日まで

の４日間にわたり大変なにぎわいとなりました。

　特に、３日と４日は垂水市漁協主催のカンパ

チ祭りと同時開催となり、会場にはたくさんの

お客様が来場され、大盛況となりました。

　この両イベントが同時に開催されたことで、

同期間におけます本市の交流人口がふえて経済

効果の向上につながったものと思っております。

　次に、水産関連につきまして御報告いたしま

す。

　５月９日、中国のマカオ市に向けて、垂水市

漁協のカンパチ「海の桜勘」の輸出第一便が出

発いたしました。

　これは、本年３月に鹿児島市で開催されまし

たマカオの商社との食品商談会に参加した垂水

市漁協の成果でありまして、当日は私も同席さ

せていただき、意見交換をさせていただいたと

ころでございます。

　御承知のとおり、カンパチ、ブリは、年々国

内需要が低迷している状況ですので、海潟のカ

ンパチは東南アジアへ、また牛根のブリはアメ

リカに販路を求めているところでありまして、

今回のマカオ輸出はその一環でございます。

　水産業は垂水市の基幹産業であり、私も、水

産振興を公約の２番目の「垂水ブランドの販路

拡大への挑戦」の中で掲げておりますので、今

後とも、両漁協と連携し、海外への販路開拓を

積極的に進めてまいりたいと考えております。

　続きまして、社会教育につきまして御報告申

し上げます。

　５月18日には、垂水市が生んだ、行進曲の父

と言われる瀬戸口藤吉翁の業績を顕彰し、音楽
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文化の発展に寄与するため「第14回瀬戸口藤吉

翁を偲ぶ演奏会」が開催をされました。

　今回、海上自衛隊佐世保音楽隊の御協力によ

り、鹿児島神社境内の顕彰碑前での表敬演奏に

約300名、夜の演奏会には約700名の市民の皆様

が参加をいただきました。

　そして、６月２日に開催されました「第14回

瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール」におきま

しては、県内外より16団体に御参加いただき、

鹿児島情報高校がグランプリに輝くなど、盛大

に開催されたところでございます。

　次に、３月議会後の火災の発生状況でござい

ますが、現在までのところ、建物火災・その他

火災、発生していないことを御報告させていた

だきます。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ

ます。

　４月11日から12日にかけては、平成23年度に

おける特別交付税について、特段の御配慮をい

ただいた総務省並びに地方自治研究機構・森山

衆議院議員事務所などの関係先を訪問して御礼

と今後の御支援をお願いしてまいりました。

　４月19日には、県市長会が鹿児島市において

開催されました。総会では17の要望事案が審議

されまして、その中より５件が九州市長会に上

程されることとなりました。総会終了後には、

知事を初めとします県幹部の方々との意見交換

会が開催され、貴重な情報交換を行うことがで

きました。

　５月10日から11日にかけては、福岡県柳川市

において開催されました九州市長会に出席させ

ていただきました。九州管内118市の中、105市

の参加があり、総会におきまして、九州管内の

多くの市長と面識を交え、意見交換をさせてい

ただきました。

　総会では13の議案が審議されまして、その中

より、６月６日に東京都にて開催されます全国

市長会に10件が上程されることとなりました。

　５月19日には、兵庫県尼崎市内にて開催され

ました関西垂水会役員会に伺いまして、本年１

月より任命させていただいた「たるみず大使」

への就任御協力の御礼と今後の活動についての

御説明をさせていただきました。

　今回、大使の方々からいただいた御意見など

を参考に、大使の方々への情報提供や支援を充

実し、本市の活性化につなげていけますよう方

向性を模索してまいります。

　５月27日には、関東垂水会に出席してまいり

ました。こちらより伺いました11名を含め、総

勢約130名の参加者により盛大に開催をされまし

た。

　昨年は、台風接近のため参加がかないません

でしたので、関東在住の皆様に改めて就任のご

あいさつを申し上げ、これまでいただきました

ふるさと納税や市報の定期購読への御協力に関

しまして御礼を申し上げ、今後の御協力につき

ましても重ねてお願いしてまいりました。

　地元を離れておられる分、できることは協力

したいと話される方が多く、「広報たるみず」

を通じての情報発信を高く評価されると同時に、

楽しみにしておられました。短い滞在時間では

ございましたが、多くの方々と親睦を深めさせ

ていただきました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△議案第34号～議案第36号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第４、議案第34号か

ら日程第６、議案第36号までの議案３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略します。

議案第34号　外国人登録法の廃止に伴う関係条

　　　例の整理に関する条例　案

議案第35号　垂水市老人介護手当支給条例及び

　　　垂水市長寿祝金支給条例の一部を改正す
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　　　る条例　案

議案第36号　消防団消防ポンプ自動車第１・８

　　　分団車購入契約について

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇市民課長（野妻正美）議案第34号外国人登

録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例

案について、御説明申し上げます。

　出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法の一部を改正する等

の法律と住民基本台帳法の一部を改正する法律

が平成24年７月９日から施行されることに伴い、

本市の関係条例を整理しようとするものでござ

います。

　具体的な改正内容は、外国人登録法が廃止と

なり、外国人について、今後は日本国民と同様、

住民基本台帳法に基づき管理することになりま

す。

　関係する各条例の整理について、お手元の新

旧対照表にて御説明いたします。

　まず、第１条関係をごらんください。

　垂水市交通災害共済条例の一部改正でござい

ます。

　外国人登録法が廃止されることに伴い、共済

会員の資格と共済の効力を規定しています第５

条第１項中の外国人登録に関係する文言を整理

するものでございます。

　次に、新旧対照表の第２条関係ですが、垂水

市印鑑条例の一部改正でございます。これも先

ほどと同様に、外国人登録法が廃止されること

に伴い、第２条、第４条及び第５条において、

外国人登録に関係する文言を整理するものでご

ざいます。

　次に、新旧対照表の第３条関係ですが、垂水

市手数料条例の一部改正でございます。

　こちらも同じく外国人登録法が廃止されるこ

とに伴い、別表第１中の外国人登録に関係する

欄を削るものでございます。

　次に、附則について御説明いたします。

　この条例は、平成24年７月９日から施行しよ

うとするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇保健福祉課長（白木修文）議案第35号垂水

市老人介護手当支給条例及び垂水市長寿祝金支

給条例の一部を改正する条例案について、御説

明申し上げます。

　今回の条例改正は、外国人登録法が平成24年

７月９日に廃止になることに伴い、関係条例の

整理を行おうとするものです。

　それでは、改正内容について新旧対照表によ

り御説明いたします。

　今回の改正は、本則で２つの条例を改正して

おり、条文中、改正した箇所をアンダーライン

で示しております。

　まず、第１条で垂水市老人介護手当支給条例

の一部改正を行っております。

　第３条本文中、「次の各号の一に該当し」を

「住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５

条の規定により本市の住民基本台帳に記録され」

に、片仮名の「６ケ月」を平仮名の「６か月」

に改め、第１号及び第２号を削るものでござい

ます。

　次に、第２条で垂水市長寿祝金支給条例の一

部改正を行っております。

　第２条中、第６条を第５条に、「本市住民基

本台帳に記載されている者又は外国人登録法（昭

和27年法律第125号）第４条の規定により本市外

国人登録原簿に登録されている者」を「本市の

住民基本台帳に記録されている者」に、「該当

する者」を「該当するもの」に改めるものでご

ざいます。

　附則としまして、この条例は、平成24年７月

９日から施行するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
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ろしくお願い申し上げます。

〇消防長（宮迫義秀）議案第36号消防団消防

ポンプ自動車第１・第８分団車購入契約につい

て御説明申し上げます。

　今回、購入します消防団第１分団中央地区、

第８分団二川地区の消防ポンプ自動車でござい

ますが、20年間以上の長きにわたり、それぞれ

の地区を主に垂水市の消防・防災活動に貢献し

てまいりましたが、最近は老朽化のため故障も

多く、今後の消防業務に支障を来さないために

も更新の必要があり、去る５月18日に入札を実

施いたしまして、現在、仮契約の締結をさせて

いただいているところであります。

　ただし、契約金額が2,000万円以上につきまし

ては議会の議決を必要とするため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき、指名競争入札に

係る契約による消防団消防ポンプ自動車第１・

第８分団車購入について、以下説明しますとお

り、物品購入契約を締結するため、議会の議決

を求めるものでございます。

　１、契約の目的は、消防団消防ポンプ自動車

第１・第８分団車購入についてでございます。

　２、契約の方法は、指名競争入札でございま

す。

　３、契約金額は一金3,633万円、うち消費税173

万円でございます。

　４、契約の相手方は、鹿児島市花野光ケ丘一

丁目39番７号、有限会社イズミ商事、代表取締

役永田輝枝でございます。

　５、契約日は、議会の議決日となっておりま

す。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案３件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第34号から議案第36号までの議

案３件については、いずれも所管の各常任委員

会に付託することに決定しました。

　　　△議案第37号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第７、議案第37号垂水

市固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題とします。

　説明を求めます。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）議案第37号垂水市固定資産

評価審査委員会委員の選任につい、御説明を申

し上げます。

　現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で

あります福德秀幸氏が平成24年６月19日をもっ

て任期満了となりますことから、同氏を再任す

るに当たり、地方税法第423条第３項の規定に基

づき、議会の同意を求めるものであります。

　再任しようとする福德秀幸氏の住所は、垂水

市牛根境1091番地、生年月日は昭和27年７月10

日でございます。

　なお、委員の任期は３年でございます。

　よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時25分休憩
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　　　　　午前10時40分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案に同意することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第37号垂水市固定資産評価審査

委員会委員の選任については同意することに決

定しました。

　　　△議案第38号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第８、議案第38号平成

24年度垂水市一般会計補正予算（第１号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第38号平成24年

度垂水市一般会計補正予算（第１号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんください。

　今回の補正は、介護施設建設補助として介護

基盤緊急整備等特別対策事業費補助金、森林作

業道路整備事業の工事請負費、垂水中央中学校

大規模改造事業の体育館の追加工事費、道路・

側溝の降灰除去事業の経費等を追加措置しよう

とするものでございます。

　今回、歳入歳出とも１億8,364万円を増額しま

すので、これによる補正後の歳入歳出予算総額

は、87億8,664万円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、５ページ

をごらんください。

　変更でございますが、学校施設整備事業につ

きましては、垂水中央中学校大規模改造事業の

体育館屋根改修分の増額に過疎債を追加充当す

るものでございます。

　また、道路降灰除去事業につきましては、ロー

ドスイーパーを購入するものでございますが、

国庫補助金の内示額が減額されましたので起債

額がふえたものでございます。

　当初予算で御承認いただいておりましたそれ

ぞれの事業の借り入れを右の欄に示す限度額に

変更し、本年度の借り入れ総額を繰り越し分を

除いて７億2,450万円にしようとするものでござ

います。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　10ページをお開きください。

　総務費の10目企画費の負担金、補助及び交付

金のコミュニティ助成事業は、財団法人自治総

合センターの元垂水自治公民館新築事業及び中

俣地区文化事業に対する助成でございます。

　また、まちづくり交付金は、県の市町村協働

の仕組みづくり促進事業助成金を活用したもの

で、大野地区、水之上地区、新城地区、牛根地

区の地域振興計画に基づくソフト事業、ハード

事業へ補助するものでございます。

　次に、11ページをお願いいたします。

　民生費の９目介護保険事業費でございますが、

あけていただきまして、負担金、補助及び交付

金の介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

は、小規模多機能型居宅介護施設及び認知症対

応型居宅生活介護施設への建設補助金でござい

ます。県の100％補助金でございます。

　次に、同じページの中ほどにあります児童福

祉費の２目児童措置費の委託料でございますが、

新児童手当のシステム改修に係る委託料で、県
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の100％補助金でございます。

　次に、13ページをお願いいたします。

　中ほどの林業費の２目林業振興費でございま

すが、工事請負費は、森林整備加速化・林業再

生事業で作業道整備をするものでございます。

　次に、飛びますが、16ページをお願いいたし

ます。

　上段の教育費の３目中学校施設整備費の工事

請負費でございますが、垂水中央中学校体育館

の大規模改造事業で、屋根部分の改修工事費を

追加したものでございます。

　次に、災害復旧費の１目公共土木施設単独災

害復旧費でございますが、消耗品費は降灰袋の

購入費で、工事請負費は側溝の降灰除去の経費

でございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

６ページの事項別明細書の総括表及び８ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、県支出

金、繰入金及び市債などの特定財源を充て、一

般財源は前年度繰越金等を充てて収支の均衡を

図っているものでございます。

　なお、寄附金につきましては、教育費寄附金

として株式会社玄海様より瀬戸口藤吉翁記念行

進曲コンクールへいただいております。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　２点について質疑をさせてい

ただきたいというふうに思います。

　１点目は民生費の介護保険事業費、いわゆる

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金につい

てなんですけれども、先ほど市長のほうからも、

在宅医療の事業ということでいわゆる医療から

介護への対策と、いわゆる地域ケアシステムの

取り組みが本格的にスタートするということだ

ったんですけれども、なかなかまだその体制な

り内容もこれからという状況の中で、いわゆる

介護療養病床の廃止時期は確かに６年延長にな

りましたけれども、病院自体はこれまでもそう

いう形での対応という形で廃止をしながら、介

護施設等の建設が進んできているわけなんです

が。

　私が問題にしたいのは、こういうはざまの中

で、いわゆる施設ができたとしてもなかなか入

居できない、いわゆる負担が大変だという問題

と、施設が十分本当に足りるのかという点での

問題で、結果として介護難民を生み出すそうい

う問題が引き起こしかねないのではないかと。

そういう中でどのように行政としても対応する

必要があるのかということで、一方では第５期

介護保険事業計画がスタートをしてきているわ

けなんですけれども、これらの関係の中でいわ

ゆる介護基盤整備を図っていくという中で、今

回のこういう措置の中で、対応の中でそういう

介護難民の問題というのは生まれないのか、も

しそういう状況は十分把握されているのか、そ

れともそれに対する対応というのはできている

のか、その点について若干疑問を感じますので

お答えいただければと思います。

　２点目は林業振興費、先ほど出ましたとおり、

森林整備加速化の再生事業ということで県の補

助で100％と、その事業として作業道路の整備と

いうことが出たんですけれども、これはたしか

23年、国のいわゆる復興木材安定供給対策の事

業の一環の中で基金が設立され、それで県との

関係でそういうのが事業化されれば具体化して

いくと、そしてたしか27年度までこれが延長に

なっているというふうに思うんですが、復興に

必要な木材を安定的に供給する体制を構築して

いくということで、背景は当然、震災による問

題だとか、それから輸入材に対抗できる体制を

確立していくということで木材産業の再生を図
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る必要があると、こういう目的を持ちながら取

り組みが進められていくわけなんですけど、当

然、私も必要な事業であり、垂水の林業振興を

図っていく上で道路問題など含めて重要だとい

うふうには思うんですが。

　ところが、実際上、整備しても木材の価格の

問題、また民有地さまざま含めて課題もあろう

かと思うんですけれども、そういう中で、地域

の問題解決ということの中で確かに道路整備も

必要だと思うんですが、一定いわゆるこういう

部分だけ解決してもなかなか根本的な解決へ向

かっていかないと思うんですけれども、いわゆ

る林業再生という点で、いわゆるもう戦後の植

林した材木が利用できる、ある意味ではそうい

う条件にもなってきているという一方での条件

もあると思うんですが、そういう中で道路だけ

の対応だけでいいのかと若干疑問に思うもので

すが、その点について回答いただければという

ふうに思います。

〇保健福祉課長（白木修文）まず１点目につ

いてですけど、今回設立する介護施設、旧垂水

温泉病院が療養病床を廃止することに伴いまし

て、グループホームを１棟つくるものでござい

ます。もう１つは、新城・柊原地域のほうにこ

ういう介護施設がないものですから、住民の方

からの要望に応じて小規模多機能の施設を今回

つくるものでございます。

　それから介護難民についてですけど、現在こ

ういうふうに新しい施設をつくることによって、

待機者の解消を今、図っているところでござい

ます。だから、今のところ介護難民ということ

については一応私のほうにはつかんでおりませ

ん。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）今、御質問のあった

件でございますが、持留議員のほうからお話が

あったとおり、この事業につきましては、国の

平成23年度の第３次補正予算に係る森林整備加

速化・林業再生事業で実施するものでございま

して、県に基金を設置しまして、全額県補助金

という形で実施をしておるわけでございますが、

対象としまして、受益面積を市有林を40ヘクター

ルと考えているところでございます。

　まずは間伐を実施したいということで、路網

の整備を実施したいということでございます。

間伐のほうにつきましては、別途同じ事業のほ

うで今度は間伐のほうをやっているわけでござ

います。

　今ありました、道路のみでいいのかというこ

とでございますが、やはり路網の整備をしてい

かないと、間伐を実施して全伐という形へ持っ

ていけないと。その形としていくわけですが、

間伐も単年度で実施していくわけではございま

せんので、各年、各年計画を立ててやっていこ

うということで、まずはその路網の整備を実施

したいということでございますので、御理解い

ただきたいと思います。

　以上でございます。

〇持留良一議員　つかんでいないということで

したけれども、実際上もう療養病床が廃止され

ていくと、いやが応でもそこを出ていかなきゃ

ならない。ところが、施設においても重度でな

いと受け入れない、いわゆる報酬単価が引き下

げられるという課題もあるわけなので、そうし

ちゃうとどうしても行き場を失ってしまう。い

わゆる今度はこれらの小規模多機能だとか認知

症対応型といっても今度はお金が、大変負担が

かかるわけなんですよね。そういう意味で先ほ

ど出た医療ケアシステムの問題が出てくるかと

いうふうに思うんですが、当然それと同時並行

的にやっていく中で、どうしてもそういう状況

をつくり出してしまうという問題がどうしても

出てくるんですよね。

　私はそんなふうに思いますので、ぜひこのあ

たりは必要な調査と対策というのをぜひ取り組

んで、そういう介護難民を生み出さないように
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市としても体制をしっかり整えて、そういう支

援体制をぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。これは要望にしておきたいというふうに思

います。

　それとあと間伐等の問題、道路整備、この間

も何回か本市もこの事業をやっているかという

ふうに思います。やっぱりネックもあるんです

よね、民有地の問題とかいろいろ問題がある中

で、やはりそこのほうを克服しないと、解消し

ないと対策が前に進まないと、整備しても結局

切り出せないと、さまざまな問題も出てくる可

能性がなきにしもあらずだと思うんですよね。

政策的にも全国でもいろんな形で市と、それか

らこの前、肝付だったですかね、そういう形で

事業もやっていますので、やはりせっかくこれ

だけの投資をして整備するのであれば、それに

やっぱり目的として、最終的な目的である林業

再生を図っていくということにつながっていか

ないとやっぱり投資効果も生まれないだろうな

というふうに思います。

　ぜひ、これはもう要望にしておきますけれど

も、そういうことも含めてきちっと対策をです

ね、展望が開けるような、林業再生を図れるよ

うな、そのことによってこれだけの投資効果が

あったんだということができるようなぜひ施策

を展開していただきたいと、要望だけにしてお

きます。

〇保健福祉課長（白木修文）先ほどの私の答

弁の訂正をちょっとさせていただきます。ちょ

っと勉強不足だったものですから。

　実際、介護難民、待機者の解消については、

第５期の策定に係る検討委員会で協議していた

だいております。

　そして、待機者の解消となる施設整備は必要

とはなりますけど、介護保険料が上がるためバ

ランスを考えないといけないという問題があり

ます。

　それで、要介護者数につきましては、平成27

年をピークに徐々に減少していくため、長期的

には施設が満床とならなくなるというおそれが

あります。長期的な展望も視野に入れるという

のが大事でございます。

　老人保健施設やグループホーム、小規模多機

能型居宅施設が今回できることによって、ある

程度の待機者の解消になるのではと思っており

ます。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

〇大薗藤幸議員　この補正予算の内容なんです

けど、災害復旧費ですね、公共施設の。降灰袋、

多分これ１万枚ですかね、500万円。この件に関

しては、昨年度から降灰も強くて降灰袋がなか

なか行き届かない、そして市役所、土木課のこ

とでしょうか、取りに来ればありますよという

ような表現をされておりました。宮崎で降灰袋、

降灰が始まったときに、新燃ですかね、垂水か

らお金にしてたしか15万円程度かな市長が寄贈

されたと、そのころにたしか１万枚、その前後

に１万枚垂水市は購入していると思うんですね。

　これ地域によっては降灰の状況が全く違いま

すので、南と北、桜島から見てですね、やはり

そこら辺も若干考慮しなきゃならんと、配布の

方法をですね、そう思っております。

　その件と、側溝清掃に1,000万円、これですね、

最近中央地区でも相当な苦情が出ております。

集落で自分たちの地域の側溝の掃除をしたい。

しかし、しかしですね、蓋版がかぶっている。

側溝のふたのことですが、個人ではなかなか難

しい。しかも梅雨入りを前にして、しかもそれ

なりのシーズンに入ってまいります。今、台風

３号も北上中ですけれども、以前から中央地区

の西側は雨水対策が盛んに議論をされた経緯も

ございますね。これはやらなきゃならんことで

すけれども、この議案が可決するのは６月22日

ですね。やはり市民の安全を唱えるならもっと
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早くに、基金もあるんじゃないですか、やって

ほしかった。

　ということでですね、将来的には、後ほど一

般質問でお話をする予定でおります。議論をさ

せていただくつもりでおりますが、中央地区だ

けじゃなく協和地区もひどい降灰です。そこら

辺の現状を見きわめていらっしゃるのか。そし

てどの範囲までこの1,000万円の予算に計上して

いらっしゃるのかを、軽くでよろしいですので、

今、答えられる範囲でよろしいですので、中央

地区の一部なのか、協和地区もその範囲に想定

をされていらっしゃるのかをお聞きいたします。

〇土木課長（宮迫章二）側溝清掃についてで

すけど、当初から予算を組んでおけばよかった

んですが、11月以降の大量の降灰によって側溝

が大分埋塞しておって、浄化槽からの排水溝を

ふさぐ、ふさいで逆流するという市民生活に大

変支障を来しているということが報告されてき

ております。

　それでですね、中央地区を３校区に分けて、

それと協和地区と４地区に分けて実施するとい

うふうに計画しております。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）降灰袋の配布関係の御質問

にお答えをいたしたいと思います。

　大薗議員が今御指摘ありました、そういう状

況だと思います。やはり１年間をかけての計画

はあるんですけれども、時期によって、その日

によって降る方向ですとか量が違います。基本

的に冬場を中心に垂水市は降っていくわけです

けれども、これがなかなか毎年予想が立たない

中で、今現状としては大変活発な活動を続けて

おりますので、委員会の中でも御指摘いただき

ました、できるだけ素早い対応をということで

ございましたので、そのように指示をいたして

おりますので、また新年度、今、少し灰もおさ

まった時期ではありますけれども、また時期が

来ればそういったことになってまいりますので、

今ある部分の後処理と、また次の来るべき時期

に向けての対応というのを早目に予想しながら

準備をしたいというふうに思っております。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

〇土木課長（宮迫章二）降灰袋について、報

告申し上げます。

　11月のころには30万枚の降灰袋が在庫があり

ました。その後に、12月に海潟、中俣、牛根麓

地区に各家庭に40枚ずつ、中央地区に30枚ずつ、

それと柊原、水之上地区に20枚、新城と牛根麓

を除く牛根地区に10枚ずつ配布しております。

それと３月には海潟、中俣に30枚ずつ配布して

おります。そのほかは、市民相談サービス課の

ほうで取りに来た方には配布するということで、

大体４万枚ぐらいの配布があるようです。５月

31日現在で在庫が３万4,000枚ぐらいしかないた

めに、今回補正で購入するということでありま

す。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第38号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第39号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第９、議案第39号平成

24年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１

号）案を議題とします。

　説明を求めます。
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〇保健福祉課長（白木修文）議案第39号平成

24年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１

号）案について、御説明申し上げます。

　今回の補正は、介護保険基準額の確定、県補

助金の内示による財源組み替えと国庫返還金に

伴う追加補正が主なものでございます。

　１ページをお願いします。

　今回の補正の額は、歳入歳出にそれぞれ86万

5,000円を追加し、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ19億9,170万7,000円とするものでご

ざいます。

　まず、事項別明細書の歳出から御説明いたし

ます。

　５ページをお願いします。

　２款保険給付費、１項サービス等諸費、１目

サービス給付費から３目地域密着型介護サービ

ス給付費までの補正は、介護保険基準額の確定

と県補助金、介護保険財政安定化基金特例交付

金の補助内示を受けまして、基金繰入金及び一

般財源の減額を行う財源組み替えでございます。

　２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防

サービス給付費から３目地域密着型介護予防サー

ビス給付費までの補正も、同じく財源組み替え

でございます。

　３項高額介護サービス等費、１目高額介護サー

ビス費及び２目高額介護予防サービス費の補正

も、同じく財源組み替えでございます。

　６ページをお願いします。

　４項その他諸費から６項高額医療合算介護サー

ビス等費までの補正も、同じく財源組み替えで

ございます。

　３款地域支援事業費、２項包括的支援事業費・

任意事業費、３目包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援事業費の補正は、報償費で支払われて

いた謝金等を委託料に統一するために組み替え

るものでございます。

　４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

３目償還金の補正は、介護従事者処遇改善臨時

特例基金の廃止に伴い、発生した残金を国へ返

還するものでございます。

　次に、歳入について御説明いたします。

　４ページをお願いします。

　１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被

保険者保険料の補正は、当初予算で積算してい

た介護保険基準額4,260円が4,180円に確定した

ことによる減額でございます。

　５款県支出金、２項県補助金、３目鹿児島県

介護保険財政安定化基金特例交付金の補正は、

県からの内示によるものでございます。

　７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護給付

費準備基金繰入金の補正は、上記の５款県支出

金の内示による増額を調整するものでございま

す。

　８款繰越金、１項基金繰入金、１目繰越金の

補正により最終的に歳入歳出の均衡を図るもの

でございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、産業厚生委員会に付託の上、審査し

たいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第39号は産業厚生委員会に付託

することに決定しました。

　　　△陳情第８号・陳情第９号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第10、陳情第８号及び

日程第11、陳情第９号の陳情２件を一括議題と

します。
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　件名の朗読を省略いたします。

陳情第８号　皇室典範改正反対に関する陳情

陳情第９号　少人数学級の推進など定数改善、

　　　義務教育費国庫負担制度２分の１復元に

　　　係る意見書採択の要請について

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの陳情２件については、いずれも総

務文教委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第８号及び陳情第９号の陳情２

件については、いずれも総務文教委員会に付託

することに決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明５日から11日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、12日及び13日の午前９時半か

ら開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、６日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出を願います。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これをもちまし

て散会いたします。

　　　　　午前11時10分散会
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平 成 ２ ４ 年 第 ２ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 ２ 日 　 平 成 ２４ 年 ６ 月 １２ 日



本 会 議 第２号（６月１２日 ）（ 火 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志
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平成24年６月12日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いいたします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。

　また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。

　最初に、３番大薗藤幸議員の質問を許可しま

す。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　おはようございます。

　議長の許可をいただいておりますので、早速

質問に入ってまいります。

　今回は３点について質問いたしますが、関連

がございますので、続けてお尋ねを申し上げま

す。

　垂水の年間を通しての気象及び過去の経緯を

踏まえて自然災害等を考えてみますと、垂水の

宿命である桜島の火山灰、早ければ９月中旬か

ら始まり、明けて５月、６月と非常に長い間火

山灰に悩まされております。６月に入りますと、

もうことしも台風１号、２号、３号と発生をし、

幸いに鹿児島県を通過することなく東にそれて

幸いだったと思っておりますが、この台風シー

ズン、当然１週間ほど前から梅雨入り宣言がな

されております。梅雨が明けますと本格的な台

風シーズン。この状況を見ますと、垂水には安

心してゆっくりしていられる時期はない。この

ことから、きょうはまず第１点目、環境整備班

の所管、稼働状況及び予算をお伺いいたします。

　２点目に、今６月議会におきまして、中央地

区、協和地区の側溝清掃の予算づけが上程をさ

れております。市長も垂水市民の安心・安全を

ということを常におっしゃっております。

　実は中央地区からは、「大分早い時期から側

溝が桜島の降灰でいっぱいになっている。除去

をお願いできないか。地区住民で集落単位で清

掃しようにも蓋版がかぶっている側溝、ふたの

かぶっている側溝は地域住民では危険性があり、

物理的にふたの重さもあり、なかなか難しい。

行政に」ということがことしの早い時期から振

興会等で声が上がっております。それを踏まえ

た予算措置であるとはわかっておりますが、中

央地区には、特に錦江町近辺は過去に都市下水

路の建設がなされ、財政改革のもと、都市下水

路の工事が中断をされております。

　毎年のように、大雨のシーズンを迎えますと、

「錦江町近辺の雨水対策は」ということを、私

もこの席をいただきましてから５年が経過をし

ておりますが、再三再四、耳にしております。

そのような中央地区の西側の住民の声を反映す

べく上程された議案だと思いますが、わかって

いながらなぜ梅雨入り前にこの対策をとられな

かったのか、このことをお伺いいたします。

　次に、土砂処分場の状況及び今後の利用をお

伺いいたします。

　関連がございますと申し上げたのは、垂水は

降灰に悩まされ、降灰の処分場も現上野の土砂

処分場で行われておりますが、現在の状況と今
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後の土砂処分場への考え方を伺うものでござい

ます。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇土木課長（宮迫章二）まず、環境整備班の

所管、稼働状況及び予算について回答いたしま

す。

　平成21年度に前市長の意向で、土木施設に限

らずすべての公共施設などの維持管理に対応で

きるようにと、道路維持班から環境整備班に名

称を変更し、配置は、土木関係が一番多いこと

から土木課内に配置されたという経緯がござい

ます。現在、職員１名、臨時職員６名で、通常

は２班に分かれて作業をしている状況でござい

ます。

　平成23年度の環境整備班の勤務日数は235日間

でありまして、対応した要望件数が150件ほどご

ざいます。その中で土木課以外の件数が40件程

度で約27％ですが、その内訳としましては、学

校施設が12件、８％で、農林関係施設が11件、

これが７％で、その他の施設、文化会館、運動

公園、市民館、漁港など17件、12％でございま

す。

　環境整備班への依頼につきましては、ほぼ毎

日のようにかなりの件数があり、スケジュール

を調整しながら対応しているため、迅速で十分

な対応ができないこともございます。今後は、

環境整備班とのスケジュール調整を今まで以上

に密にして、迅速で十分な対応が行えるよう努

めてまいります。

　予算でございますが、当初予算で環境整備班

の６名分の賃金、社会保険料、需用費を合算し

まして、1,338万円計上してございます。

　続きまして、中央地区の側溝の清掃は梅雨前

にということについてお答えいたします。

　側溝清掃については、地域の清掃活動で側溝

の土砂を揚げられる地域や、浄化槽の点検をさ

れる方々からの通報や住民から要望があった箇

所については、環境整備班で対応したりしてい

るところであります。

　側溝につきましては、11月以降のどか灰で道

路や宅地内から降灰の除去されなかった分が道

路側溝に流れ込み、堆積し、家庭からの浄化槽

や排水管の出口をふさぎ、逆流する現象が報告

されてきております。

　先ほども申し上げましたように、振興会によ

っては自分たちで側溝の土砂揚げをされるとこ

ろもありますが、ふたのあるところもあり、連

続して除去しなければ側溝の機能が阻害される

ため、今回計画したところでございますが、今

回の側溝清掃を梅雨前にしないと意味がない、

対応が遅いとの指摘でございました。つきまし

ては、全くそのとおりであると反省していると

ころでございます。

　今後の予算計上に当たっては、そのことも十

分考慮の上、対応してまいりたいと思います。

　続きまして、土砂処分場の状況及び今後の利

用を問うのことについてお答えいたします。

　建設残土の処理方法につきましては、残土処

分場開設以前より、地区建設副産物対策連絡会

で再利用を図っておりますが、全部を処理する

ことはできませんでしたので、市の高峠処分場、

業者の有料処分場、建設会社が所有する自社処

分場や地権者と協議し、処分をしてまいりまし

たが、高峠の処分場が満杯状態でありましたこ

とや、埋立処分場の下流住民より流出問題等の

苦情もありましたことから、市で一括処分でき

るようにと平成８年度より土砂処分場の整備の

ための準備を進め、平成12年度に一部が整備さ

れ、使用できるようになりました。

　公共工事の建設残土及び桜島降灰を処分する

ために、垂水市建設残土処分場設置及び管理に

関する条例を平成13年７月１日から施行し、運

用してまいりましたところでございます。当初

の受け入れ可能容量は、大まかな数量ではあり

ますが、42万4,000立方メートルありまして、平

成13年度から正式に受け入れるところでござい
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ます。

　平成17年度に大災害が発生し、受け入れ可能

容量が急激に少なくなりましたため、平成21年

度から県工事の砂防工事や急傾斜工事等で発生

する土砂の受け入れをストップしているところ

でございます。今の空き容量を見ますと、大災

害が起きなければの話でありますが、あと二、

三年程度で満杯になるのではないかと考えてい

るところでございます。

〇大薗藤幸議員　この環境整備班の質問でござ

いますが、所管は土木課と、臨時が６名を２班

に分けて作業をしていると。23年度235日の稼働

実績で、土木課以外の稼働が27％でしたね。予

算措置が1,338万円。

　なぜこういう質問を差し上げているかといい

ますと、土木課だけで73％の稼働である。土木

課における要望に対して、果たして今の状況で

市民は満足しているのかということと、そのほ

かの課では同じように市民の要求、ニーズに対

して満足が得られているのか。私の見聞きして

いる範囲ではなかなか届いていないのではない

か。

　ならば、財政も厳しい厳しいということが日

夜言われておりますが、維持班をもう１班ふや

すなり、当然予算措置が必要でございますが、

そのことと、３月議会の委員会で申し上げてお

りますが、以前の21年度までの道路維持班と環

境整備班の違いはどこにあるのか。先ほど課長

の答弁の中では、市民のニーズにこたえるべく

全庁内的に稼働をさせることができる組織とい

うふうに変更をされていると聞いております。

以前の３月議会では、土木課以外の所管の係で

も市民ニーズにこたえることができずに苦労さ

れていらっしゃる。新年度に向けて庁内で必要

な所管の課が一堂に会して、今後の環境整備班

のあるべき姿を協議をしていただきたいと念を

押しました。

　ところが、もう６月でございます。しかも梅

雨にも入っております。依然そのような実態が

ない。いかがでしょうか、維持班を人数をふや

し、予算をふやし、全庁的に維持班の稼働の計

画もしくはその実態を協議をされるお考えはな

いのかをお伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）まず、各課との協議

をしていただきたいということに対して回答さ

せていただきます。

　現在、各課との協議はしてありませんが、と

にかく土木課で管理する市道、集落道、河川、

公園などについて要望が多くあり、その対応に

職員１名、臨時職員６名で対応しているところ

でございます。小型のユンボで作業するときは、

ある程度地区をまとめて作業をしていますので、

例えば牛根の松尾で作業しているときに新城か

ら要請があっても、すぐには対応できないとこ

ろでございます。その作業をしているときでも、

集落によっては側溝の土砂を揚げてあるので取

りに来てくれと要請があったり、学校関係から

も校庭の灰を集めてあるので取りに来てもらえ

ないかと依頼がありましても、対応が遅くなっ

てくる場合がございますので、そこのところは

御理解いただきたいと思います。

　ただ、場所によっては急を要するところもあ

るかと思いますので、現場の状況を考慮して対

応していきたいと考えるところでございます。

〇大薗藤幸議員　振興会長さんを初め地区住民

からはですね、地域の奉仕活動等で美化作業等

で発生した土砂もしくは伐採された草木に関し

ては、ある程度事前に想定がされるであろう。

もちろん何月の第何曜日に奉仕作業があるとい

うことは、奉仕作業をするということは連絡が

入ると思いますね。これは緊急を要するという

表現には当てはまらない。

　それとですね、この維持班の、環境整備班の

稼働実態が全庁的に各課で不協和音はないのか

ということもお聞きしているんですよ、暗にお

聞きしているんですよ。
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　確かに環境整備班は、以前に株式会社財宝さ

んから小型の重機の寄附もいただき、小型のロー

ドスイーパー等も寄附をいただいて、垂水市民

に大きな恩恵を受けていることは事実でござい

ます。整備班の方々も、灰が降っても、雨が降

っても、日が強くても日夜努力をされ、その管

理を所管である土木課がされていることも十分

承知しております。

　以前に小型の重機を株式会社財宝さんから寄

附をいただく前に、前水迫市長時代に城山の登

り口のところで大きなためますに土砂が堆積を

し、その堆積物を整備班の方々がスコップで除

去をされていました。これは何たることやと、

予算がないなら予算をつけていただいて重機で

作業するのが効率がいいのではないかというこ

とを申し上げました。運よく財宝さんから重機

の提供がございましたので、何とかその件は解

決したように思われます。

　先ほども申し上げましたように、市民に対す

る安心・安全、住民サービスという観点から市

長にお伺いいたしますが、所管の課からの説明

も受けておいでなはずです。今後この環境整備

班のあり方、稼働する予定について、市長のお

考えがあれば一言お願いを申し上げます。

〇市長（尾脇雅弥）おはようございます。

　大薗議員の今の御質問にお答えをいたします。

　市民の皆様のニーズというのは多種多様でご

ざいます。今、大薗議員のほうでいろいろ言っ

ていただいたことは現場の声としてそのとおり

だろうと思いますし、私も安心・安全、できる

だけ、住んでよかったと思えるまちづくりのた

めには１つ１つこたえていきたいという思いで

はあります。ただ、予算の問題でありますとか

場所の状況、優先度とかですね、その辺は考慮

して順番をつけてということになろうかと思い

ます。

　ただ、今、御指摘があったことをまず検証し

て、今のままでいいのか、できるだけ要望にこ

たえるための体制づくりというのは今後、検討

していきたいというふうに考えております。

〇大薗藤幸議員　市長の前向きな答弁をいただ

きましたが、６名の臨時職員で1,338万円、二、

六、十二ですから、需用費を含めて200万円ちょ

っとと。２名ふやしますと年間500万円あれば十

分事足りますね。

　確かに、財政上は厳しい厳しいという表現を

され、市民も、どこに行っても垂水はお金がな

いということを認識をしていらっしゃいます。

しかしながら、この２名ふやして500万円弱のお

金を10年間稼働させますと5,000万円弱の予算措

置で十分でございます。今、基金も数千万円ご

ざいます。この数千万円を10年間かけて基金か

ら取り崩すことが正しいのかという議論はござ

いましょうが、ある程度の考慮はしていただき

たい。そうでないと役所内での不協和音がさら

に高まる可能性がある。このような観点から、

今後の市長をトップにこの議論に関して前向き

な検討をされることをお願い申し上げます。こ

の質問は以上で終わります。

　次に、中央地区の側溝清掃は梅雨入り前にと

いうことでございますが、これは後で市長にも

お聞きいたしますので、ちょっとお耳を拝借し

たいと思います。

　先ほど１回目の質問で申し上げましたが、中

央地区の都市下水路の件ですね。これは中断と

いいますか、中止といいますか、はっきりとし

た方向づけがなされておりません。前水迫市長

からの問題でございますが、過去５年にわたっ

て私も再三、同僚議員からの質問を耳にしてお

ります。行財政改革も、その中の財政改革の中

でも、将来負担比率等におきましても大分改善

されているということを議会の場でもしっかり

と報告をなされております。ならば、このこと

は避けて通れない、何らかの考え方はそう遠く

ない将来には示さなければならないと思ってお

りますので、このことは市長に後ほどお伺いい
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たします。

　この中央地区の側溝の清掃に関しましては、

東側から錦江湾に向けての側溝に関しましては、

地形上、縦断勾配がございますので、さほど堆

積はしていないのではないかというような考え

も持っております。しかしながら、南北に設置

をされている側溝に関しては、堆積物の流れが

阻害され、相当数降灰でもたされた灰が堆積し

ているようでございます。これをなぜ梅雨入り

前にお願いできなかったかということを申し上

げているわけでございますが、今、この議会で

上程されている以上、最終本会議、22日におい

て可決をされるならば、その後、側溝清掃の設

計をされ、入札をなされるのか、そのような手

法であれば施行はいつごろになるのかをお尋ね

をいたします。

〇土木課長（宮迫章二）発注については、指

名競争入札で発注したいと思います。時期につ

いては、側溝の清掃は既に済ませておりますの

で、早ければ７月上旬になると思うところでご

ざいます。一日でも早く発注できますように設

計書作成を急いでいるところでございます。

〇大薗藤幸議員　指名競争入札によるという答

弁でございますが、ちょっと角度を変えて、土

木建設業の大半の方からの御意見でございます。

新年度に、日本の行政の統治上ですね、新年度

はなかなか建設業の仕事が見当たらない。その

ような理由で住民からの要望等、もしくは急を

要する工事には現在まで、どこの自治体も同じ

かもわかりませんが、重機借り上げ随意契約、

この手法がとられているようでございます。我

が垂水市も同じであろうかと思っておりますが、

最近まで、重機借り上げ等につきましても、業

者の指名をされる業者ですね、偏っているので

はないかという指摘が相当ございます、業者間

の間で。本当に急を要するとはどういうことな

のか。

　今、私がこの質問を通告しましてから、土木

課のほうでは補正予算の議案が可決する前に設

計を済まし、可決するや否や入札に向けての準

備に入られるということだろうと思います。こ

の質問がなければ、多分実際の側溝清掃の施行

日程は８月になるんじゃないかと想定されると

思います。我々が質問をすることは市民に対し

ての答えですから、忙しいさなか、早目に設計

をされ、早目に入札で執行をされる、施行がさ

れることは喜ばしいことでございますが、この

際ですね、例えば市内に四十数業者ございます。

過去に重機借り上げ等で依頼をされていない業

者さんがございましたら、1,000万円程度の工事

金額でございますので、50万円に区切りますと

20業者仕事があります。入札となりますと、管

理も業者は大変なんです。ねらいは何なのか。

側溝にたまった灰を除去をして市民の安心を願

うものである。ならば、何ら指名競争入札をす

る必要もない。このようなときこそ、急を要す

るということで重機借り上げ等のお考えはない

か、お伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）今のところは指名競

争入札で発注するということで考えております。

　以上です。

〇大薗藤幸議員　じゃ、この件は市長にちょこ

っとお願いをいたします。

　過去にお伺いしたところでは、急を要したの

で随意契約、重機借り上げという手法がとられ

ておりますが、今回のこの補正予算に関しては、

土木課のほうでも努力をされて、早急に発注を

したいということで納得をせざるを得ないのか

なというふうに思っておりますが、今後はです

ね、やはり市長の裁量で土木、農林、いろんな

発注権限のある所管の課はございますが、やは

り重機借り上げもしくは随意契約に関してはな

るべく、なるべくですよ、平均に業者にわたる

ように指導をしていただきたいと思っておりま

すが、市長のお答えをいただきたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）基本的には、今、土木課
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長が答えたとおりですけれども、本当に市民の

ニーズというのはいろいろございまして、でき

るだけやっぱり早く対応するということは非常

に大事なことですので、現状ある法令等も見直

しが必要な部分があればやらなきゃいけないと

思っておりますので、現状を精査して、分析を

して今後の対応をしていきたいというふうに思

っております。

〇大薗藤幸議員　次の質問に入ります。

　土砂処分場の件でございますが、平成12年度

開設され、13年から実際に受け入れを可能と。

これは最初で申し上げておりますとおり、桜島

の降灰でも相当な搬入があったと思います。こ

れからも我が垂水市は桜島から逃げることはで

きないんですよ。これは私よりも、市長を初め

として、所管の土木課の課長さんもしくは全職

員が土砂処分場に関しては危惧をされていると

思います。

　その中で、平成20年度か21年度に、新しく土

砂処分場の調査費用が600万円程度予算措置がさ

れたのを記憶をしております。その後、その600

万円の執行はどうであったのか。また、予定を

されていたその土砂処分場の調査結果は、報告

はどうなのか。やはり市長を筆頭に職員全員が

危惧し、議会でも心配をされております。

　なぜこのような話を差し上げるかといいます

と、計画があり、執行されたか、されなかった

のか、結果はどうであったのか。そのことが非

常に大事なことであって、あらゆる範囲にこの

話は及ぶと思います。通告外でございますので

お耳だけおかしください。

　高峠のツバキ、ユズ、クリですね、これ緊急

雇用再生事業でしたか、たしか苗代と労務費を

含めて2,000万円の予算措置がされたはず。その

ときに、ユズを植えたら管理に幾らかかる。５

年後には売却をして幾らの利益が上がる。クリ

もツバキも一緒でございます。その検証もしく

は結果報告はなされているのか。すべてにおい

て検証、結果報告がなされないから、あえて、

先ほども申し上げましたように通告をしており

ませんのでお耳だけで結構でございますが、太

陽光発電に関しましても、そのユズを植生され

た場所に計画をされているわけですね。ならば、

ユズを植えたけれども思うようにいかなかった。

議会にはそのような報告の義務はないのでしょ

うか。

　その平成20年か21年度、はっきり年度は記憶

をしておりませんが、600万円の予算措置がされ

た後の土砂処分場の調査結果はいかがであった

のかをお伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）平成20年の当初予算

で600万円の予算をつけております。これは、残

土処分場候補地選定業務委託費といたしまして、

赤迫川水系の谷を候補地に200万円と、その箇所

が可能であるとなれば、保安林解除業務委託費

を400万円計上しておりました。

　この赤迫川につきましては、基点から海岸ま

での砂防指定と保安林指定も多数箇所ございま

す。砂防指定解除につきましては、県庁砂防課

に確認いたしましたところ、作業許可をとって

工事を進め、その後、安全が確認できましたら

指定の解除はできるということでございました。

しかし、保安林指定の解除につきましては、治

山工事により谷どめ工などの構造物があります

ところは基本的にはできないということでござ

いました。例えば、土地収用に係るような事業

でございますと解除申請は行いやすいのですが、

残土処分場だけでは99％できないとの回答でご

ざいました。このため、赤迫川を断念すること

といたしました。

　以上です。

〇大薗藤幸議員　その赤迫川水系には残土処分

場の建設は無理という判断がなされてから、そ

の後、当然私にも、同僚の議員にも責任はござ

いますが、常に頭の中から離すわけにはいかな

いわけですけれども、庁内的には、さあ次はど
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こだとか、どのような方法で残土処分場の建設

ができるのか、調査結果があればお伺いいたし

ます。

〇土木課長（宮迫章二）平成17年災害後に大

量の土砂が搬入されてきましたので、次の残土

処分場の場所選定を行っております。その選定

に当たり、第１段階で防災上の観点から次の事

項、土砂崩壊のおそれのない地帯、２級河川の

流域でない、市街地、集落の近接地ではないな

どを勘案し、候補地対象外区域に設定して、第

２段階で残土処理可能量、搬入経路、用地確保、

周辺住民等の意向、保安林指定、砂防指定施設

設置の経済性を勘案して候補地を選定し、検討

しております。

　その選定条件を考慮した上で、管内図に候補

地を25カ所選定し、現地調査を実施し、選定評

点にて総合評価を行っております。赤迫川はそ

の総合評点でＢという評価を得ておりましたの

で、保安林解除の手続が可能か確認いたしまし

たところ、難しいとのことでございました。他

の候補地も同じような箇所でありまして、いろ

いろ調査はしていますが、ここだという候補地

がなかなか見つからない状況でございます。

〇大薗藤幸議員　これで終わりになりますけれ

ども、今、私が３回目にお聞きしたのは、赤迫

川の流域、水系が不可能という判断をなされた

後の質問なんですね。なかなか難しい問題であ

って、しかしながら、垂水市を紹介する場合に

私どもが所管事項調査等で他市町村に研修視察

にお伺いする際は、必ずといっていいほど、垂

水は自然に恵まれております、しかしながら、

急峻な地形に立地をしておりますのでという表

現を差し上げます。

　やはりこれは本当に市長を初め全員で考えな

きゃならんことです。そうでなければ、いざ過

去にあったような風水害に見舞われたときに市

民に対する説明もつきません。全力で努力をす

ることが、執行部を初め、議会にも課せられた

責務だとこう思っております。そうでないとお

っしゃる方がいらっしゃれば手を挙げていただ

ければ構いませんが、これはみんなでやらなき

ゃならん。

　ですから、過去に現垂水中央中学校、前の垂

水中学校のＰＴＡの役員をさせていただいてい

たときに、学校の愛校作業で保護者が、児童生

徒の保護者が過半数、３分の２程度でしたかね、

出席をいただいて愛校作業をスタートをしたわ

けですけれども、今は当たり前のごとく愛校作

業が毎年行われているように聞いております。

そのときに草木の剪定、伐採等をしたものを残

土処分場にお願いできないかという依頼を私は

教育委員会を通していたしました。教育委員会

が所管にお願いをしたところ、土木課以外のも

のは受け付けない。そういう答えが返ってまい

りました。

　平成17年だったと思いますね。台風災害があ

り、水害があり、学校の予定としては９月11日

に体育祭が予定をされておったわけです。教育

委員会のＰＴＡに対する答えは、学校のグラウ

ンドで焼いてください。びっくりいたしました。

体育祭の準備もあり、８月のたしか30日に愛校

作業を実施しております。余すところ10日しか

ございません。枯れるのに時間もかかります。

当時の校長は、困ったと。私もＰＴＡの役員の

責任として土木課に出向きました。この学校は

垂水市立ですよと、設置者はだれですか、市長

ですよ。じゃ、市民は納税の義務を課せられて

いるんだから設置者がしなさい。設置者がすべ

きじゃないですかというお話を申し上げました。

わかりましたと、受け入れますと。これじゃい

かんわけですよ。

　そのようなことも含めまして、本当にこの残

土もしくは草木の処分はこれから、しかも桜島

の爆発で堆積した灰の処分も考えますと、必ず

近いうちに新しい処分場の開設をしなければな

らないと思っておりますので、全員一致してこ
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のことに取り組んでいけたらいいなとこのよう

に思っておりますので、これで質問を終わりま

す。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）次に、２番堀内貴志議員

の質問を許可します。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。

　垂水の新しい風、堀内貴志でございます。

　昨年この６月の議会で最初の一般質問をして

から、早いものでちょうど１年が過ぎました。

本日が私にとって２年目となる５回目の一般質

問となりますが、これからも垂水市の活性化と

発展のために一生懸命に質問をさせていただき

ますので、市長初め、関係各課の皆様におかれ

ましては、今後とも御理解の上、明瞭かつ積極

的な御回答をよろしくお願いいたします。

　さて、去る５月25・26日の両日、垂水市では

24年ぶりとなる鹿児島県総合防災訓練が開催さ

れ、鹿児島県や隣接の自治体、自衛隊、国交省、

県警、消防局、九州電力、ガス組合など59機関

及び団体が参加し、さまざまの被害を想定した

大がかりな防災訓練が市内各地で実施されまし

た。

　私が住む潮彩町でも津波を想定した避難訓練

が実施され、住民約85人が約900メートル離れた

標高40メートルの上野台地に避難しました。昨

年、東日本大震災が発生し、被災現場の想定外

のすさまじい被害状況を毎日のように映像で見

せられてきただけあって、訓練をする住民の態

度も真剣そのものだったように思いますし、貴

重な経験をさせていただいたと思っております。

　今や自然災害は日本全国いつどこで発生する

かわからない状況にあり、ふだんから、もしも

のときに対する備えが必要であると言われてい

ます。特に垂水市においては、地震、津波以外

にも桜島大噴火に対する備え、あるいは台風や

豪雨災害に対する備えが必要になります。

　また、南九州では先日奄美地方に１カ月おく

れて梅雨入りし、いよいよ災害が起こりやすく

なる時期になりました。８・６水害が起きた1993

年は夏から秋にかけて県内各地の集中豪雨で121

人の犠牲者が出ました。気象情報に注意し、前

兆現象を的確につかんでおくことは、梅雨時期

に限らず大切であると思います。各家庭では、

この体験を生かし、日ごろから避難場所の確認

や備品の点検が必要になると思いますし、地域

としても、救護と避難活動を支える自主防災組

織の体制強化が重要な課題だと考えているとこ

ろです。

　それでは、通告に従いまして、本日は大きく

３つの項目について質問をさせていただきます。

　１つ目は、市民が活用できる屋内温水プール

の必要性について質問いたします。

　なぜ市民が活用できる屋内温水プールが必要

か、大きく分けて３つの理由です。

　１つ目は、子供たちの体力増進と健康づくり

のためにスイミングを取り入れている家庭が多

いということです。

　御存じのとおり、垂水市には年間を通して利

用できるプールが存在しません。スイミングス

クールに通っているお子さんのほとんどが、往

復１時間半の時間を要して隣接の鹿屋市に通っ

ており、大変不便な思いをしながらスイミング

スクールに通っているのが現状です。

　２つ目は、温水プールは、健康づくりだけで

なくリハビリや高齢者の健康維持に効果がある

ということです。

　温水プールの効能は、浮力によって関節にか

かる負担が軽減され、無理なく運動することが

できることに加え、緊張感を和らげ、関節の可

動域を改善させます。また、水の抵抗によりバ

ランスよく筋力の維持向上ができ、水圧により

全身に水圧が加わり、皮膚へのマッサージ効果

が生ずるために呼吸や循環器への活性化を促し

ます。さらに、水温の温熱効果により筋肉のリ
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ラックス、代謝機能を促進させるなど、高齢者

の健康づくりに理想的な環境と言われています。

　３つ目は、医療費の抑制につながるというこ

とです。

　垂水市の高齢化率は、平成22年の国勢調査確

定値で35.0％、鹿児島県の26.5％に比較して8.

5％も高く、県内でも高い水準です。さらに、団

塊の世代が65歳を迎え始める平成25年から急激

に増加していくことが予想されています。

　そして、垂水市の平成22年度の医療費負担の

実績ですが、国民健康保険の医療費の給付費総

額は22億9,346万3,000円、１人当たり医療費負

担額は41万3,684円、県内43市町村では高いほう

から６番目。介護費の給付額の総額は16億4,332

万8,832円、１人当たり医療費負担額は27万1,132

円。さらに、75歳以上の医療費の給付費総額は

35億8,225万5,375円、１人当たりの負担額は95

万3,488円、県内43市町村中では高いほうから12

番目。垂水市の医療費の負担額を見ても、１人

当たりの医療費負担額を見ても、県内の他市町

村と比べても間違いなく極端に高い負担額にな

っています。

　私はこの３つの理由から、垂水市に市民が活

用できる屋内温水プールが必要だと思っていま

すし、また市民のニーズも高いと思っています。

　そこで、垂水中央中学校で老朽化したプール

の建てかえ工事の計画があるとお聞きしていま

すが、まずは中学校プールの建設計画の推進状

況についてお聞きいたします。

　また、市外のスイミングスクールに通ってい

る児童生徒の数について把握しておられるので

あれば、その人数についてお聞きします。

　さらに、健康づくり、高齢者保健福祉の観点

から、屋内温水プールを活用した場合の効果に

ついてどのように考えておられるか、保健福祉

課長に対してお聞きいたします。

　２つ目は、今後の観光振興についてお聞きい

たします。

　近年になって人口減少、高齢化が進展し、地

域レベルでその格差が大きくなっていますが、

これらの地域を再生し、その活力を戻すために

は、定住人口だけでなく旅行者等の交流人口を

増加させることが不可欠です。そしてその決め

手となるのが、地域に人を引き寄せる魅力の存

在だと思いますが、垂水市には、魅力ある自然、

歴史、文化、産業、人などが多く存在しており、

それらの地域資源を活用することによって、観

光による地域活性化の可能性が大きく膨らんで

くると思います。

　今日の垂水市の観光振興について、特に教育

旅行を中心としたツーリズムの推進、猿ヶ城渓

谷「森の駅たるみず」や道の駅たるみずでの集

客を行いながら、交流人口の拡大を図ることが

大切でありますが、そんな中で、道の駅たるみ

ずが指定管理の制度が導入されて８カ月が経過

し、初年度である23年度決算については、23年

10月１日から24年３月31日までとなっており、

協定書に基づき、毎年度終了後60日以内に事業

報告書を提出しなければならないとなっており

ます。23年度が終了し、60日が経過しましたが、

23年度の経営状況についてお尋ねします。また、

協定書第24条によりますと、売上総利益の50％

については垂水市に納付、さらに20％について

は垂水ふるさと応援基金等に拠出などとなって

います。経常利益が黒字となった場合には当然

に、垂水市に合わせて70％が入る契約になって

いますが、その使用目的はあるのか否かについ

てお尋ねします。

　３つ目は、入湯税についてお聞きします。

　垂水市のキャッチフレーズに「花と渓谷と温

泉のまち」とあるくらいに、温泉は垂水市の目

玉ですが、温泉に入るためにはお客さんに対し

て入湯税が課税されています。垂水市税条例第

141条では、「入湯税は、鉱泉浴場における入湯

に対し、入湯客に課する」とありますが、市内

の入湯税の支払い状況についてお答え願います。
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　また、入湯税は、地方税のうち市町村税のこ

とで、納付された税金は、温泉源の維持費、環

境衛生施設費、消防施設費、観光振興費などに

充てられる目的税となっていますが、本市では

どのように使用されているのか、お伺いいたし

ます。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇教育総務課長（川畑千歳）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　中学校のプール建設は、本年度に校舎と屋体

の大規模改造事業及び空調設備設置事業を終え

た後、グラウンド整備の一環として平成25年度

に建設をする計画です。建設に係る設計委託料

については、９月補正予算に計上するため、現

在調査検討中です。

　お尋ねのスイミングスクールに通っている児

童生徒数について、学校で把握している限りに

おきましては、市内８小学校児童が62人、中央

中学校生徒が２人、計64人となっております。

　以上です。

〇保健福祉課長（白木修文）堀内議員の御質

問にお答えいたします。

　健康づくり、高齢者保健福祉の観点から、屋

内温水プールの活用効果についての御質問です

が、健康づくりの中の運動の１つとして、水中

での運動の効果についてお答えいたします。

　高齢化社会の進展に伴い、中高年の運動は、

余暇の役割や評価が高まり、高齢者がスポーツ

を行うことは、そのことが大きな楽しみであり、

心身の健康増進や病気の予防に役立ったり、ま

た仲間づくりや自己表現の手段としても重要な

意味を持っています。

　その中で特に、泳ぎを主な目的としない水中

運動は、浮力が加わり、地上では苦痛が伴う腰

やひざの痛みなど、体の動きもかなり楽にでき、

30度前後の温水では特に高齢者等には適温で血

行がよくなり、自律神経の働きを活性化させま

す。しかし、その反面、高齢者の運動は、若い

人と違って既にいろいろな病気を持っていたり、

腰やひざに障害があったり、さまざまな薬を飲

んでいる人も多く、体力、運動能力も低下し、

若いときに比べ、口の渇きや疲労などを感じに

くくなっています。その結果、プールでの運動

中の大きな事故や、クモ膜下出血、心筋梗塞、

大動脈破裂など、死に結びつくリスクもあるこ

とを忘れてはならないと思います。

　本市では健康たるみず21を策定し、運動の推

進に努めています。しかし、平成21年度の市民

のアンケート調査を見ると、ふだん運動を習慣

化している人は２割程度で、若い世代ほど運動

を実施しておらず、むしろ60歳以上の３割近く

が計画的に運動を行っています。市民の健康づ

くりの普及のためには、運動のできる環境を整

備するとともに、運動の効果を上げるためにも、

専門的な指導者の育成・確保も重要でございま

す。

〇商工観光課長（塚田光春）堀内議員質問の

道の駅たるみずの経営状況についてまずはお答

えいたします。

　道の駅たるみずは、御承知のように昨年の10

月１日から芙蓉商事・薩摩おごじょグループへ

指定管理を行い、運営をしていただいていると

ころでございますが、最初のころは、新体制で

の不安定な経営などからいろいろな面で苦情も

ありましたが、その後は出荷者協議会等の関係

者からの苦情もなく、順調な運営をしていると

思っております。

　また、収支の状況も、上半期に比べ下半期の

売り上げは厳しい中で、平成23年度の事業報告

書によりますと、10月から３月までの総利益は

156万4,660円の黒字になっており、昨年度運営

されていた道の駅交流施設管理組合の同時期の

決算では985万7,781円の赤字になっており、対

前年で比較しますと1,142万2,441円の改善とな

っていることから、今回民間へ指定管理したこ

とで、民間によるノウハウの成果があったので
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はないかというふうに思っているところでござ

います。

　次に、道の駅交流施設の管理運営に関する協

定書の第24条で、売上総利益の50％については

垂水市に納付し、20％については垂水ふるさと

応援基金等に拠出するとなっているが、使用目

的はあるのかという質問にお答えいたします。

　当然、平成23年度も利益が発生したため垂水

市の収入になりますので、今後、しっかりとし

た目的で使えるように基金積み立ての条例を設

置していきたいというふうに思っております。

　以上でございます。

〇税務課長（葛迫隆博）堀内議員の御質問に

お答え申し上げます。

　まず、平成21年度から23年度までの入湯税の

実績についてお答えいたします。

　21年の申告納税者は、３施設で税総額180万8

,700円でございました。22年度の申告納税者は、

同じ３施設で税総額169万3,800円でございまし

た。23年度の申告納税者は、４施設で税総額210

万5,700円でございました。

　次に、入湯税の目的税に関する御質問ですが、

申されますように、地方税法第701条におきまし

て、目的税とするという定義がなされておりま

す。その使途の内訳でございますが、まず、環

境衛生施設の整備につきましては、肝属地区一

般廃棄物処理組合負担金、し尿処理施設整備あ

るいは簡易水道施設整備に予算措置されており

ます。

　次に、消防施設等の整備につきましては、消

防団消防ポンプ自動車の予算に一部充当されて

おります。

　それから観光施設の整備につきましては、猿

ヶ城環境整備事業、観光振興につきましては、

県観光協会負担金あるいは白山祭補助金、そし

てスポーツ団体誘致に関する経費に予算措置さ

れております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　これから、一問一答方式でお願いいたします。

　まず、１点目の市民が活用できる温水プール

の必要性について、２回目の質問をさせていた

だきます。

　進展状況については、25年度建設で委託を９

月補正で計画するということであります。児童

生徒の数については、先ほど市内８小学校で62

名、中学校は２名、64名とおっしゃいましたが、

私が調べたところによりますと、鹿屋市の１プー

ル施設で六十数名、垂水市から通っておられる

と。もう１つスイミングスクールがあるのです

が、そこは、情報は流すことはできないという

ことで教えていただけませんでした。それから

私が想像するについては、大体100人を、市内か

ら市外のスイミングスクールに通っている数は

児童生徒100人を超えているのではないかという

ふうに予測しております。

　競泳でオリンピックメダリストを出した鹿屋

体育大学がある、環境が近くにあると、垂水市

にはそういう環境が整っていることから、年間

を通してスイミングスクールが近くで開催され

れば、もしやすると水泳の優秀な選手が出る可

能性もあります。そして児童生徒のみならず、

鹿屋市にある県民プラザ、近くには県民プラザ

の温水プールがありますが、そこを利用されて

いる大人の数、23年度実績で201名というふうに

も聞いております。この往復１時間半をかけて

不便ながらも行っておるということを考えると、

近くにあればもっと多数の人が利用されるので

はないかというふうに思います。

　保健福祉課長のほうからは、温水プールは健

康のために非常によいということで話されたと

いうふうに理解していますが、私は、高齢化社

会の老人医療費抑制のかぎは、そして疾病を予

防するための健康増進施設は、まさにこの屋内

温水プールにあるぐらいに思っています。

　先ほどプール活用についてのリスクもお話し
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されましたが、プールだからリスクがあるとい

うわけではないと私は思います。事故防止の点

は陸上でも、ウォーキングの間でも危険性は一

緒だと思います。プールだから、水場だから危

険性が高まるという考え方もありますが、それ

は無理な話だと考えております。プール内とい

う狭い敷地内、監視体制を強化するもしくは事

前の健康チェックをするなどすれば、さらに危

険性は低くなると思っていますし、また垂水市、

近くには中央病院という立派な病院もあります。

その病院と連携することによって、もしものと

きには備えることができるんではないかという

ふうに考えております。

　私が以前住んでいた名古屋市、ここには区民

に対して温水プールが数カ所設置してあります

が、ここも安全性の確保ということが一番問題

点であります。どういうふうなことをしている

かというと、やはり監視体制を強化するという

ことにあわせて、利用者に対し30分に１回、５

分間の全員の完全休息時間をとっていると、そ

ういうふうで安全面を考えた事業を展開してお

ります。

　冒頭でも話しましたが、垂水市は高齢化率が

35％、県平均よりもかなり高い。そして市民１

人当たりの医療費負担額も県内のほかの他市町

村と比べて極端に高くなっている現状がありま

す。垂水市の財政圧迫の要因の１つは、この高

額な医療費の支出だと私は思っております。

　先ほども話しましたが、垂水市の平成22年度

の実績、国保の保険医療費の総額が22億9,346万

円、１人当たりが41万円、端数は切り捨てます

が、介護保険給付額総額が16億4,332万円、１人

当たり27万円相当、75歳以上については35億8,

225万円、１人当たりが95万円ということですか

ら、これを見てもかなりの額だと思います。

　根本的にこの医療費を削減する施策を考える

ことが、財政圧迫の要因を削減する重要なキー

ワードにもなると思っております。いわゆる高

齢化率が上がっていく中で、病院に行くことな

く健康で長生きできる人をふやしていくことに

よって、必ず医療費削減につながるものではな

いかと思います。そのためには、やはり年間を

通してスポーツができる環境を整える、雨天、

寒い日関係なく年間利用できる屋内温水プール

を市民に開放して、その結果、いわゆる健康寿

命が延びて、医療費や介護費が低くなり、そし

てこれからの少子高齢化社会の保険制度の負担

軽減ができればというふうに考えています。

　従来のプールについては、学校教育の場、泳

ぐ施設であったわけですけれども、これからの

プールは、スポーツ水泳と健康水泳、そして水

中運動ができる市民に不可欠な健康増進施設で

なければならないと思っております。この件は

全国にも数カ所いい例がございまして、プール

を活用して老人医療の削減に成功した関係団体

もあります。長野県の東御市、平成19年に合併

しまして旧北御牧村というところです。平成６

年から10年間の長野県全体の老人医療、１人当

たりの医療費が10万円近く、この10年間で高く

なっているにもかかわらず、この旧北御牧村、

現在の東御市は逆に４万円、17％削減に成功し

たまちとして有名です。さらに、島根県の雲南

市、高齢者の自立期間、いわゆる介護１の認定

を受けるまでの期間と平均寿命、ある年齢の人

がその後何年生きられるかという期待値のこと

ですけれども、それが島根県の県平均を大きく

上回っている。いわゆる年齢の割に元気なお年

寄りが多いということです。

　長野県東御市も島根県雲南市も、１年を通し

て利用できる温水プールを活用して、年齢の割

に元気なお年寄りが多くなり、その結果、老人

医療の削減に結びつけているというまちです。

いずれにしても、この垂水市、医療費の削減と

市民の健康維持の観点からは温水プールは検討

する価値のあるものだと思います。

　そして、この健康づくりについても、高齢者
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の方々の健康づくりも大切な１つですけれども、

高齢者よりもまずは40代、50代の健康づくりが

必要ではないかと思います。私もつい最近52歳

になりました。先日、メタボリックシンドロー

ムの予備軍という認定を受けまして、数日前に

保健師の健康診断を受けました。結論は運動不

足、運動をしなさいという結論です。

　厚生労働省の調査でも、全国で40歳以上の方

で男性で２人に１人、女性で５人に１人の方が

いわゆるメタボリックシンドローム、内臓脂肪

症候群もしくはその予備軍と言われているそう

です。先ほども話しましたが、健康寿命を上げ

るためには若いうちから健康維持に努める、高

齢者の健康維持もそうですけれども、若い人の

健康維持も考えた上で、そのためには運動を欠

かさないという習慣が必要になってくると思い

ます。

　この件については、以前一般質問の中で大薗

議員も取り上げて質問されております。現在の

中央中学校の生徒数367名と聞いております。400

人弱の中学生限定のプールにするのか、それと

も約１万7,000人が活用できるプールにして、さ

らに健康な人をふやして医療費の削減が期待で

きるプールにするのか、検討する時期に来てお

るのではないかと思います。

　そこで２回目の質問は、中学校のプール建設

の計画ですが、市民も活用できる屋内温水プー

ルにしてはどうか、お伺いします。

〇教育総務課長（川畑千歳）堀内議員２回目

の御質問にお答えします。

　お尋ねの中学校のプール建設の計画を、市民

も活用できる室内温水プールにしてはどうかに

つきましては、市長から、市民プール的性格の

ものについても検討するよう指示されていると

ころです。現在、建設費用、維持管理費用、中

学生の利用との調整等について調査を進めてい

るところでございます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　市長も同じ考えで進められているということ

で、期待しております。私はよく情報収集にイ

ンターネットのホームページを拝見しますが、

その中で「水夢王国」、水の夢の王国というホー

ムページがあります。主な内容は、屋内温水プー

ルの活用で高齢化社会を支えるというものです。

温水プールの整備・活用で自治体の医療費や介

護費を削減するということでページがつくられ

ています。そのホームページの中でも、医療費、

介護費の減少分を先行投資して温水プールの建

設やスポーツ指導者の育成の充実を図り、運動

する中高年を増加させ、その結果、健康寿命の

延命化が図れると、そういうサイクルができ上

がると紹介しております。

　健康寿命、よく使われている言葉ですけれど

も、健康寿命とは、介護を受けたり、病気で寝

たきりになったりせずに自立して健康で生活で

きる期間のことですけれども、2010年厚生労働

省が初めて推計を出しました。それによると、

日本人の健康寿命は男性で70.42歳、女性で73.

62歳であるとしています。男女とも平均寿命に

比べまして、いずれも10年ほど短いという結果

が出ております。いわゆる平均寿命の手前10年

間は介護を要するかもしくは病院で医療を要す

るということで、この健康寿命を平均寿命によ

り近づけることによって、医療費や介護費の削

減につながるものということになると思うんで

す。

　教育総務課長がお話しされましたように、屋

内温水プールの建設には、建設費さらにはラン

ニングコスト、維持管理費がかかるという問題

点があろうかと思います。垂水市の財政は大変

厳しい状況にあることも承知しております。し

かしながら、年間医療費や介護費の減少額によ

って、逆に全体の公費負担額が減少するという

専門家の試算もありますので、ぜひとも生徒だ

けではなく一般市民が活用できる健康増進施設
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への発想の転換を検討していただければという

ふうに思っております。

　それでは、この問題の最後に教育長にお尋ね

いたします。

　教育施設の観点から、現在利用している中学

校のプールが老朽化してきたから新しくつくり

直すということは確かに必要なことだと思いま

す。桜島の降灰対策を考えると屋内プールに変

更することも検討の１つ、夏場限定ではなく年

間を通して利用するということも検討していた

だきたい。そしてあわせて、中央中学校生徒367

名のためだけではなく、垂水市民の屋内温水プー

ルが欲しいという必要性を考えた上で、せっか

く計画がある中学校のプール建設の動きですが、

垂水市全体のことを考えて、市民も活用できる

プールに検討してはいかがかと思いますが、教

育長の立場で今のお考えをお聞かせください。

〇教育長（肥後昌幸）中学校がプールを授業

として利用しますのは、６月下旬から７月の中

旬まで約３週間でございます。その他の期間を

市民に使わせたらどうかということにつきまし

ては、構わないというふうに私も思いますし、

結構なことではないかと思います。

　ただし、先ほど教育総務課長が申し上げまし

たし、また今、議員もおっしゃいましたけれど

も、建設費用の問題、それから維持管理の問題

等、諸条件がそろえばということでございます

けれども、それらの条件がそろえば結構なこと

だというふうに思います。

〇市長（尾脇雅弥）済みません、誤解がある

といけませんので、少し私のほうからも現状を

話をさせていただきたいと思います。

　垂水中央中学校が22年、23年、24年度という

ことで大規模改修を実施をしているわけですけ

れども、その後、体育館の補修でありますとか、

このプールの問題も残っているというのが現状

であります。

　そういった状況の中で、議員の皆様方からも

それぞれ、市民が有効活用できるようなものは

どうなのかという御意見がありました。今、堀

内議員がお話をいただいたような、もしそれが

可能となれば、例えば医療・介護・福祉という

面でも有効活用できますし、またいろんな用途

が可能性として広がるということはそのとおり

だろうというふうに思います。

　ただ、今、教育長が申し上げましたように、

あくまでも中学校のプールということが大前提

になりますので、その辺との整合性ということ

もございます。

　私、上京して文科省の直接的な担当課長さん

にその件について考え方をお尋ねしたことがご

ざいまして、その意見交換させていただく中で、

今、垂水にこういったことがありますと申し上

げる中で、話の中身としては、有効活用してい

ただくことに対して非常にそこは趣旨賛同であ

るし、いろんな可能性を検討していただきたい

と、むしろ前向きな話に逆に私がびっくりした

という状況があったのは事実でございます。

　ただ、あくまでも、今、教育長も話をしまし

たけれども、学校の子供たちがそのことによっ

ての影響、悪い影響があるようではいけません

ので、いろんな可能性という意味で今、検討を

した上で、学校のプールの新設というのは検討

をしていただきたいということで話をしている

ところでございます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　私は、市長の前向きな意見だというふうに今、

理解しましたけれども、それでいいでしょうか。

　中学生のプールですから中学生優先、それは

もう当然必要なことだと思います。しかしなが

ら、垂水市に温水プールというのは２つも必要

ないと思います、人口からしてですね。だから、

これからつくるというプールであれば屋内の、

降灰対策も考えて屋内温水プール、さらには中

学生優先で市民も活用できるプール、これが理
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想な屋内温水プールの垂水市でのあり方だと思

っていますので、どうか前向きに検討していた

だきたいということを述べまして、この質問は

終わります。

　次に、２つ目の質問でございます。今後の観

光振興についてお尋ねをします。

　先ほど商工観光課長のほうから、半期分の道

の駅の垂水への利益、これが発表されました。

半年余りで156万4,660円のまあ言えば黒字、以

前の赤字から黒字に転換したということ、指定

管理に変えてから半年が過ぎて、現時点で黒字

計上ということは大変ありがたいことだと思い

ます。そして、その売上総額、利益の50％につ

いては垂水市に納付、さらに20％については垂

水ふるさと応援基金等に拠出となっていますが、

このままだとはっきり言えば何に利用されるか

わからないような、というよりも一般予算に組

み込まれるような危険性を私は思っておりまし

て、この道の駅で得た利益を、先ほども観光課

長のほうが話をされました、観光のために基金

として使うことを考えていると、積み立て条例

を設置するというようなことをおっしゃいまし

た。私もこの意見に賛成でございます。垂水市

の観光部門では、やっぱりこれから交流人口を

ふやすためには力を入れなければならない事業

の１つだと思います。

　この４月には牛根で新しい名所、稲荷神社の

埋没鳥居が完成しました。ただ、付近を見ます

と、看板が設置してあります。これは個人がつ

くった看板。確かにその看板も必要です。しか

しながら、保存年数、景観等から検討しますと

やはり考えなければいけない部分もありますし、

またせっかくできた埋没鳥居、観光バスが近く

まで行けるように道路の整備もこれから必要に

なってくるのではないかと思います。

　さらには、道の駅を中心として、宇喜多秀家

の潜伏跡地、安徳天皇陵、いろんな見る場所が

あります。12月12日は、国旗日の丸のふるさと、

モニュメントも完成する計画があります。そう

いった中で観光部門については今後どんどんど

んどん力を入れていく、もう１つ言わせるなら

ば、森の駅たるみずの温泉事業も観光の部門で

は貴重な課題だと思っております。

　そういった中でも、やっぱり定着するために

は予算を伴います。その予算を何とか、道の駅

でせっかく出た黒字計上の利益、これを利用で

きないものか。例えば観光振興基金として観光

振興のために特化した目的で利用できないか、

その点について今のお考えをお聞きいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）堀内議員の２回

目の質問についてお答えいたします。

　先ほど基金積み立ての条例を設置したいと申

しましたが、私ども担当課でも、議員の御意見

同様、観光振興に使っていきたいという思いで

いっぱいでございます。

　そこで、その使途は、売上総利益の50％につ

きましては市財政課との協議になりますが、20

％の垂水ふるさと応援基金につきましては、相

手方の意向もありますので、十分に協議をしま

して、道の駅交流施設の維持管理を初め、今後、

観光振興に使えるような基金になるように今後

努力していきたいというふうに思います。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　もう１つよろしいでしょうか。

今、20％については道の駅の維持管理、観光資

源に使われるとお話しされましたが、もう１つ

の50％枠についてはどのようにお考えでしょう

か。

〇商工観光課長（塚田光春）今申し上げまし

たのは、50％についてはうちの市内部の財政課

との協議で自由に使えますけれども、20％につ

いてはふるさと応援基金ということで、ふるさ

と応援基金になりますと、相手方が何に使って

くださいと目的を言われた場合、それも尊重し

なければなりません。ですので、財政課とまた

相手方の指定管理者とですね、今後その使用目
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的については十分な協議を行って、観光振興の

ほうに使えるように十分協議していきたいとい

うことです。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　50％についても、20％についても、目的は観

光資源のために使われるというふうに私は今、

理解しました。定住人口の増というのは、定住

人口をふやすというのはなかなか厳しい課題で

す。それよりもまず交流人口をふやす、このこ

とが一番必要ではないかと思いますし、そのた

めにはやっぱり垂水市のせっかくある観光資源、

これを整備しなければならないと思いますので、

予算が伴う事業ですから、ぜひこれを活用して

いただければと、条例を制定して活用していた

だければというふうに思います。

　続きまして、３つ目の入湯税について御質問

をいたします。

　まず、２回目の質問は、先ほど入湯税の特別

徴収者数について、21年から23年までお答えが

ありました。気になるのはですね、年収税額も

そうなんですけれども、戸数です。21年、22年

と23年の戸数が違います。私が把握している宿

泊施設４団体ありますが、戸数違いますが、そ

の件について詳しく御説明をお願いいたします。

〇税務課長（葛迫隆博）まず、入湯税の徴収

方法、それから納税につきましては、地方税法

に基づき市税条例で規定しております。

　内容ですが、１つ目は、入湯税は特別徴収の

方法によって徴収し、特別徴収義務者は鉱泉浴

場の経営者とすると。２つ目に、毎月15日まで

に、前月１日から同月末日までに税額その他必

要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、

納入金を納付書によって納入しなければならな

いということであります。

　そこで、入湯税特別徴収義務者が23年度に１

事業者ふえた要因を申しますが、この特別徴収

義務者は、先ほど申しました納入申告書の提出

がなされず、本年５月に平成21年度から23年度

までの申告の提出があったわけでございます。

そこで23年度分を納税されまして、残りの21年

度と22年度分は分納という確約を取り交わして

おります。今後も、条例に定めている手続の遵

守についてなどお願いをいたしたところでござ

います。

〇堀内貴志議員　はい、ありがとうございまし

た。既に把握されておりまして、手続を今、進

行中というふうに理解しております。

　私はその点について、正確に納税している施

設とそうでない施設、やはりそこには不公平が

あってはならないと思います。徴収されていな

かった、申告をされていなかった施設について

は、なぜそうなったのかしっかり原因を追及し

た上で、公正、公平さを期すためにも、特別徴

収者の御理解を得た上で、未徴収の期間すべて

について徴収していただきたいというふうに思

います。

　この件については今後も継続的に追及してき

ますので、よろしくお願いいたします。

　次に、入湯税についてです。

　入湯税、目的税ということで、温泉源の維持

費、環境衛生施設費、消防施設費、観光振興費、

課長からお話がありましたように適切に執行さ

れているというふうに理解しました。垂水市税

条例第141条でも、「入湯税は、鉱泉浴場におけ

る入湯に対し、入湯客に課する」と記載があり

ます。

　１回目の質問の中で、４団体とするとやはり

宿泊施設のみのように思います。条例を見まし

ても、「鉱泉浴場における入湯に対し」と記載

がありますので、これは日帰り温泉についても、

日帰り温泉の方、垂水は銭湯はすべて温泉です。

そうした日帰り温泉の客からももらうことを検

討してはどうかというふうに私は考えていると

ころです。

　金額については、条例の143条で現在１人１日

150円という規定がありますが、宿泊する客と日
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帰りの温泉の客についてはその額を極端に変え

てもいいと思うんです。仮に50円としてもいい

と思います。そういった意味で、入湯税の増額

を図った上で、その使用目的を温泉事業の普及

事業に特化して使用できないものかどうか。入

湯税を支払っていただける特別徴収者の方々に

対して、垂水市の温泉事業普及もしくは活性化

を図る目的で還元するシステムづくりが必要で

はないかと思います。

　冒頭でも話しましたけれども、垂水市のキャ

ッチフレーズは「花と渓谷と温泉のまち」とな

っていることは皆様御承知のとおりです。垂水

市はキャッチフレーズの中に、この３つのうち

の１つに温泉事業を取り組んでいると、温泉に

力を入れているのであれば、温泉をもっと垂水

市の売りに出せるようなことを考えなければい

けないのではないかなと私は思います。

　だけれども、事業を展開するためには予算が

必要です。そして、市内の温泉施設を見まして

も老朽化している施設も見られますが、経営が、

交流人口が減っている事実もありますし、垂水

市自体の人口も減っていることもありますから

経営が厳しいことから、施設の改善に費用が出

せないのも実情かと思います。このまま黙って

いたのではやはり施設の老朽化はどんどん進み

ますし、垂水市の温泉客の減少するのも近い将

来やってくると思います。

　私、そういう垂水市の温泉事業に対して大変

危機感を持っております。だから今のうちに何

とかしたい。そういった意味を込めて、入湯税

を宿泊する客のみだけではなく、日帰りの温泉

からも、わずかでもいいですから徴収した上で、

それを温泉事業の温泉施設の充実・整備、例え

ば温泉施設改善のための助成金事業だとか、こ

れは例えばの話ですよ、それはいろいろと考え

てもらいたい事業の１つですけれども、それだ

とか、あと垂水市を通った人でも、垂水市は温

泉のまちだということは余り理解されていない

ような気がします。垂水市のために、垂水市は

温泉のまちだというふうに思わせるためにもや

はり広告、看板が必要になってくるのではない

かと思います。

　そういった意味を込めて、温泉事業の普及及

び活性化を目的にこの入湯税を特化して、目的

を決めて執行してはどうかというふうに思って

いますが、その点についてどうお考えか、お考

えをお聞かせください。

〇税務課長（葛迫隆博）先ほど申しました入

湯税につきましては、宿泊された方々から特別

徴収したのみでございます。したがいまして、

日帰り利用者は課税対象としていないところで

ございます。

　現在の条例において、課税を免除する者とし

て、年齢12歳未満の者、共同浴場または一般浴

場に入湯する者、療養目的の入湯者及び２日以

上の長期宿泊をする湯治者、そして、さきの臨

時議会で改正を行いましたところの文化活動、

修学旅行あるいはスポーツ合宿等の利用者とな

っております。

　そこで、議員御指摘の日帰り客への課税に関

してでございますが、１点目として、入湯税は

浴場の経営者が納税するものでなく、おふろを

日帰りとして利用される方々が入浴料のほかに

納税することとなることが、１点目として挙げ

られます。

　２点目としまして、温泉施設の経営者との協

議、そして合意が必要となってまいりますが、

特殊浴場として猿ヶ城温泉外８施設ございます。

　３点目といたしまして、温泉施設等の整備に

対する助成等に関する制度設計、これをそれぞ

れの主管課において行う必要がございます。

　以上申したことを検討、そして整理の上、総

合的な観点から実施可能かどうか判断すべきで

あると考えます。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。
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　新しい施策についてはいろんなハードルがあ

るものと理解しております。その１つ１つを乗

り越えて、やはり改革するべきところは改革し

なければならないと思っておりますし、この入

湯税の使用目的については、支払った関係団体

に要は還元するシステムづくりです。温泉施設

をよりいい施設にするための事業の一環だと思

っていますので、そういったところをやっぱり

御理解していただいて、そのほかまたいろんな

ハードルを乗り越えた上で、ぜひとも前向きに

検討していただきたいなというふうなことを要

望いたしまして、私の質問を終わります。

　以上です。ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、11時25分から再開いたします。

　　　　　午前11時16分休憩

　　　　　午前11時25分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　４番感王寺耕造議員の質問を許可します。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さん、お疲れさまです。

　議長の許可をいただきましたので、早速質問

に入らせていただきます。市長、関係課長の明

確な答弁をよろしくお願いいたします。

　まず、小学校の問題について質問いたします。

　１点目、各小学校の施設整備（改修、補修）

の年次計画は立てられているのか、教育総務課

長に伺います。

　２点目、生徒数の減少に歯どめがかかりませ

ん。生徒数増に向けた取り組み、山村留学生等

の対策の考えはないのか、学校教育課長に伺い

ます。

　３点目、現時点で小学校の統合についてどの

ように考えておられるのか、教育長に伺います。

　次に、空き家条例、空き家バンク制度につい

て質問いたします。

　総務省住宅・土地統計調査によると、全国の

空き家は2008年で757万戸に上り、10年間で180

万戸増加いたしております。総戸数に占める空

き家率も12.2％から13.1％に上昇し、人口減少

が進む中、今後も増加が予想されております。

　こうした空き家の急増で、崩壊や放火が各地

で発生、廃屋に大量のごみが捨てられたり、景

観を損ねたりするなどの問題も引き起こしてお

ります。本市の空き家件数、また崩壊等のおそ

れ等の状況を把握しているのか。市民の皆様か

らの苦情、問い合わせはないのか、土木課長に

伺います。

　２点目、平成17年12月１日に告示された空き

家バンク制度の成果と現状について、企画課長

に伺います。

　次に、情報システムについて質問いたします。

　１点目、基幹情報システムについて使い勝手

が悪いとの職員の声を耳にしますが、職員の声

が担当課に届いているのか、またシステム構築

上の問題点はないのか、企画課長に伺います。

　２点目、新規就農者の相談を受け、相続登記、

農地法３条申請、降灰対策事業の手続のお手伝

いを司法書士さんへの橋渡しとかやった折のこ

とですが、法務局登記の面積と本市の固定資産

評価証明書の面積の錯誤が17筆中３筆もありま

した。システム入力時の誤りなのか、何が原因

なのか、税務課長に伺います。

　最後に、堆肥センターについて質問いたしま

す。

　１点目、私の記憶では、原料生ごみ中のビニー

ル、プラスチック等で、これまで破砕機の修理、

新規購入費用の発生がたしか二、三年前ほど、

ビニール、プラスチックの残渣処理費用として

一般財源から三百数十万円ほどの支出があった

と記憶しております。現在の未処理量はどの程

度あるのか。また、どういう方策で処理してい

くのか。費用はいかほどかかるのか。

　２点目、廃液については、従来の希硫酸での
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処理がなされていないと把握しております。ど

のような処理方式をとられているのか。単年度

での処理費用はいかほどか。希硫酸方式ではプ

ラント建設を請け負った三木屋で処理費用を負

担していただいていたと思いますが、現在、費

用はどこが負担しているのか。廃液を液肥とし

て活用できないのか、農林課長に伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇教育総務課長（川畑千歳）感王寺議員の御

質問にお答えいたします。

　小・中学校施設整備につきましては、第４次

垂水市総合計画、垂水市過疎地域自立促進計画

に学校教育関連施設として掲載するとともに、

平成22年11月に作成した垂水市教育振興基本計

画に重点的取り組みとして計画し、年次的な整

備を心がけております。

　最近の主な事業としては、小学校においては、

平成20年度から平成22年度まで小学校耐震補強

工事を実施、また学校空調設備設置事業を全小

学校で平成22年度から平成24年度までかけて実

施中で、多額の予算を投入しております。

　今後の小学校の施設整備計画については、平

成25年度から平成27年度までに、校舎等の老朽

化等に伴う外壁改修工事、プール改修工事、屋

外運動場整備及び修繕、屋体改築工事を予定し

ています。

　以上でございます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは、感王

寺議員の児童数増に向けた取り組みについての

御質問にお答えいたします。

　児童数増加に向けた取り組みといたしまして

は、山村留学制度は１つの方法ではあるかと存

じます。その制度の実施推進につきましては、

まず、当該の地域住民の皆様の要望が強いこと

が第一であろうかと思います。もし強い要望が

あれば、他市町村での状況、成果、課題等につ

いて研究してみたいと思っております。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）それでは、感王寺議員

の小学校の統合についてお答えいたします。

　本市では平成18年の３月に垂水市立学校規模

適正化検討委員会から、教育環境の整備、複式

学級の解消、適正規模の確保などの点について

検討した答申をいただいております。そのとき

の答申は、市内中学校を１校に統合することと

あわせて、小学校の統合も検討することが望ま

しいというものでありました。そこで平成22年

度に市内４校の中学校を統合し、垂水中央中学

校が開校して、本年度３年目を迎えております。

　今回御質問の小学校の統廃合につきましては、

以前にも御質問があり、お答えしておりますけ

れども、小学校は中学校と比べて長い歴史がご

ざいます。また、より地域に密着したものであ

ります。また、統廃合は児童数だけで行われる

ものではありません。地域の皆さんが統合して

ほしいという意見が多くなりますと、統廃合に

ついて検討しなければならないと考えておりま

す。

　なお、住民基本台帳をもとにした平成24年度

から30年度の児童数は650人前後の横ばいで推移

する見込みでございます。そのようなことから、

現時点では近い将来の小学校の統廃合は考えて

おりません。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）感王寺議員の御質問

に土木課のほうでお答えいたします。

　この空き家問題につきましてはこれまで何回

となく取り上げられ、また全国的にも空き家の

件数が増加傾向にあり、空き家の所有者に管理

を求めたり、撤去を命令したりする、空き家対

策条例を制定した自治体が全国で31あると報道

されているところでございます。

　本市におきましても、空き家の近隣住民の皆

様は台風時の崩壊や放火などの心配をされ、ま

た空き家の周辺には草木が生い茂り、環境的に

も問題があると認識しているところでございま
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す。

　しかしながら、空き家の件数、崩壊のおそれ

などの状況につきましては現状では把握できて

おりません。

　近隣住民からの通報は、空き地などから草木

の伐採の苦情が39件あり、そのうち４件が空き

家の苦情でありました。今後は、関係課と十分

な協議を図って検討していかなければならない

重要な課題であると考えているところでござい

ます。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）御質問の空き家条例

と空き家バンク制度についてに関します２点目

の、空き家バンク制度の成果と現状についてお

答えいたします。

　垂水市空き家バンク制度は、本市における空

き家の有効利用を通して、本市と都市住民の交

流拡大及び定住促進による地域の活性化を図る

ために平成17年12月より施行されております。

これまで、制度施行以降の成果でございますが、

空き家バンク登録申し込み家屋数が賃貸物件83

件、売買物件63件でございます。うち売買及び

賃貸の契約件数は、賃貸契約74件、売買契約49

件でございます。

　なお、契約が成立した物件で企画課への届け

出があった契約のうち、平成23年度末現在で50

世帯123人が市外からの転入者でございます。

　そのような状況の中、空き家バンク登録件数

は減少傾向にございまして、現在、賃貸物件５

件、売買物件９件となっており、登録物件の件

数を確保することが課題となっているところで

ございます。

　次に、情報システムについての御質問にお答

えいたします。

　全般的なお答えになりますが、新基幹システ

ムは昨年12月４日から本格稼働いたしておりま

す。新システムの稼働に当たりましては、平成

22年８月から関係者協議を幾度も重ねながら進

めてまいっております。

　現在６カ月余り経過し、これまでに、窓口業

務など即時処理はもちろんのこと、月次処理や

年度切りかえ処理、賦課処理などの業務を終え

ておりまして、８月１日の国民保険税の賦課処

理で１年に行う一通りの処理を確認することが

できます。これまでの過程で全体的に、導入前

の打ち合わせ段階では想定できなかった軽微な

ふぐあいなど多少発生いたしておりますが、こ

の６カ月間に１つ１つ改善・克服し、現在に至

っているところでございます。

　次に、システムを利用するに関しての問題と

いたしまして、新基幹システムの使用権限につ

いてお答えいたしたいと思います。

　新基幹システムは、従来のシステムに比べ、

より多くの情報を保有しており、情報を紙媒体

に出力できるだけでなく、システムから電子デー

タのまま取得できるなど、汎用性の高いシステ

ムになっております。これにより、今まで不可

能であったエクセルなどの汎用ソフトでも作表、

集計、分析が可能になり、業務の効率性は格段

に向上いたします。しかしながら、個人情報も

含め、担当者が容易にデータを抽出できるため、

情報漏えいの防止により一層の注意を払わなけ

ればなりません。

　そこで、導入前の昨年11月に各職員の使用権

限をゼロベースから見直し、他の課等で所管す

る業務情報の閲覧を希望する場合には、当該業

務を所管するデータ等管理責任者へ許可申請す

ることとしております。その後、データ等取り

扱い管理者の確認を得て認められた場合におい

て、データ等管理者へ権限登録を依頼する形を

とっているところでございます。

　例を挙げますと、住民基本台帳の情報を閲覧

したい場合には、市民課長へ許可申請し、市民

課長が許可すると判断いたしました場合には企

画課へ権限登録を依頼し、企画課長が受理し、

閲覧できる体制をとることになります。
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　このようなことで市民サービスの向上と情報

漏えい対策のバランスをとりながら、基幹シス

テムを運用することになります。

　以上でございます。

〇税務課長（葛迫隆博）固定資産評価で面積

等の錯誤に関しての質問にお答えを申し上げま

す。

　御指摘のように、法務局の登記簿と電算台帳

で面積が一致していないケースがあるのは事実

でございます。面積の不一致の要因としまして、

主に登記簿からの転載ミスか、もしくは平方メー

トル表示への計算ミスなどが考えられます。そ

のため抜本的な対策といたしまして、平成22年

度から２年かけまして、緊急雇用創出事業によ

りまして２名の臨時職員を雇用し、法務局の登

記簿と私どもの手書き台帳、そして電算台帳と

の照合作業を実施したところでございます。

　現在、手書き台帳の照合を終えまして、電算

台帳との今度は照合を進めているところでござ

います。

〇農林課長（池松　烈）それでは、感王寺議

員の堆肥センターについてお答えさせていただ

きたいと思います。

　まずは、原料生ごみの中のビニールやプラス

チックの未処理の量はどれくらいあるのかとい

うことですが、製品として使用できない堆肥が

ございまして、生ごみや野菜くず等の植物残渣

や堆肥製造の過程で塊になってしまう堆肥が主

なものであり、その中にビニールの袋やラップ

の切れ端、プラスチックのスプーンやフォーク

などが混入している状況でありますので、原料

の生ごみの中にどれだけの量があるのかは把握

できておりません。

　また、製品として使用できない堆肥の量もあ

るのですが、現在、残渣置き場に500立方メート

ルくらい、発酵層のところにも85立方メートル

くらい、合計585立方メートルくらい仮置きして

ある状況でございます。

　昨年11月から12月にかけまして、120立方メー

トルを産業廃棄物不良処理業務として委託して

処分をしたところでありますが、１立方メート

ル当たり２万3,500円で、消費税まで計の296万

1,000円の費用を費やしたところでございます。

　その後、生活環境課のお手伝いをいただきま

して、植物残渣、一般廃棄物という形で、１月

から３月にかけて22トン、約44立方メートル、

４月に１トン200キログラム、2.4立方メートル、

５月に１トン900キログラム、3.8立方メートル

を処理組合のほうで処分していただいている状

況であります。

　生活環境課のお手伝いにつきましては、状況

に応じた形でお手伝いいただいているところで

ありますが、２年後の負担分に影響が出てくる

ものであります。また、堆肥への再利用という

ことで、年に200立方メートルくらいを戻し堆肥

として利用しているところであります。

　経年の蓄積ではありますが、この処分につき

ましては大きな費用も発生することから、課内

での協議も重ね、専門業者の方々や生活環境課

にもお手伝いいただきながら、対応を図ってま

いりたいと考えております。

　次に、廃液の活用はどうかとのことですが、

畜ふん等の発酵や分解にすぐれ、臭気にも効果

があるとされる菌、カナディアンフミン酸を平

成22年度から本格的に使用するようになってか

らは、希硫酸の使用を控えているところであり

ます。

　今までの経緯で脱臭施設の悪臭対策につきま

してはさまざまな手を打ってきているところで

あり、スクラバー内の清掃等の実施も随時やっ

てきておりまして、さらに、スクラバー内の水

処理につきましては、創設時の業者さんに１基

７トン、２基で14トンの処理を随時、業者さん

の配慮によりまして専門業者の方々にやってい

ただいている状況であります。

　例えば、牧草等の液肥としての活用など見込

― 38  ―



めないかということでございますが、堆肥セン

ターの収支状況、投資的経費としての対費用効

果等を勘案しましたときに、少しの収入であっ

ても足し算に値するようであればということで

はないかと思考するところでありますが、今、

説明申し上げました状況もあります。また、た

とえそれが少量であったとしても、商品として

の価値を付加するためには専用のタンクや附帯

設備、毎日の生産・検査施設、その他必要とさ

れるもの、また、ある程度専門の人員の配置も

必要になってくるのではと考えるところであり

ます。

　堆肥センターにつきましては、感王寺議員に

おかれましてはいろいろな機会をしっかりつか

んでいただきまして、今までも参考になる御意

見をいただいているところであります。さきに

市長にも足を運んでいただきました。私どもも

課内での協議はもちろん、あらゆる角度から今

後の堆肥センターのあり方について情報収集を

図るよう指示があったところであります。

　まずは本日の御意見等も参考にさせていただ

きまして、堆肥センターについてのあらゆる情

報を収集整理できますよう頑張っていきたいと

思います。

　以上です。

〇感王寺耕造議員　一問一答方式でお願いいた

します。

　まず、小学校問題です。

　施設整備ですね、改修、補修の年次計画はき

ちっと教育振興計画ですか、立てられていると

いうことで安心いたしました。

　ただですね、議長の許可をいただきまして、

教育長、市長、副市長ですね、教育長初め担当

課長さんにはお渡ししているんですけれども、

これは新城小学校の体育館状態ですね。ちょう

ど校舎側の入り口の部分ですけれども、もう剥

落しているんですね。二、三年前からもうこの

状態なんですよ。ぱらぱらと落ちてくるもので

すから、学校長の部分で入らないように、この

ような形で工事現場のパイロンが立ててありま

して、もうこの状態で二、三年もほっておかれ

ているということですね。

　この問題につきましては、前任の校長ですね、

中島校長のほうからも教育委員会のほうに御相

談があったはずですし、私も直接教育委員会へ

足を運んでこの対策を何とかしてくれという部

分をお願いしてきました。

　やはり小学生ですね、身体的能力まだ低いで

す。また危険の予知能力ですね、この部分もま

だ弱いという部分がございますので、緊急箇所

につきましては、市長、この部分は、年次計画

もございましょうけれども、また予算の関係で

優先順位等もございます。新城小をやれという

ことではございませんので、危険な箇所につい

ては随時予算措置していただいて、生徒を危険

から守っていくという部分について、市長に１

点だけこの部分は質問いたします。

　児童数増に向けた取り組みですね、この部分

について私ども資料いただきました。

　教育長の答弁にもありましたとおり、24年度

646人ですね、だんだん減っていくんですけれど

も、平成30年には逆に657人とふえてまいります。

特に垂水ですね、中央地区、水之上は、垂水が

391人から402人に、水之上が72人。24年度が。

30年には101人の予想、そしてまた境小学校は19

人から24人へ増ということですね。これは住民

基本台帳から算出されたという部分で確かな根

拠のある数字だと思います。ただ、ほかの小学

校についてはやっぱり漸次減少していくという

部分がございます。

　そこで山村留学の部分の話を持ち出したわけ

ですが、教育総務課長の部分で答弁いただきま

した。いろいろな問題があるということですね。

そしてまた地域の住民の方々の意向はどうかと

いうこともございます。

　私も、まず山村留学ですね、この部分が発生
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した部分ですね、この部分、山村留学は1976年、

昭和51年に長野県北安曇郡八坂村、現在の長野

県大町市、ここで起こっております。ちょうど

時代背景、この時代については、児童生徒の部

分で非行・犯罪の低年齢化とか、

あと不登校の問題とかいろいろな問題が出てま

いりました。受け入れる側はやはり少子高齢化

で学校が維持できないという部分で、複式とか

も解消したいという部分で行政が主に関与して

やっております。それでちょうど時代の背景と

して、先ほど申しました不登校の問題とかいろ

んな問題があったものですから、その部分の救

済策として、出し手の側も要求があったという

部分で記憶しております。

　現在、受け入れる学校、また地域も減少して

いるという現状もあります。また、留学させる

側ですね、受け入れる側の体制、この部分のそ

ごでトラブルが起きていることも確かでござい

ます。

　大体、設置の形態なんですけれども、ざっと

調べてみましたら、運営者としてやはり地方自

治体、教育委員会がやっているところもござい

ますし、あと民間団体ですね、ここもございま

す。また、企業、学校や地域住民の組織した運

営形態もございます、運営者としてはですね。

形態としては、里親主体の部分ですね、各家庭

に泊まってそこから学校へ通う方式と、あとセ

ンター方式ですね、行政のほうでセンターをつ

くりましてそこの部分で対応する、また里親と

センターの併用方式、この部分もございますし、

また家族ごと留学しちゃう、移住しちゃうとい

うケースもありますね。

　こういう部分であるわけですけれども、いろ

んな難しい問題はございますけれども、市長、

私思うんですけれども、市長のほうで一生懸命

やっていただいているブルーツーリズム、この

部分も形を変えて言えば民泊なんですね。だか

ら大きいことから始めろという部分は申してお

りませんので、まず、今現在やっているブルー

ツーリズム、グリーンツーリズムの取り組みを

拡大して山村留学、短期の部分でもよろしいで

すし、長期１年、２年、３年という部分も視野

に入れて取り組んでいただきたいと思っており

ますが、その点について市長の答弁を求めます。

　小学校の統合の問題ですね、教育長から、統

合はまだ現時点では考えていないと、市長も同

じ考えだと思っております。

　この部分については、先ほど人数がふえてき

たという背景には、水迫市長の時代、生徒数、

平成30年ですか、ふえてきた背景を分析してみ

ますと、水迫市長時代、定住促進住宅を購入さ

れたと。それで家賃３万2,000円ですか、駐車場

1,000円、その分を水迫市長の部分でお子さん、

お孫さんが１人おられる家庭については家賃が

１万7,000円と、２人おられる家庭については１

万5,000円とそういう形で、また駐車場は1,000

円の分は無料ですね、１台目は。そういう形、

そういう施策が人口増に、生徒数の増、平成30

年ですね、結びついてきているのではないかと

考えております。

　また、市長も議員時代、子育て支援対策です

ね、ふれあいサロンとかそういう部分に力を入

れていただいておりますし、また医療費助成で

すね、この部分、3,000円以上は、中学生までで

すか、3,000円以上の医療費については無料とい

うことで施策がなされておるわけですけれども。

　実際、生徒数の増の部分でもう少し強い何か

施策はないものか。例えば１点、市長、先ほど

言いました医療費助成ですね、3,000円の分を無

料にしたとしても大して財政負担はかからない

と思うんですよ。インパクトは全然違いますか

ら、垂水市は医療費は中学生以下は無料だよと、

この分、たった3,000円のことですごいインパク

トだと思うんです。生徒数もふえてくるかもし

れません。そういうようなお考えはないのかお

伺いいたします。
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〇市長（尾脇雅弥）たくさんございましたの

で、１つずつお答えをさせていただきたいと思

います。

　まず初めに、小学校の施設整備に関してです

けれども、前の議会で感王寺議員からそういっ

たような御指摘もいただきまして、私も新城の

状況というのは初めて知ったわけですけれども、

その後、同様に懸案がある学校の状況というの

をせんだって視察をしてまいりました。

　小学校施設の修繕ということに関しては、各

小学校から要望、報告を受けて危険性などの緊

急度を考慮して当初予算に計上してはおります。

また先ほどありました突発的な対応が必要につ

いては、その都度調査して補正予算の要求を行

い、対処している現状でございます。

　本市の小学校施設は築50年を経過しているも

のが多くて、老朽化が著しくて修繕などの費用

も多額になりますことから、補助事業と地方債

を有効に活用しながら今後、対応してまいりた

いと考えております。

　そのようなことから、引き続き学校現場と密

接にまずは連携をして、何よりも大事なのは児

童の安全だというふうに思っておりますので、

御指摘いただいたことを考慮しながら施設整備

のほうは進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

　次に、山村留学に関してなんですけれども、

基本的には先ほど担当課長がお話をしたような

ことでございますけれども、今、ブルーツーリ

ズムということと連携はできないのかというこ

とでございましたけれども、いろいろ研究はし

てみなきゃいけないと思いますけれども、交流

人口がふえて子供たちにとっても、垂水の持っ

ているポテンシャルの自然のよさというかです

ね、そのことを体験していい思い出をつくって

いただいたり、我々にとっても若い人たちが入

ってくるということでございますので、今から

研究をしてということになりますけれども、今、

御提案いただいたことをいろいろまた調査させ

ていただきたいというふうに考えております。

　それから、人口増対策につきましてですけれ

ども、３月議会の北方議員の施政方針及び予算

についてという御質問の中でも人口減対策につ

いて問われまして、現状の対策でありますとか

今後の取り組みについてお答えをしたところで

ございましたけれども、少し繰り返しになる部

分もございますけれども、まず人口の推移につ

いて、本市の人口は、市制施行時の約３万5,000

人から減少傾向が続いておりますことは皆様御

承知のことだと思います。平成22年国勢調査で

は１万7,248人になっておりまして、５年前の17

年調査と比較をいたしますと1,680人減少したこ

とになります。

　人口の減少を人口動態で見てみますと、出生

と死亡の差の自然動態はここ10年余りで200人前

後の減少が続いております。転入と転出の差で

あります社会動態、これは平成14度あたりまで

は定住促進事業の効果もありまして、減少の数

も50人以下となっておりましたけれども、その

後は80人から200人ほどの幅で減少をしていると

いう現状です。

　人口減少は本市に限らず日本の地方都市が抱

える共通の課題ではございますけれども、本市

における人口減少への対策ということでは、少

子高齢化の時代を迎えて、市民の社会的生活や

行政運営に少なからず影響を及ぼしております

ことから、少しずつでも現状を改善していくこ

とが望まれているというふうに認識をしており

ます。

　この改善のための対策といたしまして、これ

までに定住促進事業や空き家バンク制度、水之

上定住促進住宅の導入、子育て対策など、住ん

でよかったと思えるまちづくりにおける各種事

業を取り組んでまいっているところでございま

す。

　今後ということで、さらなる取り組みが求め
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られておりますことから、経営会議において確

認されております人口減少対策プロジェクトチー

ムの会議、仮称でございますけれども、これを

設置して、今、議員が御提案いただいたような

ことも含めて、どういう対策を打っていけば人

口減少に歯どめがかかって、それがプラスのほ

うへ向かっていくのかというのを研究したいと

いうふうに考えておりますので、そのような形

で御理解をいただければと思います。

〇感王寺耕造議員　改修等については市長の前

向きな答弁をいただきました。

　あと山村留学について１点だけですけれども、

触れておきます。

　島根県大田市ですね、ここの部分で今、取り

組みが進められております。現在、18名の部分、

中学２年生、上はですね、下は小学３年生でし

たかね、引き受けて毎年受け入れているわけで

すけれども、ここの部分がなぜ始まったかとい

いますと、まず、ただ学校の維持、それだけで

はないんですね。やっぱり教育の理念、実際に

「井の中のカワズ大海を知らず」ということわ

ざがございます。私も大学時代、東京に行くま

では、本当に右も左もわからない田舎者でした。

大学に行っていろんな仲間が入ってきます。そ

うしますと、そのときの友達、友人は現在でも

心のよりどころでございます。

　そういう部分で、今、生活のスタイルですね、

田舎であろうが、家にはテレビがありますし、

車も何台もあると、パソコンもつながると、都

会と暮らしが変わらないわけですよね。そうい

う中で、やっぱり異文化、違うところで育った

子たちがやってくると、地元の子供たちも刺激

を受けていい効果をあらわすと思うんですね。

　島根県大田市ではまさしくその部分の理念で、

教育の理念を持ってやっておられるわけです。

また、人口増の部分にも当然結びつきます。市

長、ぜひともこの部分を検討していただいてと

いうことでお願いしておきます。

　そしてまた、ちなみに１点だけ触れておきま

すが、鹿児島県ですね、本県が一番の山村留学

受け入れ地なんですよ、教育長、もうおわかり

だと思いますけれども。特に離島の部分では、

個人だけ、お子さんだけというのが90人、また

家族そろって行く方が10名もおられます。本土

の部分でも一応鹿屋市、南大隅町、湧水町、霧

島市、曽於市、さつま町、姶良市、薩摩川内市

などが取り組んでおります。霧島市は１名の生

徒さん、あと２名ですね、生徒さんは家族と一

緒にということでございます。私、前田終止市

長、大変大好きなんですけれども、前田市長頑

張っておられます。他市でもこういう取り組み

をやっておるわけですから、十分に調査研究し

て取り組んでいただきたいということを１点だ

け要望をして、終わりにいたします。

　次に、空き家条例の分について入ります。

　先ほど土木課長のほうからも答弁がありまし

た。全国で31自治体に空き家基本条例、この部

分ができていると。この部分、なぜかというと、

国の政策、この部分が何もなされていないから

なんですね。国の建築基準法には、著しく保安

上危険な建物について所有者への撤去命令や代

執行の規定があるものの、危険の範囲があいま

いで手順も具体的に示されていない。こういっ

た背景があるから、31条例までふえているとい

うことだと思うんですね。

　先ほど土木課長、答弁ございました。議会で

も再三再四質問もあるという話だったんですけ

れども、だけれども、調査していない、これは

いかなることかと思っております。市長、ぜひ

とも土木課長に指示して、現在の状況を把握を

まずしていただくことが１点目、この部分につ

いて市長の見解を伺います。

〇市長（尾脇雅弥）今、感王寺議員御指摘があ

りましたように、まずは状況を把握するところ

からだと思いますので、そのことは早急に指示

をしたいというふうに思っております。
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〇感王寺耕造議員　私、市内各地回りますと、

すごい空き家件数なんですね。状況を把握して

いただくということで安心したんですが。

　ただ、本当にですね、台風このごろ来ていな

いんですけれども、大きい台風が来れば倒れそ

うな家という部分が何件もございます、実際で

すね。この倒壊から、また放火の危険性ですね、

実際空き家を子供たちが住みかにしまして、悪

さしてそこから出火していると、そういう事例

も、名前は申しませんけれども、某事業所の部

分で、跡地でございました。これは２件ほどあ

そこでは起こっていますよね。

　そうすると、もらい火の部分についても、放

火についても、やっぱり被害を受けられる方が

いるわけですから、ただ当然、放火は保険適用

になりませんわな、この部分は。そうしますと、

やっぱり行政の責任としてきちっと基本条例を

つくって、どうしていくのかという部分がやっ

ぱり大切だと思うんですよ。この条例制定につ

いてもうちょっと踏み込んだお考えはないのか、

市長にお聞きしたいんですけれども。

　１点だけ御紹介しておきますけれども、秋田

県大仙市ですね、この部分では空き家条例つく

られたわけですけれども、強制代執行まで行っ

ているんですね、昨年５件、５件ですね。

　まず、流れとしましては、危険な空き家の解

体を指導・勧告ですね、この部分をしていくと。

従った場合は解体費を半額助成、上限が50万円

ですね。従わない場合は指導命令、住所、氏名

を公表する。次の段階で戒告にする。その後、

それでも言うことを聞かなかったら、代執行で

解体後、所有者に費用全額を請求すると、こう

いう厳しい部分もうたっております。各関係課

長と市長、協議していただいて、この部分のこ

ういう考えはないのかお聞かせください。

　あと空き家条例の部分については、もう１点、

空き家をふやさない方策ですね、この部分が必

要なんです。幸い、空き家バンク制度という部

分を水迫市長の部分でつくられました。ただ、

残念なことに、私、ホームページを見てみます

と、先ほど課長が答弁されたとおり少ないんで

すね、少ないんです。この部分をふやす努力が

やっぱり必要だと思います。

　ただ、空き家は多いんですが、中に荷物が入

っているんですよ、これが。だから、トランク

ルームがやっぱり必要なんですね。行政の責任

としてトランクルーム、中学校の跡地がありま

す。あの部分を活用して中学校跡地をトランク

ルームに一時的に活用して、中のものを出して

いただくと、きちっと市が保管しますよと、そ

の上でどうですかと、空き家バンク制度でもそ

うですし、不動産屋のほうも仕事がふえていき

ます。そういった施策が必要だと思うんですよ。

空き家を出さない。トランクルーム、中学校の

活用。この点について市長、どのように考えら

れるのかお伺いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）空き家バンクの現状の課

題ということで今、御指摘をいただきましたけ

れども、空き家はあるけれどもと、使われない

理由に、今、御指摘あったことがあろうかと思

いますので、参考にさせていただいて検討させ

ていただきたいというふうに思います。

　それから、空き家条例を制定する計画はない

のかということでございましたけれども、その

ことに関しては、高齢化ですとか、遠隔地への

居住または経済的事情などの理由によりふえて

きておりまして、その不完全な管理による影響

で近隣住民に不安を抱かせたり、迷惑をかけた

りすることにもなります。この条例は、空き家

等の一部が破損をし、隣の家や公道への飛散を

防止すること、及び敷地内に茂った草木の除去

など所有者などに適切な維持管理を求めること

により、生活環境の保全と防犯のまちづくりを

推進し、市民の安全で安心な生活を確保するこ

とを目的としているということでございます。

　現在のところ、条例の制定の計画はございま
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せんけれども、本市としての対応としましては、

平成22年度は近隣住民からの通報は、空き地な

どから草木の伐採の苦情が39件ありました。そ

のうち４件が空き家の苦情でありました。その

ような苦情があった場合は、生活環境課におき

まして、対象の空き家や土地の所有者、管理者

を特定して、廃棄物清掃法の観点から、現状の

写真を添付をし、文書による指導を行っている

状況でございます。

　今後の条例制定につきましては、関係課で十

分な議論のもと進めるべき重要な課題であると

とらえておりますけれども、先ほど議員がおっ

しゃったような現実的な課題があるということ

を十分に受けとめて、対処したいというふうに

考えております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　ぜひとも空き家をふやさな

い仕組み、また、空き家を条例をつくってきち

っと処分していくと、この部分ですね、きちっ

と対処していただきたいと思います。

　空き家バンク制度について１点だけ言ってお

きますけれども、この制度ができたとき、市内

の不動産屋さんの部分から民業圧迫ではないか

という問題がやっぱり出ておりました。その分

の精査をやっぱりする必要があるんではないか

と。市の果たす役割、また民間の業者さんの果

たす役割ですね、またその部分も問題点がござ

いますので、その辺も精査していただいて、空

き家バンク制度の見直し、また何らかの対策が

必要だと思いますので、それだけは申し添えて

おきます。

　議長、次に、情報システムについて入ります。

　企画課長から、想定できなかったふぐあいが

出てきているということですね。随時見直して

いくということでそれは了解いたしました。や

はり何事もそうですが、特にシステムの部分は

難しい部分がありますけれども、順次改善して

いただきたいと思います。

　１点だけ、住基台帳の活用ですね、セキュリ

ティーの部分も申されました。それがちょっと

気にかかったんですけれども、まず市民課長が、

住基カード台帳を使いたいという人は、職員は

市民課長に相談して、それから了解をもらって

企画課長のオーケーをもらって見るという形で

すよね。

　確かに法令遵守、個人保護法の部分でいたし

方ないのかなという部分は思うんですけれども、

ただ、職員の皆様はやっぱり能力も高いですし、

当然、市民に対する守秘義務と部分は公務員で

ある上で持っているんですね。それでパソコン

を打つ上でもセキュリティーナンバーは持って

いらっしゃるでしょうから、私は、余り個人情

報保護法の部分、この部分にこだわり過ぎなん

じゃないかなと、逆にですね。例えばシステム

の問題でも、住基台帳を見てみますと、以前の

部分では旧住民票が、旧住所がわかったという

んですね。それがわからなくなっているという

こと。やっぱり仕事をする上で問題が出てくる

と思うんですよ。この部分について余り網をか

け過ぎると、システムも複雑になりますし、ま

た仕事もできなくなるんじゃないかと思います

けど、その点についてだけ、１点お伺いします。

　固定資産評価は錯誤の部分、原因が掲載ミス

かまたメートル法ですか、その部分での誤記が

あったんではないかということですね。

　ただ、今、見直しているということなんです

けれども、この部分については税の公平性の問

題も当然出てきますね。徴収不足の方もおられ

れば、過払いの方もおられるかもしれない。こ

の部分についてやっぱり対策をきちっととって

いただきたいと思っておりますので、早急に市

長、人をかけて、緊急雇用の部分で２名の部分

で対処できないのであれば、増員していただい

て早急にやっていただくと。

　やっぱり公文書、固定資産評価、公の固定資

産評価額証明書、公の文書ですね、この部分で
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そごがあるというのは、錯誤があるというのは

おかしな話なんですよ、これは。これは早急に

対処していただきたい。これは市長のほうから

答弁をいただきます。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）議員、今、御指摘を

いただいたように、その利用性の向上というと

ころと個人情報の管理というところのバランス

というのが非常に難しいところがございます。

　それで、先ほどお答えいたしましたように、

各課で必要とされる情報、それぞれ個別にどう

いうような形で、いついつの期間どういう目的

で利用したいということを届けていただきまし

て、それについて情報を所管します課のほうで、

それではどのような情報であればどの期間出し

たらいいのかというようなことを回答していた

だいて、処理していただいているところでござ

いますが、先ほども申しました、利便性の向上

ということは本当にあるんでございますが、た

だ一方で、情報漏えいということも頭に置いと

かなきゃいけないことでございますので、先ほ

どのちょっと答えと同じようになるんですけれ

ども、その辺の両バランスをうまくとれるよう

な形での制度の構築というのを今後、課題とし

て検討していかなければならないというふうに

は認識いたしております。

〇市長（尾脇雅弥）ただいま感王寺議員から

御指摘がありましたことに関しましては、早急

に指示をして対応していきたいというふうに考

えております。

〇感王寺耕造議員　早急に対応をとっていただ

くということですね。人員をかけるのかですね、

その答弁はもういいでしょう。

　１点だけ、何でしたっけ、情報システムです

ね、農業委員会事務局長、農家台帳システムが

ございます。この部分についても、使いやすい

システムに今現在なっているのかですね。また、

先ほど固定資産評価の部分で問題にしましたけ

れども、錯誤等はないのかですね。その辺もす

ぐに調査していただいて、これはもう要望にと

どめますので、何か問題があったらすぐ対処し

ていただくと、また、システムについても改善

していただくということを要望いたします。

　議長、最後の堆肥センターについて入ります。

　585立米残渣があると、私びっくりしたんです

けれども、何でここまで置いておくのかですね。

これは処理費用も膨大なものになりますね。一

廃持っていけば２万3,000円ですか、500立米当

たりですね。びっくりいたしました。

　農林課長、昨年も、ちょうどタマネギの季節

でしたですね、堆肥が足りない、堆肥が足りな

いと、もう堆肥はありませんというので農家の

方に迷惑かけているわけですよね。それはそう

ですよね、585立米もバックヤードが埋まってい

たら。製品を製造する上でも問題がありますし、

またこの部分ですね、585立米、何でこれほどた

まるまでほっておいたのか。まず、その２点お

伺いいたします。

〇農林課長（池松　烈）まず、堆肥が足りな

いということでございますが、やはり農繁期、

例えば田植えの時期とか、（「いや、その問題

じゃない。何で585立米、こんなにたまるまでほ

っておいたのかですね」と呼ぶ者あり）

　未処理、製品として使用できない堆肥という

ことで、これが今までの、先ほどもお話をしま

したが、戻し堆肥ということで年に200立方メー

トルぐらいを再利用をかけているところであり

ます。しかしながら、どうしてもその製造過程

で野菜くずとか植物残渣、それから塊になって

しまうのが非常に多いということが１つありま

す。そこの時点で、例えば工程の中で一番最初

の破砕、それらの活用を図ればいいのではない

かというふうに思われると思いますが、破砕を

かけるときにですね、何といいますか、どうし

ても破砕にかからない、食物の性質というのか、

どうしても固まってしまうというようなのがあ
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るようでございまして、その塊が実際、製品の

過程におきまして、製品として成り立たない部

分というので出てきているようであります。

　今、前課長からも受け継いだところでありま

すが、その再利用というのをもう少し勝手を変

えて、要は、製品として使用できない堆肥をも

う一度再利用するというのを念頭に置いての使

用というのを今後、研究をしてみればというよ

うなふうで、今ちょっとお知恵をいただいてい

るところであります。

　あとそのこの585立方メートルをどのようにし

ていくのかということでございますけれども、

今言いましたように、１立方メートル当たり産

業廃棄物不良処理とした場合、２万3,500円と非

常に、これが何百立方メートルとなりますと非

常に大きな金額になってきます。それで、それ

らを考えますと、今後は生活環境課のほうで今

お手伝いいただいております処理組合のほうへ、

できれば週１回でも計画的に少しずつ処分をし

ていただきながら、また再利用とかけ合わせた

形で利用ができたらというふうに考えていると

ころであります。

〇感王寺耕造議員　製造過程の問題だというこ

とですね。

　プラントのこの堆肥センターについてはもう

私も何回も質問していますけれども、プラント

建設の部分から問題があった建物だということ

は十分に理解しております。できるだけですね、

ただ、やっぱりできるところはきちっと改善し

ていただいて、製造過程での残渣、この部分を

出さないと、すべて有効活用していくような方

策ですね、この部分を農林課長、入ってこられ

て初めてですが、課長になられて初めてですか、

早急に市長、指示していただいて、これはお金

がかかる問題ですね、本当に一廃に持っていっ

たら大変なことですので、また２年後、処理費

用はね上がっていきますですね。これに対応し

ていただきたいと思います。

　廃液ですね、この部分の活用については今現

在、希硫酸を使っていないということで、まあ

別に人員かけてきちっとした形で最初から取り

組む必要はないと思うんですよね。例えば畜産

農家の牧草ですね、こういう部分でも試しに畜

産農家に分けて、個人で活用すれば問題がない

わけですよね、肥料法の部分でですね。まず実

験してみましょうよ、お互いに。私も市畜産振

興会長をやっておりますから。肥料代もすごく

高くなっているんですね。もう10年前はどっか

硫安が三百七、八十円でした。余裕があった時

代でした、私も。もう肥料が高くて、今、硫安

が千幾らするんですよ、３倍ですよ、市長。も

う我が家の経営も逼迫しているんですよ、大変

なんです。

　だから、廃液の活用ですね、この分もぜひと

も前向きに検討していただきたい。使えないこ

とないと思うんですよ、ですね。ただ、今は廃

液を、分析はせないかんですよ。分析も共済で

もできますし、農政普及センターでもできます。

無料でできます。ただです。ただのものは活用

して、お知恵をかりて、各機関のですね、廃液

の中身が何なのか分析をまずしていただいて、

無料の機関でありますから、していただいて、

また、その場合、何倍ぐらい薄めればいいのか

使用方法もちょっとあれしていただいて、実験

してみましょう。

　市長、きょうはいろんな問題について質問を

いたしました。生徒数の部分も人口増の部分に

つながる話です。市長、一生懸命やっておられ

ると思うんですね。ただ、３万人の公約があり

ます。いろんなお知恵を出していただいて、私

どももいろいろまた物申していきますので、お

互い手を携えて垂水市が発展するように祈りま

して、今議会での私の質問を終わらせていただ

きます。

　どうもありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。
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　次は、１時30分から再開いたします。

　　　　　午後０時22分休憩

　　　　　午後１時30分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　８番持留良一議員の質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、一般質問に入りま

す。

　今、国民の大きな問題は、消費税増税と原発

再稼働への動きが国民の反対の声を無視し、成

立、稼働へ向けて加速していることです。どの

世論調査でも、消費税増税反対が57％以上、原

発稼働については70％以上が急ぐ必要なしと回

答しています。このことは、国民が問題に気づ

き始め、暮らしと命、そして安全を守るために

政治の暴走は許さないという意思のあらわれだ

と考えます。

　そんな中、今回の質問の目的は、新年度に入

り、新たな負担増等で市民生活の困窮化が進み、

どのような対策をとったら安心した生活を送る

ことができるのか、行政のやるべきことをただ

し、また政策提案も行い、方向を見つけていき

たいというふうに思います。

　最初は、原発再稼働の問題について市長の見

解を伺います。

　市民の安全や命、そして暮らしを守ることは

行政の責務であり、とりわけ市長の責任や対応

は重要なものがあると考えます。

　今、原発問題では、関西電力大飯原発の再稼

働問題が大きな政治課題になっています。この

問題はここだけの問題ではなく、垂水市も、ま

た国民全体にかかわっていく問題と考えます。

だからこそ、共同通信の世論調査では６割近く

が再稼働に反対しています。さらに、地元新聞

の社説でも、原発の安全性を多く残したまま再

稼働に踏み切るのは、国民の安心を後回しにし

た政治判断と言うほかないと指摘をし、そして

現状で再稼働を安易に認めるならば、なし崩し

的に原発依存社会に後戻りしないか心配である

と断言しています。私も同じ考えであります。

　東京電力福島原発事故の原因究明が尽くされ

たわけではありません。さらに、安全対策や万

が一の避難計画、まともな原子力規制機関もつ

くられていないという中で、取り組みが前進し

たわけではありません。これらの前提条件も整

わないのに決断するのは、ただの暴走です。

　また、限定的でも再稼働をさせなければ電力

供給に不安が出ると言いますが、本来、原発の

安全性と電力問題はてんびんにかける性格のも

のではありません。電力の安定供給を主張する

のであれば、一日も早く原発からの撤退を決断

し、自然エネルギーへの転換や省エネルギーに

力を尽くすことが重要だと考えます。それは、

住民の命と安全は何物にもかえられないからで

す。市長の見解を求めます。

　２点目に、生活支援対策について、３つの点

からただします。

　市民は、高齢者も子育て世代も、負担増や可

処分所得が減少していることで生活が困窮して

います。特に年金の少ない高齢者世帯の暮らし

はどこでも大変です。友達もみんな切り詰めて

生活している。旅行もしたい、演劇も見たいが

我慢するしかない。葬式のときつき合いの金が

出せないというのがつらいという人も多いとい

う話もお聞きをいたします。このような今日、

政府の施策によって弱者はさらに格差と貧困が

深刻化しています。

　そこで、市の制度の見直し等で生活支援がで

きないのかただします。

　市民には、命と生活を守るために納税者の権

利として納税緩和措置や減免制度があります。

減免制度のもとになる地方税法では、貧困によ

り生活のため公私の扶助を受ける、その他特別

な事情がある者に限り、条例に定めるところに
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より市税を減免することができると記されてい

ます。

　そこで、最初に、公私の扶助について国の考

え方を伺います。

　また、本市でも、公私の扶助について条例で

どのような範囲を設けて運用されているのか伺

います。もし運用されていなければ、市民生活

を守るためにも、国の示している内容を基本と

しながら範囲を定め、運用するべきです。市民

生活を守るために、国の示している内容を基本

にしながら範囲を定めていく考えについて、見

解を伺います。

　次に、固定資産税の減免の基準に関する規則

について伺います。

　規則第３条に固定資産税の減免について記さ

れていますが、恒常的な低所得者の減免規定は

ありません。生活保護か公私の扶助を受けてい

ないと減免されない規定です。これは全体的な

税の減免規定と比較しても、平等性、公平性に

欠けるものではないでしょうか。この点につい

ては、新たに項目を設けるか、条例第71条の第

１項の第４で対応すべきではないか、見解を伺

います。

　次に、市税の延滞金の減免問題について伺い

ます。

　地方税法362条の第３項に、やむを得ない理由

があると認める場合においては同項目の延滞金

を減免することができると記されています。本

市も、これらを根拠に取り扱い規定が定められ

ていると考えます。

　そこで伺いますが、規定等はあるのか、ない

場合は、手続への対応はどうするのか。減免規

定は市民生活を支える点からも必要だと考えま

すが、どのように取り組むか伺います。

　そして、これらのさまざまな減免制度等の関

係で周知徹底を図っていく必要がさらに大切に

なってきていると思いますが、見解をお聞かせ

ください。

　生活支援の第４番目は、学童保育の保育料の

減免問題について伺います。

　問題は、他の制度との整合性を保つ必要があ

るということと、子育て世帯の生活実態は、子

ども手当の削減、年少者扶養控除廃止等による

増税、年金、健康保険料等の社会保険の引き上

げで可処分所得は大幅に減少しています。さら

に、今後、復興税など新たな負担は、とりわけ

低賃金と不安定雇用のもとで子育ての負担に苦

しむ若い世代の暮らしを深刻なものにし、生活

を破壊するものになりかねません。何らかの生

活支援対策が必要と考えます。

　そこで、早急に取り組めるものとして、学童

保育料についても、他の制度の減免のように減

免規定を設ける必要があると考えますが、見解

を伺います。

　そこで、全国ではどのような実施状況か。ま

た、保護者の生活実態について伺います。

　本市ではなぜ学童保育料に減免規定がないの

か、伺います。

　私は、他の制度との整合性や負担の公平性か

ら見ても、減免制度が必要と考えます。また、

経済的理由で入所できない児童が生まれること

は、学童保育の目的から見てもあってはならな

いからであります。見解を伺います。

　大きな３番目は、保育所の入所問題について

伺います。

　保育対象者は、児童福祉法施行例で具体的に

明記をされています。しかし、これはあくまで

国の示している目安であり、自治体が独自性を

生かして市民に役立つ保育所を運営していくこ

とが、保育の目的からも求められています。ま

た、働きたいという就労保障と子供の健全育成

のためにも、保育に欠ける定義は、厚労省が主

張しているように、社会の実際的なニーズに合

わせて対応していくことが求められています。

例えば、内職したり在宅ワークをする場合も、

今日認められるようになってまいりました。
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　そこで、行政の責務は、保護者の就労状況や

就労形態などによって保育の場を区別するので

はなく、保護者が保育の目的の場として利用す

ることができるようにすることだと考えます。

　そこで、「昼間は労働することを常態として

いること」と示されていますが、この規定から、

飲食関係者の希望者はどのような取り扱いにな

っているのか、見解を伺います。私は、就労証

明が明らかにされれば保育対象と考えるべきと

考えます。

　２点目は、同居の親族、祖父母の関係です。

他自治体では、高齢による問題等も含めて柔軟

に対応し、それを保育に欠ける状態とみなし、

対象にしているケースが多々あります。本市で

の対応を伺います。

　最後に、生活保護行政問題についてただしま

す。

　生活保護問題で、芸能タレントのケースに乗

じて、政府は制度の改悪を加速させようとして

います。改めてこの問題を検証し、必要であれ

ば対策を講じ、何よりも生活保護が憲法に保障

された国民の権利であることからも、必要な人

が受けられないことがあってはならないように

する必要があると考えます。

　そこで、今回のケースは不正受給で法律違反

なのか、最初に伺います。この問題は、基本的

には道義的な問題で、制度の欠陥ではないと考

えますが、いかがでしょうか。

　次に、扶養義務の問題について伺います。

　これまで北九州市や札幌などで、扶養義務を

口実に生活保護が休止され、餓死事件が相次ぎ

ました。民法の扶養義務から読み取れる扶養の

程度は、夫婦間や未成年で働けない子に対する

扶養義務は強いとされ、兄弟、姉妹や成人同士

の扶養義務は、余裕があれば援助するなど生活

レベルが下がらない程度と解されています。こ

れらのことから、扶養義務者からの扶養でなく

ても保護は受けることはできると理解していま

す。

　そこで、扶養義務は生活保護の開始や継続の

要件になるのか伺います。

　最後に、以上のことを踏まえて次のことを提

案し、改善を求めます。

　１つは、生活保護法第７条の申請の原則での

申請権や請求権が保障されています。そこで、

相談者に対して、だれでも無条件に申請できる

こととすること。さらに、申請の意思が確認で

きれば申請書を交付し、手続の援助等を積極的

に行うこと。最後に、生活保護のしおりと申請

用紙を窓口に設置し、利用しやすいように提案

し、見解を求めます。

　１回目の質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）持留議員の原発再稼働につ

いての御質問にお答えをいたします。

　福島第一原子力発電所の事故以来、さまざま

な意見が存在している中で、原発の再稼働を不

安視する声は多く、再稼働問題については依然

として不透明な状況です。原発の再稼働につい

ては、何より住民の安心・安全が確保されるべ

きものと認識をしております。

　一方で、夏に向けて電力需給はピークを迎え

ます。この夏も昨年同様、節電や省エネの取り

組みが国や電力会社から要請されております。

御家庭や事業所で実施できる節電の取り組みを

お願いし、あわせて、当市で計画が進んでいる

メガソーラー施設を初めとした再生可能エネル

ギーの大きな可能性に期待し、みずからも節電

について考え、取り組みながら、原子力発電を

含め、今後も安心・安全を前提としたエネルギー

政策の議論や取り組みの推移を注視してまいり

たいと思っております。

　以上でございます。

〇税務課長（葛迫隆博）生活支援対策に関す

る御質問の中の減免制度の改善と充実に関する

ことについてお答え申し上げます。

　まず、公私扶助の考え方と運用についてでご
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ざいますが、市税条例等の条文におきまして、

公私扶助という文言はございます。まず、本市

の運用についてですが、減免対象となり得る公

私扶助についての定義を明確にしておりません

ので、議員御指摘のとおり、今後、明文化に向

けてまいります。

　次に、国の考え方でございますが、1980年３

月21日の衆議院地方行政委員会において、住民

税の減免を受けられる公私の扶助に関して、当

時の自治省税務局長が答弁されております。生

活保護法による各種扶助や就学援助、保育所入

所世帯、老人医療や児童手当、福祉年金などの

受給世帯が公の扶助に当たり、親戚などからの

援助が私の扶助に該当し、税の減免対象になる

という答弁をされております。このことを踏ま

えまして私どもで検討を重ねまして、整備に向

けてまいります。

　次に、固定資産税の減免基準に、生活保護基

準以下の恒常的な低所得者の減免も対象にすべ

きでないかという御質問でございますが、減免

につきましては、垂水市税条例第71条と垂水市

税減免の基準に関する規則に基づき、申請方式

によりまして減免を行っているところでござい

ます。

　議員御指摘のとおり、平成16年６月に制定い

たしました垂水市税減免の基準に関する規則に

おいて、平成21年６月の改正により、市民税の

減免規定に、世帯の月平均収入額が生活保護基

準の1.15倍未満の方を対象とすることを追加し

ております。また、あわせて、国保税の減免基

準も同様に改正しております。

　市民税、国保税につきましては所得に対して

課税をいたしますが、固定資産税は資産に対し

て課税を行います。課税対象が所得と資産とい

う大きな違いがございます。以上申しましたよ

うに、固定資産税の課税対象が資産であり、所

得ではないという観点から、生活保護基準以下

の方々を対象とした減免について規定すること

は困難であると考えます。

　次に、延滞金の減免に関してですが、市税条

例に規定しているところでございますけれども、

申請様式、そして減免割合等に関する規則は定

めておりません。このことは、本年第１回定例

会の総務文教委員会で御指摘がなされましたの

で、現在検討している最中でございます。

　なお、延滞金の減免に対する申請、問い合わ

せにつきましてはこれまでほとんどございませ

んが、申請を要する場合におきましては、本税

の減免申請をもとに様式を作成するなどして対

応してまいりたいと考えております。

　それから、減免の基準に関してですが、県内

19市を調査の結果、規則で定めている自治体も

あれば定めていない自治体もございました。さ

らに調査を進めまして、規則もしくは要綱で制

定に努めてまいりたいと考えております。

　最後に、周知徹底ですが、これまで同様、納

税のしおり、振興会への回覧、そして市ホーム

ページにて行ってまいります。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（白木修文）続きまして、学

童保育料の減免についての御質問にお答えいた

します。

　全国的に見ますと、減免を実施している自治

体も見受けられますが、県内ではまだ実施して

いる自治体は少ないようでございます。これは、

他県に比べ利用料を低く抑えているためと思わ

れます。

　本市は、運営を運営委員会に委託しておりま

すが、運営委員会に委託している学童保育所の

１人当たりの月額平均利用料は、全国平均で約

9,800円となっております。本市では平成15年の

開設来、１日当たりおやつ代込みの200円、月額

5,000円といたしまして、保護者が利用しやすい

ように料金設定をしておりますので、利用料の

減免につきましては今まで検討したことはござ

いません。
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　生活実態につきましては、その時々の経済情

勢により、可処分所得の増減、物価の上昇・下

落で一概に比較するのは困難ですが、児童手当

の給付という観点から見ますと、以前の児童手

当に比べ、制度の拡充等もございますので、そ

の分、各家庭とも対応できているのではと思い

ます。

　他の制度の整合性や、経済的理由等で入所で

きない児童が生まれないためにも保育料の減免

をとの御指摘ですが、保育園の保育料にしても

何にしても減免措置の制度がありますことは承

知しております。ただ、１日200円という額は利

用料としての必要経費と認識しておりますので、

それが減免対象となるのかにつきましては甚だ

困難であると言わざるを得ないと思っておりま

す。

　続きまして、保育所入所問題についての御質

問にお答えいたします。

　夜間労働を行っている飲食店従事者等の場合

ですが、本市では、お示しの児童福祉法施行令

第27条の規定によりまして、原則、昼間就労し

ていなければ入所は認めておりません。夜間、

飲食店で就労しているため、昼間睡眠をとるの

で子供の世話ができないということ等が理由だ

と思われますが、夜間就労といっても睡眠時間

の確保はある程度可能と思われますし、この状

態が施行令第27条の各号いずれかに該当すると

は解釈できないためでございます。このような

場合は、保育園ではなく幼稚園の利用を御案内

しております。

　乳幼児期は子育てにとって大変大事な時期で

すから、私どもといたしましては、子供と接す

る時間をできるだけ多く持っていただきたいと

思っております。

　また、他市の状況でございますが、鹿屋市で

は、夜間就労でも昼間就労と同じ就労時間、就

労日数の要件を満たしていれば入所可能として

おりますが、霧島市は、本市同様の取り扱いと

なっております。

　次に、同居の親族その他が保育することがで

きないとはについてでございますが、これも、

施行令第27条の規定にありますとおり、同居の

親族その他が昼間労働に従事しているか、疾病

または常時介護をし、当該児童を保育できない

場合等でございますので、このような状態であ

れば保育園への入所は可能としております。

　続きまして、生活保護行政についての御質問

にお答えいたします。

　今回の事件というのは、お笑いコンビの方の

扶養義務のことと思います。生活保護を受給し

ている被保護者は母親であり、母親自身は法律

違反には当たりません。では、なぜこれまでに

大きく取り上げられたのかは、扶養義務者であ

る息子が多額の年収を得ていたためだというこ

とでございます。

　生活保護制度では、民法に定める扶養義務は、

履行を期待できる扶養義務者のあるときはその

扶養を保護に優先させることとなっております。

また、民法第877条では、「直系血族及び兄弟姉

妹は、互いに扶養をする義務がある」となって

おりますが、年収等で援助額が決まっているわ

けではなく、扶養義務者の判断により決まると

いうことであり、強制できるものではございま

せん。

　次に、扶養義務は、申請時に照会をすること

と、回答いただいた扶養届書の内容により、扶

養に期待のできる扶養義務者に継続して扶養照

会をすることとしております。

　次に、相談者に対して、だれでも無条件に申

請できることを通知するということですが、生

活保護法第２条には、「すべて国民は、この法

律の定める要件を満たす限り、この法律による

保護を、無差別平等に受けることができる」と

なっており、生活に困窮されている方は、電話

での問い合わせや福祉事務所に相談に来られて

おります。また、本市の民生委員は協力的であ

― 51  ―



り、地域の情報提供をいただくこともあります。

　申請意思が確認できれば申請書を交付し、市

が手続の援助を積極的に行うこととのことです

が、相談内容により法律の定める要件を満たす

限り、最低生活が維持できない真に生活に困窮

する方には、直ちに申請書を交付し、申請書の

書き方についても説明を行っております。

　生活保護のしおりと申請用紙を窓口に設置す

るということでありますが、生活保護制度の説

明義務があり、保護のしおりをもとに詳しく説

明することにしております。個人情報を守るた

めに生活保護相談室も設けております。

　他方、他施策の観点から、保護を受ける前に

障害年金が該当するようなケースとか、各種手

当等が手続することにより保護を申請しなくて

もよい場合も多々あります。相談内容により、

その世帯に合ったさまざまな助言ができますの

で、相談に来ていただきたいと思っております。

〇持留良一議員　それでは、一問一答で不十分

だったところについて再質問を行っていきたい

というふうに思います。

　最初は、原発再稼働の問題についてお聞きを

したいと思います。

　先ほど市長は、安全性が確保されるというこ

とと、一方で電力不足の問題があるということ

の中での回答があったかというふうに思います。

　しかし、私たちはこの原発で、一番福島の原

発で最も感じた点が２点あったと思うんですよ

ね。１つは、原発そのものが現代の技術ではコ

ントロールできない危険なエネルギー源であっ

たということと、もう１つは、原発が命と暮ら

しを脅かし、地域の産業を破壊し、ふるさとを

奪う大変厄介者であったということと、これを

国民の前にさらしたし、また、地域が直面して

いる問題をいかに克服していくかということが

あったと思うんです。その中でやっぱり原発問

題というのがどうなっていくのかということが

あり、多くの国民の皆さんがやっぱり再稼働は

問題ではないかということを広く私たちは認識

を今しているんじゃないかなというふうに思い

ます。

　ちょっと議長にお願いしたいんですけれども、

資料を市長にお渡しをしたいと思います。許可

をお願いしたいと思いますけれども、よろしい

でしょうか。

〇議長（宮迫泰倫）はい。

〇持留良一議員　それでは、許可をいただきま

したので、２つの資料を市長にはお渡しをして

います。１つはこのカラー刷りのやつですね、

１つはこのモノクロのやつです。

　これは以前、私たちがいろいろと関係する人

たちとの中で資料ができてきて、これは宮崎の

自然と未来を守る会ですけれども、これは当然

地理的な条件とか風向きによってもあるんです

けれども、福島原発の状況を当てはめた場合ど

うなるかと、川内原発がもしなった場合どうな

るかということをあらわした放射能の動きの中

身です。

　私たちもそうなるんだろうかなと非常に危惧

をしていたんですけれども、そういう中で先般、

南日本新聞の５月何日でしたかね、50キロ圏内

の避難の可能性ということで、この川内原発が

もし爆発したらどうなるかということでこれも

やっぱりシミュレーションした中身で、この状

況を見ていただくとやっぱり特に南薩、一部大

隅のほうも関係してくるような中身だというふ

うに思います。

　これを見ながら、こうして最後に、九州大学

チームが試算したこの中で最後に言われている

のが、試算は、避難が必要になる距離や方向の

目安となるということと、国や自治体はこうし

た被害予測を避難に役立てる体制を整え、防災

計画にも活用すべきだということを言っている

わけなんですよね。これはあくまでも要するに

これが今後、再稼働していく中で、それぞれの

地域の住民がそれらに対応しなきゃならないと
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いう問題を提起しているわけなんですけれども。

　いわゆる今、現状の中で、先ほど言いました

とおり、原発の問題というのは今、私たちの最

大の課題であり、なるべくもう再稼働を許さず

に再生可能なエネルギーを追求していくことが

大事だし、こんなことをしなくてもいいわけな

んですよね、私たち自身は、再稼働がなければ。

原発が廃炉になって、自然エネルギーにかえて

いくというそういうプログラムができていけば、

わざわざこんなことまでしなくて、避難計画ま

でしなくてもいいわけなんですよね。そういう

中で、やはり私たちは強いメッセージをやはり

関係する自治体、特に全国設置されている自治

体ではそういうメッセージを送る必要があると

私は思うんです。

　そういう中でやっぱり市長自身も、基本とし

てはそういう安全性が確保されるということで

したけれども、しかし、今度の野田首相の記者

会見というのは非常にその安全性どころか、逆

に国民の命と安全を危険にさらす最悪の私たち

は判断だったというふうに思います。それを裏

づけるかのように副首相は記者会見でどんなこ

とを言っているかというと、安全への心配はあ

るが、電力不足による国民生活や経済活動に影

響が及ぶことが心配だと。要するに経済的な面

を優先しているわけなんですよね、安全性より

も。やはりそういう意味から考えても、また私

たちが福島原発の教訓から得た中身から見ても、

やはりここはきっちりと再稼働は絶対許しちゃ

ならないと私は主張するのが市長としての、住

民の命、安全、暮らしを守る最大の責務だと思

いますが、そのことについて再度見解を求めま

す。

〇市長（尾脇雅弥）今、持留議員が言われま

したけれども、私もでき得るならば、再生可能

エネルギー等の代替エネルギー等を中心とした

エネルギーの転換というのが大事ではないかな

と思いますけれども、ただ、現状すぐすぐにと

いうわけにはいかない現実もあると思いますの

で、安全性を十分に注視をしながら、先ほども

申しましたけれども、そういったことで対応し

ていかなければいけないという認識でおります。

　以上です。

〇持留良一議員　これ言っても平行線になるか

というふうに思いますけれども、要するに今度

の記者会見の中身というのは、例えば電力不足

の問題でも具体的な根拠は示されていないんで

すよね。どのくらい不足するんだということな

んかも示されていない中でのやっぱり再稼働の

表明ということは、やっぱり先ほど市長が言わ

れた安全性という問題に関しても非常に欠如し

ていると、本当にこれで国民に責任を負う一国

の首相なのかなということを疑わざるを得ない

わけなんですよね。

　そういう観点からも、やはり先ほど言いまし

たような観点に立って、しっかりとこの点は見

ていかなきゃならないし、私たちもこういう資

料も出されてきています。こういうこともしっ

かりと見ていきながら、本当に垂水市の住民の

安全を守るためには、本当にそういう形で電力

がどうのこうのということと再稼働というのは、

やっぱり先ほど言いましたとおり、てんびんに

かける問題ではないわけなんですね。そこのと

ころをぜひ再度理解していただいて、この問題

については積極的な発言も含めて、表明もして

いただきたいというふうに思います。

　次の質問に移りたいというふうに思います。

　次は、生活支援対策の問題に移ります。

　先ほど公私の扶助の問題については、今後、

調査研究もしながら設定をしていきたいという

回答をいただきました。非常に前向きな回答だ

というふうに理解しています。ただ、やはり中

身が問題になってくると思うんですよね、今日

の状況等から見て、やはり公私の扶助というの

になったときに、いろんな制度もあります。そ

の中で取捨選択もしながらやらなきゃならない
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んでしょうけれども、やはり実態に合った形で

の内容を検討していくことが非常に大事だとい

う、これは実務的なことになるので、市長より

も担当課長のほうが十分そのあたりは理解され

ているというふうに思いますので、ぜひそのあ

たりを調査研究していただいて、垂水市に合っ

た形での公私の扶助の範囲をぜひ決定をしてい

ただきたい。

　これについては、ただ単に課だけではなくて、

やっぱり総合的な観点からこの問題というのは

きちっと対策をとっていく必要があるというふ

うに思います。これはやっぱり国民の権利とい

う形でありますし、先ほど言いましたとおり、

生活を守るという観点で重要な点でありますの

で、ぜひこれはそういう形で取り組みをぜひし

ていただきたいと思いますが、見解をお願いし

ます。

〇税務課長（葛迫隆博）ただいま議員申され

ましたように、私ども税務課だけでの判断とい

うのは問題があると思いますので、関係する課

の方たちと協議いたしまして、だれもがそこの

部署に担当になっても明確に対処できるような

内容の整備に向けて、努力いたしてまいります。

〇持留良一議員　次に、固定資産税の問題につ

いて移っていきたいと思います。

　先ほど資産と所得との違いということを言わ

れたというふうに思います。私はそこだけの問

題ではなくて、要は、この条例の規則の中に、

減免の規則に関する規則の中の固定資産税第３

条、71条の条例に基づいて規定されている中で、

アは、生活保護の規定による扶助を受けている

者全部、それからイは、アに準ずると認める者

で公的扶助を受けている者というふうになって

います。

　ところが、この公的扶助、生活保護というこ

と、今、例えば国民年金受給者は40年間480カ月

かけて定額79万2,100円、月額６万6,000円、こ

れは大体低い形ですよね、生活保護よりも低い

形だというふうに思いますが、問題は、所得に

関係なく納税をしなきゃならないという問題な

んですね、これは。所得に関係なく納めなきゃ

ならないという問題。だから、この２つの関係

から見たときに、ここのところが欠けている。

いわゆる私が先ほど言った恒常的な低所得者の

部分が抜けているんじゃないかと。

　市の報告からは、県下でも３市が実施をして

いるということもお聞きをしていますけれども、

私はやっぱり条例や規則への法の趣旨が反映さ

れていないんじゃないかなと、やはりそこのと

ころは抜けている。そうなってくると、やっぱ

り同じような状況なのに、公的扶助を受けてい

る人だけが受けられて、隣の人は受けていない

から減免も受けられないというこういう性格に

なってくるわけなんですよね。そうなってきた

ときに、いやが応でも平等性、公平性に欠ける

ということはもう指摘できるし、だからこそ３

自治体はいろんな角度から研究して、その対応

をされたのではないかなというふうに思います。

　市長、今いろいろ課長の報告もお聞きしなが

ら、また私の問題点も指摘もさせていただいた

んですが、ここはやはり市長の政治的な判断だ

と思うんですよ。要するに、そういう平等性に

欠けると、公平性に欠けると、救済する措置は

全くないと。おまけに所得に関係なく納税しな

きゃならないと。ますます生活困窮に陥るし、

なおかつ購買力がそれで減っていく。こういう

ある意味で悪循環になっているわけなので、ど

っかでやっぱり断ち切りながら、そういう形で

生活支援をしながら、基本としたらやっぱりみ

んなの購買力を高めて、市税を高めていくよう

な形にしていくほうが、もっと経済の循環、地

域内経済の活性化を図っていく意味でもこの角

度から重要だというふうに思いますが、市長の

見解をお願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）今、持留議員のほうから、

経済の視点等を入れて御指摘もありましたけれ
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ども、理解する部分もございますけれども、税

の公平性を基本といたしましていることから、

税務課長が先ほど説明いたしましたように、そ

の取り扱いにつきましては多くの課題があると

いうふうに認識をしております。

　基本的な考え方としては、一番の問題点とし

て、先ほどありましたけれども、課税対象が所

得と資産という大きな違いがございます。何と

申しましましても、固定資産税の減免基準を市

民税や国保税と同様な基準にするという件に関

して、理解を得られる説明責任を果たすという

ことが重要になると思いますので、この事案に

関しましては慎重に対処する必要があるという

ふうに考えております。

〇持留良一議員　資産と所得というのは、いわ

ゆる市民税と固定資産税の関係ですよね。私は

この固定資産の中身で話をしているんです。全

然それはもう意味が違うんですよ。市民税と固

定資産税とやったら、それは所得と資産という

ことになります。固定資産税の中身の中で差別

があるんじゃないかと、不公正があるんじゃな

いかということを指摘をしているわけです。そ

このところが抜けているんじゃないかと。だか

ら、県下の３市でもそのことはちゃんとカバー

しているよということも報告をされているわけ

なんですよね。だから逆に言うと、そのことは

公平性という観点から見たら大事な視点じゃな

いかということもできるんじゃないですか。そ

のことを先ほど議論したんです。

　だから、この点についてぜひもう一度検討を

課内でもしていただきたいし、やはり問題点は、

所得と資産との違いではないんだと、この条例

の規則の中の不平等性がここにあるんだという

ことを見ていかないと、問題の性格は全然違っ

てくると思うんですよ。だから、そこのところ

でしっかりと理解をしていただきたいというふ

うに思います。

　ぜひ市長、この規則とか条例を見られました

か。そして、見て、なおかつ説明を受けてそう

いう判断をされたのですか。そして、今指摘し

たような中身がある以上、やはり検討しなきゃ

ならないと思いますが、そのことについて見解

を求めます。

〇市長（尾脇雅弥）そのことはちゃんと見ま

して、説明も受けております。

　税に関しましては、何が何でも課税し徴収を

するということではございませんし、当然のこ

と、諸般の事業によりまして担税力のない方々

につきましては、相談に応じ、分納とするかあ

るいは減免とするかをそれぞれの条例や規約に

照らし合わせて対処できるものと考えておりま

すので、御質問の件に関しましては、再度申し

上げますが、慎重に対処する必要があるという

ことで御理解をいただきたいと思います。

〇持留良一議員　次は学童保育に移っていきま

すが、市税の減免に関する規則も追加すること

については、ぜひ調査して、制定を早急にして

いただきたいということをお願いしておきます。

　学童保育の問題です。

　１点は、これは低いと言われますけれども、

全国の所得から比較してもそれは余り比較にな

らない視点だと思うんですよね。要は、これだ

け利用料を設定したというのは、それだけのや

っぱりいろいろな根拠もありながら、所得との

関係もありながら設定もされてきているので、

単純に比較してどうのこうのという問題ではな

いと思います。

　全国でも減免があるのは、全国の実施してい

る自治体で50.7％、減免があるのは50.7％、な

いのが48というふうな状況があります。だから

そういうことを考えても、利用料が云々という

ことは余り具体的な、できないという根拠には

当てはまらないんじゃないかなというふうに思

います。

　問題は、若者の生活実態が大変厳しい状況に

なっているということです。総務省の統計で過

― 55  ―



去10年間の変化でも、可処分所得が29歳以下で

約25万円、30歳から39歳で22万円減額している

ということですね。そしてことしから子ども手

当も削減されたり、年少者扶養控除で手取りが

減になったということですよね。

　こういう中で、やはり学童保育に通わせてい

るお母さんたちからもやっぱり負担感が大きい

ということを言われています。それはなぜかと

いうと、収入に関係なく負担をしなきゃならな

いという点ですよね。ここがやはり大きな私は

この問題でのネックだというふうに思うんです。

特に低所得者ほど負担が重たいという中身です。

先ほど言いましたとおり、今後ますます負担が

ふえてくるという中身であります。

　市長は、きょうの午前中の議論でも子育て支

援の問題について積極的な提案も行ってこられ

ましたし、また実践もされてきているという中

で、やはりここも大事なポイントだと思うんで

すよね。就労保障の問題、働く人たちの問題、

必要な子供たちの午後の安全の問題、こう考え

たとき、やっぱり働く人たちをもっともっとふ

やして市税につなげていくような結果が生まれ

てこなきゃならないわけなんですよね。

　こういう形で就労、保育園、学童保育に入れ

ないということになって就労保障の場が奪われ

るということがあってはならないし、やっぱり

その大きな問題としてこの保育料があるという

ふうに思うんですが、改めてこの議論を聞いて、

市長の見解を求めたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）子育て支援でありますと

か福祉政策に関しましては、持留議員とはかな

り共通する部分もあろうかというふうに思って

おりますけれども、この学童保育料につきまし

ては、物価の上昇のある中で、平成15年の設立

当初のまま据え置いているという現状がありま

す。

　先ほど担当課長申し上げましたとおり、おや

つ代を含んで１日200円という額は、利用料とし

て、必要経費として私も認識をしているところ

です。しかも、近隣市町と比較してもほぼ同額

であり、現状では妥当な水準というふうには考

えておりますので。

　ただ、今おっしゃったようなことのほかの部

分との検討とか、今後何か前向きにできる部分

はないのかということは検討させていただきた

いというふうに思っております。

〇持留良一議員　非常に大事な視点がここにあ

ると思います。例えばニッセイの基礎研究所と

いうところがあるんですけれども、勤労者世帯

の負担増が続くことは経済活力の低下を招き、

経済全体の低迷にもつながりかねない。これは

当然ですよね、いわゆる購買力が減退していく

わけですから。やはりそれをどこでどうやって

いくのかということは、やっぱり市としてもこ

の問題で提起をされていると、いろんな点で提

起をされていると思うんですよ。

　やはり全体的な国の経済問題というのは、国

自身が示していく中身もありますけれども、地

域でできることは何なのかと、今やっぱり地域

で支え合っていく大事な点は何なのかと、やっ

ぱりそれは基本は生活支援だと思うんですよ。

そのことによって市民が購買力を高めて、地域

の経済、できたら経済で地域内で循環すること

が一番基本だというふうには思うんですけれど

も、そういうことによって市税にも大きく貢献

してくるということはもうこれは明らかな実態

だというふうに思いますので、ぜひ経済的な理

由で入所できない子供が生まれないようにする

問題や、他の制度との整合性、公平性をぜひ保

つためにも、そこはぜひ検討をしていただきた

いというふうに思います。

　次に、保育所の入所問題について移りたいと

いうふうに思います。

　先ほど課長のほうから、問題について回答が

ありました。この夜間就労というのは、飲食関

係というのは夜間と規定されましたけれども、
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昼間から準備とか、かかるところもあるわけな

んですよね。以前、私のところに相談に来られ

た方は、もう３時ごろから出立するのに、そう

いうことができないということでなかなか認め

てもらえないと。私も肝属管内すべて調査をし

ましたけれども、そこはきちっと状況に応じて

就労証明が出されれば、保育に欠けるというこ

とで認めていますよということを話されました。

私はそれが当然だろうと思うんですね。

　先ほどの就労保障の問題というのは地域の経

済的な問題でも重要な観点だということで、や

はりそこのところはどう対応していくのかとい

う関係で、やはりそういう就労状況や就労形態

などによって保育の場を区別するのではなくて、

やっぱり保護者が保育の目的の場として利用す

ることができるようにするというこの行政の責

任として、そのことをどのように実際の窓口で

対応していくのかということが重要な観点だと

思うんですよね。

　そういう意味では、やはり時代に合った形で

の当然ニーズに対応していくという問題と、や

っぱりその実態に合った形でどういう状況なの

かということで、基本的にはやはりそういう状

況であったならば保育に欠ける状態だという、

この施行令の条件を満たすという、ある意味で

の前向きな対応でそういう場を保障していくと。

ということは、いわゆる保育園と幼稚園とは、

確かに教育的なのと厚生労働と差はありますけ

れども、やはり安心して預けるという意味では

保育園のほうがいいわけなんですよね、時間の

問題、延長時間の問題含めてあるわけですので。

　そういう観点からも、やはり私はこういうと

ころはそういう柔軟な対応も含めて就労証明、

ほとんどのところが就労証明があればいいです

よと、だから基本的には実態を見て対応してい

くと。当然それはもう８時から９時からという

夜の商売だったらあれですけれども、そういう

形で昼間から仕込みも含めてやるわけですので、

そういう形での対応をしていくということがほ

とんどの自治体でやられていますので、この点

について、やはりそういうふうな形で対応して

いくということがやはり望ましいのではないか

というふうに思いますが、改めて見解をお願い

したいと思います。市長でお願いします。

〇市長（尾脇雅弥）基本的には先ほど課長が

答弁をしたとおりでございますけれども、現実

的にいろんなお困りの方がいらっしゃるという

ことであれば、個別の状況等も相談をさせてい

ただいた上で、総合的に判断をさせていただく

ということで考えたいというふうに思っており

ます。

〇持留良一議員　ありがとうございます。

　ぜひそういう形で、門前払いということでな

くて、やっぱりその実態を十分お聞きして、そ

してそれに必要な対策をとられて、それがきち

っと証明できれば、保育に欠けるという状態だ

ということでぜひ保育園の入所への対象者とし

ていただきたいというふうに思います。

　２点目の保育の問題で、同居の親族の問題が

あります。ちょっと確認をしておきますけれど

も、いわゆる別居であったらこれは保育に欠け

る対象ということで受けとめていいですかね。

〇保健福祉課長（白木修文）一応同居の親族

ということにしておりますけれども、その点は

ですね。（「別居の親族の問題です」と呼ぶ者

あり）

　済みません。この点については済みません、

ちょっと即答しかねますので、後で調べてお答

えいたします。

〇持留良一議員　ちょっと時間をとめて調整し

てください。

　議長、時間をとめて調整してください。

〇議長（宮迫泰倫）今、これは同居の親族の

場合はと言いやっで、それが別居の場合はどう

かということなんですよ。そこの質問なの。聞

いておらんかったね。
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　できる、ちょっと待って、それなら協議して。

　ちょっと時間を一応ストップ。

　続けてください。はい、どうぞ。

〇保健福祉課長（白木修文）済みませんでし

た。別居であっても、同校区内の方であれば同

居とみなすということになっております。

〇持留良一議員　そこはどのことを根拠にして、

どこに書かれているんですか。

〇保健福祉課長（白木修文）一応その他とい

うことで解釈しております。

〇持留良一議員　改めてまたこの問題はただし

たいですけれども、とにかくはっきりしていな

いということと、施行令についてもこれを上回

るような中身であるということを改めて指摘を

し、それは問題だということを指摘をしておき

たいというふうに思います。

　次に……

〇議長（宮迫泰倫）ちょっと待って。今のの

を回答できます。（発言する者あり）

　後で。今回はこれで続けますので。

〇持留良一議員　時間もあと数分しかありませ

んので、最後の問題に移っていきたいと思いま

す。

　生活保護行政について移っていきたいと思い

ます。

　今回のこの芸能タレントの問題は、先ほど言

われたとおり、法律違反ではないと、道義的な

問題であるということがこれはもう明らかに、

国会でもされている問題であります。そして、

扶養の義務の問題でも、扶養義務者から扶養が

なくても保護を受けることはできるという回答

が先般の国会でもされています。

　要は、この扶養義務という問題の中で、その

程度とか中身とかについても話し合いで決める

ということと、また、著しくない場合は行政も

家裁に申し立ててその問題について議論をする

ということでこの問題点はあると思いますので。

だから新聞でもですね、問題は、このことによ

って、申請する人、いわゆる必要な人たちが萎

縮してしまうと、扶養義務の強調などによって

申請をできなくなってしまうのではないかとい

う大変不安があるんです。だから、私は改めて

この扶養義務の問題を取り上げて、申請の条件

でもないし、継続の条件でもないということを

確認したんですけれども、この件について再度

確認できるかどうか、お願いします。

〇保健福祉課長（白木修文）一応生活保護の

申請の中で、扶養義務調査はするようにはなっ

ておりますけど、その扶養義務調査の結果で、

申請できないとか申請継続はできないとかとい

うのはありません。というのは、その扶養義務

者にも自分たちの生活がありますので、その生

活を犠牲にしてまで扶養義務を履行しないとい

けないということはありませんので、扶養義務

調査の結果は生活保護とは、開始とか継続とは

関係ありません。

〇持留良一議員　それを確認をしておきたいと

いうふうに思います。

　というのは、私も何度か立ち会いということ

で参加させてもらっていますけれども、窓口で

はやはりこの扶養義務が非常に強調されます。

相談ということも含めてですね、そのことが強

調されて、だからこそ、この間、北九州や札幌

市なんかでも申請拒否に遭って餓死をするとい

う痛ましい事件もあったというのは私たちの記

憶にまだ新しいところです。

　要は、この申請の問題です、次は。生活保護

法第７条には申請の原則が書いてあると思いま

す。これはいわゆる国民に申請権、請求権が付

与されたということで、もっと詳しい点につい

ては昭和25年に基本通知というのを出されてい

ますけれども、非常にそこに明確に出されてい

ます。いわゆる侵してはならないという問題で

ですね。

　そこで2008年３月、こういう2006年に北九州

で問題が起きましたので、それを受けて2008年
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に主管課長会議で申請時の取り扱いの考え方を

示した実施要領が議論されています。その中で、

保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵

害しないことはもとより、申請権を侵害してい

ると疑われるような行為は厳に慎むこととし、

保護申請の意思が確認された者に対しては速や

かに申請書を交付することと、保護に該当しな

いことが明らかな場合であっても、申請権を有

する申請者の意思が表明された場合には申請書

を交付するということとしているということで、

相談者に対して扶養が保護の要件であるがごと

くの説明を行い、その結果、保護の申請をあき

らめるようなことがあってはならないと、これ

らを申請権の侵害に当たるおそれがあるという

ような形で、ここでいろいろ議論されているん

です。

　だから、先ほど私が３つの角度から提案をし

ていたんですけれども、要するに、私が一番こ

の間何回も窓口の問題を訴えていますけれども、

しおりとか申請書を窓口に置くと、非常にその

ことによって気楽に相談を受けることができる。

先ほど言われましたけど、電話でも紙切れでも

いいわけなんです。でも、それであったらちょ

っといつやったかというのが十分確認できない

ので、やはり申請書を渡して、窓口に置いて、

その後、相談期間というのはあるわけですから

ね。今は逆転しているような気がすると思うん

ですよ、それから申請書を渡すと。そのことで

よく言われるのは、事務的な問題で効率性がな

いということが言われますけれども、しかし、

こういうことから考えて、なおかつ今までのさ

まざまな事件等から考えても、まず基本は申請

書を窓口に置いて、その人が気楽に申請書を書

いて渡す。そしてその後ちょっと来てください

と、後刻調査が始まるわけなんですよね。

　だからそこのところのやっぱり基本は、法を

きちっと守っていくということと、やっぱり申

請権を侵してはならない形で対応していく。そ

のためにはこれらのこと、特に窓口にしおりと

か申請書を置けば、私はそのことが十分保障さ

れていくというふうに思うんですが、今までの

ことで市長、市長も社会福祉を学んでおられた

というふうに思うんですが、こういう今、生活

保護の状態の中で、申請というところでなかな

か前に行かないと、そのことによって北九州な

んかでは次男、三男さんですかね、次々と扶養

はいないかということでなかなか申請書を渡さ

ないと、そのうちに結果として餓死してしまっ

たということがあったわけなんですよね。

　そういう意味では、そういう実態をなくすと

いうことと、なおかつ、そのことが窓口にある

ことによって実態をつかむことができると、そ

の方々の生活実態をつかむことができると。二

重の意味で、私は申請書を置くということが非

常にそういう問題を救済していく、いわゆる社

会福祉としての、市がそういう心を通わせるよ

うな中身もできるんじゃないかなと。ただ置く

だけという問題なんですよ。そのことによって、

あとは手続、申請をして、問題があればチェッ

クもされていく、そしてだめであればだめと、

そしてまた不服があれば申請手続もできるわけ

ですから、そういう形できちっと保障されてい

くんです。その窓口がやっぱり最初だと、その

ためにはやっぱりしおりとか申請書を窓口に置

くということが非常に重要だというふうに思い

ます。

　全国でもいろいろ取り組みも進んでいますし、

またそのことによって非常に相談時間も短縮し

たということなんかも出されています。そのこ

とが今、この生活保護の問題では求められてい

るのじゃないかと思いますが、最後に市長の見

解を伺います。

〇市長（尾脇雅弥）生活保護の相談・申請の

際には必要な書類というのは特にありませんけ

れども、制度の仕組み等を十分に理解していた

だくためにも、事前の相談が私も大切だという
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ふうに考えておりますので、申請書の窓口設置

は現在のところしておりません。

　相談の結果、真に生活に困窮している場合は

直ちに申請書を交付しております。生活保護制

度の説明義務や個人情報を守る観点、その他の

課題もありまして、先ほど保健福祉課長の１回

目の答弁のとおりの見解でございます。考え方

の１つとして持留議員の考え方は理解はいたし

ますけれども、窓口に常時設置しなければその

ことが実行できないというふうには私は考えて

いない現状の立場でございます。

〇持留良一議員　もう１つは、行政手続法とい

うのがあるんですよね。いわゆるこれは国民に

とって行政がわかりやすくなる仕組みをこの形

で明確にしているんですけれども、これであっ

ても、やっぱり人権侵害だとかそういうことが

起きないように、なおかつまた申請する場合に

は法令に、根拠に基づいてやるということが明

記もされています。

　私は、やはり自治体として今の問題に対応す

るためには、そういう申請書を置くということ

が大事だということを改めて強調し、また、今

求められているのは、いかにして市が行政、役

割として、責任として住民の命と暮らしを守る

ために何ができるのか、そのことを改めて提起

をして、私の質問を終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時40分から再開いたします。

　　　　　午後２時30分休憩

　　　　　午後２時40分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　16番川畑三郎議員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　午後の２番バッターといたし

まして頑張ってみたいと思います。

　先ほどの持留議員におきましては持ち時間が

足りなかったんじゃないかと思います。できれ

ば私の持ち時間をあげたいところですけれども、

これはいたし方ないことでございます。

　梅雨に入り、アジサイの花が美しく輝いてお

ります。平年より４日、昨年より12日遅い梅雨

入りであります。農家の方々においては田植え

もいよいよ本番となり、カンパチ、モジャコの

稚魚の管理に養殖業者も忙しい毎日であります。

６月議会も始まり、私も先日通告いたしており

ました案件について質問いたしますので、市長

並びに関係課長の御答弁をよろしくお願いいた

します。

　梅雨に入り、災害の起こり得る季節となりま

した。５月25日、26日、県総合防災訓練が垂水

市で開催され、多くの関係機関より参加があり

ました。災害はいつ起こるかわかりません。か

ねてからの防災意識が大切なのではないでしょ

うか。垂水といたしましても、梅雨、台風シー

ズンにおける防災対策に取り組んでおられると

思いますが、いかがでしょうか。

　市道の整備について。

　梅雨に入りますと草木が生い茂ってまいりま

す。今まで通れた道路も通れなくなる道路もあ

るかと考えます。５月末、東京から帰ってきた

友人が、２年前、通った道路から見る桜島、錦

江湾に感激し、今回も３名でその道路に入った

そうですが、道路は荒れ、草木も生い茂り、や

っとＵターンして帰ってきたそうで、怖い思い

をしたと語ってくれました。

　この道路は、市道福岡浦谷線であります。整

備の計画はあるのかどうかお伺いいたします。

　水産行政について。

　６月４日、市長から垂水市漁協のカンパチ「海

の桜勘」が中国のマカオへ輸出されたとの報告

がございました。価格が低迷し、魚は売れない

と厳しい環境の養殖業者であります。販路拡大

が必要と考えられます。カンパチ・ブリの販路
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拡大への挑戦と市長はかねがね話されておりま

す。具体的なお考えをお知らせください。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）川畑議員の梅雨、台

風シーズンにおける防災対策についてお答えい

たします。

　防災対策については、市長が平成24年度の最

重点課題の柱にも掲げており、垂水市において、

大雨、台風は今までも経験していることから、

一番身近に起こり得る災害であると認識してお

ります。

　対策については、危機管理対策室及び危機管

理監における早期の情報収集、情報伝達、避難

を最重点としてまいります。

　情報収集においては、県の土砂災害警戒情報、

土壌雨量指数及びあらゆる情報も活用し、災害

事故等を判断し、防災無線や、昨年度からお願

いしております消防団の皆様によります情報伝

達に心がけてまいります。

　避難に関しては、空振りをおそれず早目の避

難を促してまいります。状況が夜間になるよう

であれば、日没前の避難誘導に心がけてまいり

ます。この時期になりますと必ず災害事故は発

生するとの認識で、安心・安全なまちづくりの

ために人災ゼロのために取り組んでまいります。

　また、県の総合防災訓練実施のためおくれま

したが、６月中に垂水市の危険箇所点検のため

の防災点検を実施いたします。

　以上であります。

〇消防長（宮迫義秀）川畑議員の梅雨、台風

シーズンに備えての対策についての御質問にお

答えいたします。

　まず、これまでの消防本部の取り組みであり

ますが、国の消防団安全対策設備整備費補助金

事業で水災用資機材及び夜間活動用資機材を購

入いたしまして、４月に消防団本部及び各地区

分団に配備したところであります。

　購入資機材でありますが、エンジンつきゴム

ボート１隻、発電機１式９台、トランシーバー

40台、救命胴衣50着、救命浮環10個、メガホン

10個、フローティングロープ２巻き、燃料携行

缶９個であります。

　また、５月には消防職員によります市内全域

の河川調査、土砂災害警戒区域の把握、点検及

び水防資機材の保有状況等を調査しております。

　消防団につきましては、堤防の決壊及び越水

を防止するための水防工法訓練の実施と、各地

区の土砂災害警戒区域の把握、防災点検の実施

をお願いしたところであります。

　また、５月25日と26日に県総合防災訓練が24

年ぶりに垂水市で開催され、25日に、垂水市自

主防災組織連合会の皆さんの参加のもと、消火

訓練、心肺蘇生訓練、図上訓練が実施されてお

ります。翌日は、消防職員、消防団員によりま

す広域住民避難誘導訓練が実施されております。

消防団につきましては、介護者施設などの避難

誘導訓練に初めて参加でき、大変貴重な体験が

できたと思っております。

　また、消防団、建設業組合によります本城川

堤防の決壊・越水防止、のり面保護等の水防工

法を実施し、河川災害に対する工法を習得した

ところであります。

　今回は、建設業組合によります１トン土のう

積み工法を川底に実施して、川の流れを変える

工法を実施されたために、消防団員の水防工法

が一層効果的なものになったと思っております。

　また、職員によります倒壊家屋、埋没車両か

らの合同救出・救護訓練では、災害派遣医療チー

ムを初め、各防災機関参加のもと、連携を重視

した訓練を実施しております。職団員はこの訓

練により関係機関との連携を深めるとともに、

災害に対する認識及び対応が図られ、また市民

の皆様にはさらに防災意識の高揚を図ることが

できた訓練であったと思います。

　今月27日には市長以下各課長、警察の方々と

一緒に、市内の土砂災害時などの危険箇所につ
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いて防災点検を実施することになっております。

　今後は、消防本部、消防団が連携して自主防

災組織の訓練・指導を徹底し、組織力をさらに

強化することが重要であり、行政と自主防災組

織の連携を深めていくことが、災害を未然に防

ぎ、市長の公約であります市民の安心・安全な

垂水のまちづくりにつながると思います。

　これからいよいよ梅雨、台風シーズンになり

ますので、消防署、消防団員の出動体制の確立

を図るとともに、関係機関と密接な連携を図り、

災害防止に努めてまいります。

　また、大雨、台風情報を的確に収集し、関係

機関と共有するとともに、市民の皆様には正確

な情報を防災無線、ＦＭたるみず、各地区サイ

レン及び消防車両等で迅速に伝達して、早目の

避難を呼びかけ、人災ゼロを目指していきたい

と思います。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）福岡原道路の整備計

画についてお答えいたします。

　この道路は、市道福岡浦谷線で、起点が海潟

字堂ノ迫から終点中俣浦谷まで延長6,755メーター

のその他市道として認定されております。

　このうち約2,400メーター部分は、林道海潟牛

根麓線と重複し、舗装もされておりますが、林

道との分岐から浦谷までの約4,355メーターは、

一部舗装しておりますものの、そのほとんどが

砂利道でございますが、この砂利道部分は民有

林林道海潟線開設事業といたしまして、道なき

山の斜面を測量し、山を切り開いてつくった道

路でございます。

　その事業推進委員会の代表として川畑議員の

お父様が御尽力され、林業関係者には大変喜ば

れる道路として昭和58年度に開通いたしました。

その後、昭和60年３月25日に市道として供用開

始され、現在は土木課で管理しているところで

ございます。

　御存じのとおり、山間部を通る道路で、しか

も路面は砂利道でございますことから、大雨や

台風の後には災害調査等、見回りはしていると

ころでございます。

　今のところ、特に改良整備の計画はありませ

んが、管理といたしましては、年に１回は緊急

雇用事業等で路肩の草刈り等は実施していると

ころでございますが、その後、特にひどく車の

通行に支障を来す場合や路面の補修等につきま

しては、環境整備班でも対応しているところで

ございます。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）川畑議員の御質問にお答

えをいたします。

　垂水ブランド販路拡大への挑戦は、私の選挙

公約の２番目に掲げていることでありまして、

実現へ向けて努力しているところでございます。

　御承知のとおり、ブリ・カンパチは年々国内

需要が低迷している状況であり、牛根のブリは

アメリカを中心に、また海潟のカンパチは東南

アジアを中心としてその販路を求めているとこ

ろであります。

　ブリの輸出に関しましては、牛根漁協隣接地

にアメリカ向けの民間の加工品企業であります

グローバル・オーシャン・ワークスがあります。

市の誘致企業でありまして、現在約35名の雇用

がございます。

　そのグローバル・オーシャン・ワークスは、

アメリカ向け冷凍ブリフィレの輸出業績が非常

に好調なために新たな工場増設に着手をして、

本年11月には操業を開始する予定であり、さら

に15名の雇用拡大につながるものと期待をして

おります。

　市としましても、販路拡大に多方面から支援

をしていきたいと考えております。その一環と

いたしまして、私自身がトップセールスマンと

してアメリカに赴き、垂水ブランドのＰＲ活動

を行い、新たな販路拡大のための商談会に参加

したいと考えております。
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　垂水市漁協のカンパチ「海の桜勘」につきま

しても、５月９日、中国のマカオ市に向けて第

１便が輸出をされて、新聞、テレビ等マスコミ

でも大きく報道されたところでございます。こ

のようなことから、今後の商談を確実にするた

め、垂水市漁協から私自身へマカオ訪問の依頼

があり、アメリカ同様、マカオへの訪問も計画

しているところであります。

　水産業は、垂水市の基幹産業であり、垂水市

活性化の起爆材になり得る産業です。国内市場

が低迷をしている今、まずは水産物で国外市場

を開拓をして、ひいては水産物以外の１次産業

品である豚・牛、ほかの農産品、また焼酎や温

泉水など、本市のさまざまな特産品の輸出を図

っていこうと考えております。

　そしてそのためには、先ほど申し上げました

とおり、現地の状況を知るということが何より

も大事だと考えます。垂水市水産業の発展、そ

して垂水市の活性化のために、今後とも両漁協

と連携をして、海外販路の拡大を積極的に進め

ていきたいと考えております。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　一括で質問したいと思います。

　まず最初に、防災体制の強化について。

　私は、この６月議会になりますと、必ずこの

防災体制についてということで質問をいたして

おります。

　これから、先ほども言いましたように梅雨に

入りまして台風シーズンと、いろんなところで

災害が起こり得る可能性があると。今までも垂

水市は大きな災害を受けておりますので、身を

引き締めてこの時期を乗り切っていくというこ

とは私は大事だからこそ、わかっていることで

ありますけれども、皆さん方にこの防災体制に

ついてしっかりと把握して頑張っていって、市

民の生命、財産、身体を守っていただきたいと

いうことであります。

　総務課長からも消防長からも答弁がありまし

た。ひとつ土木課長にお願いですけれども、土

木課としてはどのような体制で臨んでいられる

のか、この点を１回御答弁を願いたいと思いま

す。

　次に、市道の整備についてであります。

　今、課長のほうから説明がありました。私も、

我が地域でありますので、ここが協和地区のウ

ォーキングコースになっておりまして、２月、

３月は結構いいコースになりますので、協和の

公民館でも取り入れて、年１回大会を開いてい

るところです。その時点ではいつもきれいにさ

れておりまして、それに参加された方々が、錦

江湾、桜島、そして江ノ島、そして海潟漁協を

見ますと、こんないい景色が見られるのかなと

言われます。私たちはいつも見ているわけです

けれども、その中でもここから見る景色は大変

いい、すばらしい景色だなと思っている１人で

ございます。

　そういうことで、先ほどお話ししましたよう

に、東京から私の同級生ですけれども、帰って

きて、同窓会がありまして帰ってきて山に登っ

たということで、今のところは荒れ放題だとい

うようなことでございますので、今すぐ整備を

してくださいということじゃなくてですね、さ

っき宮迫課長のほうからおっしゃったように、

時期になりまして整備していただいて、この林

道を整備していただきたいということでござい

ます。

　この道路につきましては、今さっき宮迫課長

がおっしゃいました。58年に開通ということで

すけれども、これが最初取りかかったのが昭和

四十四、五年かなと思うんですけれども、宮迫

課長が58年というのはちょうど耕地課に在籍の

ときでよく知っているということでしたけれど

も、そのときはもう開通の前後でしたので、そ

れでも宮迫課長は若い時代だったなと、長い道

路づくりだったなと思うんですけれども。

　私もこれにかかわったのが、昭和四十四、五
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年ですので、私も20代の中間かなというぐらい、

若い時代でした。血気盛んなころでありまして、

この道路を最初つくるに当たりましていろんな

事件がございまして、皆、難儀をしたわけです

よね。最初この道路に入りまして工事を始めま

した。そうすると、この道路はなぎさ荘の入り

口の上のほうから起点となるわけですけれども、

ちょうど飛岡集落がありまして、大雨のときに

大きな土砂が流れまして、大変飛岡の皆さんに

苦労かけたなということを覚えております。そ

のとき我々もやっぱりこれに関連しておりまし

たので、夜を徹してこの最初の段階は、昭和ダ

ムもでしたけれども、手を尽くして頑張ったの

を記憶しております。

　ですから、今はですね、これが牛根間の林道

として今まだ事業が続いておりますけれども、

途中までは舗装をしておって大変いいわけです

けれども、私が今、質問したのは、途中から浦

谷までの道路がちょっと荒れているということ

ですので、しっかりとした対応をとっていただ

きたいと思います。

　この道路が最初始まったおかげで、牛根麓と

今、長い道路が工事は舗装をしながら続いてい

きますので、きれいな道路として今、続いてお

ります。もう少ししたら開通ですけれども、こ

れは最初、桜島の関係で避難道路というんです

か、そういう関係でつくられたことでありまし

て、この牛根麓につながった工事が始まろうと

したのは、前の川畑等さんでしたね、当時の森

林組合長でしたけれども、一生懸命頑張ってい

ただいたという実績があります。私も覚えてお

りますけれども、

　こういうことでいろいろな苦労をしながらで

きた私は道路ですので、ひとつしっかりと対応

をしていただきたいということを、これはもう

要望をしていきたいと思います。

　次に、水産行政について。

　垂水ブランド販路拡大ですけれども、市長が

お話をされました。公約でもあるわけですけれ

ども、今の現状を見ますと、垂水市漁協、牛根

漁協大変厳しい状況が続いている中で、先ほど

市長のお話ありましたように、マカオに輸出す

る、アメリカにブリを輸出するというような時

代になってきております。今度、垂水市漁協で

もマカオに漁協みずから売り込みに行くという

ことになっておりまして、それと一緒に市長も

どうですか、一緒にお願いしてもらえないです

かということで、市長も快く、行くというよう

なことに私はなったのではないかと思っており

ます。

　そういうことで、現地を知るということは大

変ありがたいことでですね、ブリのほうもまた

アメリカのほうに視察に、現地を知るというこ

とで行かれるということで、いろいろお金も要

るでしょうけれども、やっぱり現場を見て知る

ということは大事なことですので、しっかりと

した対応をとって私はそういう面で努力してい

ただきたいと思います。

　こういった政策について、もうちょっと市長

のほうで詳しいことがあればお話ししていただ

ければと思いますが、どうでしょうか。

　２回目を終わります。

〇土木課長（宮迫章二）川畑議員の防災体制

の強化について、土木課からはハード整備と水

防備蓄資機材について回答いたします。

　平成24年度予定の通常砂防事業といたしまし

て、上ノ原第１小川、辺田川、居世神谷、河崎

川、上ノ宮川、新光寺の小川、内ノ野川、平野

谷第１、松ヶ崎川の９カ所と、急傾斜事業とい

たしまして、平之２地区、横間地区の２カ所、

そのほか地すべり対策事業で松尾地区の調査観

測が実施される予定でございます。

　市道につきましては、道路パトロールを行い、

特に災害が多発すると予想されます山間部につ

きまして、側溝の閉塞除去を環境整備班で対応

しているところでございます。
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　土のうなど水防器具、資材につきましては、

県水防計画に準じて整備しており、備蓄機材に

不足を生じたときには速やかに補充していると

ころでございます。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）川畑議員の２回目という

か、さらにあればということに関してお話をさ

せていただきたいと思います。

　先ほど申しました最初の年の２つ目の公約、

垂水ブランドの販路拡大ということで、トップ

セールスとしてアジア、国内はもとよりですけ

れども、アジアとか世界へ向けて販路を拡大し

ていくということをお約束をして選挙を戦った

わけですけれども、ことしは２年目、挑戦の年

ということで、３つの柱を打ち立てております。

その中の産業政策の１つとして、２番目の１次

産業の６次産業化と観光振興というふうな形で

訴えをさせていただいているわけでございます。

　垂水の例えばブリ・カンパチ、水産物にいた

しましても、いろんな方々にお話をさせていた

だいて、これはどうですかという話をすると、

間違いなくおいしいと言われるんですけれども、

商談をする際に一番ひっかかっている部分が、

値段でありますとかそういった部分であります。

つまり、おいしいけど高いということがありま

す。やはり国内の市場が縮小する傾向の中で、

なかなかこれまでの好景気みたいな状況にはな

かなか難しい現状がございます。

　ただ、マカオの方々ともお話をさせていただ

く中で、おいしいものをいっぱいくださいと、

高くてもいいですからというようなお話もござ

いますので、先ほどございました、現地を見て

いろんなことを知るということもございますけ

れども、今、同業他社の皆様でありますとか自

治体も、海外へ向けてのいろんな販路の開拓と

いうのは非常に興味を持っております。例えば、

ブリでありますと、日本からアメリカへ輸出を

しているブリのフィーレの77％が牛根産という

現状がございます。圧倒的な市場があるわけで

すけれども、この販路をしっかりと私が出向く

ことによって押さえて、また新たな販路を少し

でも開拓をしていきたいというふうに思ってお

りますので、そういった目的も持ってこのよう

な形で販路拡大へ向けて努力をさせていただけ

ればというふうに思っております。どうかよろ

しくお願いいたします。

〇川畑三郎議員　一応終わりたいんですけれど

も、市道の整備ということでちょっと私がいろ

んなくだりをお話ししました。その中でちょっ

と、今、川越議員もここにいらっしゃいますけ

れども、この道路を最初につくるときに川越議

員のお父さんが建設業をされておりまして、一

生懸命頑張っていただいて、飛岡のほうに砂が

流れたときも責任を感じて一生懸命頑張ってい

ただいたことを記憶しております。せっかくこ

の場にいらっしゃいますので、そういうことで

お世話になったということで、私の質問を終わ

らせていただきます。

　ありがとうございます。

〇議長（宮迫泰倫）次に、７番田平輝也議員

の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、お疲れさまです。

　農家にとりましては、春の収穫もあり、そし

て田植えの時期となり、そしてまた梅雨入りと

なってきました。また、先月は大がかりな防災

訓練が行われ、県内から多くの方々が来られて

いたようです。今後、災害のないことを心より

願っております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。

　また、さきの同僚議員と質問が重複するとこ

ろもあるかと思いますが、御了承ください。

　まず、固定資産の評価についてですが、24年

度も３月から納税の時期となり、今、税務課よ
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り納税通知書が各家庭に送付されてきました。

軽自動車税、固定資産税、そして先日には市県

民税が届いております。近所の特に年金生活の

方々が集まったときなど、固定資産税に関する

ことをよく話をされておられます。そして、こ

としは少し下がったとか、あるいは垂水市の評

価額はほかのところに比べて高いとか、変わら

ないとかさまざまであるようでございます。そ

の中で尋ねられるのが、宅地と建物の評価額は

どのように決められているのかと聞かれます。

　そこでお聞きしますが、建物は木造、鉄筋コ

ンクリートなどの耐用年数などで評価されると

思いますが、それらの算定内容をお尋ねいたし

ます。

　また、宅地の評価ですが、毎年見直しはされ

ておられるのか。今、全国的に価格が下落して

いる状況でありますが、宅地の評価算定につき

ましても説明を願います。

　次に、生活弱者でございます。

　先ほども持留議員も質問されておられました。

以前、テレビ報道などで芸能人のタレントの方

が、年収何千万円もの収入がありながら、親が

生活保護を受けられておられたとの報道がよく

されておりました。一方では、私どもの周りに

も、どのようにして生活をされておられるのか

と思う人たちもいらっしゃいます。生活保護者

の状況につきましては、昨年度の同僚議員の質

問でも、全国で受給者が過去最高の205万人、本

市では平成元年度の188世帯より減少して、23年

４月では133世帯とのことでございました。

　そこで、生活弱者の方々が昨年度民生委員を

通して、また直接市に生活相談に来られた方々

が何名ぐらいなのか。それらの内容と、そのう

ち何名の方々が対象になったのかお伺いいたし

ます。

　次に、市営住宅についてですが、市営住宅は、

住宅に困っていらっしゃる市民のための住宅で

あります。今は、親の家はあるが、まだ一緒に

は住まないなどの核家族化やいろいろな事情が

あり、市営住宅への入居者も多いかと思います。

各校区ごとにある市営住宅の入居率、戸数を伺

います。

　次に、教職員住宅についてですが、教職員住

宅は、教職員の住宅確保のための住宅であるの

は十分理解しております。また、管理について

も、教育総務課で管理されているとお聞きしま

すが、あわせて、各校区にある教職員住宅の戸

数とその入居率などを地区別にお尋ねいたしま

す。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇税務課長（葛迫隆博）宅地と家屋の固定資

産税の評価に関する御質問ですが、まず宅地の

評価算定を御説明申し上げます。専門用語が入

りますことをお許しいただきたいと思います。

　宅地につきましては、国が示しております固

定資産評価基準に基づき評価額を算定いたして

おりまして、路線価方式、そして標準地比準方

式がございます。路線価方式は主に中央地区が

対象でありまして、議員お住まいの新城地区で

は標準地比準方式により算定いたしております。

　そのため、標準地比準方式についてのみ説明

いたしますが、まず、道路の状況、公共施設等

からの距離、そして宅地の種類や利用状況等に

より、それぞれ類似する地区を区分けいたしま

す。その次に、その地区ごとに標準となる宅地

を選定いたしまして、不動産鑑定士に時価の算

定を委託いたします。そして、不動産鑑定士が

算定した時価を確認しまして、標準宅地以外の

宅地と比準を行いながら、地区すべての評価を

いたします。

　なお、評価の見直しは３年ごととなっており

まして、平成24年度は評価がえの年で、土地、

家屋とも見直しを行ったところでございます。

　なお、宅地につきましては、評価がえの年で

なくとも、土地の下落が大きい場合は評価額の

見直しを行うことができることとなっておりま
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す。本市におきましては、ここ数年、毎年評価

の見直しを実施いたしているところでございま

す。

　次に、家屋の評価方法についてですが、家屋

の屋根や外壁、床、内装、それらに使われてい

る資材、そして電気、給排水の設備状況を調査

いたしまして、その結果をもとに、国が示して

おります固定資産評価基準により、再建築価格

を算定いたします。この再建築価格に、家屋の

建築後の年数による損耗の状況による減価をあ

らわした経年減点補正率と申しますが、このほ

かに物価水準による補正率、設計管理等による

補正率を掛けまして、家屋の評価額を算定いた

します。

　今申しました補正率は、いずれも国が示す基

準に基づいて評価をいたしているところでござ

います。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（白木修文）田平議員の御質

問にお答えいたします。

　昨年の12月議会で、全国の生活保護受給者数

は７月時点で205万495人とお答えしましたが、

昨年の12月時点では208万7,092人とさらに増加

傾向にあります。

　御質問のありました昨年度の本市の生活保護

の相談件数は、複数回相談に来られた方を含め、

延べ件数で49件ございます。実件数は42件とな

っております。年度別では、平成21年度が延べ

件数39件、実件数39件、平成22年度が延べ件数

50件、実件数46件でございます。また、民生委

員を通して相談に来られた件数が７件、残りの

35件が直接福祉事務所へ相談に来られた件数で

あります。

　相談の内容としましては、病気になり収入が

減少した内容が13件、失業による相談が10件、

親の年金で生活していた子が親の死亡により収

入がなくなり相談に来られた件数が７件となっ

ております。そのほかにも、預貯金の減少や、

親、兄弟、子供からの仕送り援助の減少などが

あります。

　次に、何名の方が対象になったかということ

でありますが、生活保護の申請をされた件数が

21件、そのうち生活保護開始になったのが20件、

残りの１件は取り下げをされました。取り下げ

の内容は、保護の申請中に就職が決まったこと

によるものでございます。

　開始決定が相談件数の半分である理由は、病

気等で入院をされたりすると入院代を心配して

相談に来られるケースや、失業して生活を心配

して相談に来られるということが多くあります

が、障害年金等が該当する場合や、預貯金、生

命保険があり該当しない内容のものが多く、開

始決定に至らないということでございます。

〇土木課長（宮迫章二）市営住宅の現状につ

きましてお答えいたします。

　平成24年６月１日現在、各小学校区別の市営

住宅管理戸数と入居率につきましてお答えいた

します。

　なお、この数字は、市営住宅及び定住促進住

宅の入居戸数を政策空き家を除いた管理戸数で

割った値でございます。

　まず、境小学校区は、管理戸数が22戸で入居

率は86％でございます。以下、牛根小学校区が

５戸で80％、松ヶ崎小学校区が８戸で88％、協

和小学校区が20戸で95％、垂水小学校区が271戸

で94％、水之上小学校区が87戸で92％、柊原小

学校区が17戸で82％、新城小学校区が14戸で100

％でございます。

　市全体といたしましては、管理戸数444戸で入

居率93％となっており、数字上ではまだ空きが

あるように思えますが、現在あいております住

宅は修繕空き家でございまして、入居待機者も

いらっしゃるため、ほぼ100％に近い状況でござ

います。

　以上であります。

〇教育総務課長（川畑千歳）田平議員の御質
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問にお答えいたします。

　６月１日現在、教育総務課が管理している教

職員住宅の総数は31棟52戸です。そのうち入居

している分は21棟32戸で、入居率は約62％とな

っております。

　校区別の住宅戸数と入居率を申し上げます。

　境小校区２棟２戸、うち入居１戸、入居率は

50％です。牛根小校区２棟２戸、うち入居２戸

で100％になります。松ヶ崎小校区２棟２戸、う

ち入居が２戸、入居率は100％です。協和小校区

７棟７戸、うち入居が４戸、入居率は57％です。

垂水小校区７棟14戸、うち入居が７戸で入居率

は50％です。水之上小校区２棟２戸、うち入居

は２戸、入居率は100％です。柊原小校区４棟18

戸、うち入居12戸で入居率は67％です。新城小

校区５棟５戸、うち入居は２戸で入居率は40％

になっております。

　この中で垂水小校区につきましては、８戸を

１棟とする単身者用の住宅が１棟含まれており

ます。柊原小校区におきましては、同じく８戸

を１棟とする単身者用の住宅が２棟含まれてお

ります。

　以上です。

〇田平輝也議員　一問一答でお願いします。

　固定資産の評価について再度質問いたします。

　国道沿いの宅地、市道沿いの宅地、そしてま

た幅の狭い道路沿いの宅地とそれぞれ評価は違

うということは承知しているところであります

が、そこでお尋ねしますが、今、固定資産評価

審査委員会ですか、評価に対する審査内容につ

いてどのようなのをされるのかお尋ねいたしま

す。

〇税務課長（葛迫隆博）固定資産評価審査委

員会における審査内容について説明を申し上げ

ます。

　固定資産評価審査委員会は、地方自治法に基

づく行政委員会でございまして、条例及び規定

に定める条項に従い設置し、運営することとな

っております。開催に当たりましては、納税対

象者が固定資産課税台帳に登録された価格につ

いて不服がある場合、納付通知書の交付を受け

てから60日以内に文書でもって委員会に審査の

申し出がなされた際に、書類の内容等を確認い

たしまして開催する運びとなっております。

　審査には口頭審理、書面審理、実施調査とあ

りますが、申し出に対する決定が下されますと、

審査申し出に決定書の正本を通知し、副本を市

長に提出するということになっております。

　最近では評価に対する不服等の手続は行われ

ておりませんが、その理由の１つとして、毎年

４月１日から５月31日までの名寄せ閲覧の期間

中において、税務課窓口での説明により評価へ

の理解をいただいているものと考えております。

　以上です。

〇田平輝也議員　固定資産評価についてはわか

りました。

　次に、生活弱者について、先ほど持留議員か

らもありましたけれども、重複するかもと思い

ますが、以前、ある方が親戚のことで相談に来

られました。その内容は、母親が87歳、長男と

２人暮らしでその長男は体調が悪く、もう仕事

も長くできない状態ということであります。収

入は母親の年金で生活しておられます、とのこ

とです。電気代、ガス代、そしてその母親もほ

とんどもう寝たきりで母のおむつ代など、また

今でもテレビもないとのことで生活に困窮して

おり、その方が餓死の心配をしていると話をさ

れました。

　私も、そういうことはまず民生委員の方に相

談してもらうようにということを助言いたしま

して、そしてまた民生委員の方々もすぐに市に

連絡、相談してくださったとのことでした。民

生委員の方々も一生懸命されておられます。

　そこで、民生委員の利活用についてさらに、

一般の方々も余り知らない人も多いんじゃない

かと思うんですが、広報もさらに必要かと考え
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ます。どうでしょうか。

　あわせて、現在の生活保護受給者数、そして

また本市における不正受給あるいは追跡調査な

ど、どのようにされておられるのかお伺いいた

します。

〇保健福祉課長（白木修文）田平議員の２回

目の御質問にお答えします。

　民生委員の利活用の広報ということでありま

すが、本市では民生委員、児童委員55名、主任

児童委員３名の合計58名の方がいらっしゃいま

す。

　民生委員、児童委員は、市町村の区域におい

て住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助

を行うなど、福祉推進のリーダーとして活動す

る民間の奉仕者で、人格、見識等に高く、広く

社会の実情に通じ、かつ社会福祉の増進に熱意

のある人の中から、知事の推薦によって厚生労

働大臣が委嘱された方々でありますので、生活

に困窮されている世帯の情報提供や介護保険の

各種サービスのことなど、幅広く保健福祉課の

業務に協力をいただいております。

　次に、現在の生活保護受給者についてでござ

いますが、24年前の平成元年度は188世帯244人

でございましたが、平成24年６月１日現在で127

世帯169人となっております。

　次に、不正受給、追跡調査についてでござい

ますが、厚生労働省において、不正受給がない

よう課税調査の徹底を図るよう指示がなされて

おります。平成22年度における全国の不正受給

についてですが、２万5,355件、128億7,000万円

と、21年度の１万9,726件、102億2,000万円から

件数、金額とも増加している現状にあります。

　本市におきましても、６月末から７月上旬に

税務課での課税調査を実施しており、23年度の

不正受給は３件で、金額122万3,303円でござい

ます。年金の増収があったにもかかわらず福祉

事務所へ届け出を怠っていた事例が２件、就労

収入があったが届け出を怠っていた事例が１件

ございました。

　このような事例が発生しますと、本人より事

情聴取して悪質と判断された場合は、生活保護

法第78条「不実の申請その他不正な手段により

保護を受け、又は他人をして受けさせた者があ

るときは、保護費を支弁した都道府県又は市町

村の長は、その費用の全部又は一部を、その者

から徴収することができる」となっており、２

件につきましては全額を返還していただいてお

り、１件につきましては現在、分割で返還して

いただいております。

〇田平輝也議員　先ほどの質問に関連しますけ

れども、その方は市に相談に行ったところ、よ

く説明をしていただいたと、結果はわからない

けれども、早く相談に行けばよかったと、そし

てまた帰りは、市の担当者がお母さんの状況調

査をかねて自分の家まで送ってくださったと、

非常に感謝されていたそうです。

　テレビ報道などを見ますと、本当に今、生活

に困窮されておられる方がまだまだ多くおられ

るかと思います。本当に必要な方々への支援、

調査などの対策をしていただきたいと思います。

　先週ですかね、県内の生活保護受給者が平成

21年度２万7,637人ですか、そして24年度が３万

2,555名と３年間で約4,920人の増加で、今後も

ますます増加傾向と公表されておりました。

　そこで、本市における今後の受給者の推移を

どのように想定されているのか。また、生活保

護者の受給基準は全国統一なのか、お伺いいた

します。お願いします。

〇保健福祉課長（白木修文）３回目の田平議

員の御質問にお答えします。

　担当職員が自宅まで送ったということについ

ては、寝たきりである母親の申請の意思確認を

行うために自宅を訪問したものでございます。

生活保護は、同一の住居に居住し、生計を一に

している者は原則として同一世帯として認定す

ることになっております。そのためにも母親の
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意思確認をする必要があったためでございます。

　生活保護が必要な方への支援や調査などは、

先ほど申しましたように、民生委員と密に連携

をとり、進めてまいりたいと思っております。

　また、本市の今後の受給者の推移はというこ

とでございますが、人口が減少することに伴い、

横ばいか減少傾向であると推測されます。

　また、生活保護の受給基準は全国統一である

かとのことでございますが、保護の基準は、全

国を１級地から３級地に区分してございます。

保護費の支給額が最も高い１級地に該当するの

が東京都、神奈川県、京都府、愛知県、大阪府

等となっておりますが、そのほかにも各都道府

県の都市部が入っております。２級地は各都道

府県の県庁所在地等でありまして、鹿児島県で

は鹿児島市が１市のみでございます。その他の

県内の各市は３級地ということで、保護費の支

給額が異なっております。

〇田平輝也議員　最後、要望したいと思います。

　市民が住んでよかった垂水市を目指してと市

長もかねがね、よう言われております。また、

課長もこの前の広報たるみずで、住みなれた地

域で安心して暮らし続けるためのネットワーク

づくり、そして介護サービスの充実などいろい

ろ言われておられました。

　今、生活保護法の見直しなどがいろいろ国で

も言われている中ですが、生活弱者の市民から

も垂水市民でよかったと言われるように、市民

のためにさらに御尽力していただきたいと要望

しておきます。

　次に移ります。

　市営住宅の２回目の質問をいたします。

　先ほど、入居率が現在93％ですか、あいてい

るところは修繕空き家などとのことで、市内全

体で利用できる戸数が約四百四十数戸との回答

でございます。

　実はこれも、話は違うんですが、実は４月初

めに借家住まいの方が家を出るようにと言われ、

借家を探しているというまたそれも相談でした

けれども、先ほどの人とは別な方ですが、母親

が90歳、子供と２人暮らしの方で、私は市営住

宅があいているはずだからそこに相談しやんせ

ということで入居を進めておりました。そして、

市の市営住宅を相談したところ、いろいろ待機

者など、牛根境地区の３階と４階しかあいてな

いということで驚きました。高齢者の方ですの

で、福祉の方や民生委員にも相談して探しまし

たが、なかなか見つからず、ある空き家の持ち

主に、荷物は１つの部屋にこちらでまとめるの

で市営住宅が見つかるまでという条件をお願い

して、６月からやっと借家住まいをされるとい

うことになったようです。

　そこでお聞きしますが、現在、市営住宅への

申し込みの待機者数。また、錦町のあの古い市

営住宅はあいておっても入居できないようです

が、なぜなのか。今後どのような計画をされて

おられるのか、お伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）市営住宅を申し込ま

れた入居待機者は、平成24年６月１日現在で26

世帯ございます。このうち12世帯は、本人の希

望されている市営住宅と空き部屋が一致してお

りますので、順次入居される予定でございます。

残りの14世帯は、本人が希望されている市営住

宅に今のところ空き部屋がない方でございます。

その14世帯の希望する市営住宅の内訳は、中央

地区が８世帯、柊原地区が２世帯、牛根地区が

１世帯、市内全域が３世帯であります。

　錦町の住宅は、建設いたしましてから長い年

数が経過しております。このような耐用年数を

超えた一部の団地につきましては、建物の老朽

化によりその維持管理が困難な状態であります

ので、新たな入居募集を停止し、政策的に空き

家措置を講じている政策空き家団地として位置

づけております。そのため、御指摘のありまし

た古い市営住宅におきましては、空き部屋が発

生しても入居募集を停止しているところでござ
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います。

　今後は、そのような政策空き家団地につきま

しては、建てかえや大規模改修による住環境の

改善あるいは用途廃止など、団地としての今後

の方針を検討すべき状態にあると考えるところ

でございます。

　このような団地を含め、すべての公営住宅に

おける住環境の整備や管理の方針としまして、

市営住宅に対するニーズや財政状況を考慮しな

がら既存の公営住宅を効率的に活用するため、

公営住宅の長寿命化計画を今年度策定する予定

でございます。

　以上であります。

〇田平輝也議員　３回目お願いします。

　本市の人口は年々減少しております。垂水市

に住みたいけれども借家がなかなか見つからな

い。あっても、先ほども感王寺議員もおっしゃ

ったとおり、荷物があるからということで貸し

てくれるところがないのが現実でございます。

ある人が、一緒に家を見つけた人、探してもら

った人ですが、田舎の家は庭が広いので、市で

リースの古い倉庫でも貸し出して荷物を１つに

まとめて、そして家賃よりリース代を払うよう

な方法はできないのか。そうすることによって、

空き家を貸すほうも借りる方も安心して利活用

できるのではという話をされておられました。

それらを検討して、先ほど質問がありました、

すばらしい空き家バンク制度をさらにいかして

いただきたいと思っております。

　そこで、このような課題について今後検討す

る予定などはないのか、企画課長にできればお

願いいたしたいと思います。

　そして、先ほど市営住宅の現状をお聞きしま

したが、入居率が待機者などを含めればほぼ100

％に近いということで本当に驚いているところ

でございます。

　そこで、既に取り壊された跡地は今後どうさ

れるのか、本市の人口増のために一部でも利用

して市営住宅など考えられないものか伺います。

お願いいたします。

〇企画課長（倉岡孝昌）空き家バンク制度に

ついての御質問がございましたので、私のほう

からお答えさせていただきます。

　空き家バンク制度に関しましては、さきの感

王寺議員の御質問に、空き家バンク制度の成果

と現状、また今後の取り組みについてお答えい

たしたところでございます。

　今後の取り組みにつきましては、先ほど市長

からもお答えしたところでございますが、空き

家バンク制度の登録物件が減少傾向にございま

して、その原因の１つとして、空き家の家財処

理の問題がございます。そのことに対して、市

として支援の方法などないのか、今年度におい

て検討したいと考えているところでございます。

〇土木課長（宮迫章二）本年度策定予定の公

営住宅の長寿命化計画におきまして、市営住宅

に対するニーズや財政面を考慮し、地域におき

ましては建てかえ等も含めて検討されるべきで

あると考えるところでございます。

　以上であります。

〇田平輝也議員　最後になります。

　実は私ども校区、鹿屋市に近いわけですけれ

ども、新城から通勤したいという方が鹿屋など

から借家、貸し家を探しにこられることもあり

ますが、先ほど申し上げましたとおり、荷物の

関係で断わられるというのが現実のようでござ

います。先ほどお聞きしました空き家の荷物対

策の検討をぜひしていただきたいと思います。

　新城、柊原も含めてですけれども、鹿屋への

通勤も近いところですので、できれば南部地区

に、本市の人口増のため市の住宅など建設を含

めて検討できないか、市長にお願いしたいと思

います。

〇市長（尾脇雅弥）田平議員、今、新城の方

面の御出身でございまして、南部地区にという

ことでございましたけれども、北部あるいは中
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央のほうからも要望があるのも事実でございま

すので、その辺のニーズとかコスト、投資対効

果と、この辺も総合的に判断をして検討させて

いただきたいというふうに思っております。

〇田平輝也議員　それでは、教職員住宅につい

てお願いいたします。

　教職員住宅の現状については十分理解いたし

ました。今、児童生徒数も減少していく中、そ

してまた既に中学校も統合されて、教職員住宅

も何年も空き家になっていくところが多いよう

でございます。

　さきの市営住宅と関連しますが、市営住宅に

空き家がなければ教職員住宅があると思いまし

て相談したところ、教職員住宅はいろいろの規

制があるということでございました。どのよう

な規制なのかお伺いいたします。

　将来も、現在ある教職員住宅が必要であると

お考えなのか。空き家としての管理は非常に防

犯などの視点からも問題があるのではと思って

おります。現在、空き家となっている教職員住

宅の所管がえ、売却処分を含めて、教職員住宅

の管理や今後の施設の方針をお尋ねいたします。

お願いいたします。

〇教育総務課長（川畑千歳）田平議員の第２

回目の御質問にお答えいたします。

　教職員住宅の入居資格者は、垂水市学校教職

員住宅管理規則第５条に入居資格として、「垂

水市立学校に勤務する教職員、又は管理者が特

に入居を必要と認める者とする」と規定してい

ます。よって、今後入居予定の資格者のために

幾分かの空き家も必要と考えています。

　管理に関しましては、職員が定期的に巡回し

て草木の伐採等を行っています。一方で、老朽

化のために入居不能の住宅や入居に際して修繕

を必要とする住宅も見受けられますので、今後、

精査した上で対応等を検討したいと考えていま

す。その結果、多額の修繕が必要等の理由で処

分が相当と思われる住宅については、これまで

どおり普通財産に所管がえを行い、取り壊し、

跡地を売却する方針です。

　以上です。

〇田平輝也議員　現在の一部でも市民のための

住宅として利活用ができればと思っております。

校区民の方々がよく集まったとき、家を探すと

き、住宅は住まなければだめになるのに何年も

空き家で本当にもったいないという話がいろい

ろ出ます。いろいろ規制などもあるようですが、

一部でも市民のために有効に利活用できるよう

にしていただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。

〇教育総務課長（川畑千歳）教職員住宅につ

いての３回目の御質問にお答えいたします。

　先ほど申し上げましたとおり、入居資格が定

められていることから、住宅によっては所管が

えを行い、市民が入居できるようにすることも

１つの方法だと思います。

　また、市外から通勤する教職員も多くいます

ので、引き続き学校長を通じて、市内に、でき

れば教職員住宅に居住してもらうようにお願い

してまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは、もう最後になりま

す。

　市営住宅が非常に満杯の状況であるというこ

とで、私は、ああ教職員住宅もあるんだなとい

う発想で質問いたしました。教職員住宅も市民

のために利活用できる体制づくりをさらに要望

いたしまして、私の質問を終わりといたします。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、４時00分から再開いたします。

　　　　　午後３時49分休憩

　　　　　午後４時　　開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。
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　９番北方貞明議員の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　それでは、早速質問をさせて

いただきます。

　安心安全について、通学路について質問いた

します。

　本年度４月以降、京都府亀岡市など、登校中

の児童の列に自動車が突っ込み、死傷者事故が

相次いで発生しています。安全対策として、本

市でも教育委員会を初め、各学校で安全教育を

されていると思いますが、本市において通学路

に対し、教育委員会、各学校の取り組み状況を

お伺いいたします。

　まず、平成23年度当初の通学路の種目別道路

上、がけ崩れなど、それに不審者出没などの危

険箇所を何カ所あるか教えていただきたい。

　そして、23年度年度末に何カ所改善されたか。

本年度24年度の取り組みの計画をお伺いいたし

ます。

　観光事業について。

　５月29日の南日本新聞に、「昨年鹿児島県へ

の修学旅行生は16年ぶりに９万人を突破」と４

段抜きの大きな見出しで掲載されていました。

2013年度は修学旅行専用の新幹線が運行で12万

の受け入れを目指し、セールスを強化している

とのことです。４年後には20万人を目指し計画

がなされていますが、本市では修学旅行生誘致

拡大に向けてどのような施策を考えているか、

お伺いいたします。

　次に、漁業体験の安全施策でありますが、漁

船保険の県の補助制度について、３月議会の答

弁で、県に対し根気強く、助成できないか相談

するとのことであったが、その後どうなったか

お聞かせください。

　これで、１回目を終わります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）北方議員の御質

問にお答えいたします。

　初めに、平成23年度の通学路における危険箇

所数でございますが、各小・中学校の平成23年

度通学路安全点検の報告によりますと、交差点

や歩道、道幅、交通量が多いなど道路上の危険

箇所が69カ所、不審者が出没するおそれがある

箇所が24カ所、防空ごうやため池、がけ崩れの

おそれがあるなどの危険箇所が33カ所、延べ126

カ所報告されております。

　次に、平成23年度末までの改善等の状況でご

ざいますが、危険箇所126カ所のうち、関係機関

と連携し、改修や看板等を設置した危険箇所が

24カ所、各小学校のスクールガードやスクール

ガードリーダー等を配置し、巡回等を行った危

険箇所が111カ所、現場で児童生徒に直接指導し

た危険箇所が49カ所となっております。

　平成24年度の取り組みについてでございます

が、各小・中学校ではこれまでどおり、通学路

の危険箇所を盛り込んだ安全マップを作成し、

児童生徒及び保護者、スクールガード等に危険

箇所を周知し、児童生徒への安全指導を徹底し

て行うとともに、交通安全教室等で危険予知ト

レーニングを実施し、子供たちの危険予知能力

を高め、危険を回避する力をつけてまいります。

　また、全国では今年度４月以降に、登下校中

の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者を出

す痛ましい事故が相次いで発生いたしました。

これを受け、文部科学省が、全国の公立小学校

及び特別支援学校小学部の通学路を対象に緊急

合同点検等を実施いたします。

　市教育委員会でも、鹿児島県教育委員会の依

頼を受け、８月末までに、各小学校が調査した

通学路上の危険箇所を市教育委員会及び各小学

校、保護者、道路管理者、警察署による合同点

検を実施し、対策必要箇所の抽出を行います。

その後、市教育委員会及び各小学校は、抽出し

た対策必要箇所について、保護者の協力を得て、

道路管理者及び警察署から技術的な助言を得つ

つ、対策メニュー案を検討することになってお

ります。
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　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）北方議員質問の

修学旅行生の誘致拡大施策について、まずはお

答えいたします。

　これまでの教育旅行の受け入れの実績と予約

を申し上げますと、平成21年度、中・高校生に

よる垂水市漁協の漁協体験２校を皮切りに、平

成22年度には中・高校生４校が参りまして、そ

のうちの１校が初めて民泊の受け入れをいたし

ました。平成23年度には中・高校生10校が参り

まして、そのうちの６校が民泊をされておりま

す。平成24年度は中・高校生14校の予約をいた

だき、そのうち６校は民泊の予約をいただいて

おりますが、５月までに既に４校が修学旅行に

来られ、漁業体験や民泊をしていただいて喜ん

で帰られました。

　そこで、今後の修学旅行生の誘致拡大施策で

ございますが、まず、本市独自で関西・、中国

地方の旅行会社や中学校、高校を訪問し、漁業

体験などのアピールを行い、誘致セールスに努

めてまいります。また、今年３月に大隅地域４

市５町の行政で結成しました大隅広域ツーリズ

ム推進協議会でも、４市５町の中で関西・中国

地方へ出向き、旅行会社等へ誘致セールスをす

るように計画しております。

　また、民泊受け入れ体制についても、地域産

業活性化協議会の事業を利用しまして体験ツー

リズムの人材育成事業のセミナー等を開催し、

受け入れ家庭の体制の改善に努めてまいりたい

と思います。

　それから、民泊受け入れ家庭の戸数の確保を

図るために、市報等の媒体を使い周知を図りた

いと思います。

　次に、漁業体験の漁船保険について、その後、

県の補助制度はどうなったかという質問にお答

えいたします。

　教育旅行を推進する上で、本市は漁業体験を

前面に誘致セールスをしておりますので、漁業

体験をさせるための保険料等の経費補助は必要

なことだと思っております。ただ、市の出費を

少しでも少なくするために、これまで県の補助

金をお願いしてまいりました。

　そこで、県の見解を申し上げる前に、遊漁船

により漁業体験をさせるには、５年間有効の小

型船舶登録と遊漁船業登録の２つの登録と、そ

れに付随する１年間有効の漁船損害賠償保険が

必要になります。そのような中で県の見解は、

現在のところ、小型船舶登録と遊漁船業登録の

２つの登録料は補助できるが、漁船損害賠償保

険料については補助できないという見解でござ

います。

　そのようなことから、現段階では漁船保険料

につきましては県の補助金が見込めないため、

市独自において期限つきで民泊受け入れ家庭の

負担を少なくする方向で補助してまいりたいと

思っております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。

　通学路についてですけれども、23年度126あっ

て、道路上、看板などの設置が24カ所、そして

現場指導が49カ所でしたかね、やられた。これ

に対して一生懸命取り組んでおられることは理

解いたしました。本年度の取り組みといたしま

して、一生懸命取り組んでおられますけれども、

危険箇所マップ、そして保護者への周知とか、

その点に関しても理解いたしました。

　その中で、私、ちょっとわかりにくかったん

ですけれども、交通安全教室で危険予知トレー

ニングとかいろいろ二、三言われましたけれど

も、これは具体的にどのような訓練を生徒指導

でされるのか、ちょっとひとつ教えてください。

　それと、文科省から緊急合同点検実施が通達

されて、それで市教育委員会では９月末までに

各学校で調査するというふうにありましたけれ

ども、緊急にということは、重大であり、そし
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て急いでやらにゃならないというのが緊急とい

う言葉と私は理解しておるんですけれども、通

達があってから８月末までに報告と、そうなり

ますと、それからまた各関係機関と協議するに

はかなりのまだ日数が後ろへ延びていくんじゃ

ないかなと思っておるんですけど、そういう関

係上、２月は大変学校の行事も忙しい時期にか

かると思うんですけれども、それでそのスケジ

ュールはどんなになっているか、緊急に対する

取り組み、その点をまず教えてください。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは、北方

議員の２回目の御質問にお答えいたします。

　初めに、危険予知トレーニングについてでご

ざいますが、危険予知トレーニングとは、事故

や災害を未然に防ぐことを目的に、子供たちが

通学路等に潜む危険を予想し、指摘し合う訓練

のことでございます。

　例えば、学校や通学路の日常の風景を写真に

撮ったり、イラスト図を書いたりして、それら

の図表の中からどんなところに危険が潜んでい

るのかを指摘し、危険を回避するための解決策

などを考えることで、危険を予知し、回避する

能力を高めていくものでございます。

　次に、緊急合同点検のスケジュールについて

でございますが、先ほど述べましたとおり、文

部科学省の緊急合同点検等実施要領に基づき、

これが８月までに対策必要箇所の抽出を行いま

した後、対策メニュー案の検討を迅速に行いま

して、スピード感を持って対応していく所存で

ございます。

　以上です。（スピード感はわかるんですけど、

大体最終はどこら辺に持ってこられるのか」と

呼ぶ者あり）

〇議長（宮迫泰倫）続き。答弁漏れ。

　はい、やってください。

〇北方貞明議員　スケジュールの最終はどこ辺

まで、報告、スピード感を持ってということで

したが、いつまでに報告の体制ができるのか。

〇学校教育課長（牧　浩寿）このスケジュー

ルでございますが、文部科学省の実施要領、こ

ちらのほうが８月末までにということで文部科

学省の実施要領がなっております。ですから、

私たちは、県の教育委員会からの公文がこちら

のほうに来ておるんですが、その日程もこの文

部科学省からの指示の日程に沿っての実施であ

ります。

　ただ、考えますに、これは学校数が非常に、

全国的に見ますと、多い、少ないという状況が

ございますが。例えば鹿児島市等に至っては70

戸近い小学校があるわけでございますが、そう

いったところを勘案しての８月までの集約とな

っていると思いますが、先ほど申し上げました

とおり、本市は学校数等も少のうございますの

で、スピード感を持ってこちらのほうへは対応

していきますが、この実施要領等は８月末とい

うのが示されておりますので、私たちは当然そ

れまでには早急に対応させていきたいと思って

おります。

〇北方貞明議員　それまでにな、ちょっとわか

りにくいんだけどな、まあいいわ。ちょっとわ

かりづらい。

　そうしたら、とりあえずそういう実施要綱に

則って早急に行動をとっていただきたいと思っ

ております。

　それでは、学校教育課の通学路に対しての教

育課のほうはいいです。

　道路上の危険箇所ということで、私が住んで

いる城山団地のことを１例挙げさせていただき

ます。

　城山の南側、市道城山２号線という名称がつ

いております。この問題は既に、ここに今、写

真を持っておりますから、教育委員会、土木課、

あるいは皆さんこの現場は既に把握されておる

と思っております。把握されておるはずですよ

ね、それで言います。

　ここの写真上でいきますと、市道、先ほど言
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いました２号線、２号線が約５メーターほどあ

るんですけれども、そのうちのここの歩道の部

分、約50センチほど、そしてこの私有地が１メー

ターほどあるんですよね。そして現在ここを利

用させていただいて生徒児童、もちろん歩行者

は通っておるわけなんですけれども、以前はこ

の家が２階だったものですから気づかなかった

んですけれども、今回改造されて１階部分にな

ってですね、それで皆さんも御存じのように、

城山は傾斜がついております、坂道が。

　それで、下のほうから見ればこのようにして

かなり高く感じておるんですけれども、この上

部に行けば１メーター30しかないんですよ、こ

の屋根が。そして通行人、小学校のもう高学年

になれば１メーター30は結構ありますから、顔

面のところにこの屋根が来ておるわけですよね。

　それで、なぜ僕がここに気づいたかといった

ら、僕のほうが最初に気づいたわけじゃないん

ですけど、皆さん、住民は気づいておったかも

しれませんけれども、私が夕方ここを歩いたと

き、私のここに来たんですよ、屋根が、ほおの

ところに。これは大変やなということでそれか

ら、どうかしてほしいというのを教育委員会、

あるいは土木課へ走っていったわけなんですけ

れども。

　そして、ここは私道の私有地なものですから、

市では管理ができないわけですよね。だけど、

歩行者はここを利用させていただいておる。そ

れで、ここで今、路面がちょっと悪いんですけ

ど、ここは私の民家の道路ですから、道路を使

用させてもらっている。ここは荒れておるわけ

ですよ。せんだって御婦人がここを通られて、

小さな石ころにヒールを乗って横転されて、そ

れで捻挫されて、そして向こうずねをすりむい

たということも発生しておるわけですよ。

　これはそれだけで済みましたけど、今言った

ように、生徒の通学路がこういう危険な状態に

今さらされているのが現状です。それでこれも

市では、何ですか、僕は名前を知りませんけど、

ポールを２本、３本立てていまして、トラロー

プで張っていただきました。それでこの交通安

全の旗は振興会のほうで張りました。それで、

ほおが当たる部分はうちの子ども会のほうで対

応しました。幸いにしてこの家主さんが、けが

のないようにおたくらでできる範囲はやってく

ださい、うちは構いませんからと好意的に言う

ていただいてこういう防護をしたわけですけど。

　こういうのを解決するにはどうしたらいいん

でしょうかと思います。こっちの部分は市の管

理、こっちは、ここは関係ないですよというの

が今の市の考え方なんですけれども、市長が言

われる安全対策でこの部分をどの課が、どの機

関が中心になって解決の方向へ持っていただけ

るのか、その考えをひとつお聞かせください。

〇土木課長（宮迫章二）土木課のほうで今、

応急的にやっております施設について御説明申

し上げます。

　今、北方議員が言われましたように、市道と

隣接しておって非常に危ないということの報告

がありましたので、土木課のほうですぐ調査に

行きました。地籍のほうも確認いたしましたら、

市道の境界と民地の境界が隣接しておりまして、

今言われますように、建物は個人の敷地の中に

建っております。

　道路管理者としまして、防護さくもありませ

んので、建物がむき出しに建っているという状

況であります。ですが、議員も言われましたよ

うに、道路の敷地内であれば道路管理者として

防護さくなりできるのでありますが、個人の敷

地であるために、そうした道路の交通安全施設

というのがちょっと施工できない状況でありま

した。

　したがいまして、まず、建物に当たらないよ

うに、本人の了解を得まして、また地域のＰＴ

Ａの方の協力も得まして、道路の危険ぐいを、

応急的なくいなんですけれども、それを４本ほ
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ど立てて、そしてまた交通安全の協会のほうか

ら旗を立てていただいてしております。その屋

根にも、許可をいただきまして反射テープなど

張って対策をしているところであります。

　以上であります。

〇市長（尾脇雅弥）今、土木課長が答えまし

たけれども、今のケースに関しては、今申し上

げたような、私の土地というようなこともあり

まして、今、担当が申し上げたようなことでご

ざいます。

　ただ、全般的にこういった事例ですね、安心・

安全大事じゃないかということであろうかと思

いますけれども、ただ、ハード・ソフト両面が

ございまして、すべてハード的なもので対応で

きる部分と、やっぱりそこの危険度をしっかり

と周知して対応していく部分が両方あると思い

ます。

　そういったようなこともございまして、一般

的に住民からの相談ですね、要望等に関しまし

て迅速に、的確に対応するということで、平成

16年の12月議会に垂水市課設置条例の一部改正

ということで提案をして、３課の廃止とあわせ

て市民相談サービス課を平成17年から設置をし

ております。

　相談、要望等の案件に関しまして、窓口は市

民相談サービス課でございまして、内容によっ

て各課におつなぎをするという形なんですけれ

ども、今回のケースのように案件が複数の課に

またがるという場合がございますので、それ以

外の担当が受けて、土木課だとか何課だとすぐ

判断できる部分はいいんですけれども、今回の

ようなケース、複数課にわたって、なおなかな

か解決方法が早々には見つからないというケー

スに関しては、担当課を集めてまず協議すると

いうことが大事だろうと思いますので、その対

応を課長会議で今後指示して、すぐ答えが見つ

かるものと時間がかかるものとあろうと思いま

すけれども、間違いなく課題が残っているとい

う事実はありますので、どういった方法がある

のかということを今後検討していきたいという

ふうに思っております。

〇北方貞明議員　各課と協議していくというこ

とでしたけれども、まず急いでやってほしいの

が、地区に住んでおる住民の１人ですから早急

にやってほしいんですけれども、この家の持ち

主さんは、協力はするから、全面的に協力をす

ると言うておられるんですよ。だから、そうさ

れると言われるんですから、相談に行って最善

の、これでもまだ危ないんです、本当を言うて。

実はですね、ここに、建築関係の方は御存じか

もしれませんが、屋根の下に鉄板が張ってあっ

たんです。それでも、かみそりのようなこれぐ

らいの薄いのでですね、屋根からこれぐらい出

とったんです。そしてかみそり状態だったんで

す。それを子ども会のほうでこれを切断して真

っすぐなっておるんですけれども、そのような

危険な状態、最初は危険な状態だったんです、

鋭利になって。

　そういうことで、家の持ち主さんは協力をす

ると言うておられますから、急いで通学路、特

に教育委員会のほうは市のほうに急いで要求、

解決するようにしていただきたいと思います。

　以上でこの件は終わります。とにかく早急に

お願いいたします。

　それでは、修学旅行生の誘致拡大についてで

すが、平成21年度から来ていただいて、昨年も

６校、私もこの民泊を受け入れている関係上、

大変興味を持っております。今、市でも拡大に

対しては、独自で関西方面あるいは中国方面へ

誘致活動をされて、そしてまた大隅の市町村と

も連携をとって誘致活動をされていることは一

応理解いたしました。

　その中で、民泊戸数の確保ということであり

ましたけれども、これはせんだっての新聞に、

垂水市は100戸あるというふうに新聞記事には載

っておりましたけれども、実際は聞いてみたら
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80ちょっとしかないということでＮＰＯの方は

言うておられました。何であんなに100も載った

んだろうかとびっくりされていました。私もそ

うだろうと思っています。100は恐らく超しては

いないだろう。

　ということは、せんだっての186名の民泊にで

すね、前日まで民泊が決まらずに右往左往され

ておったのもあります。これ100戸あって２割、

80戸が受け入れすればいいですけど、３人ずつ

受け入れても三、八、二十四、ゆっくり宿泊で

きる数字になっておると思うんですけれども、

実際は60ぐらいしかなかったということも聞い

ておりますけれども。だから、こういうことも

早く安心してできるように、ここもひとつよろ

しくお願いしておきます。

　そして、本市では特に海、そして桜島はセー

ルスポイントでありますから、やはり漁協側と

の協力体制を密にしてやっていただきたい。そ

して、今後、拡大していくに対して、組合以外

の協力体制は十分なのか、まず１点お伺いいた

します。

　それから市長の、先ほどもみずからのトップ

セールスでアメリカ、マカオなんかに行かれる

わけです。観光のほうも、この間もカナダ方面

に行かれました。していただいておることは十

分理解しておりますけれども、市長みずから行

くたびにＰＲしていただければと思っています。

この点は要望しておきます。

　そして質問、漁協との関係、拡大についてお

願いします。

〇商工観光課長（塚田光春）まず、１点目の

組合との修学旅行との連携なんですけれども、

先ほどお話ししましたように、当然うちは漁業

体験という強い武器を持っておりますので、こ

の漁業体験をセールスポイントに中国・関西地

方の旅行会社や中学校、高校の先生たちにアピー

ルしているところでございますので、今後はや

はり修学旅行のこの漁業体験と民泊をセットし

たやつですね、この価格帯をセットしたやつで

誘致セールスの強化に図っていきたいというふ

うに思います。

　それからもう１点、拡大施策でしたですかね。

拡大施策につきましては、今、現状では、鹿児

島県のツーリズム推進協議会の会長をされてお

るんですけれども、南さつま市のＮＰＯから、

現在のところ、漁業体験だとか民泊だとかこう

いった修学旅行生の受け入れのあっせんをして

いただいているところでございます。

　そのような中で、この関係は当然大事にしつ

つですね、これとは別に垂水市独自で旅行会社

と直接契約できるように、このことも念頭に入

れながら誘致セールスに回って、１校でも多く

確保していきたいというふうに思います。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　先ほど今、漁業体験と民泊を

セットということで、どうしても漁協の協力が

なくちゃいけないと思っています。その辺は十

分認識して進めていただきたいと思っておりま

す。

　それから、エコリンクの今現在、下請をして

おるわけなんですよね。それから、言葉は悪い

けれども、上前をはねられておると思うんです

よね。出水市では既に昨年48校来たうちの８校

を出水独自でやっているというふうに聞いてお

るんですけれども、このように独自に持ってい

くにはどのような条件というか、そういうのを

クリアせないかんのか。そしてまた、本市では

独自を何年後に見据えておるか、その点をお伺

いします。

〇商工観光課長（塚田光春）先ほど南さつま

市のエコリンクというＮＰＯが今、鹿児島県の

修学旅行を一手に引き受けて受け入れをしてい

るところなんですけれども、ここの代表者に聞

きますと、県外の修学旅行生を受け入れるよう

になるまで10年かかったというようなことを申

されておりますので、今ここが先ほど言われた
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ように手数料を取ってうちのほうに回ってくる

わけなんですけれども、やはりここの代表者と

の今後はいい関係を築きつつ、垂水のほうで直

接受け入れを今後はしたいというようなことも

今後は相談しながらやっていくのも非常に大事

なことだというふうに思っております。

　そうですね、今、エコリンクをＮＰＯ、南さ

つまのエコリンクを仲介しての修学旅行の受け

入れをしておりますので、旅行会社から直接受

け入れることによって当然仲介の手数料等もま

たそれがなくなるわけですので、直接受け入れ

ることによってまた民泊受け入れ側の体力もつ

くというふうに思っておりますので、ここら辺

を重々理解しながら努力してまいりたいという

ふうに思います。

〇北方貞明議員　今、独立するのに10年かかっ

たと言われましたけれども、我が垂水市は皆さ

んが頑張っておるわけですから、10年と言わず

に５年でもできるように一応よろしくお願いし

ておきます。

　そして、そうなれば体力ができるということ

は、民泊受け入れ側の収入も多くなることです

から、１年でも早く独自でできるようにいろん

な機関に働きまして稼いでください。

　次に、漁業保険についてですけれども、県の

ほうで２つの登録料の補助はできるということ

でしたけれども、賠償保険のほうはちょっとで

きないということでしたけれども、市のほうで

保険料、民泊家庭に負担の少ないように期限つ

きということですけれども、少ない方向あるい

は期限つきというのは、少ないというのはゼロ

ということか、期限つきというのはいつまでの

ことか、ちょっとその点をお願いします。

〇商工観光課長（塚田光春）ただいまの質問

にお答えいたします。

　やはりこの漁業体験というのは、本当に先ほ

どから申し上げますとおり非常に大事なことだ

というふうに思っておりますので、現在の教育

旅行の受け入れ体制は４年目ということで、ま

だまだ組織力や運営基盤が脆弱であることから、

漁船損害賠償保険料の補助金の期限はある一定

の修学旅行生数の誘致確保ができて充実ができ

るまでの一定期間を、３年間程度を目安に補助

したいというふうに考えております。

　補助率についてでございますが、県が補助に

難色を示していること、それからまた住宅改造

補助も４分の３であること、それから漁業体験

以外の受け入れ家庭等の不公平を解消するため

に、できる限りの補助をしてまいりたいという

ふうに思います。

〇北方貞明議員　私が言いたいのはですね、で

きる限りというのは、全額見てもらえるのか。

３年はわかりました。一番聞きたかったのはそ

の金額のことなんです。

　だから、前の議会でも言いましたように、3,

200円に掛ける定員数ということですよね、だっ

たですよね。それを１年１年掛けていかなきゃ

ならないわけですよ。今、こういう状態で民泊

を受けていて、5,000円ぐらい確かに宿泊料をい

ただいております。それではちょっと厳しいん

ですよ。だから、垂水市はこれだけこの修学旅

行生に力を入れているんでしたら、市長、思い

切ってばんと払って、全額見んかと、それぐら

いの腹でこれを修学旅行生の民泊を盛り上げて

いきましょうや。思い切ってこれは全部見ます

からと言えないんですか。

〇市長（尾脇雅弥）お答えいたします。

　ブルーツーリズム関係に関しては、前漁協組

合長等を中心として非常に御尽力をされまして、

北方議員初め、多くの議員の皆様に受け入れと

かにも協力をしていただいております。

　究極的には漁業振興ということで漁協の皆さ

んが、漁業を営んでおられる皆さんが手取りが

ふえて、そういうことを目的にしながら、ある

面カンパチ祭りでありますとか、こういったブ

ルーツーリズムという形で振興をしていただい
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ているということでございまして、今、４年目

ということで、今、北方議員がおっしゃったよ

うな形で、大きな垂水の１つの柱じゃないかと、

思い切ってやれと、全く気持ちとしてはそのと

おりでございます。

　ただ、補助率関係に関しては先ほど話をした

ような状況で、県としてはこれに関しては関知

しないというような考え方でございます。

　担当課長のほうが、できる限りということで、

ある面ちょっとあいまいな形でお答えさせてい

ただいたわけですけれども、住宅の改造の補助

率というのが４分の３というようなこともあっ

たりですね、また漁家体験以外の受け入れの家

庭というのもありまして、そことの関係も考え

ますと全額というのはなかなか難しいと思うん

ですが、私自身としては、４分の３というこの

基準を目安として補助したいというふうに考え

ています。

〇北方貞明議員　期待しておりましたけれども、

残念です。全額いただけるまでもうちょっと頑

張りますので、よろしくお願いします。

　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後４時40分散会
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平成24年６月13日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、きのうに引き続き一般質

問であります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、１番川越信男議員の質問を許可しま

す。

　　　［川越信男議員登壇］

〇川越信男議員　おはようございます。

　６月に入りますと、梅雨入りに伴って大雨、

台風等を心配する時期にもなってまいりました。

去る５月26日、垂水市で開催の鹿児島県総合防

災訓練に参加させていただきましたが、災害の

ないことを祈り、あわせて、十分な対策の体制

も整えていただきたいと思うところであります。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

通告に従いまして質問をいたします。市長並び

に関係課長の簡潔な答弁をお願いいたします。

　まず、１点目の若者の失業率についてであり

ます。

　５月20日前後でしたか、「南日本新聞」に、

国際労働機関（ＩＬＯ）は、ことしの若者15歳

から24歳の失業率が12.7％になり、昨年度より

0.1ポイント上昇するとの推計を発表しました。

欧州財政危機を背景に若者の失業率は2016年ま

では高どまりが続くと予想されているようであ

りますが、垂水市においての若者の失業率はど

れぐらいなのか伺います。

　次に、２点目ですが、公共事業、市道整備に

ついてであります。

　市道元垂水原田線の道路整備が今年度から、

元垂水側から整備されるようでありますが、そ

の計画を伺います。

　３点目は、上野台地にあります土砂処分場に

ついてですが、きのう大薗議員も質問されまし

たが、重複するところもあるかもわかりません

が、御了承願いたいと思います。

　土砂処分場は、垂水市にとっても、また工事

関係者にとっても非常に重要な施設であります

が、満杯の状態にあるとお聞きしますが、現状

でどれぐらいなのか。期間利用できるのか。ま

た、利用できないとすれば新たな計画があるの

かないのか伺います。

　以上３点、１回目の質問といたします。

〇商工観光課長（塚田光春）川越議員の垂水

市の若者の失業率はどれくらいかという質問で

ございますが、失業率については市のほうでは

とらえておりませんので、鹿屋職業安定所に問

い合わせましたところ、鹿屋職業安定所管内の

失業者数はとらえておらず、有効求職者数とし

てとらえてあります。また、垂水市のみの有効

求職者数はとらえてありません。つきましては、

失業率でなく有効求人倍率になりますので、鹿

屋職業安定所管内にある鹿屋市、垂水市、肝属

郡の有効求職者数と有効求人倍率についてお答

えいたしますので、御了承願いたいというふう

に思います。

　それでは、平成24年３月現在の鹿屋職業安定

所管内の鹿屋市、垂水市、肝属郡の地域の有効

求人数は3,007人に対して有効求職者数は4,050

人で、有効求人倍率は0.74倍で、前年同月に比

べて少しは上昇しているものの、依然として有

効求人倍率が１を下回り、求職者は厳しい状況

が続いております。中でも、川越議員御指摘の

ように、44歳以下の若い求職者が全体の半数以

上を占め、若い方の求職者数が多い状況でござ

います。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）川越議員の元垂水原
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田線の道路整備計画について、お答えいたしま

す。

　市道元垂水原田線は、起点が元垂水の国道220

号の交差から、上市木、野久妻を経由し、終点

は上原田の県道南之郷線との交点までの延長約

7,300メートルの一級市道でございます。１期地

区としましては、終点側から野久妻までの延長

約2,900メートルを平成５年度から着手し、平成

23年度で完了しております。

　今回御質問の元垂水側からの整備につきまし

ては、平成23年度から平成27年度までの辺地対

策事業で、２期地区といたしまして上市木まで

の延長2,800メートルを整備する計画でございま

す。平成23年度は測量設計業務委託を発注し、

全路線の2,800メートルにつきまして詳細設計を

完了しており、平成24年度から、起点となりま

す国道側から工事着手する予定でございます。

　続きまして、土砂処分場につきまして、大薗

議員にもお答えいたしましたが、現在の状況を

見ますと、大災害が起きなければの話でござい

ますが、あと２～３年程度で満杯になるのでは

ないかと思っているところでございます。平成

17年の大災害の後に次の候補地の選定を行って

おりますが、そのほとんどが治山工事が行われ

ており、保安林指定の設定がなされているとこ

ろでございます。残土処分場だけでは保安林解

除は申請も受け付けていただけない状況でござ

いますが、処分場を確保しておきませんと、大

災害時の対応に苦慮するものと考えられますの

で、あらゆる方策も考慮し、今後はさらに範囲

を広げ、関係課とも協議を行い、候補地の選定

をいたしたいと考えるところでございます。

　以上であります。

〇川越信男議員　一問一答方式でお願いいたし

ます。

　まず、失業率でありますが、もちろん垂水市

だけの問題でなく、日本全国非常に厳しいとは

思いますが、企業の誘致もできない、若者の流

出はふえる、何といっても国・県・垂水市を今

後支えていくのは若者なんです。高齢化・少子

化の状況はわかります。交流人口もわかります。

しかしながら、現状は水産業・建設業と、まだ

若者が必死に頑張っております。若者の頑張り

は垂水市に活気を与えてくれます。商店街の方々

からは悲鳴の声もお聞きいたします。

　垂水市の活気を呼び起こすためにも、若者の

人口流出をなくし、若者の働ける場所を確保す

るのも行政の仕事と思います。働く場所、雇用、

失業等の政策的な提案をまだ１回も聞いていな

いようですが、若者の雇用、失業について、市

長の見解を伺います。

〇市長（尾脇雅弥）おはようございます。

　川越議員の若者の雇用、失業についての見解

はという質問にお答えをいたします。

　若者の雇用と失業対策は、本市にとっても重

要な課題の１つだと思っています。そこで、平

成24年、市の雇用対策につきましては、昨年度

に引き続き地域雇用創造推進事業と重点分野雇

用創出事業に取り組んでまいります。

　まず、地域雇用創造推進事業は、商工観光課

内に１名事務員を置いて、垂水市にある企業へ

の求人あっせんのためのパンフレットを作成し、

関西・関東垂水会などを通じてのＰＲ活動の実

施や、就労のために役立つ講演会やツーリズム

推進のための講演会を実施し、35名の雇用創出

を目指しております。

　次に、重点分野雇用創造事業につきましては、

商工観光課を初め５つの課で合計６事業を実施

しておりまして、15名の失業者が雇用される予

定になっております。建設業の失業に対する取

り組みは、公共事業のところで説明をいたしま

す。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　垂水を思う気持ちは、行政、議会、市民、同

じだと思います。若者の失業率から学んだこと
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は、この若者が将来垂水を背負っていくわけで

すから、何らかの対策を検討していただきたい。

強く要望といたします。

　次に、市道元垂水原田線の計画を回答いただ

きました。

　上市木から野久妻間については県の工事で立

派な橋もできましたが、道路が狭い上、カーブ

も多く、舗装も割れております。順次整備して

ほしいと思いますが、見解をお伺いいたします。

〇土木課長（宮迫章二）上市木から野久妻ま

での区間の整備計画につきまして、お答えいた

します。

　先ほど２期地区につきましては、辺地対策事

業で平成23年度から平成27年度までと御説明申

し上げましたが、残りの約1,600メートルにつき

ましては事業計画等の見直しを行いまして、継

続して整備をしていく予定でございます。

　以上であります。

〇川越信男議員　市道整備、公共事業の観点か

ら、公共事業がふえ雇用が生まれないと、建設

業者は非常に厳しい状態でございます。倒産、

廃業も考えなければならなくなってきておりま

す。「市の単独予算措置も考えてほしい」との

声も聞きます。災害時の協定も結び、いざ災害

時は建設業者も垂水市民の生命・財産を守って

おります。雇用、防災上からも、公共事業の単

独予算措置の考えについて、市長の見解をお伺

いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）御質問いただきました、

防災上からも公共事業の単独予算措置を考えら

れないかという御質問について、お答えをいた

します。

　平成21年度から平成23年度までは国の施策等

において各種の臨時交付金事業があり、発注件

数も多く対応ができたところでございます。現

在のところ、新たな交付金等の事業はございま

せんが、本市におきましては、今年度の市長政

策調整枠の中でも道路改修工事を盛り込んでお

り、今回も側溝清掃などの補正を提案している

ところであります。

　このように、市単独では一定の公共事業を確

保するための努力はしていますけれども、国に

おいては、「コンクリートから人へ」の政策の

中で全国的に見ても公共事業が減少しており、

建設業界の景気低迷は建設業者の死活問題につ

ながってきているものと認識をしているところ

でございます。

　市といたしましては、今後とも、独自予算の

確保とともに、国や県に働きかけ有利な事業導

入を図るように要望を行うなどの努力をしてま

いります。一方で、建設業者におかれましても、

現状の課題解決のために、本市における国や県

の工事を受注できるように体制の整備を図るな

どの努力もあわせてお願いしたいと考えている

ところでございます。

〇川越信男議員　ありがとうございます。

　財政調整基金の積み立ても必要でしょうが、

有効な生きた予算措置も必要だと思います。こ

のことは強く要望といたします。

　次に、土砂処分場の現状及び計画をお聞きし

ましたが、新たな計画があるとすれば場所はど

こなのか。ないとすれば、災害でも起きた場合、

重要な施設であることから、今後どうするのか

伺います。

〇土木課長（宮迫章二）土砂処分場につきま

しては、昨日も大薗議員にお答えしております

が、現在、候補地を選定しているところであり

ますが、現在のところ特にありません。また、

今後は関係課と協議をしながら選定していかな

ければならないと思うところでございます。

　以上であります。

〇川越信男議員　最後に、近隣の農家の方々か

ら、満杯状態の土砂処分場から風が強いときな

ど砂ぼこりがひどいので、花の種をまくとか対

策をとればとの声を聞きます。コスモスの花等

の場合は花見もできるのでは、また、処分が終
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わった土地を再利用して売却することはできな

いかとの声も聞きますが、見解を伺います。

〇土木課長（宮迫章二）砂ぼこりなどの飛散

防止のために花の種をまくなどの対策につきま

しては、前向きに検討したいと思っております。

　処分が終わった後の土地利用として、売るこ

とはできないのかとの御質問につきまして回答

いたします。

　この処分場建設に当たりましては、平成18年

度に保安林解除の手続を行い、平成19年度に林

地開発許可申請をし、許可はおりましたが、そ

の土地利用計画では造成森林ということで山林

に返すことが条件となっております。したがい

まして、処分場が満杯になりました後、その計

画に基づいて整備していかなければならないた

め、現段階におきましては、払い下げにつきま

しては考えてはいないところでございます。

　以上であります。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　以上で、私の質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、11番森正勝議員の

質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、おはようございます。

　野田政権発足から２度目の内閣改造が行われ、

「被災地の瓦れき処理もせずに、党内の瓦れき

処理をしただけだ」と言われております。また、

「民主党は、会期延長して消費税案を通すので

は」とも言われております。自民党の茂木氏は、

衆議院消費税特別委員会で「最低保障年金など

社会保障政策は一体改革からおろし、国民会議

で議論すべき」と野田総理に提案しました。増

税だけ先行させ、片づけ、社会保障部分は分離

して協議させようというもので、この計画の背

後に森喜朗元首相ら、小沢切りをして民主党と

の大連立をもくろむ勢力が控えているそうです。

この流れをつくれるかどうか、野田総理の手腕

が問われているようでございます。

　いずれにしましても、煮詰まって身動きのと

れない消費税議論に決着をつけないと、国民の

期待はどうしても第三極へ向かうのではないで

しょうか。自民党も民主党もありません。国民

のため１つ１つの課題を解決するのが政治家の

役目ではないのかと思います。このことを強く

申し上げておきたいと思います。

　消費増税を柱とする一体改革関連法案が今国

会で成立しない場合に、衆議院議員解散、総選

挙と言われておりますが、総選挙は来年の夏の

衆参同時でよいのではと考えております。

　それでは、早速質問に入ります。

　最初は、市有施設整備基金についてお伺いし

ます。

　ほとんどが庁舎建設基金と考えますが、庁舎

の基本構想と基本方針について、お答えをお願

いします。

　次に、学校跡地についてでございますが、平

成22年３月閉校後、そのままの状況です。その

後、各学校とも何か動きはないのか教えてくだ

さい。

　３つ目は、農業問題でございます。

　まず、鳥獣被害についてですが、22年度の鹿

児島県の被害額は６億5,000万円だそうです。け

さの新聞で、23年度の被害額は５億2,066万円だ

そうでございます。垂水市が23年度で190万5,000

円だそうですが、実際はもう少しあるんじゃな

いかと思います。現在の鳥獣対策への取り組み

と課題について、お答えをお願いいたします。

　次に、農業後継者の海外研修についてお聞き

します。

　昨年、県は３名の海外研修を行っているよう

です。垂水市もこのような取り組みを導入する

考えはないのでしょうか、お答えをお願いいた

します。

　終わります。

〇財政課長（北迫睦男）庁舎の基本構想と基

本方針についての御質問にお答えします。
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　新庁舎建設基本構想とは、新しい庁舎の建設

に当たって垂水市が目指す庁舎像を明らかにす

るとともに、今後の新庁舎建設の基本となる方

針を取りまとめたものになります。

　市では、新庁舎の建設の方向性について必要

な事項を調査・研究するため、３月の議会で御

報告いたしましたとおり、庁内に垂水市庁舎建

設等庁内検討委員会を設置いたしました。今後

この庁内検討委員会では、現庁舎の背景や課題

などを踏まえて、よりよい市民サービスの提供、

効率的な行政運営を目指し、新庁舎の建設につ

いて必要な事項を１つ１つ検討してまいります。

その検討結果報告書を市長へ提出して、基本構

想案を策定いたします。そして、その後に設置

します市民を交えた新庁舎建設検討委員会にお

いて審議していただいて、最終的な基本構想を

決定する予定としております。

　また、その基本構想策定の過程では、市民参

加を図るため、情報提供や市民アンケート等を

通じて、より幅広い市民の御意見を聴取し、基

本構想に反映していきたいと考えております。

〇教育総務課長（川畑千歳）森議員の御質問

にお答えいたします。

　閉校３中学校跡地のうち旧垂水南中学校跡地

においては、水耕栽培企業からの事業提案を受

けておりますことや、市における物産館、レス

トランの建設計画について関係課で協議されて

いることなどございます。

　旧牛根中学校跡地と旧協和中学校跡地につい

ては、企業の照会を受けて現地案内等を行いま

したが、現在のところ事業提案までには至って

おりません。そこで、ことし２月に垂水市行政

改革会議が牛根校区と協和校区全域を対象にア

ンケート調査を実施いたしました。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）森議員の農業問題に

つきまして、まず、第１番目の鳥獣被害につい

てを答えさせていただきたいと思います。

　被害額につきましては、状況にもよると思い

ますが、被害に遭っても被害の状況の報告のな

いことが多いため、被害額として表面的に出て

こないのが多いようです。これにつきましては、

県の被害額についても言えるようであります。

　市の取り組みと課題についてでありますが、

有害鳥獣捕獲対策協議会を開催し、捕獲体制の

確立や円滑かつ適正な捕獲の推進と被害防止対

策の推進を図っております。また、有害鳥獣駆

除員の方々のハンター保険料の本市のほうでの

負担や、鳥獣捕獲ごとの補助金、イノシシ5,000

円、猿１万円、タヌキ4,000円、カラス600円、

アナグマ2,000円等の交付を実施しております。

課題としましては、駆除員をやってもらってお

ります猟友会の32名の会員の方々が全体的に高

齢化してきておりますことや、会員数の減少で

実態に合った有害鳥獣の駆除の実施がままなら

ないことでございます。

　続きまして、農業後継者の海外研修について

を答えさせていただきたいと思います。

　海外農業研修につきましては、議員も内容及

び県内の実績に触れられたところでありますが、

再度確認の意味で述べさせていただきます。

　この海外農業研修制度は、公益社団法人国際

農業者交流協会が主宰するものでありまして、

他の一般的な留学あるいは研修からしますと、

非常に安価な費用で海外の農業研修を体験でき

るものであります。「アメリカ・コンビネーシ

ョンコース」約19カ月、「ヨーロッパ・プラク

ティカルコース」約13カ月等のコースが準備さ

れているようであります。

　県内の過去４カ年の実績としましては、20年

度１名、21年度２名、23年度３名の計６名が体

験をしているところであります。また、研修費

用につきましては、アメリカコースだけ申しま

すと、事前及び出発前講習11万4,000円、研修参

加費95万円、生活費その他諸費用で計の約200万

円程度がかかるようであります。しかしながら、
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そのうちの約５割は現地実習手当で賄えるよう

であります。ただし、国や県の補助金はありま

せん。今まで体験された方々は、奨学金や無利

子の研修サポート資金等を借りて研修費用に充

てていらっしゃったようであります。

　また、本市のこれまでの実績でありますが、

近年はいらっしゃいませんで、ただ、平成22年

度に申請をされた方がいらっしゃったそうです

が、いろいろな事情により断念されたと聞いて

おります。それでも、やはり少なからず費用の

面につきましての影響があったのではと推測を

してきたところのようであります。

　そこで、お尋ねのところでありますが、今年

度より実施の国の新規事業であります、人・農

地プランの新規就農者への支援であります青年

就農給付金準備型に、新規就農者の研修となる

ため要件を満たせば給付の対象となりまして、

年に150万円の支給を受けられるようであります。

また、帰国後、早速自分で就農を開始されます

と、同じく青年就農給付金の経営開始型に、要

件を満たすようでありますと対象となりまして、

年に150万円の支給を受けられるようであります。

　そこで、本市独自のお手伝いはということで

ございますが、今までもこの件に関しましては、

「非常にいいことであるから、市なりのお手伝

いをされたらどうですか」というお声かけをい

ただいているところでありました。そこで、今

までも情報収集を重ねてきたところでありまし

たので、先月、財政課を含めまして関係課で協

議を実施したところであります。

　その内容といたしましては、垂水市農業後継

者等海外研修補助金交付要綱を、実際に体験さ

れる方が出てこられたときに制定しましょうと

いうことになりました。やはり対象者があって

の交付要綱という点、またそのときの費用面、

また国・県の制度との整合性を重要とすること

が、要綱制定の有効性、対費用効果を高めるこ

とができるのではということで決定したところ

であります。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　一問一答で質問いたします。

　市有施設整備基金についてでございますけれ

ども、やはり、アンケートで市民の意見を拾い

上げるということでございますけれども、やは

り検討委員会の中に市民の代表の方もメンバー

として入れていただきたいということを要望し

ておきたいと思います。

　庁舎につきましては、補修・改修・新築とあ

るわけですけれども、これまでにどういう検討

をされたのか。そしてまた、それぞれの費用は

どのくらいになるのか、教えていただきたいと

いうふうに思います。

〇財政課長（北迫睦男）現庁舎は、建設後既

に五十数年が経過しております。施設や設備の

老朽化及び機能の低下、また庁舎の狭隘化など

のさまざまな問題を抱えておりまして、市民の

利便性、サービスの向上、円滑な行財政運営、

さらに、安心・安全な暮らしを支える拠点とし

ての役割に支障を来しております。これらに対

応するためには、森議員がおっしゃるとおり、

現庁舎の補修・改修または新築など手法もいろ

いろございますが、対策を急がなければならな

いと考えております。

　そこで、基本構想策定の過程におきまして、

先ほど申し上げました現庁舎の課題や基本理念、

基本方針を踏まえ、基本的には新築か改築を考

えておりますが、庁舎としての基本機能や経済

性、また事業手法等、あらゆる角度から十分検

討した上で庁舎建設手法を選定していきたいと

思っております。

　事業費につきましては、今の段階ではまだ試

算もなく、これからになりますが、費用対効果

や維持管理など中長期視点から見て、いろいろ

検証してまいりたいと考えております。

〇森　正勝議員　事業費はまだ考えていないと

いうことでございますけれども、できるだけ早
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く事業費の試算をしていただいて、数値を出し

ていただかないと、我々も検討の仕様がござい

ません。いつごろまでその数値を出していただ

けるのか。

　それから、一方で財政改革をやると言いなが

ら、一方ではまた庁舎建設というふうになれば

どうも整合性がないように考えるんですが、こ

れについてはどのようにお考えなのか、お答え

をお願いいたします。

〇財政課長（北迫睦男）庁舎建設と行財政改

革との整合性について、お答えいたします。

　庁舎建設の必要性については先ほど申し述べ

ましたが、議員御指摘のとおり、庁舎建設には

多額の費用がかかることから、本市財政に与え

る影響は非常に大きいものと考えられます。

　本市は、平成22年に第２次財政改革プログラ

ムを策定し、行財政改革を推進しております。

特に、投資的経費の見直しと公債費の縮減につ

きましては、改革の根幹をなすものとして、優

先度による事業の峻別や市債の新規発行額の抑

制を図っているところでございます。現段階で

は庁舎建設に係る費用は基金積み立てと市債の

活用で負担の平準化を図り、財政への負荷を最

小限に抑えることを想定しております。

　今後、事業規模や事業の実施手法などについ

て庁内検討委員会で１つ１つ検討してまいりま

すが、検討結果報告書の中で概算事業費は算出

したいと考えております。報告書は、基本構想

案にもなりますので、２～３年の期間は必要と

考えているところでございます。

〇森　正勝議員　４回目の最後の質問ですけれ

ども、これは市長にお答えをお願いしたいんで

すが、庁舎については鳥取市が、新庁舎という

ことで100億円ぐらいかかるそうですけれども、

新築の場合100億円と、それから耐震した場合が

20億円だったそうでございますけれども、これ

をどうするかということで住民投票にかけてお

ります。結局鳥取市は、ちょっと多額の費用が

かかるということで、ノーという答えを出して

おりますけれども、代議制民主主義が原則とは

いえ、首長と議会だけで結論を出すわけにはい

かないと私は考えるんですけれども、市長はこ

の辺のところはどう考えますか。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどの答弁で財政課長

が申しましたとおり、庁舎建設に当たっては、

市民や市議会の皆様との情報提供や御協力が必

要であるというふうに思っております。専門的

かつ幅広い見地からの御意見や御議論をいただ

いて、市民の視点に立った開かれた庁舎づくり

に努めてまいりたいと考えております。また、

責任ある住民自治の確立からも、市民の参加と

協働は重要であります。自治のかなめとなる市

民のための庁舎へとつながっていくものと考え

ておりますので、その辺も含めて今後協議をさ

せていただきたいというふうに考えております。

〇森　正勝議員　よろしくお願いします。

　それから、学校跡地についてでございますけ

れども、私、２年ぐらい前の議会でですかね、

申し上げたんですけれども、北海道の新冠町が

ホームページで学校跡地を再利用される方を募

集して、平成24年で、７校あった学校跡地のう

ち６校が再利用されております。本市もこのよ

うなやっぱり試みを行い、本気でこの問題に取

り組むべきだと思いますが、どのようにお考え

でしょうか。

〇教育総務課長（川畑千歳）森議員の２回目

の御質問にお答えいたします。

　市内中学校統合に当たりまして、垂水市中学

校統合地区別協議会において閉校中学校跡地及

び利用について協議を進めていただきましたが、

具体的な経過をまとめるに至りませんでした。

そこで、垂水市行政改革会議の民間活力部会で

協議を重ね、跡地の利活用に地区住民の意向を

反映させる目的でアンケート調査を実施し、こ

とし３月に取りまとめを行いました。アンケー

ト結果からは、市民を含む校区民の利益につな
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がる施設整備を望んでいる、そのようなことが

うかがえるようです。

　この結果も踏まえて、また、手法として森議

員から提案がありましたインターネットの活用

を含め、今後も全庁体制で取り組んでいくこと

が必要と考えます。現在、牛根地区では地域振

興計画の策定が進められております。その中で

も旧牛根中学校跡地の利活用についてテーマに

取り上げ、議論していただければありがたいと

思っております。

　以上です。

〇森　正勝議員　このインターネットによる取

り組みはぜひ早急に取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

　宮崎県の去川小というのがあるんですけれど

も、ここが平成21年４月に廃校となりまして、

22年９月から活性化推進委員会で１年半かけて、

ＮＰＯも参加しながら協議を行ったけれども、

地元の活用・維持管理は厳しいという結論に至

り、市に一任されたそうでございます。そして

22年10月に宮崎市学校跡地等利活用検討委員会

を設置して、今後の方向性を協議して、22年12

月に検討委員会で利用団体を公募する旨の方向

性を決定し、23年２月に募集を開始し、23年５

月、３つのＮＰＯと２つの有限会社から申し込

みがあったそうでございます。その１つが決定

されておりますが、その１つの会社がサングロ

ウという会社でございまして、コミュニティ・

シンクタンクでございまして、企業・ＮＰＯ・

大学等、各分野の専門家を多くネットワークし

て、テーマごとに専門家が集まるプロジェクト

をつくり、事業プラン作成、課題解決、事業開

発を行っているそうでございます。

　宮崎県にはこのような会社があるそうでござ

いますけれども、こういう会社の募集をする気

はないか、お答えをお願いいたします。

〇教育長（肥後昌幸）地域の中核でありまし

た中学校への地域住民の思いというのは非常に

大きなものがあるというふうに認識しておりま

す。閉校中学校跡地の利活用につきましては、

先ほど教育総務課長も申し上げましたけれども、

アンケート結果や地域の議論等の結果などを踏

まえて、また地域住民の意向を大事にしながら、

地域に、そして市民に役立てるという方向で進

めていく必要があると考えております。先ほど

森議員が提案されました、そういう方法も１つ

の方法かというふうに思いますので、先ほど教

育総務課長が申し上げましたとおり、今後も全

庁体制でこの課題については全力で取り組んで

いきたいというふうに思っております。

〇森　正勝議員　全庁で取り組まれることは非

常にいいことだと思いますので、ぜひ頑張って

いただきたいと思います。

　最後は、市長にお伺いします。

　先ほど申しましたように、こういった学校跡

地に取り組む会社があるそうでございます。や

っぱり垂水もこういう会社を活用すべきだと思

うんですが、市長、市長のお考えはどうですか。

ちょっとお聞きします。

〇市長（尾脇雅弥）重複する部分もあるかと

思いますけれども、閉校中学校の跡地の利活用

というのは地域にとっても、本市にとっても、

施設の有効活用というところだけでなく、地域

の活性化という面から重要な課題であります。

できる・できないということはありますけれど

も、今、御提案いただいたような前向きな案件

等は参考にさせていただいて、あらゆる利活用

の可能性を見据えて積極的に取り組んでまいり

たいというふうに考えますので、繰り返しにな

りますけれども、全庁的な取り組みの中でまず

は情報を集めて、そしていいものを選択をして

いくという方向性でとらえていきたいというふ

うに思っております。

〇森　正勝議員　次は、鳥獣被害についてでご

ざいます。

　鹿児島県も鳥獣対策自治体への重点支援とい
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うことで、１市町村に200万円を限度として助成

しているようでございます。こうした助成金を

利用して垂水市も実施部隊の実動日数をふやし

ていただきたいと思うんですが、そのあたりに

ついてはどのように考えていらっしゃいますか、

お答えをお願いします。

〇農林課長（池松　烈）２回目の御質問につ

いて、お答えしたいと思います。

　この事業につきましては、鳥獣被害対策実践

事業、鳥獣被害防止総合対策交付金による国の

事業であると考えますが、駆除実施隊を組織し

て実施することで、その活動に対してソフト事

業として上限200万円を交付するものであるよう

でございます。本市におきましても猟友会に打

診をしたところでありますが、「本市にはなじ

まないのでは」との答えをいただいているとこ

ろであります。

　次に、駆除の実情につきましては、本市にお

きましては、通常の猟期を除きまして有害鳥獣

の駆除の指示書を発行しているところでありま

して、駆除員は猟友会から推薦のあった方々に

お願いをしております。他市におきましては駆

除隊という組織を設立しているところもありま

すが、本市におきましては猟友会で実施してい

るところであります。

　駆除員の年間の出動日数は延べ945日、224名

となっておりますが、表面に出てこない日数も

あるようであります。駆除した主な鳥獣類は、

銃とわなを合わせましてイノシシ200頭、ニホン

ザル19頭、タヌキ・アナグマ35頭、ドバト126羽、

カラス186羽、ヒヨドリ11羽となっておるようで

ございます。

　今、御質問のありましたソフト事業導入が本

市にとってはちょっと猟友会のほうとの関係で

難しいようでありますので、今後は、先ほど述

べましたハンター保険料の助成等も含めまして、

有害鳥獣の駆除ができるだけ実施できるような

実情に応じた環境整備も図っていきたいと思っ

ております。

　以上です。

〇森　正勝議員　今、実動部隊のことを言われ

ましたけれども、群馬県の下仁田町では日本獣

医生命科学大学と共同で、猿に発信機をつけて

頭数や場所の特定、何を食べているのかを調べ

て参考にしているそうでございます。垂水市も

鹿大との連携ということを考えて、本気で鳥獣

対策に取り組むべきではないかと思うんですが、

これについてお答えをお願いします。

〇農林課長（池松　烈）３回目の御質問につ

いてでございますが、たしか群馬県下仁田町と

いうところでございまして、農林水産省の平成

22年度鳥獣被害対策優良活動表彰で農林水産大

臣賞を受賞したところではないかと思います。

日本獣医生命科学大学野生動物学教室と連携し

た科学的・広域的な猿の被害対策など、地域と

一体となった取り組みが評価されたようです。

　町では、牛の放牧やボランティアによる緩衝

帯の整備、鳥獣被害対策実施隊を中心とした捕

獲技術の向上など各種特徴的な取り組みと、関

係者が連携した地域一体的な活動を展開してい

るようでございます。また、隣接市町村、大学

と連携した猿のテレメトリー調査、電波発信機

を用いた生息状況調査に基づく被害対策の手法

が優良事例となっているようでございます。

　実は、本市でも平成22年度に同様のことを実

施するため、鹿児島県が鹿児島県環境技術協会

に委託しまして、鹿屋市、垂水市を中心に発信

機を装着する猿の捕獲を実施しましたが、捕獲

することはできませんでした。そのため、この

事業を断念した経緯があるようでございます。

また、この対策に当たっての包括協定を結んで

おります鹿児島大学との活用を今、提案をされ

たところでございますが、非常にいい提案だと

思います。ただ、大学側の意向も確認していか

なければなりません。ここは、所管であります

私ども農林課と、窓口となっております企画課
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とで連携を図って対処していきたいと思います。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　ぜひ何か対策をお願いしたい

と思います。

　最後はまた市長に振りますけれども、ビワ農

家の方々も自分のビワ畑のところに４メートル

ぐらいのネットを張って努力をされたりしてお

りますけれども、なかなか限界があるようでご

ざいます。集落とのすみ分け、モンキードッグ

の養成、ロケット花火を配るとか竹林の伐採、

いろいろ対策はあろうかと考えます。もう少し

農家のことを考えて何か対策をとるべきだと思

うんですけれども、何か１つでもいいと思いま

すので、市長、何かやるということをもう少し

答えていただきたいんですが。

〇市長（尾脇雅弥）４回目の御質問にお答え

させていただきます。

　本市の鳥獣被害の状況につきましては私にも

報告が届いておりますし、直接市民の方々から

の御意見ということで、森議員がおっしゃった

ような現状であるということはよく理解をして

おります。

　この問題は本市の問題だけではなくて、県内

そして全国的な大きな問題となっておりますの

で、大きな視点での解決策といたしまして、や

はり市町村の立場としましての実情を細目に県

や国に報告をいたしまして、その実情をしっか

り把握していただく、そして対策を検討してい

ただいた上で、事業の実施に取り組んでいくこ

とが肝要だとは思っておりますが、現実的に本

当に大変な状況があるというのも聞いておりま

すので、現場の方々の声をまずは聞いて、それ

の中で、すぐできることから着手をしたいと思

いますので、そのことを検討させていきたいと

いうふうに考えております。

〇森　正勝議員　よろしくお願いします。

　最後に、農業の海外研修でございますけれど

も、非常に前向きなお答えをいただきましてあ

りがとうございます。議長もＪＡＥＣのなんか

ＯＢだそうでございます。現在、農業に一生懸

命頑張っておられます。やっぱり、こういった

本気で農業に取り組む人を育てていくというこ

とも大変大事なことだろうと思います。私ども

もこういった海外研修をする人を議長ともども

探してまいりたいと思っております。答えは要

りませんけれども、ぜひ補助制度を実施してい

ただいて、若い農業後継者というものを育てて

いけたらというふうに思います。

　これで、私の質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時35分から再開いたします。

　　　　　午前10時24分休憩

　　　　　午前10時35分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　10番池山節夫議員の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　国政につきましては森議員と

ちょっと考えが違うもんで。消費税をですね、

マニフェストにもなかったんですよ、民主党は。

それをここで増税するというのは、私、３月議

会もちょっと言ったんですけど、どうしても納

得がいかないんですよ。そこで、ぜひ解散総選

挙をしていただきたいということを申し上げて

から、一般質問に入ります。

　議長に発言の許可をいただきましたので、さ

きの通告順に従いまして質問をしてまいります。

市長並びに関係課長の御答弁をよろしくお願い

いたします。

　先日、垂水市第５期高齢者保健福祉計画及び

第５期介護保険事業計画をいただきまして、読

ませていただきました。

　まず、今回提案されております議案第38号垂

水市一般会計補正予算（第１号）案中の介護基

盤緊急整備等特別対策事業費補助金の認知症対
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応型共同生活介護について伺います。

　在宅への復帰を目標として要介護高齢者を対

象に、リハビリや介護・看護を中心とした医療

ケアと日常生活の支援を行う施設としての介護

老人保健施設については、第５期計画期間にお

いては療養病床転換事業の受け皿として中央圏

域に施設整備が検討され、既に本年４月から稼

働しているようですが、その状況を教えてくだ

さい。

　高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画作成

の基本資料として高齢者実態調査があると考え

られますが、この中で災害時の避難については、

どの地区においても４割弱の高齢者が、災害時

の避難の際に手伝ってくれる人がいない、また

は無回答と答えておりますが、災害時の避難に

ついて伺います。

　どの地域にどのような支援を必要とする高齢

者の方々がどの程度生活しているのかといった

地域の高齢者ごとの課題等を的確に把握・分析

して、今後の高齢者福祉サービスを考えるとい

うことでありますが、第５期の計画への反映に

ついて伺います。

　高齢化の進展に伴い、最も大きな課題となる

のが認知症対策だと思われますが、認知症高齢

者の権利を擁護するために、市町村は市民後見

人を育成することと、その活用を推進するとあ

りますが、この点について伺います。

　公共施設について。

　世界に例を見ない経済成長を遂げ、世界に例

を見ないスピードで高齢化が進行するこの日本

で深刻な問題が起こり始めております。私たち

の身の回りにはさまざまな公共施設があり、日々

の豊かさや便利さをつくり出しています。

　垂水市においても、多くの施設が建築してか

ら何十年も経過し、施設の維持管理経費は増加

していくものと予想されます。大規模な改修や

改築などが必要となってまいります。古くなり

つつある施設をどのように維持・保全したり、

建てかえたりしていくかという取り組みは、こ

れからの市政運営にとって極めて大きな課題と

なってまいります。

　自主財源である税収は伸び悩み、地方交付税

なども減っていく中で、高齢者や子育てに必要

な支出は増加傾向にあります。このために、公

共施設の保全や整備に振り向ける予算は限られ

ていかざるを得ません。真に必要な施設サービ

スの提供を持続可能なものにしていくためには

公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を実

現し、施設の総量を抑制していくことは避けて

通れないと考えます。

　このような公共施設の更新問題に対応するた

めに、神奈川県秦野市は「公共施設白書」を作

成しています。垂水市における公共施設の現状

について、公共施設白書について、さらには、

公共施設の更新と再配置について伺います。

　先ほど森議員の質問にもありましたが、市民

の安心・安全な暮らしを守る拠点としての市役

所庁舎について、再度認識を伺います。

　自然エネルギーと節電について。

　県内の自治体、企業、大学でつくる県小水力

利用推進協議会は、2017年度までに県内約40カ

所に農業用水などを利用した小水力発電所を設

置すると発表をいたしました。霧島市や大隅地

域の４カ所で年内に立地協定を結ぶとしており

ますが、垂水市のかかわり方についてお示しを

ください。

　神戸製鋼は、工場の廃熱や温泉、地熱などを

利用して発電する小型のバイナリー発電システ

ム「マイクロバイナリー」を発売し、大分県由

布市の温泉旅館「ゆふいん庄屋の館」で年内に

稼働する予定であります。温泉熱を利用した発

電について、見解をお聞きいたします。

　ことしも間もなく節電の夏がやってまいりま

す。市役所庁舎やその他の公共施設についても

年次的にＬＥＤ電球にかえていくべきと思いま

すが、九州電力の計画停電についての対策とと
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もに、見解をお聞かせください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（白木修文）池山議員の御質

問にお答えいたします。

　認知症対応型共同生活介護施設及び介護老人

保健施設についてですが、第５期介護保険事業

計画において、認知症対応型共同生活介護施設、

いわゆるグループホームですが、これを１カ所、

小規模多機能型居宅介護施設１カ所の整備を計

画しております。

　このうちグループホームにつきましては、平

成23年度から垂水温泉病院が行っております療

養病床転換事業の一環として整備を行うもので

ございます。その内訳は、垂水温泉病院の介護

療養病床42床を老健施設へ15床、27床をグルー

プホームへ転換するというものでございまして、

27床のうち18床は平成23年度に完了しておりま

す。

　なお、グループホームは平成24年３月末現在

で市内６カ所に合計72床が開設されており、い

ずれも満床となっています。

　また、介護老人保健施設につきましては、介

護療養病床15床を含む89床の老健施設として、

池田温泉クリニック、旧垂水温泉病院と併設す

る介護老人保健施設「絆」として平成24年４月

に開設しております。小規模多機能型居宅介護

施設１カ所は、公募方式によりまして新城・柊

原地区に整備予定でございます。

　以上が第５期の施設整備計画でございますが、

議員御承知のとおり、第５期の高齢者保健福祉

計画と介護保険事業計画は平成24年度から平成

26年度までの３年間を対象とする事業計画でご

ざいまして、本計画策定に当たりまして、学識

経験者、被保険者、保健福祉にかかわる団体、

事業者等さまざまな意見をお聞きし、また、実

態調査、ニーズ調査を実施することで市民の皆

様の声を反映したものとなっております。また、

介護保険事業計画の中で期間中の基準保険料を

4,180円と定めましたが、第４期基準保険料に比

較して160円の上昇になりました。この額は県平

均4,946円より766円低く、県内19市中３番目、

大隅管内では一番低くなっておりますことから、

これまでの介護保険事業が適切に運営されてき

たたまものであると自負いたしております。

　次に、３番目の高齢者実態調査についての中

で、災害時の避難と計画への反映についての御

質問ですが、現在、本市における災害時要援護

者の登録は、６月１日現在で障害者を含む47名

が登録されており、災害警戒本部設置の早い段

階から避難の声かけや安否確認などの支援を行

っています。しかし、平成23年度に実施しまし

た高齢者の日常生活圏域ニーズ調査では、災害

時の避難の際に手伝ってくれる方がいないと回

答された方は17.2％見られるものの、登録まで

至っておりません。

　今後、災害時要援護者については、市民の皆

様へ自助的な努力として登録を進めることや、

さらに、どの地域にどのような支援を必要とす

る高齢者の方々がどの程度生活しているのかと

いった、地域ごとの高齢者の問題を把握・分析

しながら、災害時の対応も含め、高齢者サービ

スについて取り組んでまいります。

　また、災害時の支援は、地域の中での日ごろ

の関係性やつながりなど、住民が支え合うこと

が大切であることから、地域のコミュニティの

活性化も視野に置き、取り組んでまいります。

　次に、４番目の認知症対策の推進についての

御質問ですが、後期高齢者の増加を背景に今後、

認知症対策が一層重要となることから、認知症

の方々や家族等への支援、地域住民の理解促進、

地域における支援体制の構築、医療・介護の連

携強化など、総合的に推進することが望まれま

す。

　本市では、市民の皆様への認知症の理解を深

めていただくために、高齢者のみならず、ボラ

ンティア、少年団など各世代を越えた認知症予
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防教室を開催し、啓発をしております。また、

地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する

認知症サポーターや、その養成講座を指導する

キャラバンメイトの養成講座にも市内介護施設

から毎年参加していただいております。

　さらに、徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク体制

の利用促進や、認知症の方の権利や尊厳が不当

に侵害されることを防ぐために青年後見人制度

の活用についても推進してまいりたいと思いま

す。

〇財政課長（北迫睦男）公共施設についての

御質問にお答えします。

　まず、公共施設の現状についての御質問でご

ざいますが、本市の公有財産台帳整備の状況か

ら申し上げます。

　平成18年施行の行革推進法に基づきまして、

国から公会計の整備推進を要請され、財務諸表

の作成・公表と公有財産台帳整備を図ることを

求められました。本市では、平成21年度から業

務委託を含めて公有財産台帳整備に取り組んで

まいりましたが、平成23年度に、市が所有する

すべての土地や建物のデータ化を終えておりま

す。

　その内容は、土地については、税務データや

地籍図データ等を使い、位置や地目、面積等が

記載された台帳の整備と地番図を作成しており

ます。また、建物につきましては、建築年次、

延べ床面積、再調達価格、耐用年数等を記載し

た台帳整備と位置図の作成を行いました。これ

により、施設数、棟数、耐用年数の残存年数等、

詳細なデータを整備いたしております。これら

につきましては全課が共有できるシステムを整

備いたしましたので、各課が必要なとき、各課

の端末で検索できるシステムとなっております。

　これまで市有財産を詳細にまとめたデータが

ありませんでしたが、今回の整備により市有財

産の状況が容易に把握でき、有効活用が図れる

と考えております。

　次に、公共施設白書の御質問でございますが、

公共施設は、各施策を展開する上で重要な役割

を担うとともに、市民活動の拠点として機能し

ております。この施設を適正に管理し、将来の

市民に健全な状態で継承していくことが重要で

あります。また、人口減少と少子高齢化社会を

迎え、より有効活用を図るために、用途変更や

施設機能の見直し、あるいは統廃合の検討も必

要になっています。

　このため、市が保有または管理運営する公共

施設の設置目的や配置状況、利用者数、稼働状

況、維持管理費、老朽度合いなどについて実態

把握を行う「公共施設白書」の作成に取り組む

団体が全国的にもふえてきております。本市で

も、施設の維持管理経費が多額になるなど問題

が生じてきており、公共施設白書の作成が必要

な時期に来ていると考えているところでござい

ます。

　本市は、昨年度に公有財産台帳の整備を行い

ましたので、次のステップとして、施設の状況

や運営状況、利用実態やトータルコスト等をさ

まざまな角度から整理・分析した白書を作成し

たいと考えておりまして、次の議会にはその経

費について審議をお願いする予定でございます。

　次に、公共施設の更新と再配置の御質問でご

ざいますが、近年の急速に進む社会的・経済的

な環境の変化に伴い、公共施設を取り巻く環境

は大きく変化しております。こうした変化に的

確にこたえた公共サービスを提供していくため、

公共施設のあり方を柔軟に見直していくことが

求められており、また、中長期的視点に立って

公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を考

えることが重要であると言われております。

　本市でも、公共施設白書を作成することで本

市の最適保有量を把握した後、今後の公共施設

のあり方を検討する公共施設統廃合計画、施設

保全計画等の策定を行い、予算編成へ反映させ

たいと考えております。
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　次に、市役所庁舎の認識についての御質問で

ございますが、御存じのとおり、本庁舎は建築

から五十数年が経過し、中庭、別館以外は昭和

56年建築基準法改正の新耐震設計基準を満たし

ておりません。地震災害に大変な不安な建物で

ございます。これまで議会でも何度も取り上げ

られ、改築等の御提案がございましたが、本市

の財政状況から先送りにされた経緯がございま

す。昨年度、市有施設整備基金の設置条例を可

決していただきまして、その足がかりとなるも

のがスタートしたと考えております。

　また、今年２月には垂水市庁舎建設等庁内検

討委員会も立ち上げまして、これまで２回の検

討会を開催いたしました。まだ情報共有や検討

会の役割等を認識したところでございますが、

今後、数回の会合を重ね、検討結果報告書をま

とめ、その後、設置します、市民や議会を交え

た新庁舎建設検討委員会へ基本構想案を提案す

る予定でございます。そこで基本構想を策定し

ていただきますが、建築場所の問題等慎重な検

討が必要で、報告書の取りまとめから基本構想

策定まで、２年から３年の期間が必要ではない

かと考えております。

　その後、基本設計や実施設計、工事発注と段

階を踏んでまいりますが、まだ現段階では、耐

震補強工事を含めた改修か新築かは決定してお

りません。耐震改修工事を実施しても、建物の

耐震性を向上させることはできますが、物理的

な耐用年数を延ばすことにはならないことや、

庁舎の狭隘化やバリアフリー化の課題等に対応

できないため、基本的には新築あるいは改築の

方向で進めてまいりますが、課題も多く、建築

着工までは数年を要すると認識しております。

〇企画課長（倉岡孝昌）自然エネルギーと節

電についての御質問の１点目、２点目、４点目

について、お答えいたします。

　まず、１点目の小水力発電についてお答えい

たします。

　水力発電は、環境負荷が小さく、発電量が安

定した、すぐれたエネルギー源として実績を持

つものであり、その中で小水力発電は、農業用

水路等の環境基盤を活用した地域の取り組みと

して、エネルギーの地産地消の観点からも昨今

特に注目されている発電方法の１つでございま

す。

　ただ、費用対効果につきましては、他の発電

方法と比較して、発電量に対する設置費用や設

置後の維持管理、保守点検にかかる費用等につ

いて検討課題があるように思います。

　事例といたしまして、高知県梼原町の発電出

力53キロワットの施設設置費用は２億160万円、

沖縄県における150キロの施設で１億3,200万円

ほどというケースがございます。沖縄県の例で

は、機械のメンテナンス費用だけでも年平均に

換算して120万円ほど必要になるという試算など

あり、場所の選定や発電の規模の検討も重要に

なるようでございます。

　また、昨年、県内の産官学による小水力利用

促進協議会が設立され、県内各地に複数の小水

力発電施設を設置するという計画も報道されて

おり、同協議会による設置事例も今後の参考に

なるものと考えております。

　会の活動といたしまして、小水力等の利用に

関する調査・研究、情報・資料の収集、情報提

供、アドバイスなどを事業に掲げられており、

同協議会にお尋ねいたしましたところ、情報の

提供をいただけるというようなこともお聞きし

ておりますので、今後、情報の収集に努めたい

と考えているところでございます。ちなみに、

年内に４カ所の着工を考えておられるようでご

ざいますが、実際の施工場所等は発表されてお

りません。

　次に、温泉発電についてでございますが、県

の鹿児島県新エネルギー導入ビジョン等により

ますと、地下から噴き上げる源泉を利用して発

電するシステムで、地熱発電バイナリー方式と
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いう名称で、従来の地熱発電とは区別され、新

エネルギーの１つに位置づけられております。

　議員が紹介されました大分県湯布院温泉の発

電事例では、70度Ｃから95度Ｃの源泉を用いて

発電するシステムを導入するような計画のよう

でございます。本市に導入できるか考えてみま

すときに、市内の各温泉の湧出時の温度は高い

もので55度Ｃ程度のようでございますので、御

紹介のシステムを使用するには熱源としての温

度は低いように思われます。

　先ほど申し上げました地熱発電バイナリー方

式は県内にこれまで導入実績はございませんが、

県の新エネルギービジョンにおいて今後の導入

の検討が進められる計画のようでございます。

　次に、計画停電についてでございますが、本

年夏の電力需給対策は、５月18日に行われまし

た政府の電力需給に関する検討会合とエネルギー・

環境会議の合同会議において正式決定され、そ

の中で、御質問の計画停電につきましては、不

実施が原則だが、万が一に備えたセーフティネ

ットとしての計画停電の準備について検討に着

手することとされております。

　計画停電が実施されるとなりますと、電力会

社が区域割やスケジュールを事前に公表し、電

力の供給を２時間程度停止することになり、区

域割やスケジュールの公表の時期は６月中旬に

なるようでございます。

　電力供給に関する周知広報につきましては、

新聞紙上では連日「でんき予報」として、電力

供給量に対する使用状況の見通しが示されてお

りますほか、電力各社のホームページではその

日現在の電力使用状況が頻繁に更新され、情報

提供に努められているようでございます。

　本市の対応といたしましては、県の照会に応

じて計画停電に係る緩和措置を希望する市の施

設リストを回答いたしておりますほか、政府の

需給逼迫警報発令など、計画停電に関する情報

は関係機関からもアナウンスされますが、市に

おいても、防災行政無線放送による市民への周

知や「垂水ほっとメール」による情報配信など

考えております。

　また、計画停電回避策としての節電の取り組

みが欠かせませんことから、市職員や各課関係

先への節電協力の周知に努めますとともに、市

ホームページ上で節電や省エネについて、熱中

症対策に十分配慮しながら実施できる範囲での

取り組みをお願いするお知らせを掲載いたしま

したほか、広報７月号におきまして同様の掲載

を予定しているところでございます。

〇財政課長（北迫睦男）公共施設のＬＥＤ化

の御質問にお答えします。

　本市は現在、市庁舎、公民館、学校など63施

設、481棟もの建築物を有しております。全施設

での電力消費量は相当大きいものと考えられま

す。かねてから職員等にお願いをし、電気ポッ

ト類の撤去や小まめな消灯など節電努力はいた

しておりますが、この５月には、電力消費を制

限するためエコネットシステムを導入し、空調

の温度管理等をさらに徹底するよう計画してい

るところでございます。

　御提案のＬＥＤ照明は、電力消費量が小さく、

長寿命で更新頻度も低いことから環境負荷の低

減効果がありますが、近年はＬＥＤ照明の性能

は著しく向上し、イニシャルコストも下落して

いると聞いております。

　先ほど公共施設白書の御質問に、トータルコ

ストについてもさまざまな角度から整理・分析

した白書を作成したいと申し上げましたが、Ｌ

ＥＤ照明の導入につきましては十分検討の必要

があると認識しておりますので、そのことも含

めて今後対応できればと考えております。また、

庁舎につきましては、建築時に導入を検討して

いければと思っております。

〇池山節夫議員　じゃ、２回目を二、三点だけ

質問させていただきます。

　保健福祉課長、まだ来られて間もないんです
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けれども、垂水は4,180円、第５期が、その前が

4,020円で160円だけ上がっているんですよ。私

は大隅の広域の議員として監査を向こうでした

りするんですけどね、鹿屋は高いですよ。鹿屋

は第４期が4,600円だったのが今度は5,990円、

1,390円上がっています。志布志市が4,544円、

第４期だったのが、今度は5,760円、1,216円上

がっています。この大隅管内だけでも160円、今

さっき答弁で一番安い値上がりだという話もあ

ったんですけど、それと一番安いんですよ。こ

れは非常に、保健福祉課単独だけでもないんで

しょうけど、よくやっているということで、こ

こで褒めておきましょう。これは大変ですよ。

5,990円と4,180円ね、１カ月だから。それはも

う2,000円近く違いますからね、２カ月に１回ず

つ引かれたら、それはもう市民は大変ですよ。

まずこのことに対しては敬意を表するとともに、

もっと努力を続けていただくようによろしくお

願いしますね。これはいいと思います。

　私は、この第５期の計画をちょうど冒頭本会

議でいただいて、ざっと目を通しただけで質問

をちょっとしたんですけど、１つ、この計画に

気になるのが、今、新城の南中の向こう側、東

側と言えばいいんですかね、あそこをちょっと

私が聞いたところでは不動産屋さんが買ってい

るんですよね。それで、なぜ買っているんだろ

うかということでちょっと調べたら、老健施設

をつくるか、そういう介護保険事業関係の施設

をつくるんだと。それについて、私が聞いたと

ころの土地は駐車場にしたいから売ってくださ

ってもいい、借りてもいいというようなことを

聞いたんですよ。こういうのができると、今後

の第５期の介護保険事業計画にどんなふうに影

響してくるのか、その点について全体的に１回

だけ聞きますね、その点を聞きます。

　それと、公共施設についてはＬＥＤも白書の

段階で検討していくということで、非常にいい

答弁だったと思います。

　私は、この市役所の庁舎についてだけ質問し

たいんですよ。もう、前々回ですね、川越議員

も質問されまして、私も質問したことあるんで

すけど、以前、降灰対策の特別委員会をやって

いるときに、そこの委員会室でちょうどやって

いるときに地震があったんですよ。それも震度

３ぐらいだったんでしょう。それでも結構揺れ

たんですよ。そのこともここで、議会でも言っ

たんですけどね、それは怖いですよ。まだ上に

いるほうはいいけど、下にいる市民課、課長、

怖いですよ、死にますよ、本当に。いや、もう

耐震もないし、この天井とか、この床、ちょっ

と揺れたら落ちますもん。

　私は、建物だから、財政的なものもあるし、

市民の判断も聞かなきゃいけない。森議員が言

われたのはもっともなんですよ。だけど、防災

の拠点としての機能もあるし、それで職員の安

心・安全も、そしてここに来られる、市民の方々

が出入りされるわけですよ。そのときに巻き込

みますよ、地震が来たら。それは地震が来ない

保証もないし、震度５以上が来ない保証もない

わけですから。

　ぜひここは市長に伺いましょう。いろんな思

いもあるでしょうけど、私はですね、我々が議

員の間には間に合わないでしょう、さっきから、

検討委員会で試算をするのにも２～３年かかる

し、それから、かかっても数年かかるというこ

とですからね。それを改築か、まだ補修か新築

かがまだ決まっていない段階ですから、もっと

かかると。私はここで、議会から声を上げてお

きたいと思うのは、ぜひ新築していただきたい。

もう耐震補修なんかやってもね、寿命がちょっ

と延びるかどうかわからないけど、無駄だと思

いますね。私の意見です、これは。だから、ぜ

ひ早く検討委員会でも新築の方向で皆さんで検

討していただいて、ぜひ早くしていただきたい。

そして、ここにおられる、我々はあれでしょう

けど、１期、２期の議員の同僚議員がその新し
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い庁舎でまた垂水市のために議論を活発にやっ

ていけるように、これは私からの提案です。そ

れを市長にもどんなふうにお考えか、この点に

ついて伺います。

　小水力発電について伺いました。

　ランニングコストがかかるということで、こ

れについてはまた今後の課題としてお願いをし

ておきます。

　これはちょっと違うんですけどね、この前、

肝付町が垂水にも来られた、あるいはリニュー

アブル、あそこと今度、テレビで出ています。

太陽光発電をすると。それで、市民にも最大14

万円、肝付町は補助をするというような話があ

りましたよね。これは通告外だから、聞いても、

また通告外はするなということでもめますから

やめておきますけど。

　もう１つだけ提案しておきますと、読売新聞

に４万9,800円でリプソーラーシステムといって

ね、このぐらいのパネルなんですよ、太陽光の、

まあ５万円ですからね。それを家庭で持ってい

て、日光がこういう天気のときは２日あればフ

ル充電できて、ＬＥＤの照明だと20時間もつと。

それが災害とか緊急用に役立つというようなこ

とが出ていたんですけど、今後こういうものに

対しても補助をやっていけないか、こういうこ

とを検討していただきたいということで、この

点については要望しておきます。

　まず、質問としては保健福祉課長、それから

市役所庁舎に対して市長に、この２つをお願い

いたします。

〇保健福祉課長（白木修文）では、２回目の

池山議員の御質問にお答えします。

　新城地区において有料老人ホームが計画され

ているのかという御質問でございますが、事業

計画があるのは事実のようでございます。保健

福祉課には５月末に事業を計画されている方が

あいさつに来られ、介護担当係長が対応いたし

ましたが、国土交通省の補助事業を利用した高

齢者専用賃貸住宅、いわゆる住宅型有料老人ホー

ムでございまして、これを旧垂水南中学校横の

民有地に建設するというものでございました。

　施設の概要は、介護保険の対象とならない40

床程度の温泉つき高齢者専用賃貸住宅を平成24

年度中に建設し、また、敷地内に介護保険の適

用となるデイサービスセンターも併設して、広

く市内外の住民の方にも利用してもらう施設を

つくるという説明でした。この施設は県の許可

は必要としますが、垂水市の許認可は不要でご

ざいますので、垂水として施設の必要性を議論

することは事実上、不可能でございます。

〇市長（尾脇雅弥）庁舎建設についての私の

見解をお尋ねでございます。そのことについて

お答えをいたしたいと思います。

　昨年の12月議会、川越議員の御質問にもお答

えをいたしましたけれども、東日本大震災の現

地に赴き、大変な状況であったということをお

話をさせていただきました。この市役所の庁舎

自身も50年以上が経過をして、判断の時期でも

あるというふうに考えておりますので、庁舎建

設についてはしっかりと検証を行い、年次計画

を立てて実施していきたいと御答弁をさせてい

ただきました。

　その後、庁舎建設など庁内検討委員会も立ち

上げ、３月には市有施設整備基金の設置、管理

及び処分に関する条例も施行させていただきま

した。幸い平成23年度は順調に基金積み立ても

できたところでございます。今後まだ財源の確

保が必要でございますが、庁内検討委員会での

検討結果報告書を待って、市民の皆様と基本構

想を策定していきたいと考えております。

　耐震性が問題となっている庁舎でありますが、

先ほど財政課長が申しましたように、耐震補強

を行っても耐震年数が延びるということにはな

らないと聞いております。また、先ほども申し

ました、建築から五十数年が経過した建物で経

年劣化が著しいものと考えられます。改修か新
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築かの方向性につきましては総合的に判断すべ

きと考えますが、そう遠くない将来実施しなけ

ればならないことであると思いますので、皆様

と御相談をしながら、できるだけ早い時期に前

向きに工事に着手できるよう努力していきたい

というふうに考えております。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　大体わかりました。

　保健福祉課長ね、最後に１点だけ、介護の何

だったっけ、そういうのがあると、やっぱり第

５期の計画自体に、施設をつくることに関して

は垂水市は何も言えないということなんだけど、

第５期の計画自体には影響しますよね。その点

について、どれだけ影響するかという聞き方は

あれでしょうけど、影響するかしないかだけ。

〇保健福祉課長（白木修文）確かに、今回建

設を予定されている介護保険施設、こういうの

ができますと、鹿屋市であったとおり、鹿屋市

はこういう施設が年間20カ所ぐらいできまして、

それで、ここも市の許認可を必要としない施設

であったために、先ほど池山議員もおっしゃっ

たとおり、2,000円近い値上げとなったわけです。

　今回、垂水市もこういう同じような施設が予

定はされているんですけど、今のところ１カ所

なんですけど、介護保険料に対しての影響とい

うのは、その通所介護サービスが同時にできる

わけですので、ある程度の影響はあるとは思い

ますけど、それはできてみないと、そこをどれ

だけ利用されるかによってやっぱり影響の度合

いが違いますので、もうそこは経緯を見守ると

いうほかしかないと思います。

〇池山節夫議員　わかりました。

　市役所庁舎については、ぜひ早急な検討をお

願いしておきます。

　私の質問はこれで終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、５番池之上誠議員

の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、２日目、午後１番

の前語りを考えておりました。お昼前のひとと

き、もうしばらくおつき合いいただきたいと思

います。

　本市の米どころであります我が水之上校区も、

６月４日に水回しを終わりまして、今、トラク

ターによる耕うんが行われ、きれいな田んぼの

土が見えております。これがあと１カ月、２カ

月たちますと緑に変わり、そしてまた４カ月た

ちますと黄金色に変わる、そういう美しい自然

の中で、自然の恵みを楽しみにして待ちたいと

思います。

　さて、議長より許可をいただいております。

一般質問を通告に従い、順次質問していきます。

簡潔明快な御答弁をよろしくお願いを申し上げ

ます。

　まず、最初に、再生可能エネルギーについて

質問をいたします。ただいまの池山議員の質問

と重複しているところは割愛をしてまいります。

　地球温暖化の主要因であるＣＯ２等の排出規制

を求める京都議定書制定より15年を経過しよう

としている現在、化石燃料等にかわる代替エネ

ルギー資源として、太陽光、風力、バイオマス

等の自然の力を利用する再生可能エネルギーが

注目され、さまざまな研究開発がなされてきて

おります。

　さらに、昨年３月11日の福島第一原発事故以

来、原発に対する安全神話も完全に崩壊し、脱

原発あるいは原発依存度の縮減などに世論が動

いております。日本におけるエネルギー自給率

４％の現実を肌で実感できる今、再生可能エネ

ルギーの普及・拡大は喫緊の課題となってきて

おります。

　本市でも、本城川の水力発電、牛根・岳野の

風力発電、高峠の太陽光発電など、稼働あるい

は計画されているものもあります。

　そこで質問いたしますが、垂水市での豊富な

自然の力を利用する再生可能エネルギー資源活
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用への取り組み等についてお伺いをいたします。

　次に、通学路、避難経路などの教育環境につ

いて質問をいたします。

　まず、通学路について質問いたします。

　新学期を迎え２カ月を過ぎ、大方の児童生徒

が希望に満ち、学校生活を楽しんでいるだろう

と思います。そのような中、京都府亀岡市で集

団登校中の児童の列に18歳の無免許運転の車が

突っ込み、多数の死傷者を出すという痛ましい

事故が発生したのを皮切りに、続けざまに全国

で同様の事故が報じられました。安心であるは

ずの通学路上での事故であり、悔やみ切れない

感情をぬぐえません。

　これらの事態を受けて、文部科学省、国土交

通省、警察庁が通学路における緊急合同点検の

通達を出しましたが、このことは昨日の北方議

員の質問と重複し、納得のいく、通達の内容に

ついては学校教育課長のほうから答弁があり、

理解をいたします。内容については今回は割愛

をさせていただきますが、この後の一問一答の

中で、違う観点から１つ、２つ質問をしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

　次に、避難経路、避難場所について質問いた

します。

　先月25日・26日に県防災訓練が垂水市で行わ

れました。関係機関と密に連携した大々的な訓

練を見学でき、防災の意識を改めて認識できた

と思っております。中でも、津波を想定した避

難訓練が市内保育園あるいは振興会等で実施さ

れておりましたが、課題等も残されたのではな

いかと思っております。東日本大震災の想定外

の大津波の甚大な被害が記憶に鮮明な今、命の

安全は高台への避難に尽きるのだろうと思って

おります。

　人口減少の続く本市において、宝である子供

たちを預かる市内各小・中学校では、水之上小

学校を除いては錦江湾の近くに位置しておりま

す。大震災の教訓を得て、教育現場では避難場

所、避難経路、避難手順などのマニュアルは策

定済みと思いますが、それらの計画内容及び訓

練実施等の状況について、まずお伺いをいたし

ます。

　３番目に、交通事故及び安全施設について質

問をいたします。

　23年度は、鹿屋警察署管内では「非常事態宣

言」が出るほど交通事故の発生件数が多く、垂

水市内においても死亡事故件数も極めて多かっ

たと記憶しております。事故要因についてはさ

まざまな要因が積み重なり、単純に決められる

ものではないと思いますが、過去の事故検証に

よるデータから見てどのような特徴があるのか、

お伺いいたします。

　また、垂水市内において発生した交通事故の

件数等についてもあわせてお伺いをいたします。

　最後に、定員適正化計画について質問をいた

します。

　単独市政を選択し、平成17年の行政改革大綱

の目玉として定員適正化計画が策定され、10年

間で50人の職員削減の目標に向かって、今なお

改革の途上にあることは承知しております。計

画当初から８年目を迎え、社会情勢、また庁舎

内情勢も変化してきております。

　財政立て直しが根本にあった計画内容でした

が、職員の若返り等により給与削減には大いに

貢献し、財政改革では高く評価されると思いま

すが、反面、給食センターの民営化を断念し、

消防広域化の協議会も今現在頓挫している現在、

時代に適応した計画の進捗状況にあるのかどう

か。また、職員削減による事務取り扱いへの弊

害等はあるのかないのか。市役所内部からの評

価をお伺いいたしまして、１回目の質問を終わ

ります。

〇企画課長（倉岡孝昌）再生可能エネルギー

について、お答えいたします。

　再生可能エネルギーにつきましては、風力、

水力、地熱、太陽などがございますが、水力と
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地熱につきましては、先ほどの池山議員の御質

問にお答えしたとおりでございます。

　風力についてでございますが、垂水市地域新

エネルギービジョンに基づく推計によりますと、

市内の比較的標高の高い地域に風力発電施設設

置対象エリアが存在しておりますことから、利

用可能性のある資源であると考えられます。

　ただし、風力発電に関しましては、県が策定

しております鹿児島県風力発電施設の建設等に

関する景観形成ガイドラインとの整合を図りつ

つ協議を進める必要がございますことや、事前

の風況調査、及び規模によりましては環境影響

調査も必要になりますことなど、準備に２年か

ら３年の期間を要するようでございます。

　太陽光につきましては、これまで御説明して

おりますとおり、高峠地区におけるメガソーラー

プロジェクトが進んでいるところでございます。

　高峠メガソーラープロジェクトにつきまして

は、国が決定する電力の買い取り価格・期間に

よります事業の採算性を精査し、本市に立地す

るかの最終決定がなされると、さきの議会で御

説明いたしておりましたが、事業採算性が見込

まれます一定の方向性が示されましたため、最

終的な規模決定にまだ至ってはおりませんが、

上限の範囲内での売電に関する事業者と九州電

力との本協議にも入っておりまして、協議に３

カ月ほど要しますことから、協議完了後の本年

９月ごろの着工に向け、計画が進められている

ところでございます。

　また、事業者から事業規模を拡大したいとの

提案がございまして、高峠のグラウンドや隣接

する緑地を候補地として拡大を進めたく、地元

説明会による意見聴取など行っているところで

ございます。

　なお、本プロジェクトにつきましては、本議

会において総務文教委員会の現地視察時に建設

候補地をごらんいただくとともに、全員協議会

においての進捗状況に関する説明をさせていた

だこうというふうな予定でいるところでござい

ます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）よろしくお願い

します。

　それでは、池之上議員の御質問にお答えさせ

ていただきます。

　まず、この通学路見直し通達につきましては、

先日の北方議員への答弁の内容で御理解をいた

だきましたということで、まことにありがとう

ございました。割愛させていただきます。

　次の各学校の防災避難経路及び避難場所につ

いてでございますが、各学校の津波対応の避難

訓練の実施状況でございますけれども、平成23

年度は市内各小・中学校で避難計画に基づき、

全小・中学校が実施いたしました。今年度も既

に実施済みが３校、11月までに市内すべての小・

中学校が実施いたします。

　なお、各学校の避難場所につきましては、水

之上小学校は水之上定住促進住宅、牛根小学校・

松ヶ崎小学校・垂水中央中学校が校舎屋上、残

り５校が学校裏の高台を避難場所に指定してお

ります。

　以上でございます。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）池之上

議員の交通事故についての御質問にお答えいた

します。

　平成23年中、市内における交通事故発生件数

は117件、うち死者は６名、負傷者は153名でご

ざいます。死亡事故は４件発生し、内訳としま

して、対向車線はみ出しによる普通乗用車と大

型貨物車との正面衝突により、二川地区国道で

３名、牛根麓地区国道で１名、横断中の歩行者

がはねられる事故により、柊原地区国道で１名、

水之上地区市道で１名、計６名の方が亡くなら

れています。市内の方は、柊原、水之上・牧、

牛根麓の３名でございます。

　ちなみに、平成24年中は５月31日現在、交通

事故発生件数は42件、死亡事故は０件で、昨年
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同時期と比べ減少しております。

　事故発生の要因としましてさまざまな要因が

あるわけですけれども、最近は運転者の前方不

注意や安全不確認、歩行者の左右不確認が多く

なっているようです。

　以上です。

〇総務課長（山口親志）池之上議員の質問の

定員適正化計画の進捗状況及び評価についてで

ありますが、先ほども指摘がありましたとおり、

平成17年11月に策定しました新定員適正化計画

に基づきまして、平成17年４月時点で、現業、

消防職員を含めて職員数285人を平成27年４月時

点の10年間で50人削減する計画を進めておりま

す。

　退職者のほぼ半数を採用し、平成24年４月時

点の計画数252人に対しまして現状数は248人で、

計画人員より４人多く削減をしております。こ

のことから、新定員適正化計画に対しては計画

どおりの進捗状況でありますので、成果が出て

いると思われます。

　以上で、新定員適正化計画の進捗状況と評価

について御報告します。

〇池之上　誠議員　一問一答でお願いします。

　再生可能エネルギーについてはいろいろ言わ

れましたけれども、やはりコストとかいろいろ、

ほかの制約とかやっぱりあるようでございます。

　売電価格と言われましたけれども、ことしの

７月１日から固定価格買取制度が始まるという

ことで、その売電のお金を、四十幾らでしたか

ね、そういうのを最終的には消費者が負担をす

ると、賦課金という形で負担をするということ

になっているみたいです。鹿児島県のほうも再

生省エネ事業計画ということで47件、発電７万

戸分ということで新聞に報道がありましたけれ

ども、太陽光あるいは中小水力発電あるいは風

力１件というような感じで出ております。

　この再生可能エネルギーというのは、自然界

で繰り返し使えるということ、あとＣＯ２を発生

しないということで非常にいい取り組み、その

もの自体はいい取り組みだろうと思っておりま

すけれども、要は費用対効果、投資した費用に

対してどれだけのものが返ってくるかというの

が二の足を踏むところじゃないかなと思ってお

りますけれども、行く行くは脱原発あるいは脱

石油の化石燃料ですね、そういうところに向か

っていかないといけないということで、今から

こういう取り組みを垂水市としてもやっていく

必要があると、総体的に見て思っております。

　垂水のほうでも高峠のほうに太陽光ができる

予定ですが、その点については、その設置場所

がきのうの大薗議員の話でユズ園の跡とかいろ

いろ出ておりました。その辺を聞くと、えっと

いう思いもしないでもないですが、この辺につ

いてはまた委員会等でもうちょっと詰めていけ

ればなと思っております。再生可能エネルギー

については、これからの地球を考えたときにぜ

ひ必要な取り組みであるということを申し述べ

て、垂水でもできるところは頑張ってやってい

ただきたいというふうに一応要望をして、終わ

りたいと思っております。

　次に、通学路見直しについてお伺いいたしま

す。

　文科省の通達については、きのうの話で一応

納得しました。それは８月までにそういうとこ

ろを点検をすると、合同で点検をするというこ

とだったみたいですけれども、北方議員も２度

目、３度目にちょっと突っ込まれましたけれど

も、私も危険箇所の抽出というのはもう毎年毎

年やっておられるということでわかっていると

思うんです。

　要は、このフローチャートがありますけれど

も、このステップ２ですね、この中で、じゃど

ういう対策をしていくのかということが私は一

番気にかかるところじゃないかなと思っている

わけです。どうしてこういう通学路の緊急合同

の点検を国からしなさいとなったかというと、
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そこにそういう問題があったところについては

何らかの補助をするんじゃないかという淡い期

待を持っているわけでして、そうなったときに

単独でできない箇所もいっぱいあると思うんで

す。だから、そういうのを市役所の皆さんは目

を大きく開いて、チャンスを逃さないような体

制をつくっていただきたいというふうに思って

おります。

　そういう中で、我が水之上を見ますと、私も

昨年12月の議会で質問したことがあるんですけ

れども、例の本城川の右岸側ですね、牧橋から

今川原橋というところで「実態をわかっており

ますか」と言いましたら、前の課長は「わかっ

ております」ということで、何らかの対応をし

たいということをおっしゃっていただきました。

今回こういうふうに通学路の見直しということ

が出ましたので、それに引っかけて今回また質

問をするわけですけれども、そういう制度を見

つけながら取り組んでいかれれば、できない仕

事もできてくるんじゃないかなというふうに思

っております。

　そのところで聞きますけれども、市道塩田・

田畑線ですね、そこについてのその後の検討内

容といいますか、市役所内、土木課内ではどの

ような検討をされてきているのか。まだ半年し

かたっておりませんので、事を急ぐのも何かと

思いますけれども、そういう話が進展している

のであればお知らせください。

〇土木課長（宮迫章二）塩田・田畑線の路面

改修について、お答えいたします。

　議員言われましたように、この件に関しまし

ては昨年12月議会でも質問され、その同じよう

な回答になるかもしれませんが、一応現地も確

認しているところでございます。

　御指摘のとおり、牧橋から今川原橋までの区

間につきましては、路面がひび割れ、特に河川

側の路肩が下がっており、交通車両や通学生な

ど歩行者の通行に支障があると認識していると

ころでございます。路面の傷み方を見ますと、

オーバーレイだけの復旧ではまたすぐにひび割

れが入ってくるものと思われますので、路盤か

ら改修しなければならないと考えるところでご

ざいます。

　そうなりますと、通常の単独費では財政面で

厳しい状況にありますので、過疎事業やその他

の有利な事業等があれば活用することも視野に

入れ、計画していかなければならないと考える

ところでございます。それまでの間は、特に傷

みの激しい箇所につきましては応急的な対策を

行いたいと考えているところでございます。

　以上であります。

〇池之上　誠議員　応急的な対策ということで

した。一緒のことですけど、市長、ほかの市内

の各小・中学校を見ますと、大体国道沿いです

ね、歩道もちゃんと整備をされていると。水之

上の、私がこだわるんですけれども、市道です。

水之上には市道しかないと、もう何回も言って

おります。そういう中でやっぱり、今さっき市

民相談サービス課長が言われたのは、運転手の

前方不注意とか歩行者の左右不確認とか、人間

の不注意が主だと思っております。そういう中

で市道の管理者ですね、市長、そういう人がそ

この道を悪いと思っていながら直さんかったと。

そうしたら、車の運転で路肩にハンドルをとら

れたと、たまたまそこに子供がいて大きな事故

につながったとなったときに、だれに責任があ

るかとなると、道路管理者になるということだ

と思います。

　そういうところで、単独では難しいと言われ

ましたが、もし、私が言ったのは、こういう通

学路の見直しと、そういう国の補助とかそうい

うのがあればそれに引っかけて何か事業をしな

さいと、してほしいなということで言っている

わけですが、そのことについて市長、一言あれ

ばお願いします。

〇市長（尾脇雅弥）昨年、大変残念な事故も
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起こりました。私自身、５歳のときに交通事故

に遭って２人の友達も一緒に、一緒にというか、

亡くしたという経緯もございます。やはりそう

いった意味からも安心・安全、大事なことであ

るというふうに考えております。

　今、御提案いただいた、現状では担当課長が

申したような状況ですけれども、情報収集をし

て、いろんな方策があれば、その中で、環境的

に道路が悪かったから今おっしゃられたような

ことになってはいけないと思っておりますので、

その辺はもう一回集まって現場も検証し、いろ

んなことも検証しながら対応していきたいとい

うふうに考えております。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

前向きな回答をいただいたと思っております。

　水之上校区も毎月振興会長さん方が集まって

もらって、ボランティアの草払いをやっており

ます。その中で今言った通学路の問題とかあっ

て、やっぱり草が生い茂っていますと逃げられ

ません。そういう意味でも、視界をよくする意

味でもそういう活動をやっている校区でござい

ますので、市長が言われたところで、余り財源

がない、厳しいということだけで済ませてもら

わずに、ぜひ優先順位を上げてもらって何とか

対処してほしいなというふうに要望をして、こ

の通学路の件については終わりたいと思います。

　次に、避難経路、避難場所について学校教育

課、教育委員会のほうにお聞きをいたします。

　避難訓練とかは完全に実施をされているとい

うことで安心をしました。これからもいつ何ど

き災害というのは起こるかわかりませんので、

気を抜くことなく、訓練のほうについてはちゃ

んと実施していただきたいと思っております。

　そしてまた、避難場所を言われました。水之

上は海から遠いということで定住促進、この何

階に上るかわかりませんけれども、定住促進。

海抜も20メートル以上あるのかなと推測いたし

ます。その後、校舎の屋上に逃げると言われた

のが何校、４校でしたか。（「３校です」と呼

ぶ者あり）ああ３校ですか。海抜の高いところ

にある学校もありますし、そこでも３階建ても

ありますし、それでも十分なのかなと思ってお

ります。

　ただし、垂水中央中学校も入っていたみたい

ですが、あそこは２階建てですね。建物自体で

も高くても７メートル、屋上は７メートルない

だろうと思っております。海抜が５メートルば

っかりですか。そうしたら12メートルぐらいの

高さしかないということで、果たして、避難場

所として安全なのかなというちょっとクエスチ

ョンマークがつくんですけれども、その点につ

いてはどうか。

　そしてまた垂水中央中学校についても、見て

みますと、屋上に手すりはついておりますけれ

ども、落下防止のフェンスとかそういうのは全

然ない、格子もない。非常に屋上に上がったと

きに危ないと。ふだんでも多分、屋上は利用し

ていないだろうと思っております。その点につ

いてどうお考えか、あわせてお聞きをしたいと

思っております。

　そしてあと、高台避難というのが５校ぐらい

ありましたかね。そういうところで、高いとこ

ろに逃げるというのが一番安全なんじゃないか

と思っております。各小学校を見ますと、20人

以下の小規模校がいっぱいだと思います。それ

であれば、急峻な山であれば海抜、海からの高

さを20メートル以上と想定した場合に、それが

とれないところは避難場所をつくってあげると、

コンクリートでつくってあげると。あるいは道

路を、新しく避難経路をつくって、そういう避

難場所を設置してあげるということも必要じゃ

ないかと思いますが、その点について答えられ

る範囲でこの点はいいですけれども、よろしく

お願いします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは、池之

上議員の御質問にお答えいたします。
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　まず、安全性、各学校の避難場所の安全性に

ついてでございますが、学校裏の高台を避難場

所に指定している学校では、裏山が地震等で崩

れ、避難が困難な場合には、校舎屋上または校

舎の最上階を第２避難場所に指定しているとこ

ろでございます。各学校では、校舎屋上に避難

する際は転落防止のための職員の配置と児童生

徒への安全指導を行います。

　先ほど御質問がございました中央中学校の屋

上のことでございますが、６月22日、今月の22

日に中央中におきまして津波対応の避難訓練が

計画されております。その結果等も受けまして

検討していくという考えでおります。

　それから次に、避難道路の確保についてでご

ざいますが、各学校で避難経路の安全点検を実

施し、避難経路を指定しておりますけれども、

災害発生時は災害の状況に応じて避難経路を確

保することにしております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

先生方の避難誘導ということで一応計画はされ

ているみたいですが、果たしてそれで安全なの

かというクエスチョンはぬぐい切れないという

ところであります。

　これからちょっと市長、市長にお話をするん

ですけれども、中学校の場合、本当に海抜十何

メートルですね。大震災も想定外の津波が来た

わけであって、今、津波３メートルという想定

をされておりますけれども、その想定外が来た

ときに屋上にいた子が流されたとなれば、本当

に目も当てられんという気がします。本当に高

台、近くに上野台地があるわけですが、そこに

は本城川があると、大きな危険箇所です。そう

いうところで私が思うには、マイロードがあり

ますね、マイロードからちょうど上野の入り口

までにね、直線なんですよね、そこに人道橋を

つくれば避難もすごく早くできるし、あるいは

中学校周辺の皆さんも国道の込んでいるところ

まで出なくても、そこを使って避難ができるん

じゃないかというふうに思っているわけです。

これは多額なお金が要りますけれども、そうい

う避難経路をつくってあげるということについ

て、市長、今々でもないですけれども、安心・

安全のためにどうですか、この意見は。どう思

われますか。

〇市長（尾脇雅弥）津波が発生した場合、高

台に逃げるということが東日本大震災の本当、

大きな教訓だと思います。県の総合防災訓練、

そしてまた、せんだっては南三陸のいろんな体

験の話も聞かせていただいて、改めて命を守る

ということの環境整備、大事なことだなという

のを感じることでございました。

　今、池之上議員が御提案いただきました垂水

中央中の生徒や付近の住民ということを対象に

して、避難する事態が発生した場合に直接的に

上野台地の高台に逃げられるようなということ

での御提案で、全然考えてもおりませんでした

けれども、１つの提案としてありがたいことだ

というふうに理解をしております。

　ただし、御自身も申されましたけれども、人

道橋を設置するということになりますと、構造

的な計算をしなくてはならなかったり、距離も

250メートルあります、かなり工事費もかかると

いうこと等もございますので、それと、大津波

が来たときに非常に助かるということでありま

すけれども、かねての利活用というのがなかな

か難しい部分もございますので。

　ただ、御提案いただいた趣旨というのは非常

に理解をいたしますので、あらゆる可能性の１

つではありますので、もちろん人の命というの

はほかにはかえられませんので、そういった観

点も含めながら、総合的にまず検証をしていき

たいというふうに思っております。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

ちょっと唐突な質問でしたが、やってできない

ことはないだろうというふうに思っております。
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　あと、かねての利活用ということも言われま

したが、そこから見る高隈へ上る朝日、あるい

は錦江湾のちょっと先の鹿児島の山に沈む夕日、

これをマイロードを利用しながらそこを見て、

上野台地まで上るという活用も非常に考えるわ

けですので、利活用もその辺にあるんだという

ことで知っておいてほしいなというふうに思い

ます。これはぜひ、できるのであれば要望をし

ておきたいというふうに思っております。

　次に、交通事故あるいは安全施設についてお

聞きします。

　先ほど課長の答弁から、昨年より減少をして

いるということでした。昨年は死亡事故は６人

ですか、６人あったということで、我が水之上

からも１人の、小学生でしたけれども、犠牲に

なってしまいました。そういうところから見て、

非常に交通事故というのは大変なことだなとい

うふうに思っております。

　そこで、ちょっとまた聞くんですが、浜平大

都線と瀬戸山線の交差点、すなわち水之上の田

んぼの真ん中の交差点ですね、ここは結構事故

が多いんです。もう大きな音がします。これは

本当に、道路はどっちも広くて立派な道路がで

きているんですけれども、これはまず運転手の

確認が悪いということと、あるいはどっちが一

たん停止なんだろうかという不徹底さもあるだ

ろうし、地元民はわかっておりますけれども、

よく鹿屋方面に行かれる方、鹿屋方面から来ら

れる方はその辺がわからずに突っ込んでしまう

ということが大方だと思っております。

　そういう中で、地元ではそこに信号機をつけ

てくださいということを行政連絡会でも何回も

多分言っているだろうと思っております。この

信号機については公安のほうで優先順位を決め

てやっていくんだということですが、何かこう、

一番危険なんだけどな、何でしてくれんかなと

いうふうな思いが強いわけですよね。市役所の

ほうも多分その辺のことは状況を把握されてい

るだろうと思っておりますけれども。

　そこで、お聞きいたしますけれども、瀬戸山

交差点ですね、何件ぐらい事故があったのか。

どういう事故だったのかですね。そして、信号

機の要望についても多分聞かれているだろうと

思いますが、その辺についての対応はどうだっ

たのか、お聞きいたします。

〇市民相談サービス課長（中谷大潤）２回目

の質問にお答えします。

　まず、市道浜平大都線と瀬戸山線が交差する

田畑交差点での交通事故発生状況ですが、23年

中に人身事故が２月と４月の２件発生しており

ますが、２件とも軽傷で済みました。24年中に

は１件の人身事故の報告を受けております。

　次に、信号機設置の計画についての質問です

が、信号機の設置につきましては、議員も御存

じかと思いますが、鹿児島県公安委員会の管轄

になることから、新たな信号機の設置につきま

して鹿児島県警に問い合わせをいたしましたと

ころ、まず地区住民から管轄警察署へ要望して

いただき、管轄警察署で過去の交通事故発生状

況、交通量の調査や交差点・道路の条件などを

総合的に判断して、設置の必要性があれば警察

本部へ上申し、警察本部で内容を検討して予算

措置を行いますが、また、別機関の信号機設置

に関する公安委員会で設置を決定するとのこと

です。このような段階を踏まえてようやく設置

となるわけですが、年間200件程度の要望があり、

年次的計画における優先順位や緊急度により30

件程度が設置されると聞いております。

　田畑交差点の信号機設置については、垂水幹

部派出所に聞いたところ、口頭による要望はあ

ったようですが、文書による要望書が提出され

ていませんので、設置についての第１段階とし

て要望書を提出していただければと考えており

ます。

　議員も御存じのとおり、本市ではここ数年交

通事故が多発し、とうとい命が奪われておりま
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す。市といたしましても、市民の安心・安全を

守るために、地区住民のみの要望に任せるので

はなく、要望書提出時に市と連名での申達など

について警察と協議してまいりたいと考えてお

ります。

　ちなみに、信号機１台の金額ですが、押しボ

タン式が300万円、通常の定周期式が500万円、

感応式が900万円程度と聞いております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　市も連携して要望書につい

ては出していただけるようなことを今言ってい

ただきました。要望書を出していなかったのが

悪かったんだろうなと今、反省をしております

けれども、市のほうもそういうのが出ていなけ

れば、これを出したほうがいいですよというの

もひとつ、ぜひやってほしいなと思っておりま

す。

　それで、今、信号機の値段も出ましたけれど

も、今、市長が議員時代、鉄道跡道路と瀬戸山

線の交差点、あそこに点滅信号をつけてくれと

再三言われたことがあります。それは、市長が

言われてから１年か２年で多分ついたんじゃな

いかなと思っておりますが、政治力かなと思っ

ておりますけれども、市長の政治力を今回ぜひ

使っていただいて、200件中の30件の中にぜひ入

るように御配慮いただきたいなと思っておりま

す。この件についてはよろしくお願いをして、

終わりたいと思います。

　続きまして、これは土木課長も現状は把握さ

れていると思いますが、先ほど言いましたよう

に、悪いところをわかっていながら直さんかっ

たのはやっぱり道路管理者の責任だという意味

合いから質問をしておりますが、この嫁女川の

ガードレールについての対応、今後の対策、そ

れを少しお知らせください。

〇土木課長（宮迫章二）嫁女川用水路ガード

レールの現状把握でございますが、この箇所に

つきましては、毎年水之上地区の行政連絡協議

会からも要望が提出されており、現場も確認し、

ガードレールの支柱が根元から折れ、大変危険

な状況であると認識しているところでございま

す。この箇所は、ガードレールの延長が長いた

め、なかなか施工に着手できていないところで

ございました。

　ガードレールにつきましては、毎年実施して

います交通安全対策事業によりまして、設置さ

れていない箇所を優先して設置しているところ

でございますが、この箇所につきましては、ガー

ドレールの支柱が折れ、大変危険な状況であり

ますので、今年度から、住宅の隣接している付

近を起点にし、年次的に設置していきたいと考

えているところでございます。

　以上であります。

〇池之上　誠議員　大変ありがたいお言葉をい

ただきました。感謝申し上げます。いっどきせ

いとは言いませんので、年次的に予算の範囲内

でやっていただきたいというふうに切に要望し

ておきます。

　最後になりますが、定員適正化についてお聞

きいたします。

　総務課長の話では、計画の前倒し、４名ぐら

い前倒しができて評価はできるというふうにお

っしゃっていただきました。その評価の中で、

職員が削減されているということは、今、事務

量は変わらずにあるいはふえる方向にあるだろ

うと、地方分権になってですね、地方に任され

る事務量というのは結構多くなってきているん

だろうと思いますが、そういう点について、職

員を削減したためにそういう弊害はないかとい

うところを２回目、お聞きしたいと思います。

　あとはまた事務分掌ですね、課の人間が少な

くなれば今の課のままでいいのかあるいはまた

課を分けたほうがいいのか、そのためにまた課

長もつくらないかんけれども、その辺は人間が

減っているわけですから大丈夫じゃないかなと

思いますが、そういう庁舎内の動きをちょっと
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教えてほしいなと、課長ですね。そういう事務

分掌についても、課の適材適所についても、そ

の辺について検討される課題はないかどうか、

そこ辺をお聞きいたします。

　次に、参事制度というのがありますけれども、

これについて垂水市のほうも参事さんというの

はよく聞くところでございます。参事制度、こ

のもの自体、果たしてその参事が果たす職責と

か役割とかそういうのはどういうふうになって

いるのか、改めて教えてほしいなと思いますの

で、これは市長か総務課長か、どっちか。

　そしてまた、あと副市長も県から来られてお

りますので、そういう参事とか参与とかそうい

う制度も熟知されているだろうと思っておりま

す。そしてまた他市町村のことについてもわか

っておられるだろうと思いますので、わかって

いるところがあれば教えていただきたいなと思

っております。よろしくお願いします。

〇総務課長（山口親志）それでは、まず、新

定員適正化計画に基づきまして、先ほども申し

上げましたとおり職員を削減しておりますが、

１回目で成果の報告をいたしましたが、その一

方で権限移譲等もありまして、議員指摘のとお

り、職員は事務量もふえ、減ることはなくふえ、

職員への負担が相当ふえていると思っておりま

すし、その声も総務課のほうには聞こえてまい

ります。このあたりも含めまして、ただし、定

員適正化計画に基づきまして計画を進めていく

ということで10年間の計画を進めておりますの

で、そのことも職員には我慢をしていただきな

がら、一生懸命頑張っていただいているところ

です。

　ただ、先ほども御意見をいただきました事務

分掌の見直し、それから課の統廃合等を含めま

して、もう一回この新定員適正化計画の人数か

ら、それから事務の分掌から検討をしまして、

行財政改革会議の中での会議とあわせまして部

会でも今年度中にしっかりそのあたりの事務分

掌、それから課の統廃合も含めて今年度中に検

討してまいりまして、お答えをいたしたいと思

っております。

　それから、参事職の職務についてをお聞きさ

れましたのでお答えしますが、参事の職務は垂

水市行政組織規則におきましては「上司の命を

受け、特に指定された事務を処理する」と定め

ておりまして、現在は本市では、先ほども申し

上げました職員削減等もありますので、１担当

者として業務を行ってもらっております。

　以上であります。

〇副市長（寺地浩一）副市長は県から来てい

るということなので、県はどういうふうにやっ

ているかということでよろしゅうございますか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

　今、総務課長が答弁がありましたけれども、

県の場合も県の行政組織規則がございます。こ

の中で、本庁に置く役つき職員の職という形で

の位置づけ、あるいは出先機関に置く役つき職

員の職ということで位置づけがしてございます。

　設置につきましては、本庁でありますと、県

庁の場合、部とか局とか出納局がございますけ

れども、必要な部・局・出納局のほうで人事当

局と協議をして参事の必要性を訴えて置いても

らっているというようなことでございます。

　その業務でございますが、本庁の場合は主管

の部・局に置かれますので、部長・局長から言

われた事務を処理すると。先ほど市の場合は「上

司の命を受け」とありますが、これと同じとい

うことで、指定された事務を行うというような

形で行っておりますということでございます。

部長直属ですね、部長直属ということです。

　だから、例えばわかりやすい例でいきますと、

商工労働水産部に参事がおりますと。職務は観

光地づくり担当というふうになっておりますの

で、その方は観光交流局の観光課におかれまし

て観光地づくりの業務、それは局長からこの事

務をやれと言われて、その事務においてやって
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おります。さっき１担当という話がありました

けれども、これは部長から命じられた事務を１

人で独任職としてやっております。ですから、

観光課には課長がいて、補佐がいて、係長がい

て、担当がおりますが、このラインではなくて、

観光地づくり担当として独任の職で置かれて、

部長から言われた事務をやっていると。ただ、

観光地づくりにつきましては観光課のほうに係

がございますから、それでやっています。

　以上です。

〇池之上　誠議員　今、参事のことは総務課長

が市長にかわって答弁されたと思っております。

まあ言えば副市長の言われたことは、部・局の

上司からの特命と、多分特命だと思うんですよ

ね。できないことをその人に任せて、やらんか

というような感じで参事をつくっておられるだ

ろうと思います。そして総務課長が言われたの

は、１担当者ということで、職員がいない、足

りないというところで事務をしてもらっている

という意味だろうと思います。現実を見ても、

１一般事務ですね、そういうところに参事の方

が入って市民のために汗をかいておられるとい

う現実があると思います。それでいいと思いま

すけれども、いいですね。

　それを思うときに、やはり課長までされてき

た方が最後の１年参事になると。そういう中で、

本来であれば昔なら、余裕があるころはもう窓

際族というような感じで、「仕事もせんじ、の

んびりしやんせ」というような時代もあったか

もしれませんけれども、今は時代が違うと、そ

のことは認識した上で言いますけれども、やは

り参事という仕事は、市民に対して難しい仕事

を最後の奉公として頑張ってやってもらうと。

だれでもできるような一般事務はもうそんた臨

時職員でもいいわけです、雇ってやってもらう

と。やはり市民に還元できる体制をつくってほ

しいなと。あるいは職員に対しても、40年近い

市役所生活を還元できるようなポストでその参

事職というのを充てたほうがいいんじゃないか

なというふうに私は思うわけですね。

　市長も２回の人事を経験されております。そ

の中で、参事をつくっておられます。これは市

長の人事権ですから我々が言うところはないん

ですけれども、今さっき言ったような、果たし

てその参事の方がその職責というか職務に対し

て、「よし、頑張ろう」というような気合いを

持ってやれるような職務についておられるのか

なと思うと、私はちょっと疑問に思います。

　その中で市長のお考えは、今、２回されまし

たけれども、そういう参事制度をつくって２回

やられましたそのお考えはどの辺にあったのか。

市長の思いですから知らんな知らんでもいいか

もしれませんけれども、答えられるのがあれば

答えてほしいと。

　そしてまた、今後もこの参事制度というのは

続いていくのかなという思いもしておりますが、

今後、私が言った意味合いを含めた上での参事

制度に変えて、変えてということはないかもし

れませんけれども、やはり一般事務をやらすと

いうようなことを続けていかれるのかですね、

その辺の今後についても少しお気持ちをお聞き

したいと思います。よろしく。

〇市長（尾脇雅弥）今、池之上議員からお話

がありました。私も基本的な考えとしては同感

でございます。そして、市の状況、県の状況ご

ざいました。申し上げたような形で、条件等々

違うという現実もあるということを御理解はし

ていただいていると思います。本年度も課長を

参事にしたわけですけれども、課の統廃合、今

後ですね、あるいは退職者の人員とか若手の育

成などいろんなことも考えながら、また、参事

が参事というポストの中でしっかりと仕事がし

ていただける環境づくりということはやってい

かなければいけないというふうに考えておりま

す。

　今後ですけれども、基本的にはそういった状
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況も踏まえて、課長職退職の１年前は基本的に

参事というポストの部分で継続をしていきたい

というふうに思っております。

〇池之上　誠議員　最後ですね。今、市長の言

葉から、その辺の参事のポストを考えていくと

いうことを言われました。そして今後、１年前

は参事にということも明言されてしまいました。

ちょっと、果たして、１年前に、もうやめない

といけないということで職員の方々が本当に何

かな、やる気が出るのかなと思ってしまいます。

ちょっとトーンがダウンしますけれども、ちょ

っと失望の意味でやっていますからね。

　行政改革をする中で、市長は水迫市政の継続

ということをうたわれてきました。それで選挙

戦も戦われて、現在、市長の職にあられます。

その中で、総務課長も市長と同時にかわられた

わけですけれども、話を聞くところによります

と、水迫市長は、もう課長は最後までやっても

らうんだというようなことを述べられたような

ということも少し聞いております。その辺は、

今それこそ参事という職で固定資産の現地調査

に回っておられる前総務課長がいらっしゃいま

すので、もう一回、その辺の内容を聞いてほし

いなというふうに思います。それは水迫市政の

行政の継続ということであれば、そういう話が

あったんだということがあれば、それももう一

回考えていただく必要もあるんじゃないかなと

いうふうに思っておりますので。

　何でもかんでも１年前にはもう「はい、交代」

ということじゃなくて、課長が「もう１年前は

参事でよかが」という人なら別に構わんけど、

「まだ１年、こいずいせないかん」という思い

があれば、それはさせないかんのじゃないかな

というのが私の心情です。その辺をもう一回確

かめてみてください。その辺は、今まだ職員で

いらっしゃいますので、「いけんやったとけ」

という言葉でいいんじゃないかなと思います。

　参事のポストをそれなりのポストにするとい

うことに期待はしておりますので、そういう仕

事を見つけていただくように、課長も含めて、

市役所執行部の皆さん頑張って、垂水市勢の発

展に尽くしていただきたいと思っております。

　もう１つ、市長は公約として「継続と挑戦」

ということを言われてきております。そして、

今年度予算から政策予算という、政策調整予算

やったですかね、そういうことで一律３％のカ

ットを一般の課にはしておりますけれども、そ

の余ったお金で政策調整予算ということで、単

純に計算して2,500万円ぐらいの予算を持ってお

られるということです。

　その中で、今回、ブリ・カンパチの販路拡大

ということでトップセールスというところを考

えていらっしゃいますが、それは、その政策予

算を使うという中で非常にいいんじゃないかと

思っております。市長は、水迫市政の継続とい

うことで自主的に給与カットも続けていらっし

ゃいますので、大変に努力をされて難儀をされ

ている中で、自分で使える政策予算を持つとい

うことは非常に私はいいんじゃないかと思って

おります。

　このことについては、どういう結果になるか

わかりませんけれども、挑戦という意味ではや

ってもいいんじゃないかなというふうに思って

おりますので、垂水市発展のためにぜひ頑張っ

て外遊をしてきてほしいと思っております。

　以上で、ちょっと長くなりましたが、58分と

いう約束でしたので、これで終わりたいと思い

ます。

　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時25分から再開いたします。

　　　　　午後０時18分休憩

　　　　　午後１時25分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。
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　14番徳留邦治議員の質問を許可します。

　　　［徳留邦治議員登壇］

〇徳留邦治議員　お昼どきの一番眠い時期に質

問することを御了承をください。

　農家の方におかれましては、カライモの植え

つけも終わり、水田の田植えの準備も終わった

のではないかと思います。その中で梅雨に入り、

また、６月議会の質問をすることをお許しを願

いたいと思います。

　それでは、議長のお許しが出ましたので、順

次質問をさせていただきます。

　グローバル社との等積交換について。

　取りつけ道路の設計について、詳しく執行部

の説明をお願いいたします。

　現物の擁壁工事とコンクリート・ウォルコン

との差額、入札差額ですね。道路幅は直と勾配

とはそれぞれ利用価値が違うと思いますが、ど

うして工種が変わったのか、その理由をお願い

いたします。

　２番目に、牛根地区の鉄道跡地について。

　管理についてどのように行われているのか。

また、今後の活用はどのように考えておられる

のか、お伺いいたします。

　３点目について、市有林について。

　過去10年間の投資額について幾らぐらいある

のか、お尋ねします。また、現在の総積数はど

のように把握されているのか。また、売却の要

素はないのかをお尋ねいたします。

　４番目、市長のトップセールスについて。

　アメリカ３泊６日、マカオ２泊３日の根拠に

ついて。水産物の販路拡大の内容をお願いいた

します。また、日程の予定日等を詳しくお願い

をいたします。

　以上で、質問を終わります。関係課長並びに

市長の明確な御答弁をよろしくお願いいたしま

す。

〇水産課長（岩元悦郎）徳留議員の質問にお

答えいたします。

　基本的な考え方として、道路工事は土地の交

換相手であるグローバル・オーシャン・ワーク

スにしてもらうわけでありますが、完成後の道

路は市に移管されますので、設計と工事の管理

には市が関与する形で作業を進めております。

設計に当たりましては、まず、交換する同面積

の用地の中でどのようにしていくか、道路配置

を考えました。

　そこで、グローバル・オーシャン・ワークス

側の道路につきまして、道路工事と敷地造成の

一部を同時期にされるということでしたので、

新設道路の整備に当たっては、転落防止の観点

から、車道をなるべくグローバル・オーシャン・

ワークス側に寄せて配置したかったことから、

土どめ擁壁はグローバル・オーシャン・ワーク

ス側の敷地内において処置いただくようしたと

ころであります。

　道路の基本構造は、車道４メートルと両側に

それぞれ路肩幅１メートルを設けた総幅員６メー

トルで、同様の構造であります。道路をグロー

バル・オーシャン・ワークス側に寄せて配置し

たことや道路延長も短くなっておりますことで、

牛根大橋側に３メートルほど幅ができましたの

で、この部分を利用することで土どめを擁壁じ

ゃなく、安定角度を持ったのり面をモルタルコ

ンクリートで覆う工法にしたところであります。

　また、この幅は、漁港整備により後々に埋立

地は牛根大橋側に延伸されて埋立地は大きく広

がる予定でありますので、海潟漁港などの例を

考えた場合に、漁港を往来する車両も多くなり、

現状の取りつけ道路は幅が狭くなり、拡張を検

討することになると思われますので、その道路

拡張や余裕があれば歩道の設置も可能だと思わ

れます。後々このような利用に役立つものと考

えております。

　次に、擁壁の工事費は、延長や擁壁の高さも

違いがありますが、既設のもので設計額で96万

7,000円、新設のものが56万9,000円になってお
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ります。

　次に、直壁と勾配のある擁壁との利用価値に

ついてでありますが、さきに申した理由から、

グローバル・オーシャン側の土どめはグローバ

ル・オーシャン・ワークス側の敷地に、同社の

考えから、直立のプレキャストコンクリート擁

壁になったところであります。

　直立につきまして、道路には車道幅のほかに

１メートルの路肩を設けてございますし、確か

に議員が御指摘のように圧迫感を感じることも

あると思いますが、延長も短く、道路構造上も

問題ございませんので、御理解いただきたいと

思います。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）徳留議員の牛根地区

の鉄道跡地の管理について回答させていただき

ます。

　土木課所管といたしましては、牛根地区の鉄

道跡地を市道として整備し、現在４路線、総延

長890メートルを管理しているところでございま

す。その内訳は、牛根境地区の境７号線、これ

は鉄道記念公園横の桜並木道路です。と、境８

号線、境下水処理場前の道路です。それと二川

地区の二川６号線、これは牛根小学校横の道路

であります。それと二川７号線、これは旧牛根

中学校横の道路でございます。

　今後の活用でございますが、境７号線につき

ましては、公民館で桜を植栽され、桜の季節に

は花見をされるなど、地域の皆様の憩いの場と

して有効に活用していただいているところでご

ざいます。除草作業等の管理につきましては、

年１回は環境整備班で対応し、あとは地元振興

会で対応していただいているところでございま

す。また、ほかの路線につきましても、地域の

皆様の奉仕作業等で対応していただき、有効に

活用していただいているところでございます。

　路面につきましては、施工年度が比較的新し

いことから、現在のところ舗装の傷みもなく、

特に補修の要望等もございません。今後も必要

に応じて対応していきたいと考えているところ

でございます。

　以上であります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、農林課所

管の牛根地区の鉄道跡地の管理について答えさ

せていただきます。

　農林課所管の牛根地区鉄道跡地の未整備延長

につきましては、約2,600メートルぐらいありま

して、そのうちの仏石側から道の駅までの約720

メートル区間は林道海潟麓線の舗装計画があり

ますが、同じ計画路線を利用して県建設部の通

常砂防工事居世神谷工区が施工している状況で

あり、重機車両が通り舗装を傷めるおそれがあ

ることから、砂防の完成予定の平成26年度以降

に実施する予定でございます。

　また、通常の管理につきましては、予算枠、

予算の範囲におきまして、できるだけ地区の方々

の要望に沿うような形で、委託によります除草

の実施とかガードレールの設置工事等を実施し

てきているところであります。

　本年度につきましては、居世神社裏周辺を重

機借り上げによります乗り入れ設置工事を既に

発注しておりますし、接続しております排水路

の改修工事、防護さくの設置工事を発注する予

定であります。

　今後の活用についてでありますが、宮崎川付

近から平野川付近までの区間は商工観光課が、

県のお手伝いをいただいての魅力ある観光地づ

くり事業、垂水しおかぜ街道景観整備事業牛根

ルート、サイクリングロードの構想があるよう

であります。

　残る区間につきましては、これまで農林水産

省所管の補助事業の導入を試みてまいりました

が、耕作面積が少ないこと等により補助事業の

採択基準を満たすところまでいかなかったこと

や、国の政治的政策で農道整備事業ができなく

なりまして、補助事業の導入が困難になってき
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ているところであります。このようなことから、

今後も予算枠、予算の範囲におきまして、でき

るだけ地区の方々の要望に沿うような形で、危

険度の高い箇所に重点を置きながら、年次的に

市の単独で実施していこうと考えるところであ

ります。

　また、魅力ある観光地づくり事業、サイクリ

ングロードの構想の件につきましては、所管で

あります商工観光課と常に連携をとりながら、

事業との整合性を持って臨んでまいりたいと考

えております。

　次に、市有林について答えさせていただきま

す。

　まず、過去10年間の投資額についてでありま

すが、間伐を実施してきております。施業実施

総額が6,035万4,000円で、市の負担額分が1,667

万7,828円でございます。これに伴います搬出量

が897.863立方メートル、販売金額が200万1,817

円になっているようであります。現在の総積数

でございますが、11万6,305立方メートルでござ

います。

　また、売却の要素についてでありますが、議

員におかれましては御自分でも森林の整備に携

わってこられた経緯がございますし、原木の価

格にもすごく精通されておりますので、御存じ

のことになるかもしれませんが、現在の原木価

格が市場渡しの2,000円毎立方メートル程度と低

価格で推移しているようであります。確かに40

年以上の樹齢のものが相当あります。本来なら

ば皆伐して植林の時期に来ているのかもしれま

せんが、しかしながら、なかなかそこに至って

いないのが現況であります。

　そこで、現在本市が取り組んでおりますのが、

路網の整備、林業作業道整備でございます。各

種事業を導入し、整備を実施することによりま

して木材搬出等のコストを削減していこうとい

うことで、原木価格の低価格に対応できるので

はと考えるところであります。

　平成21年度から補助率100％の事業が始まりま

して、新城高塚に林道を整備し、除間伐の作業

に利用されております。平成24年度、今年度に

つきましては、大野原地区、市木光石に1,000メー

トルの林業作業道を計画しておりまして、今後、

市有林40ヘクタールの除間伐、皆伐の作業に利

用するよう考えております。平成26年度には高

峠の下方に1,500メートルの林業作業路を計画し

ておりまして、市有林、民有林100ヘクタール程

度の利用を見込んでいるところであります。

　また、民有林につきましては、県の認定事業

体・森林整備公社等が毎年市内各所を合わせま

して1,000メートルから1,500メートル程度の原

木搬出用作業路を整備し、約5,800立方メートル

を搬出しており、森林所有者へ寄与するととも

に、林内環境の整備に努めているところであり

ます。

　以上であります。

〇市長（尾脇雅弥）徳留議員の市長のトップ

セールスについての質問にお答えをいたします。

　アメリカ、マカオへの訪問の根拠についてと

のことでございますが、昨日の川畑議員への答

弁と重なることを御了解をいただきたいと思い

ますけれども、御承知のとおり、ブリ・カンパ

チは年々国内需要が低迷をしている状況であり、

国内マーケットに加えて、牛根のブリはアメリ

カを中心に、海潟のカンパチは東南アジアを中

心に販路を求めているところであります。

　ブリ輸出につきましては、牛根漁港隣接地に

アメリカ向けの民間の加工品企業でありますグ

ローバル・オーシャン・ワークスがあります。

市の誘致企業であり、現在約35名の雇用があり

ます。そのグローバル・オーシャン・ワークス

は、アメリカ向け冷凍ブリフィーレの輸出業績

が非常に好調なため新たな工場増設に着手し、

本年11月には創業を開始する予定であり、そう

なりますと、さらに15名の雇用拡大につながる

ものと期待をしております。
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　市といたしましても、販路拡大に多方面から

支援をすることで、低迷をしている業界の方々

を支援をして、結果的に垂水市にとっても有益

なことであると考えております。その一環とい

たしまして私自身がトップセールスマンとして

アメリカに赴き、垂水ブランドのＰＲ活動を行

い、新たな販路拡大のための商談会に参加した

いと考えております。

　垂水市漁協のカンパチ「海の桜勘」につきま

しても、５月９日、中国のマカオ市に向けて第

１便が輸出され、新聞等マスコミでも大きく報

道されたところでございます。このようなこと

から、今後の商談を確実にするため、垂水市漁

協から私自身へマカオ訪問の依頼もあり、アメ

リカ同様、マカオへの訪問も計画しているとこ

ろであります。

　水産業は垂水市の基幹産業であり、垂水市活

性化の起爆剤になり得る産業でございます。「ま

かぬ種は生えぬ」ということわざもございます。

議員の思いの一端、理解をするところでござい

ますけれども、公約であります垂水ブランドの

販路拡大への挑戦へ向けて努力をしていきたい

と考えております。

　また、訪問予定に関しましては、今回の補正

予算が可決してから詰めていきたいと思います

けれども、現段階での予定といたしましては、

アメリカへは９月の末から10月上旬、マカオへ

は７月の末から８月ということを予定をして検

討させていただいております。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　一問一答式で御回答を願いた

いと思います。

　今、水産課長の答弁の中で大体理解したんで

すが、等積交換の説明の中で、図面もないし、

ただ土地の等積交換だけを説明をされたもんで

すから、どのような等積がなされるのかと思っ

たら、取りつけ道路の分で、今、工事をしてお

りますけれども、どうしてあのような現物の構

造物が変わっていったのか。そしてまた、水産

課でその検討がなされたのかですね。構造物の

施設一つをとってもこれは市の財産であるわけ

なんですね、やっぱり。市の財産であるのは市

民の財産でもあると、私はそういうふうに解釈

をしております。だから、実際工事がなされて

いく中で、やっぱりウォルコンとしては道路の

活用が、私は直と勾配の差の中で道路の活用が

うまくできていかないのではないかと。

　今おっしゃるとおり、今の作業場の面積が倍

も３倍もなってくれば、やはり車両は多くなっ

てくると思うんですよ。実際に見てみればわか

ると思うんですが、私は、もう大型の場合なん

かはもう最低でも30センチは道路の活用ができ

ない、この勾配と直の関係はですね。どこでそ

う議論をされたのか、その分をまたひとつお尋

ねをいたしたいと思います。そしてまた、設計

はどこでされたのか。そのちょっと２点を。

〇企画課長（倉岡孝昌）経過について、私の

ほうから存じている部分もございますので、済

みません、私のほうから答えさせていただきま

す。

　グローバル・オーシャン側の今回できており

ます直立の擁壁につきましては、先ほど水産課

長が答弁いたしましたとおり、等積交換（119ペー

ジの発言により訂正済み）をするに当たって、

グローバル・オーシャン側ののり面処理につい

て、道路を転落防止の安全対策の面から少しで

もグローバル・オーシャン側に寄せたいという

事情がございまして、のり面処理について、グ

ローバル・オーシャン側で検討していただけな

いかということをお願いいたしたところでござ

います。それを受けまして、のり面については、

グローバル・オーシャン側の敷地内において処

理するということで、今の直壁のコンクリート

擁壁でされたところでございます。経過として

はそういうことでございます。

　それと、設計につきましては、水産課のほう
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でグローバル・オーシャンさんの意向も受けま

してやられたところでございます。

　それと、通行車両につきましては、議員御指

摘のとおり、現状でいいますと、養殖施設の作

業場という限られた施設であるわけでございま

すが、今後、あの埋立地は牛根大橋側へ延伸さ

れてまいります。そうなりますと、面積も広く

なり、車両の交通も多くなってまいります。当

然大型車の離合を考えなきゃいけないというこ

とになろうかと思います。その場合には、今の

道路の幅が２メートル・２メートルの４メート

ルの車線でございますので、それを大型車であ

りますと、例えば片側２メートル50であります

とか、そういう車線への対応ということが必要

になってこようと思っておりますので、その時

点でまたこの道路については改善の必要があろ

うかというふうに考えているところでございま

す。

〇徳留邦治議員　今、答弁をもらったわけなん

ですけどね、やがては改造すると。やがてはや

がてのこっで、それはもう約束にもならんとで

すよ。だから、実際にウォルコンをつけた時点

で、もう勾配がある部分と、直の部分はカーブ

ミラーも当たるし、勾配の場合は当たらん、そ

れだけの道路活用ができるわけなんでしょう。

　だから、どうしてまた、グローバル・オーシ

ャンの造成をしたようなもんでしょうが、今の

あの現状を見れば。前の既存の設計をもって、

そのままつくれば何も問題はないわけでしょう。

延長をするときは延長したで、また道路の車線

を変えればいいわけであって、なぜそのように。

だから、１企業にそこまで何でせんなならんの

かと。既存の設計があるわけだから、そのまま

設計を活用すれば何も職員の手を、時間、手間

暇かけてやる必要もないし、何でそうなってい

くのかなという。そういう説明もないままにす

っとやられて、もう私は、その工事自体も側溝

が両サイド入っている、その片一方だけ。まあ

安価で工事を済ませようという気なのか、そこ

らはちょっとわからないですがよ。

　それなら、水産課が勝手にやったわけなんで

すか、図面をひいて。協議はなされたわけでし

ょう。その中には市長もおられたわけでしょう。

そういう意見もなかったの。水産課だけで設計

をして、水産課だけで施工したわけじゃないと

思いますが、そこらをちょっともう一遍。

〇企画課長（倉岡孝昌）擁壁につきましては、

道路構造をとお考えいただきますれば、道路は

２メートル・２メートルの車線、それに路側が

１メートルございます。そういう道路構造を考

えますと、直壁でも支障はないものと考えます。

確かに議員のおっしゃるように、寄ってくると

かいうところでの圧迫感とかそういうのは確か

にあろうかと思いますけれども、道路を走って

いただく幅というのは４メートルの幅で走って

いただくような構造になっておりますので、そ

このところでは道路構造上は支障ないというふ

うに考えております。

　それと、今、側溝についての御質問もあった

わけでございます。ちょっとこのことについて

お答えさせていただきますと、既存の道路は道

路の両側に側溝を設けておりまして、埋立地に

設けました排水路から左右に分かれる形で排水

されるようになっておりまして、道路はかまぼ

こ型の、要するに両勾配の道路になっておりま

す。一方で、今度新設されます道路は、埋立地

の排水路の流末側になりまして、片勾配の流れ

る排水路に沿う形で、それに取りつける形で道

路をつくらなきゃいけないという事情がござい

まして、現状に合わす形で路面の排水対策であ

りますとか取りつけ上の問題から、一般に言い

ますところの路面は片勾配の構造になっており

まして、側溝も片方についたというようなこと

で、現場状況を考慮してのことでございます。

　設計につきましては、水産課に技術者担当が

おりましたので水産課でやりましたけれども、
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もちろん現場状況と、また交渉の過程と企画課

でも調整させてもらいましたし、その過程につ

いての報告もいたしております。市長へ報告も

いたしております。

〇徳留邦治議員　どこでどうなっているのかわ

からんですけどね、この等積交換も私が漁協の

理事に聞いた話では、市側から、等積交換がで

きるということで等積交換をしてくれというお

願いがあったと、私はそう聞いております。だ

から、そういう中で、私も質問はこの分はした

くはないんだけど、やっぱり道路の利便性とか

いろいろ考えた場合に、しなければやっぱり市

民のためにもならんのかなと思ったもんだから

私はしただけで、あなたの言う２メートル・２

メートルの道路はやっぱり２メートル・２メー

トルというのは活用はできるんですよ。だけど、

片一方が張り込んで勾配をつけている、片一方

は直でなっている場合は、直になっているほう

の活用が、バックミラー等が出ている分だけは

活用はできないのは、もうちょっと考えただけ

でもわかるはずです。実際通ってみればいいの。

私も何回も現場も足を運んでいますから、等積

交換の分についていろいろと市民の方々からも

意見が出ましたから。

　そこらをして、市長がおっしゃられる誘致企

業なのか進出企業なのか、私ももう一歩、釈然

としないところもありますが、誘致企業という

ことでいいんでしょうかね。もう最後になりま

すけど、その点を１点だけ市長にお願いします。

進出か誘致か。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどお話ししましたよ

うに、市が誘致をしている企業ということにな

ります。

〇徳留邦治議員　２点目について、牛根地区の

鉄道跡地について今、回答をもらいましたけど、

私が言いたいのは、管理その他、今後の活用、

その根拠は何なのかというと、転換交付金が一

般財源に繰り込まれたと思うんですよ。その額

が6,000万円弱。その中で、今後、鉄道跡地をど

うしていくのかという質問の中で、とりあえず

一般財源に繰り込んで、随時6,000万円の枠の中

から整備をしていくという答えをもらっている

もんですから、それがもう10年ぐらい前ですか

ね、まだそんなにならないと思うのか、その点

で、今後、整備がどうなされていくのか。もう

早い時期に整備なり活用を見出していかないと、

もう牛根地区の鉄道跡地だけが草ぼうぼうで、

そのまま取り残されている。もう過疎になれば

なるほどまた草が生えて、活用もだんだん難し

くなっていくのかなという気がします。

　サイクリング道路、いろんな県の補助金、整

備かれこれの中で、その中に含まれていない分

を早急にやってもらって牛根境まで一本線でつ

なぐ、そういう形をとってもらいたいと思って

いますが、執行部の考えの中ではいろいろと案

があるようですが、その転換交付金については

一応どのように考えておられるか。

〇財政課長（北迫睦男）私のほうからお答え

させていただきます。

　転換交付金につきましては、国鉄大隅線跡地

利用整備事業基金というふうで管理をしており

ました。この基金につきましては、それぞれ各

地の鉄道跡地の整備事業に充当しておりました

が、平成13年度末に確かに6,200万円ほどござい

ました。その後、少しずつ取り崩し、平成15年

度末に4,800万円となっておりました。平成16年

度の財政改革プログラム策定時に、基金の有効

活用を図る観点から基金全般の整理統合を行い

まして、国鉄大隅線跡地利用整備事業基金は廃

止して、一般会計へその金額を繰り入れており

ます。今、議員がおっしゃいましたように、一

般会計へ入れましたが、その金額が4,800万円で

ございました。

　基金につきましては今申し上げましたような

経緯でございますが、牛根地区鉄道跡地の整備

は、これまで基金事業と地域活性化交付金事業
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で整備してまいりましたけれども、確かに牛根

地区の鉄道跡地につきましては、ほかの地区と

比較いたしまして整備区間が少なかったかなと

いう気はいたしております。地形的な問題や、

ほかの要因があったのではと推測いたしており

ます。今年度も若干の予算措置はしております

が、先ほど農林課長が申し上げましたように、

県の事業による整備や市単独事業の導入につい

て主管課と協議してまいりたいと考えておりま

す。

〇徳留邦治議員　鉄道跡地については、財政課

長のほうから転換交付金の内訳はよく説明をし

てもらってわかりました。残された基金が少し

でもあれば、特に牛根地区の鉄道跡地について

の活用をお願いをしておきます。

　３番目の市有林について、お聞きいたします。

　１回目の質問で各担当課から説明がありまし

たけれども、県は40年じゃなくて50年をめどに

植林から伐倒まで行っているようですが、これ

に、県に準じて市もそのような改造といいます

かね、人工造林の手がけを考えてはおられない

のか。

　そして、農林課長、この市有林については私

も前言ったとおり、マニフェストをつくってく

れ、出してくれということで、担当課が「今つ

くっています」と言ってからもう何カ月もたっ

て手元に来んもんだから、どうなっていくのか。

こうしてもらいたいといういろんな要望もあっ

たわけなんですけど、間に合わなかったのかな

と思っております。

　だから、間伐で少しずつではあるが、増収で

はあるんですね。増収はありますよ、少しなん

だけど。その点、市の支出のほうが大きいだろ

うけど。もうここらで年数が来たものは切りか

えて、市の財政が少しでも潤うようにしたほう

がいいのではないかと思うんですが、その点に

ついては一言お願いいたします。

〇農林課長（池松　烈）今、県のほうが50年

でまた皆伐をやって植林していくと、市のほう

も県に準じて植林といいますか人工造林等を考

えていないかと、過去に間伐を実施することで

市の財政にも収入という形であらわれてきてい

るがということをおっしゃったところでござい

ますが、確かに40年以上の樹齢のものが相当あ

ります。本来ならば、先ほども申し上げました

ように、皆伐して植林の時期に来ているのかも

しれません。ただ、議員御存じのとおり、なか

なかそのところまで至っていないのが現況であ

ります。

　先ほど申し上げましたとおり、平成21年度か

ら林業道路等の100％の事業が始まりましたので、

まずは皆伐の前に間伐のできるような、また将

来的には間伐、それから皆伐、植林に至るまで

の林業道路、そういうものができるような林業

道路を造成して、創設していきたいというのが

今の考えでございます。先ほど言いました、21

年度の高塚に始まりまして、今年度の大野原の

市木の光石地区、また26年度には高峠の下方の

ほうを考えているところであります。

　それから、森林計画等のマニフェストといい

ますか、そのようなものが作成中であるとずっ

となっているが、どうなっているのかというこ

とについて、ちょっとお答えさせていただきた

いと思います。

　もとになります市有林の樹齢、樹種等につい

ては、県が発行しております「森林簿」に記載

してありますし、市有林のみの「森林簿」も本

課に備えているところであります。この「森林

簿」は公開してありますが、個人情報の含まれ

るものにつきましては本人から承諾を要するこ

とになっております。「垂水市森林図」も備え

ておりますので、樹種、樹齢、施業の確認はで

きるところであります。

　「マニフェスト」という言葉が出ましたが、

森林計画等についてでありますが、垂水市森林

整備計画につきましては平成23年度に変更した
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ところでございます。平成24年１月以降、告示・

閲覧等を実施し、九州森林管理署、鹿児島県等

の意見を聞きながら変更してきたところでござ

います。本年度は、変更しました垂水森林整備

計画を県が中心に計画内容を検討し、本年10月

をめどに垂水森林整備計画に反映させ、また、

「垂水市森林図」、「森林簿」に反映できるよ

う準備を行っているところであります。

　この県が計画内容を検討してというのは、５

月末、１週間かけて内容等について、実際本市

のほうに足を運んでいただきまして内容を検討

していただいたところであります。

　また、本年度は森林法に基づきます垂水市森

林計画を樹立させ、地域の実情に合った間伐、

皆伐、植林、路網の整備等を検討し、実行でき

る内容に計画していこうとしているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　どうもありがとうございます。

　私も課長の答弁で大分わかったんですが、市

有林がどこにあるのか、何年生が何本ぐらい、

反等、何反ぐらいあるのかですね、やっぱりそ

ういうのを把握しておかんな、やっぱり森林計

画も何もできていかないと思うんですよ。だか

ら、私なんかもその中で年齢の古い木があった

ら伐開して、財政に少しでも収入が得られたら

いいのかなというふうに考えて、また、計画的

にそういうのを植林をしたりやっていかなけれ

ば、将来的に未来の子供に財産も残せないのか

なというふうに感じておりますので、また、ひ

とつそこらはまた新たな計画で御説明をいただ

きたいと思います。

　次に、市長のトップセールスについてですが、

市長、３泊４日アメリカ、マカオ２泊３日、そ

の中でブリとカンパチの販路拡大ということで、

アメリカのどこに行かれるのか。ただ、アメリ

カも広いんですよ。だから、そこらについても

うちょっと。

　そして、確かに市長のおっしゃるとおり、ブ

リはアメリカ、カンパチはマカオなんです。ま

あ東南アジアですね、マカオより東南アジアと

言ったほうがいいのかな。果たして、またその

中で、アメリカのどのあたりで一番購買力があ

るのか。そこらを市長は把握されているんです

かね。その点、ちょっとお願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）今の御質問でございます

けれども、行く場所、行く相手、だれとどうい

った交渉をするかというのは、今の段階で計画

的なものはある程度ございます。ただ、この海

外進出というのは、きのうも申し上げましたけ

れども、同業他社の皆さんあるいはほかの地域

の方々も同様の思いというのがありまして、そ

ういった意味からも、会社名を挙げてというわ

けにはいきませんけれども、９月の議会が終わ

ったあたりの週末を利用して先方へ赴いて、グ

ローバルさんが中心になっていくわけですけれ

ども、漁協の関係者の皆様方やら行って、30年

ぐらいのおつき合いのある中でのルートとかい

ろんなこともあるようでございますので、ちょ

っと詳細は申し上げられないところがあります

けれども、そういうような計画でおりますので

御理解いただきたいというふうに思っておりま

す。

〇徳留邦治議員　この点について水産課長、水

産振興費から出ていますけど、予算的に70万5,

000円でしたっけ、その根拠はどこから出ている

んですかね。アメリカのどこに行くのかもわか

らん。ただ予算だけが先行する。そして、漁協

の職員も今、行かれると市長がおっしゃったん

ですが、果たして本当にそうなのですか。漁協

の職員は知らない人が多いですよ、話をした時

点で。だから、そこらをちょっと説明をお願い

します。

〇水産課長（岩元悦郎）事務的にということ

だったですけど、とりあえず財政課の予算要求

にはサンフランシスコ、アメリカの西海岸です
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かね、向こうのほうで予定しております。そし

てこの３泊６日としていますけど、普通日本的

には３泊５日なんですけれども、飛行機で行く

場合はどうしても日付変更線の関係で３泊６日

ということであります。

　それとあともう１点、漁協職員とどうのこう

のとありましたけれども、とりあえず、名前を

言っていいのかあれですけれども、とりあえず、

ことしの２月、４月、今の参事、元参事、それ

と清水部長ですか、と大体打ち合わせはしてい

ます。ただ、どうしても予算がまだついていな

いもんですから、ひょっとしたらアメリカに一

緒に行こうねと、そういうことは申し上げてお

ります。もし市長が行くんだったら、もちろん

漁協も一緒にというか、どっちみち、もし、ち

ょっと話しますと、10万匹６キロサイズが輸出

となりますと、６キロの10万匹、大体600円で引

き取っていますので、もう７キロサイズですと、

600円の４億2,000万円ですか、それがもう牛根

漁協の総収入になるわけですけど、経費を引き

ましても。そういうことで、漁協ももうその心

構えは持っていると思います。

　以上です。

〇徳留邦治議員　私もこの件に関して、漁協の

理事とかいろんな方と話をしてみました。こう

して市長が行くんだがということに関しまして、

やっぱり今までも、グローバルじゃなくてもい

ろんな会社が今、フィーレをやっています。個

人的にも水産業者がフィーレをやっています。

その中で、漁協の理事なんか話をした中では、

今までたくさんの人がセールスも行ったと。ア

メリカ、東南アジアも行っているけど、効果が

あらわれなかったと。漁協の理事の話では「効

果が上がらんとじゃねか」というようなことで

す。

　だから、市長が行けば今度はまた変わるかも

わかりません。それはセールスの腕次第でしょ

うけど。その中で果たして、いろんな人を引っ

張って、いろんなところ、ただグローバル社が

ついて行く。市の金のない財政の中から捻出し

て行かれるわけですから、その大半はブリ・カ

ンパチの販路ということでしょうけど、よっぽ

どの心構えがないと私はこれは成功しないと思

うんですよ。

　だから、いろんな人と話をして、今まで来ら

れた海外の人なんかとも話はされたんだろうと

思います。やっぱりその中で行った人たちの意

見等をいろいろ聞いて行かれたほうがいいので

は、行くのであればですよ。私は「行くな」と

も「行け」とも言えないんですけど、市長の判

断ですが、やっぱりそうして市の税金で行くわ

けですから、生半可な考えで一次産業だけの利

益のために、二次産業、三次産業、垂水も結構

ありますから、そこらをちょっとどう考えてお

られるのかなと、ほかの産業との均衡が保たれ

るのかなという気がいたしますが、市長の考え

を。

〇市長（尾脇雅弥）貴重な御意見を本当にあ

りがとうございます。議員の御指摘いただいた

部分は本当によく遵守して、前向きに取り組み

たいと思いますけれども、私も選挙のとき、あ

るいは23年度の公約の中で２番目として、垂水

ブランドの販路拡大と、トップセールスとして

国内はもとより、アジア、世界へ向けて販路拡

大を目指したいということでうたいました。私

も自分の人生をかけた戦いでありましたので、

生半可な形でそのことを掲げたわけではありま

せん。ことし２年目ということで、具体的なも

のの１つとして一次産業の六次産業化と観光振

興というのを３つの柱の中の１つとして掲げて

おります。経済政策ということになりますけれ

ども。

　その中で、いろんな業種もあります。ただ、

初年度に申し上げましたけれども、形ができて

いる、ある程度水産業から始めたいということ

で事例を申し上げてということで、今お話しし
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ましたように、牛根漁協はブリが中心でござい

ますので、非常に寿司ネタとかそういった意味

でのニーズも高いと。現在、20万尾ほどの海外

へ向けてやっているわけですけれども、８億4,

000万円ほどの収益があると。これに加工場がで

きて、また10万尾加わることによって４億2,000

万円というような見込みがあってという話もご

ざいます。

　議会の皆さんの御理解をいただいた上で決ま

る話ではありますけれども、そのことはよくよ

く理解をしながらも、結果として牛根漁協がそ

のことで非常に経済状態が豊かになって、漁業

を営む人たちが利益を上げて、結果として税収

がふえたり、雇用が発生したりするということ

につながるというふうに思っております。

　同様に、垂水漁協も非常に厳しい状況ではあ

りますけれども、カンパチなんかにしても、お

いしいんだけど高いということを国内マーケッ

ト中心に聞いております。技術的なものを上げ

なさいということが課題ではなくて、要するに

値段の部分とか販路の部分が課題であるという

ふうに考えておりますので、そういった意味で、

高くてもおいしいという市場へ向けて販路を広

げていく。マカオというのは、１つそういった

ものであろうかと思いますので。もちろんブリ・

カンパチともに国内マーケットの販路拡大とい

うのもありますけれども、それ以外に今申し上

げたようなところに対して販路を拡大していく。

そのために私がトップセールスとして赴くこと

によって、今、金額の表示がありましたけれど

も、投資対効果があるように一生懸命な努力を

してきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただければというふうに思っており

ます。

〇徳留邦治議員　なかなかいい答弁がなされて、

ありがとうございました。行くんでしたら、い

ろんな人の意見を聞いてまた検討してもらいた

い。そして、要望です。これで終わりますから。

時間も来ましたので、要を得ません質問で、ま

た、ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時30分から再開いたします。

　　　　　午後２時20分休憩

　　　　　午後２時30分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　発言の訂正の申し出がありましたので、これ

を許可します。

〇企画課長（倉岡孝昌）先ほどの徳留議員の

御質問に対する答弁の中で、「等積交換」とお

答えすべきところを「等価交換」とお答えいた

しておりました。おわびして訂正申し上げます。

（113ページで訂正済み）

〇議長（宮迫泰倫）12番川達志議員の質問を

許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　大阪で出所したばかりの男が

２人の人間を刺殺をいたしました。いろんな理

由があるにしろ、とても許せる行為じゃないだ

ろうと思います。亡くなられた方、それから遺

族の皆さん方に心から哀悼の誠をささげたいと

思います。

　なぜこのような事件が起きるのか。やはり日

本が少しいびつになってきたのかなという気が

します。鹿児島でも数年前に、自衛官だったと

思うんですけれども、タクシー運転手が殺され

たことがありました。こういうことが頻繁に起

きていることはどこかに問題があるんだろう。

私なりに考察をしてみました。やはり教育に大

きな原因があるんだろう。命の大事さ、尊厳、

さらには人間として生まれてきた以上、しっか

りと働く。このような教育が欠けているのかな

というふうに思います。

　それと、マスコミの報道ですけれども、非常

におかしいなと思います。確かに、ああいう事
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件を起こした人は許しちゃならない。弁護をす

るわけじゃないんですけれども、「もし彼が勇

気があって、出所してから行動を遺書としてま

とめて自殺をしてくれたなら、またマスコミの

連中も変わっていたんだろう」。弁護するわけ

じゃないけれども、日本の仕組みがまだ変わっ

ていかなければならない、そのように思いまし

た。

　それでは、通告に従い、質問をいたします。

　県の防災訓練についてでありますけれども、

この件につきましては３月議会で総務課長に質

問しております。そのことを踏まえて御答弁を

いただければありがたいと思います。

　２点目、農業についてでありますけれども、

我が国の農地農業は、今、再生を図らなければ

必ずなくなります。ＴＰＰの問題とかいろんな

問題があるわけですけれども、食料品は戦略的

物資であります。ここがしっかりしていかない

と日本の将来はあり得ない、そのように思いま

す。そういった意味で、過去に私は企業農業等

について何回も質問をしております。そのこと

を踏まえて、農林課長に再生についての思いを

お願いをしたいと思います。

　教育についてでありますけれども、学校跡地

について、中長期的にはきのう森議員のほうか

ら企業誘致の話とかもろもろ出ました。私は短

期的に、今この時期、特に雑草が繁茂をいたし

ます。ここいらについても今、ボランティア頼

みなんだろうと思います。ぜひ、ここいらにつ

いてもいつまで続くかがわからないので、ボラ

ンティア頼みじゃなく、しっかりと管理者で管

理するマニュアルをつくっていただくことにつ

いて、どう考えられるかということであります。

　それから、中央中の学力についてであります

けれども、私は前々から、やはり学校教育を行

う以上、学力の向上が一番である、そのように

思います。ぜひ中央中の今の現状を教えていた

だきたい。

　そのことと、今、中学校での成績イコール小

学校の成績なんだろうと思います。ここいらに

ついての小学校への取り組みはどうされている

のか。

　また、あわせて、教育長、小学校に入る前の

幼稚園なり、家庭なりの教育についての本市の

レベルといいますか、ここは教育長なりにどの

ように考えられるのか、教えていただきたいと

思います。

　それと、降灰対策事業の中で各学校にエアコ

ンを導入をいたしましたけれども、前も私は申

し上げたんですが、クーラーイコールやっぱり

夏場だと思うんです。しかも、灰が降るからつ

ける。ところが、本市においてはなかなか夏は

降ってくれないし、それから一番暑い盛りは夏

休みであります。そのことについて申し上げた

ことを記憶をしておりますが、そこで、クーラー

の設置はしたはいいんだが、使用状況、それか

ら電力の使用量について答弁をお願いをいたし

ます。

　４点目でありますけれども、過去の事業によ

って建設した施設の利用状況について。

　民主党が事業仕分けをいたしました。なかな

かまともな事業仕分けになっていなかったとい

うふうに総括をされておりますけれども、この

４点につきましても、私は過去にもおかしいん

じゃないかと。当初の目的どおりの使用がされ

ているか、事業になっているかということを質

問しましたけれども、なかなか私が納得できる

ような答弁をいただいておりません。

　そこで、１、２、３、４、４つ、それぞれの

課長からその後の現状について御報告をいただ

きたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（山口親志）川議員の鹿児島県

総合防災訓練における問題点についてというこ

とで、３月議会の各総合防災訓練等の今までの

のも踏まえて検証もしなさいということも含め
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まして、質問にお答えいたします。

　５月25・26に開催しました平成24年度鹿児島

県総合防災訓練については、昭和63年以降、24

年ぶりに垂水で防災関係者61機関が参加し、相

互に緊密な連携を保ちながら、情報連絡、伝達、

救出・救護、避難誘導、水防工法及び災害復旧

等の災害応急対策が迅速・適切に行われるよう、

防災体制の確立及び防災意識の高揚を図ること

を目的に、危機管理対策室及び危機管理監を中

心に、県または関係機関とやがて１年をかけて

協議・検討してまいりました。その間、各関係

機関ごとによる確認事項やらやりとりも密にし

て、今回無事終了できました。

　今回の総合防災訓練においてはさまざまな問

題点、検証事項等もありました。潮彩町住民に

よる高台への避難集合訓練では、果たして上野

台地までの徒歩による避難が高齢者に耐え得る

のかという問題もあり、高いビルへの避難場所

の検討が必要であるとの意見も出されました。

体育館での避難開設に伴います避難住民の誘導

のための窓口の職員の対応、体育館内のほこり

等による衛生面、また各担当者と県との連携等、

さまざまな意見を28日から本市でも聴取いたし

ました。また、早速県とも28日に意見交換も実

施してまいりました。

　今回は、県主催ではありますが、垂水市にと

りましても重要な訓練と位置づけて、近隣の住

民、自主防災組織等への参加要請、潮彩町の住

民の方々、コスモス苑、慈恩保育園等からの訓

練参加もいただきまして、防災意識の高揚につ

ながっていただけたと思っております。

　最後に、消防本部が中心となりまして、大が

かりな合同救出救助訓練が各機関の連携のもと

に実施されましたことについては非常に感銘、

心強さを感じたところです。

　そのようなことから、県主催ではありました

が、垂水市で行われることを意識し、各対策部

及び担当者個人からの意見もいただき、確実に

検証し、市長が最重点の取り組みとして掲げて

おります安心・安全な垂水のまちづくりのため、

今後の防災対策に生かしてまいりたいと思って

おります。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）川議員の農地農業

の再生について答えさせていただきます。

　まさに国の、また本市の農業の現状を凝縮し

た言葉であると思います。それゆえに、とても

大きな意味も含んでいると考えるところでござ

います。今、農地農業の再生が図れないと農業

がなくなってしまうと、ＴＰＰの問題、食料品

は戦略的な物資であるという言葉もありました。

まことに申しわけありませんが、今出た話の中

でも本当に私、手探りの状態からですので、議

員のここ５年間の質問の中に何かしら答えを導

くすべがあるのではと、会議録をひもとかさせ

ていただきました。

　平成20年３月に「食料自給率39％、これを支

えている人はわずか2.4％、10年後は1.4％」、

平成20年12月、「農家が少なくなるとするなら

ば企業農業ということも頭に入れてやっていく

べき」、平成21年３月、「農家で本当に後継者

がいる家庭が何軒あるんだろうか。農地が荒れ

るイコール国土が荒れるということであります」、

平成23年12月、「ここに職場として私はとらえ

たいんですよ。企業農業であり、農事法人であ

り、その育成をしていくこと。企業農業とか農

事法人とか組織にその分をしょっていただく」

というような表現をされています。

　本市の農地農業の再生は、企業農業、農業法

人の育成を今後しっかりと本市農政の枠組み、

柱になれるよう、またそのための環境整備をす

る時期に来ていると認識すること、そのように

考えたところであります。

　以上であります。

〇教育総務課長（川畑千歳）川議員の御質

問にお答えいたします。
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　現在の管理状況について、お答えします。

　安全点検として毎週２回、教育長を初め、教

育委員会３課で閉校３中学校を巡視しています。

校内の草木管理については、教育委員会職員で

対応できるものは職員で、年１回は市予算で対

応しています。また、地域の方々や居住する市

職員のボランティア作業、垂水市校長協会・教

頭会のボランティア作業もしていただいており

ます。

　ただいま川議員提案の管理マニュアルの作

成については、効率的な管理を行うために検討

をさせていただきたいと思います。

　以上でございます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）失礼します。

　川議員の御質問にお答えいたします。

　中学校では、平成19年度から中学生３年生を

対象に国語及び数学について、主として知識に

関するＡ問題と、主として活用に関するＢ問題

による全国学力・学習状況調査が実施されてお

ります。本年度は理科も加えて実施されました

が、本年度の結果につきましてはまだ出ており

ません。

　また、昨年度は東日本大震災の関係で全国一

斉に実施されておりませんので、平成19年度か

らの累積結果の推移及び全国・県の平均値との

比較についてお答えいたします。

　国語の知識に関するＡ問題の正答率の推移は

70.9％から80.8％の間、国語の活用に関するＢ

問題は58.1％から76.3％の間、数学の知識に関

するＡ問題は59.2％から64.2％の間、数学の活

用に関するＢ問題は46.3％から54.1％の間を推

移し、実施年度により、上下の変動がございま

す。また、実施年度により、問題内容の難易度

に差があったり、同一生徒でなかったりする関

係で、この結果からだけでは学力が向上したの

か低下したのか判断することがなかなか難しい

状況です。

　しかしながら、垂水市の結果を全国及び県の

平均値と比較してみますと、平成21年度の国語

の活用に関するＢ問題が全国及び県の平均を上

回ってはいるものの、そのほかは全国及び県の

平均を若干下回っておりますので、十分な学力

が身についているとは言いがたい状況にあるか

と存じます。したがいまして、本年度は学力向

上を最重点課題として力を入れてまいる所存で

ございます。

　確認でございますが、今後の対策につきまし

ては２回目の答弁でよろしゅうございますか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

　以上でございます。

〇教育総務課長（川畑千歳）川議員のクー

ラーの使用状況と電力使用料についての御質問

にお答えいたします。

　市内の学校施設における空調設備につきまし

ては、平成22年度から平成24年度までに全小・

中学校に設置をする予定となっております。議

員の御質問にある使用状況と電気料につきまし

ては、設置後に丸１年経過した松ヶ崎小学校と

協和小学校に係るデータで説明をいたします。

　使用状況につきましては、松ヶ崎小学校で昨

年７月からことし２月までに延べ37室で476日使

用しております。協和小学校では昨年７月から

ことし２月までに延べ31室で335日使用しており

ます。

　次に、電気料でございますが、今回の空調設

備設置により電力使用量が増加したことに伴い、

毎月の基本料金が高くなっております。したが

いまして、空調設備を使用しない月においても

電気料が高くなってまいります。松ヶ崎小学校

で平成22年度58万1,075円、平成23年度94万9,757

円、金額で約36万8,000円、率にして63％の増と

なっております。協和小学校では平成22年度79

万182円、平成23年度131万5,613円、金額で約52

万5,000円、率にして66％の増となっております。

　空調設備使用に当たっては、学校において適

切にかつ有効に活用されるよう、教育委員会に
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おいて垂水市立小・中学校空調設備運用指針を

作成いたしました。概要としまして、冷房の稼

働期間をおおむね６月から10月までを基本とし

て、温度設定は市庁舎同様に環境省が推進して

いる摂氏28度としております。また、暖房の稼

働期間をおおむね12月中旬から３月上旬までを

基本として、設定温度を摂氏20度としておりま

す。今年度の空調設備設置完了に伴い、引き続

き適切な維持管理について検討を進めてまいり

ます。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）川議員の過去の事

業によって建設した施設の利用状況について、

土木課からは、垂水新港の利用状況につきまし

て大隅地域振興局建設総務課に問い合わせしま

したので、その状況についてお答えいたします。

　平成23年度１年間のフェリーターミナル以外

での使用でございますが、主に工事の専用で、

野積み場が年間約250日、荷さばき場が約40日、

ブロック製作ヤードなどとして活用されている

ところであります。それに不随しまして、陸上

で製作しました消波ブロック等の運搬で岸壁の

係留利用があるようでございます。

　以上でございます。

〇水産課長（岩元悦郎）川議員の質問にお

答えいたします。

　南漁港、新城につきましては、23年３月に第

一種漁港としてすべて完成したところです。利

用状況についてでございますが、泊地につきま

しては、新城地区漁業振興会員である漁船及び

遊漁船17隻が係留しておりますが、物揚げ場に

つきましては、時々網やワカメなどを干す程度

で、ほとんど利用されていないのが実情でござ

います。何かいい利用方法はないかと考えては

おりますが、平成19年１月、垂水市漁協と新城

地区公民館とで「新城地区沿岸における養殖漁

業に関する一切の作業は行わない」と新城沖合

養殖漁場誘致契約書を交わしているところであ

りまして、垂水市漁協も「今のところこの契約

書を遵守したい。せっかく新城沖で本格的に養

殖業が始まったばかりなので、しばらくは状況

を見守りたい」との意見であります。

　市としても今後も有効利用の努力をしてまい

りますが、議員もいい知恵がございましたら御

教示願いたいと考えております。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）私のほうからは、

道の駅のウォークボードの利用状況について御

説明いたします。

　このウォークボードは、平成19年度の県の魅

力ある観光地づくり事業として整備されまして、

平成20年10月からの管理について市へ移管され

ております。その当時、指宿市にあるウォーク

ボードをイメージしてつくられましたが、本市

の場合、当箇所が護岸であることから、維持管

理のために車両の通行が可能になるように現在

の整備形態になったものでございます。

　当時、足湯の人気もあり、しかも足湯の近く

でもあったことから、多くの利用者があるもの

と期待してテーブルやいすを設置し、レストラ

ンメニューであるソフトクリームなどの出前販

売やその他の飲食物の販売などを行いましたが、

その利用は思わしくない状況でございました。

それと、設置されたころから桜島の火山活動が

活発になり、降灰が頻繁にあることや、日陰に

なるものがないことから夏場は非常に暑くなる

こと等が利用を妨げる原因になっているようで

ございます。

　現在もテーブルといすを置いてありますが、

春と秋など気候のよいときは一部的に利用され

ておりますが、それ以外の季節では利用されて

いないのが現状でございます。そこで、昨年度

管理運営を指定管理しましたグループへ、何か

よいアイデアや利用方法はないか検討するよう

にお願いしている状況でございます。

　以上でございます。
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〇生活環境課長（森下利行）生活環境課所管

の牛根境地区の漁業集落排水処理施設の利用状

況について、お答えいたします。

　牛根境の漁業集落排水処理施設につきまして

は、平成20年４月１日より供用開始し、４年が

経過したところであり、これまで、下水道加入

促進委員会の委員であります境地区の振興会長

さんや排水設備工事店連絡会の方々の御協力を

いただきながら、事業加入促進に努めてまいっ

たところであります。しかしながら、牛根境地

区も、高齢化により年金暮らしの高齢者世帯が

多くを占めていることから、工事に多額な費用

を要する処理施設への加入はなかなか進まない

状況にあります。

　平成24年５月末日現在の集落排水の加入状況

につきましては、排水処理対象の400世帯中198

世帯が加入されており、加入率は49.5％であり

ます。また、ここ数年の年間の加入件数は平均

６件程度となっております。

　以上でございます。

〇川達志議員　たまたま、けさの読売新聞の

一面で、多分「指導者トップの要件」というコ

ラムというんですか、だったと思うんですが、

けさ読んだら、こういうことが書いてありまし

た。

　東京工大の永井先生という人が、机上の危機

管理シナリオや計画などは、多くの予期し得な

いトラブル、つまらぬミス、事故など無形の要

因のために実践にさほど役立たないということ

が書いてありました。私も３月で、こういうこ

とを予測をして、避難訓練等は計画どおりいっ

たからよかったじゃだめなんだよという話をし

ました。で、失敗したところ、間違ったところ

はしっかりと議事録に残して、後世に役立たせ

ることが大事だということも提案をいたしまし

た。

　ぜひ、これから雨のシーズンでもあります。

避難訓練を生かす皆さん方であってほしい。や

ったから終わりじゃない。消防長もいらっしゃ

いますけれども、訓練が終わったからよかった

じゃなく、ここがおかしいんだということをも

う一回、あえてもう答弁は求めませんけれども、

このことについてはもう一回、心に置いていた

だきたいと思います。

　それで総務課長、本市の自主防災組織の話が

きのうも出ましたけれども、本市の自主防災組

織、一部を除いて本当に機能するのか私は心配

します。多分役員の交代もあったんだろうし、

年齢的なこともあるんだろう。ここいらについ

ての実態把握をされておるかということと、今

回の県の防災訓練の反省もされたはずです、当

然。その中で、そういった議事録の公表は考え

ていらっしゃるのか。この２点。

〇総務課長（山口親志）まず最初に、答弁は

要らないと言われましたんですが、３月に質問

やら指示もいただきまして、確かにそのような

考えで行っていかないと今回の総合防災訓練は

成功しなかったと思っておりますので、３月議

会で指摘いただいたことに対しまして、まず感

謝申し上げます。そのような形で、今回は全ス

タッフと力を合わせましてその意識でしたつも

りでおりますので、ありがとうございました。

　まず、自主防災組織でありますが、自主防災

組織は平成17年大災害が起きる前は組織率が10

.3％でありましたが、安心・安全のための重要

な施策としまして組織率を上げるということで、

現在で89.5％まで組織率が向上してきておりま

す。

　ただし、今ありましたとおり、組織率が上が

ったからこれですべて安心ということではあり

ません。確かに、各自主防災組織の組織で取り

組みに対しても非常に意識の違いがあります。

毎年ほとんどの住民を参加しての訓練を実施し

ている自主防災組織もあります。減災のために

もこの自主防災組織の取り組みが非常に重要で

あるということを認識をしておりますので、そ
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のあたりの今、心配をされているその意識も当

然私も持っておりますので、そのあたりは自主

防災組織連合会等でも研修会等でも実施してお

りますので、そのあたりで根気強く意識の高揚

を高めていきまして、防災に対する意識を、自

主防災組織の方々から御協力をいただくことが

垂水市の防災にもつながってまいりますので、

根気強く意識を高めていきたいと思います。確

かに組織で違いがあることは十分承知しており

ます。

　それから、議事録でありますが、今回は鹿児

島県が主催の総合防災訓練でありました。先ほ

ども申し上げましたとおり、協議やら検討を進

める段階で１年近くの時間を要してきましたが、

指摘のとおり、その都度その都度変更がありま

した。まして関係機関61団体もありましたので、

いろんな意見が出てまいりまして、その都度そ

の都度シナリオ等の変更、それから、そこで出

ました意見等も議事録にまとめております。

　ただ、今回、今、県のほうにも問い合わせて

はみませんので御回答はできませんが、開示と

いうより、開示については御回答ができません

が、指示がありましたとおり、議事録をきちっ

ととりながら今回の総合防災訓練に取り組んで

まいりましたので、議事録はきちっととって、

会議録もとっております。それがありましたか

ら、今回成功したんだと思っております。（「課

長、公表は」と呼ぶ者あり）

　公表についてはまだ、今回主催が県でしたの

で、県に公表していいのか公表していないかは

まだ聞いておりませんので、そのあたりは要請

がありましたら県のほうに確認をして、公表に

関しては問題はないとは思いますが、知事の視

察とかいろんな行程もありますが、公表につい

ては今この場ではちょっと御回答ができません

のをお許しください。

　以上です。

〇川達志議員　ぜひ県には、これは公表すべ

きだと私は思いますので、本市のほうから県に

は厳しく要請をしていただきたいと思います。

　次に、農地農業の再生ですけれども、近年、

農業を取り巻く環境が非常に厳しくなっている

中で、法制とかいろんなことで環境が変わって

いると思うんですが、そこいらについての動向

を課長が把握されている範囲内で結構ですので

教えていただきたい。

〇農林課長（池松　烈）２回目の質問にお答

えさせていただきます。

　それでは、まず、農地について述べさせてい

ただきます。

　議員は農業委員でもありますので、もう御存

じのこととは思いますが、平成21年12月に施行

されました改正農地法は、農地の有効的な利用、

優良農地の確保、新たな農地ニーズへの対応と

いう基本的な考え方を維持しつつ、農地の減少

を食いとめ、農地の確保を図り、農地を貸しや

すく借りやすく、農地の効率的な利用を図るこ

とを目指しております。

　また、農地利用集積円滑化事業も創設されま

した。遊休農地を有効活用する対策の充実とし

まして、毎年１回農地の利用状況調査をするこ

とが義務づけられ、所有者に対する指導、通知

等、一貫して農業委員会が行うこととされまし

た。

　農業経営基盤強化法促進に基づく利用権設定

等促進事業では、利用権、賃借権は期間が満了

すると自動的に終了し、離作料がないなど、農

地の貸し借りがしやすくなっており、経営規模

拡大の意欲のある担い手農家への提供が円滑に

行われ、集積が進んでおります。

　次に、農業についてでありますが、国は、我

が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・

行動計画に基づき、新規就農者の増大、農地集

積の推進を図るため、今年度から新たに、新規

就農総合支援事業、青年就農給付金事業及び戸

別所得補償経営安定推進事業、農地集積協力金
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交付金事業を実施します。これら事業の支援を

受けるためには、集落・地域での徹底的な話し

合いにより、地域農業のあり方や新規就農者を

含む地域の中心となる経営体を定めた人・農地

プラン、地域農業マスタープランを作成するこ

とになりました。

　人・農地プランは、人と農地の問題を解決す

るための未来の設計図として、地域の今後の中

心となる経営体、個人・法人はどこか、中心と

なる経営体にどうやって農地を集めるか、中心

となる経営体とそれ以外の農業者・兼業農家・

自給的農家を含めた地域農業のあり方、また、

生産品目、経営の複合化、六次産業化を集落・

地域における話し合いによって決めることにな

ります。

　今、農地と農業として、最近の法改正、新規

事業を述べましたが、まさに農業生産法人、企

業農業に活動の場、活躍の場を提供していると

考えるところでありますが、本市のここ数年の

新規就農者が、平成21年度５名、22年度５名、

23年度１名、24年度、今現在で５名で、この方々

の将来に農業生産法人への選択という考えが見

えてくるようであればいいのではと考えている

ところであります。

〇川達志議員　そのようなことで、方向性は

見えてきているのかという気がします。

　そこで１点、法人化した場合のメリットはど

ういうことを考えていらっしゃるのか。

〇農林課長（池松　烈）まず、法人化のメリ

ットを考える場合は政策定義や経営上のメリッ

トもありますが、制度上のメリットと制度外の

メリットという観点から大きなくくりで説明さ

せてください。

　まず制度上のメリットとして、税制で事業所

得の税金が軽減されたり、課税の特典を活用す

ることができるようであります。また、制度融

資での制度限度の拡大ができるようであります。

制度外のメリットとしましては、家計と経営の

分離が図られ、経営体として確立されたり、経

営が合理的に運営できるようになるようです。

また、本市の防災営農対策事業などを取り入れ

ることもメリットとなっていくと考えておりま

す。

〇川達志議員　４回目ですけれども、今まで

ずっと言ってきたにもかかわらず、なかなか進

んでいない。この原因は多分、先進地を見に行

くとか情報をとるとかそういうことが欠けてい

るんだろうと思います。今そういう情報はイン

ターネットやら、はんらんをしております。

　まず、そこで、市長、市長は今回アメリカに

行かれる、マカオに行かれるわけですけれども、

これは私は非常に大賛成であります。やはりト

ップが外を見てくること、大きな意識改革にな

るんだろうと思います。ぜひこういったことに

は金を使っていただきたい。

　中央駅の前に、青春の群像ですか、あります

けれども、あの当時のトップがあえてああいう

事業を起こしたから維新の回転もなったんだろ

うし、わずか数十年のうちにロシアにも戦争で

勝っちまったと。やはり、外を見ることが一番

勉強になるんだろうと思います。今、本市は、

緊縮財政の名のもとでほとんど若い人たちが外

に勉強に行かない。出張旅費がなかなかとれな

い。このことも大きな本市衰退の要因であろう

と思います。

　そういった意味で市長、ぜひ、とりあえず農

林課の農業法人なり企業農業についての勉強に

対する予算について、ぜひ今からでも、そんな

大きい金は必要じゃないと思う。ぜひとってい

ただきたい。ただし、行くためにはそれなりの

目的をしっかり持たせること。そして、帰って

きたら、みんなが納得できる復命書を書ける人

を出してください。そうすれば幾ら使おうと、

みんなわかってくれると思います。やはり、外

に出て外の空気を吸う、吸わせてやることが、

ここにいらっしゃるひな壇の課長さん方の責務
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です。自分の課で人を育てるためには、外を見

さすことです。ぜひそのことについて市長の答

弁をいただきたい。

〇市長（尾脇雅弥）今、川議員のお話があ

りましたけれども、基本的に私もそのような考

え方でおります。まさにいろんな意味で時代の

転換期であります。垂水の宝というのは基本的

には一次産業、これを中心にということであり

ますので、そのためにも農業分野においても先

進地を見ていくということは非常に大事なこと

だと思っておりますので、主管課と十分協議を

させていただいて、基本的に必要なものに関し

ては予算措置をしていきたいというふうに考え

ております。

〇川達志議員　ありがとうございます。

　次に、教育についてですけれども、学校跡地

の管理については了解をいたします。

　それから、学力について、小学校、それから

学校に上がる前の環境というんですか、ここに

ついて御答弁をいただきたいと思います。

〇学校教育課長（牧　浩寿）学力向上の今後

の対策というようなことで述べさせていただい

て、よろしゅうございますでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり）

　それでは、川議員の御質問にお答えいたし

ます。

　先ほども述べさせていただきましたが、本市

では学力向上を本年度の最重点課題として位置

づけ、全小学校・中学校に対して次のことに取

り組んでおります。

　まず、教職員の現状に対する危機意識を喚起

し、各学校が指導方法改善に努めるように指導

いたします。そのために各種学力調査の学校ご

とのデータを示して競わせると、そういったよ

うなことはできませんけれども、本市の平均を

各学校に公表し、各学校が自分の学校の現状を

比較できるようにすることで、それぞれの学校

が自分の学校の課題を明確にし、危機意識を持

って学力向上に取り組めるようにしております。

　そして、本年度は校長及び教頭の管理職研修

会の年間テーマを「学力向上」といたしまして、

校長研修会・教頭研修会はもちろんのこと、教

務主任等研修会や教職員を対象とした夏期合同

研修会など、各種研修会を学力向上の視点から

関連づけながら開催いたします。

　その際、校長研修会や教頭研修会などにおい

ては、各学校の実践例等を発表する場を設定し

て、学校間で学力向上に対する意識を高め合わ

せるようにいたします。このように各種研修会

において各学校が刺激し合い、やる気を持って

学力向上を目指すよう、その運営のあり方を工

夫いたします。

　また、これまでの市の授業モデルの見直しを

行い、本年度は、１人１人の児童生徒に確かな

学力を身につけるために、これまでの「考える」

「わかる」「楽しい」という文言を改めまして、

「考える」「わかる」「力をつける」という授

業モデルを作成いたしました。この授業モデル

をもとに、毎時間の授業を「力をつける」とい

うことに視点を置いて充実させてまいります。

　また、電子黒板等のＩＣＴ機器や県が作成し

ている「鹿児島チャレンジ」「鹿児島ベーシッ

ク」等を有効に活用し、学習内容の確実な定着

を目指すとともに、活用力を伸ばすための工夫

も行います。さらに、学力向上を図る上で大切

な家庭学習の充実にも努めます。

　平成22年度実施されました全国学力・学習状

況調査の結果を見ますと、本市では家庭学習の

時間が少ないという実態が明らかになり、家庭

学習のあり方が課題となっております。教育委

員会では平成19年度、家庭学習の手引きとして

「垂水市家庭学習キラリプラン」を作成し、各

学校に配布しておりますが、この「家庭学習キ

ラリプラン」に基づき、家庭での学習時間をふ

やすとともにその習慣化を図るなど、各家庭に

おいて家庭学習のあり方の見直しをしっかりと
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行うように、各学校への指導を充実させてまい

りたいと思います。

　最後に、本年度は特に、小学校・中学校・高

等学校の連携のさらなる強化を目指しながら、

学力向上に努めてまいる所存でございます。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）学力向上については今、

学校教育課長がお話をいたしました。さきの御

質問は、小学校に上がる前までとおっしゃいま

したですか。（「そこ辺もひっくるめて」と呼

ぶ者あり）小学校に上がる前の状況というのは

ちょっと教育委員会では把握しておりませんの

で。（「私の意向を踏まえてくだされば、それ

で結構です」と呼ぶ者あり）わかりました。

　今、本市のいわゆる今年度の教育委員会で非

常に重要視していきたいと思っていますのは、

先ほど言いましたように学力向上でございます。

いろんな学校訪問等でいつも私が先生方に、あ

るいは管理職にもですけれども、申し上げてい

るのは、教師の仕事というのはいわゆる授業だ

けじゃなくて、いろんなのがあると。しかし、

最大の仕事というのは、各学年の発達段階に応

じた、学年に応じた基礎学力をきちんと身につ

けることであると。いわゆる基礎学力を身につ

けられない教師は指導力のない教員と言われる

と、そういうことにならないようにしてほしい

ということをいつも言っておりますが。

　一方、先ほど学校教育課長が申し上げました

ように、本市の子供たちの実態を見てみますと、

家庭学習の時間が非常に短い。その実態をちょ

っとお知らせしたいと思いますが、月曜日から

金曜日まで30分未満、全くしないという子供を

含めてですね、全くしないというのが全国平均

で15.2％です。鹿児島県は10.7％、垂水市は27

.8％、かなり多いですね、これは30分未満。逆

に、２時間以上勉強をするというのが全国平均

が25.7％、鹿児島県が24.7％、垂水市は5.6％で

す。非常に少ない。それから土曜・日曜日、そ

れから休みの日ですね、これは１時間未満しか

勉強をしないというのが全国平均で35.4％、鹿

児島県では33.8％、垂水市は44.5％。今申し上

げているのは小学校のですね、小学校です。そ

れから３時間以上、土曜・日曜ですね、全国平

均が11.5％、鹿児島県が9.9％、垂水市が5.6％。

　このように家庭学習が非常に足りないという

ことで、これは前からも言われたことでしたの

で、平成19年度に「垂水市家庭学習キラリプラ

ン」というのをつくって、家庭学習をさせてほ

しいと家庭にお願いをした経緯がございます。

毎年これもやっているんですけれども、今後さ

らに具体的に協力をお願いしてまいりたいとい

うふうに思っております。

〇川達志議員　今、貴重な意見を伺いました。

学校だけの責任じゃない、やはり問題は家庭に

あった。この家庭を動かすためにどうすればい

いかということに大いに知恵を働かせていただ

きたいと思います。例えば市や国あたりを利用

するとか、いろんな場で啓蒙をしていくこと。

あなたたちだけじゃなく、ここにいらっしゃる

みんなも、我々議員もひっくるめて、この家庭

での学習が少ないということは啓蒙していかな

きゃならん問題だろうと思います。

　それと、もう答弁は要りませんけれども、空

調の話ですけれども、学校の。28度とおっしゃ

ったけれども、要するに、少々暑かろうが頑張

らせると、それから冬は着させればいいんです

よ。あるから利用するんじゃなく、本当に子供

の健康を考えたときにはね、暑さ寒さに耐える

こと、ここが一番大事だと思うんです。さっき

の自殺の話じゃないけれども、本当に厳しい状

況の中で子供は育ったほうが、「なにくそ」と

生まれると思う。また、そういう教育をしてい

かなきゃいけないと思う。導入して、電気代で

もかなり使っているわけですよね。やはりここ

いらについては市長、ぜひ、おしかりを受ける

かもわからんけれども、けがせかしなきゃいい
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と思うんです。ぜひそういったことについても

財政課長、電気代の使用料についてもしっかり

と気を配っておいていただきたいと思います。

　次に、最後の４点目ですけれども、新港につ

いては過去にもカツオ船の誘致をしようとかい

ろんなさまざまな動きをしている、なかなか前

へ進まない。これは理解をいたします。

　ただ、南漁港については、新城と漁協で話を

したからということで逃げている。あえて申し

上げます。私の知恵をかりたいとおっしゃいま

したけれども、十分です。ただし、その前に垂

水漁協から新城沖出しまで時間がかかる、それ

から燃料代もかかる。

　今、きのうもブルーツーリズムの話がありま

したけれども、漁協の皆さん方、本当に苦しい

んですよ。それどころじゃ、ブルーツーリズム

どころじゃない人も必ずいらっしゃいます。そ

れでも、それでもね、しっかりと協力している

んですよ。受け入れて、見せて、泊めて、少々

の金じゃないと思います。ところが、市の方針

だから、市に厄介になっているからという気持

ちで協力をしてくれているんだろうと思います。

　ぜひ、そういうことをしているんだったら、

課長ね、例えば年間で南漁港を使った場合と今

の状況とどのくらい個数が違うか、計算をした

ことはないでしょう。そういったことをした上

で人に頼むんですよ。はっきり申し上げておき

ます。我々議会は議決権しかないんです、議決

権しか。皆さん方は執行権があるんですよ。そ

のことを忘れないように。これ以上はもう言い

ません。

　ウォークボードについては十分理解をしてお

りますが、しかし、やはり何らかのイベントを

１回でもやってみたら。まず一歩踏み出すこと

だと思う、失敗してもいいと思います。いや、

ただ、あとはそのことについて維持費がかから

ないようにすることだろうと。ぜひこのことに

ついても御検討をいただきたいと思います。

　それから、牛根の漁集ですけれども、今のま

まだと大変、いつまでかかるかわからない、一

般財源をつぎ込まんないかん。これを合併浄化

槽にかえるとか、地方債の償還残高、そこいら

もひっくるめて早期に償還はできないのか。そ

ういうことをひっくるめて検討する時期にある

んだろうと思います。そうしないと、この漁集

のツケは未来永劫続く。どっかでかだれかがけ

りをつけなければ、しかも早いうちに。境に人

が住んでいる以上、何らかの方策が必要であり

ます。ぜひ、地方債の残高、償還期間をどう考

えているか。

〇生活環境課長（森下利行）川議員の２回

目の御質問にお答えいたします。

　これからの地方債の償還や牛根境地区の人口

動態、加入率を考えた場合、合併浄化槽への切

りかえも検討していくべきではないかというこ

とでありますが、牛根境地区の排水処理施設は、

現在稼働している施設であることや、国の漁業

集落環境整備事業により、排水処理施設整備の

みでなく、集落道、飲雑用水施設、防災安全施

設への補助金の返還や地方債の繰り上げ償還な

どいろいろな問題が生じてまいりますので、合

併浄化槽への切りかえにつきましては現時点で

は難しいものと考えております。

　しかしながら、将来にわたって運営していく

上では、議員御指摘のとおり、人口動態や加入

率を勘案して幅広い見地から検討していくこと

が大切なことだと考えております。今後はこの

ことを視野に入れながら、しっかり検証してま

いりたいと思っております。

　次に、漁業集落排水施設に係る地方債の未償

還金残高でございますが、平成24年３月末現在

約３億6,000万円であり、償還期間は平成49年度

までとなっております。ただし、元利償還金の

約68％は交付税措置が講じられているところで

ございます。

　以上でございます。
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〇川達志議員　これについての償還の繰り上

げについて、財政課長、何か考えられないか。

だれでもいいよ、答えられる人で。

〇生活環境課長（森下利行）川議員の３回

目の御質問にお答えします。

　繰り上げ償還を考えていないかということで

ありますが、平成24年３月末現在の未償還金残

高は約３億6,000万円で、その元利償還金の約68

％は、先ほど申しましたとおり、交付税措置が

講じられているところでありますが、繰り上げ

償還を行った場合、この交付税措置が受けられ

ず、償還期間の平成49年度までの利子相当分も

含めた金額を償還しなければならないため、現

時点での繰り上げ償還につきましては難しいも

のと考えております。

　しかしながら、先ほども申しましたとおり、

将来にわたって運営していく上では幅広い見地

から検討していくことは大切なことだと思って

おりますので、今後、５年後、10年後、そうい

った今後の状況を調べながら、境地区の世帯数

や人口並びに加入率など多くのデータをもとに

しまして、事態の変化や進展を分析するなどの

シミュレーションを行いながら比較・検討を行

ってまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇川達志議員　交付金の話がありましたけれ

ども、その中に一般財源からの持ち出しもある

と思うんですね。やはりそういったことやら比

較・検討をしながら、要するに牛根境の皆さん

方が快適に暮らせればいいんですよ、余計な負

担をしないで、目標は。ぜひしっかりと頑張っ

ていただきたいと思います。皆さん方の双肩に

このことがかかっておりますので、ぜひ頑張っ

ていただきたい。

　なぜこの４点を持ち出したかといいますと、

これは執行部がしっかりと精査をしないまま出

して、議会もそれを受けたということが一番の

原因だった。今後こういうことがないように、

しっかりとすべての事業についてメリット・デ

メリットを検証すること、そのための一石にな

ればと思って質問をさせていただきました。

　終わりますが、もう一度、けさの新聞に返り

ます。

　市長、一度決断した後の指導者のたたずまい

については、陸上自衛隊の幹部学校で指導者論

を教える西元徹也元自衛隊統合幕僚会議議長が

本紙インタビューでこう説いたと。最も重要か

つ困難な局面で人々に理念や戦略、目標を明示

する。その後はあれこれ干渉せず、結果の責任

はとる。これが本物のリーダーだということで

あります。

　以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明14日から21日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、22日の午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後３時28分散会
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平成24年６月22日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　九州電力より今夏の節電への協力のお願いが

ありましたので、そのお願い文書をお手元に配

付しておきましたから、御了承願います。

　次に、議会改革調査特別委員会委員長から、

議会改革に係る研修視察の報告がありますので、

これを許可します。

　議会改革調査特別委員長川達志議員。

　　　［議会改革調査特別委員長川達志議員

　　　　登壇］

〇議会改革調査特別委員長（川達志）おは

ようございます。

　私ども議会改革調査特別委員会の４名及び随

行１名は、去る５月24日から25日まで佐賀県嬉

野市及び熊本県御船町において視察研修を実施

をいたしましたので、報告をいたします。

　まず、嬉野市でありますが、嬉野市は、人口

２万8,000人で、佐賀県の南西部に位置し、日経

新聞第２回議会改革調査で全国３位にランクさ

れたことで有名であります。

　嬉野市では、議会改革及び議会基本条例につ

いて研修をさせていただきました。

　まず、議会基本条例を制定した背景について

は、「市民の中から市政について市議会議員に

付託しているが、政策の提言など議会が行わず、

単に市長の政策の追認をしているだけではない

か」という声があり、「全国的な議会改革の中

では、議会、議員としての本来の職責を果たす

ため、議会改革が必要であり、議会基本条例を

制定する動きとなった」とのことでありました。

　議会基本条例制定後に当選された新人議員に

ついては、「議会基本条例の中に議員としての

資質向上のための内容が盛り込まれており、議

員としての職責を改めて再認識するものとなっ

ている」とのことでありました。

　次に、議会報告会については、「議会や議員

を、そして活動内容を市民の方々にもっとよく

知ってもらう。また、議員の方々との意見交換

の場として年１回以上開催している」とのこと

で、「小学校区ごとに開催されていましたが、

参加される市民の方が固定化されてしまった」

とのことで、「昨年度より、より細分化した地

区で開催し、それにより、今まで参加されてい

なかった方も参加されるようになった」とのこ

とでありました。

　また、議会報告会での質問事項に関する答弁

は、議員個人としての立場ではなく、議会全体

として答弁するように議員間での意思の疎通が

図られていました。

　議会と行政との関係については、「執行部全

員に反問権が与えられておりましたが、現在の

ところ執行部側が行使したことはない」とのこ

とでした。

　議会審議における論点、情報の形成について

は、「一部実施されているものの内容等につい

てはさらに検討する部分が多い」とのことであ

りました。

　御船町についてでありますが、御船町は、人

口１万8,000人で、九州のほぼ中央に位置し、九

州のへそと呼ばれております。

　また、日本で初めて肉食恐竜の化石が発見さ

れ、恐竜のふるさとづくりが進められています。

　御船町では、熊本県合志市と合同で議会改革

及び通年議会運営について研修を受けました。
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　御船町議会では、全国でも珍しく通年議会を

実施をしております。「御船町の場合、４月に

町長から１回目の招集を受け、翌年の３月の31

日までが会期となります。通常は、他の議会と

同様に３・６・９・12に開催されておりますが、

全員協議会と委員会を毎月開催しており、緊急

な議案が発生した場合に迅速に開会している」

とのことでありました。

　また、一般質問については、「必要であれば

一般質問のみの議会開催も可能である」とのこ

とでした。

　通年議会については、「議員提出案がいつで

も提出・受理できたり、専決処分の必要性がな

くなったり、非公式な会議がなくなるなどのメ

リットがあります。

　一方で、執行機関が議会運営に拘束される時

間が多くなるなどのデメリットもあり、行政側

に理解があることでうまく機能している」との

ことでした。

　以上のように両議会とも議会の持つ職責を果

たすために議員みずからが議会改革に取り組ま

れており、説明も議員みずから行っていただき、

地方分権が進む中、議会の果たす役割と責任の

重大さを再認識するものでありました。

　本委員会においても今回の視察研修を参考に

し、議会基本条例制定に生かしていきたいと考

えております。

　以上で視察研修の報告を終わります。

　　　△発言の申し出

〇議長（宮迫泰倫）次に、総務課長より発言

の申し出がありますので、これを許可します。

〇総務課長（山口親志）おはようございます。

　議長の許可をいただきましたので、今回の台

風４号・５号の発生に対しまして、本市が取り

組みました対策を報告いたします。

　まず、台風４号については、６月15日金曜日

13時に情報収集体制に入りました。

　６月18日月曜日16時30分、本部長に状況を報

告しまして、翌19日の火曜日の朝６時半に各警

報等の発生に伴いまして、同時刻に災害警戒本

部を設置いたしました。あわせまして自主避難

所４カ所を７時30分に開設をいたしました。

　災害警戒本部は、全課長で対応し、市民への

周知は、防災無線、垂水市ほっとメール及び消

防団の方々に依頼をいたしました。

　状況等の変化に伴いまして、10時30分、16時

と災害警戒本部会議を開催し、各対策部長から

の報告を受け、16時15分に災害警戒本部を廃止

いたしました。

　台風４号においては、自主避難所への避難者

はおられませんでした。

　続きまして、台風５号に伴う梅雨前線の活動

に対する対策の報告をいたします。

　台風４号の対策が終了しました６月19日火曜

日の16時15分から情報収集体制に入りました。

当然それ以前からも情報収集は行っておりまし

た。

　６月21日木曜日13時に本部長に状況報告を行

い、大雨対策としまして13時30分に災害警戒本

部を設置し、14時30分に５カ所の自主避難所開

設を行いました。

　今回は、土砂災害警戒情報も発令されており

ましたので、垂水市市民館の自主避難所だけで

はありますが、ピーク時で９世帯16名の自主避

難者がおられました。大雨の影響及び自主防災

組織の活動があり、市木地区の住民の方々が多

く避難をされました。

 16時、19時と災害警戒本部会議を開催し、状況

報告、状況の共有化を図り、各本部長も21時ま

で本部に詰めておりました。

　本日６月22日金曜日８時から災害警戒本部会

議を開催し、警報・注意報等の解除を受け、ま

た、避難所の方々が５時20分に全員退所された

のを受け、８時10分に災害警戒本部を廃止し、

避難所も閉鎖いたしました。

　各情報等については、ホームページで素早い
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更新で情報発信を行っております。

　また、今回の台風４号・５号においては、大

きな被害の報告もありませんでした。

　これからも安心・安全なまちづくりのため、

人災ゼロのために各対策部を中心に空振りを恐

れず、早目の情報提供、避難を図ってまいりま

す。

　以上であります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で諸般の報告を終わ

ります。

　　　△議案第34号～議案第36号、議案第38号、

　　　　議案第39号、陳情第８号、陳情第９号

　　　　一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、議案第34号か

ら日程第４、議案第36号まで及び日程第５、議

案第38号並びに日程第６、議案第39号の議案５

件及び日程第７、陳情第８号及び日程第８、陳

情第９号の陳情２件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第34号　外国人登録法の廃止に伴う関係条

　　　例の整理に関する条例　案

議案第35号　垂水市老人介護手当支給条例及び

　　　垂水市長寿祝金支給条例の一部を改正す

　　　る条例　案

議案第36号　消防団消防ポンプ自動車第１・８

　　　分団車購入契約について

議案第38号　平成24年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第１号）案

議案第39号　平成24年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第１号）案

陳情第８号　皇室典範改正反対に関する陳情

陳情第９号　少人数学級の推進など定数改善、

　　　義務教育費国庫負担制度２分の１復元に

　　　係る意見書採択の要請について

〇議長（宮迫泰倫）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長大薗藤幸議員。

　　　［産業厚生委員長大薗藤幸議員登壇］

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）去る６月４日

の本会議において産業厚生委員会付託となりま

した各案件について、６月15日に委員会を開き、

審査いたしましたので、その結果を報告します。

　最初に、議案第35号垂水市老人介護手当支給

条例及び垂水市長寿祝金支給条例の一部を改正

する条例案については、原案のとおり可決され

ました。

　次に、議案第38号平成24年度垂水市一般会計

補正予算（第１号）案中の所管費目については、

審査の過程でさまざまな質疑が行われました。

　主な質疑について申し上げますと、「農林課

所管において「森の駅たるみず」の事務掌握に

ついて」との質問に対し、「「森の駅たるみず」

活性化施設の加工室を除いた部分すべてを商工

観光課で所管し、加工室の部分のみを農林課の

ほうで所管する」との答弁がありました。

　次に、水産課所管において、「ブリ・カンパ

チの海外販路拡大のための旅費については、市

長の意気込みもわかるが、旅費を使って行った

場合の効果があるのか。そして、なぜアメリカ

には随行がついて、マカオには市長のみで行か

れるのか」との質問に対し、「グローバル・オー

シャン・ワークスのほうから依頼があり、市長

という行政のトップがみずからトップセールス

を行うことで、販路拡大の可能性があり、また、

マカオには、垂水市漁協の営業部長も同行する

予定であるが、アメリカの場合には、しっかり

と復命をするためにも記録係の同行が必要と考

えられ、職員の随行１名の旅費を計上した」と

の答弁がございました。

　また、「今後、ブリの輸出が10万匹ふえるの

であれば、改めて行く必要はないのではないか」

との質問に対し、「市長が直接行くことで、垂

水産ブリのアメリカでの販売についてしっかり

と足がかりを固めていきたい」との答弁がござ
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いました。

　そのほか側溝清掃の国の補助に関する質疑及

び側溝清掃の時期についての質疑が行われ、意

見も出尽くしたので質疑を終わり、議案第38号

平成24年度垂水市一般会計補正予算(第１号)案

中の所管費目について諮ったところ、次の要望

を付して原案のとおり可決されました。

　１つ、農林水産業費のうち水産振興費の旅費

について、ブリ・カンパチの水産物に限定せず、

垂水産の全品の販路拡大につなげていく気構え

で海外へのトップセールスに臨んでいただきた

い。

　次に、議案第39号平成24年度垂水市介護保険

特別会計補正予算(第１号)案については、原案

のとおり可決されました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、総務文教委員長北方

貞明議員。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇］

〇総務文教委員長（北方貞明）おはようござ

います。

　去る６月４日の本会議において総務文教委員

会に付託となりました各案件について、６月19

日委員会を開き、付託案件の審査をいたしまし

たので、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第34号外国人登録法の廃止に伴

う関係条例の整理に関する条例案については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第36号消防団消防ポンプ自動車第

１・８分団車購入契約については、原案のとお

り可決されました。

　次に、議案第38号平成24年度垂水市一般会計

補正予算(第１号)案中の所管費目及び歳入全款

については、原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第８号皇室典範改正反対に関する

陳情につきましては、結論を得るに至らず、閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。

　次に、陳情第９号少人数学級の推進など定数

改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に

係る意見書採択の要請については、採択するこ

とにし、意見書案を提出することに意見の一致

を見ました。

　以上で報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　産業厚生委員長に対して質疑

をしたいと思うんですけれども、先ほどいろい

ろと中身について議論の要旨をかいつまんで話

をしていただきました。

　その中で、水産産業振興費、いわゆる市長の

トップセールスの渡航費用の問題についていろ

いろ議論があり、私も傍聴させていただいて、

そのことを参考にしながら判断もしようという

ふうに思っていたわけです。

　私は、１番目に考えたのは、一つは、当然今

の打開していくためには、さまざまな形でこの

ような販路拡大対策というのは必要であろうと

いう認識は共通のものがあろうと思います。

　もう一点は、今回の場合の公益性の問題です。

果たして公益性がどうなのか。いわゆる準備と

かその中身とか含めて、本当に今回の場合の公

益性が本当にあるのか。いわゆる公共の利益に

なるのかということだというふうに思うんです。

　いろんな段階で市長がトップセールスされる

ということは、今の現状の中で産業振興を図る

ためには、ある意味では必要な条件には確かに

なっていると思いますけれども、今回の場合の

準備とか取り組みとかという点で、もう一点の

公益性がどうなのかということをいろいろお聞

きしたいと思って、各議員のいろんな質疑等も

注目をしていました。

　その中でいろいろ意見も出たかというふうに

思います。なかなかそういう点では、最終的に

そのことがどうだったかというのは、論点が絞

られなかったかというふうに思うんですが、や

はり私はここでしっかり見ていかないといけな
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いのは、予算を使うと。当然費用対効果を含め

て投資効果も中身がありますけれども、今の段

階で本当にこの公益性というのはあるのかどう

なのか。やっぱりこれが一つの最大の判断基準

じゃなかったかなというふうに思うんですが、

いろんな意見が確かに出たと思います。そのあ

たりも紹介していただきながら、この点につい

ての総括的にちょっと回答をいただければ助か

ります。

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）その水産業振

興費の渡航　　の70万強の旅費、議員のほうか

らは「一業者と行政のトップが同行して営業活

動にかかわるのはいかがなものか」という意見

も出ましたが、執行部からは、「グローバル・

オーシャン・ワークスさんは、牛根のブリを扱

っており、牛根のブリの養殖業者の今後の出荷

体制に大きく寄与する」というような答弁がご

ざいました。

　よって、もともと同会社は、たしか指宿の出

身だと存じておりますが、「指宿あたりから魚

を持ってきてアメリカに販路を拡大していく。

そのような状況ではない。アメリカに売り込ん

でいく魚は、すべて牛根の漁業組合の商品であ

る」というような答弁がございましたので、最

終的には、垂水市の牛根地区における漁業の繁

栄につながるものだと、そのような意見の一致

を見たところでございます。

〇持留良一議員　本来であれば一般質問とか、

また、委員会で質問の機会があれば一番よかっ

たんですけれども、なかなかこの点を執行部、

いわゆる市長とでも意見を交わすことができま

せんでしたので、この機会にこういう場で聞け

れば一番いいんですけれども、今のルールでは

それができませんので、あえてやっぱり問題点

だけを指摘をしておきたいというか、やはり公

益性となると、一企業との関係もありましょう

けれども、ここに組合、いわゆる準公共的な立

場にある漁業組合等がかんでいると。そこが中

心となって漁業経営者及び垂水の漁業振興を図

っていくという大事な点があろうかと思うんで

す。どうしても今回の場合というのは、やっぱ

りそのあたりが、今後、回答の中でもそのあた

りは取り組んでいくような中身も示されました

ので、そういう方向性があれば、私は問題ない

のかなというふうに思いますけれども、やはり

私は、準備段階でそういうことも含めてきちっ

とやっていくと。やはり客観的に見てもそれが

本当に公共性があり、なおかつ市民の利益につ

ながっていくんだということがはっきり明確に

打ち出してほしいなと。そうでなければやっぱ

り私たちが議論するときに、先ほど出ましたい

ろんなさまざまな議論が出てくると思うんです

よね。

　そういう意味では、やはり私は指摘したいの

は、公益性が本当にどうなのかと。そういうた

めにはそういう中身の問題と行く体制の問題も

含めて重要じゃないかなというふうに思います。

　そのことを改めて指摘をしておきたいという

ふうに思います。

〇議長（宮迫泰倫）ほかにありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　議案第34号から議案第36号まで及び議案第38

号並びに議案第39号の議案５件を各委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」「異議あり」等呼ぶ者あ

　　　　り］

〇議長（宮迫泰倫）御異議がありますので、

議案38号を除き、各議案を各委員長の報告のと
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おり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第38号を除き、各議案は、各委

員長の報告のとおり決定しました。

　次に、議案第38号は、起立により採決いたし

ます。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（宮迫泰倫）起立多数です。

　よって、議案第38号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　陳情第８号及び陳情第９号の陳情２件を委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第８号は閉会中の継続審査、陳

情第９号は採択することに決定しました。

　　　△意見書案第８号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第９、意見書案第８

号少人数学級の推進など定数改善、義務教育費

国庫負担制度２分の１復元に係る意見書案につ

いてを議題とします。

　案分は配付いたしたとおりでありますので、

朗読を省略いたします。

意見書案第８号　少人数学級の推進など定数改

　　　善、義務教育費国庫負担制度２分の１復

　　　元に係る意見書案について

　　少人数学級の推進など定数改善、義務教育

　　費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書

　　（案）

　35人以下学級について、昨年義務標準法が改

正され小学校１年生の基礎定教化がはかられた

ものの、今年度小学校２学年については加配措

置に留まっています。

　日本は、ＯＥＣＤ諸岡に比べて、１学級当た

りの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数

が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁

寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規

模を引き下げる必要があります。文部科学省が

実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関

する国民からの意見募集」では、約６割が「小

中学校の望ましい学級規模」として、26人～30

人を挙げています。このように、保護者も30人

以下学級を望んでいることは明らかであります。

　また、鹿児島県においては２学年の子どもが

一つの教室で学ぶ複式学級も多く、単式学級で

学ぶ子どもたちと比較したとき、教育の機会均

等が保障されているとは言えません。子どもの

教育の機会均等と学びの保障の観点から、複式

学級の解消は、極めて重要な課題です。

　社会状況等の変化により学校は、一人ひとり

の子どもに対するきめ細かな対応が必要となっ

ています。また、新しい学習指導要領が本格的

に始まり、授業時数や指導内容が増加していま

す。日本語指導など特別な支援を必要とする子

どもたちの増加や障害のある児童生徒の対応等

が課題となっています。不登校、いじめ等生徒

指導の課題も深刻化しています。こうしたこと

から、学級規模縮減以外の様々な定数改善も必

要です。

　子どもたちが全国どこに住んでいても、機会

均等に一定水準の教育を受けられることが憲法

上の要請です。しかし、教育予算について、Ｇ

ＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加盟国

（28力国）の中で日本は最村立となっています。

また、三位一体の改革により、義務教育費国庫

負担制度の国負担割合は２分の１から３分の１

に引き下げられ、自治体財政を圧迫するととも
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１学級当た りの児童生徒数

日本 小学校２８．０人　中学校３２．９人

ＯＥＣＤ平均 小学校２１．４人　中学校２３．５人

教員１人当た りの児童生徒数

小学校１８．６人　中学校１４．５人

小学校１６．０人　中学校１３．５人

に、非正規雇用者の増大などにみられるように

教育条件格差も生じています。

　将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子

どもたちへの教育は極めて重要です。未来への

先行投資として、子どもや若者の学びを切れめ

なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の

拡大につなげる必要があります。こうした観点

から、政府予算編成において下記事項の実現に

ついて、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。

記

１、少人数学級を推進すること。具体的学級規

模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたかな教育環境を

整備するため、30人以下学級とすること。

２、教育の機会均等と水準の維持向上をはかる

ため、義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合

を２分の１に復元すること。

３、全国どこにいても教育の機会均等を保障す

るため、複式学級の解消をはかること。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。

　平成24年６月22日

　　　鹿児島県垂水市議会議長　宮迫　泰倫

総 理 大 臣　野田　佳彦　殿

官 房 長 官　藤村　　修　殿

文部科学大臣　平野　博文　殿

財 務 大 臣　安住　　淳　殿

総 務 大 臣　川端　達夫　殿

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの意見書案については、提出者の説

明及び委員会付託を省略いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第８号を原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第８号少人数学級の推進な

ど定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１

復元に係る意見書案は原案のとおり可決されま

した。

　　　△議案第40号・議案第41号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第10、議案第40号及び

日程第11、議案第41号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第40号　平成23年度垂水市水道事業会計剰

　　　余金の処分及び決算の認定について

議案第41号　平成23年度垂水市病院事業会計決

　　　算の認定について

〇議長（宮迫泰倫）両決算については、７人

の委員をもって構成する公営企業決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、両決算については、７人の委員をも

って構成する公営企業決算特別委員会を設置し、

これに付託の上、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。

　お諮りします。

　ただいま設置されました公営企業決算特別委

員会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、川越信男議員、堀内貴志

議員、大薗藤幸議員、感王寺耕造議員、北方貞

明議員、篠原則議員、川畑三郎議員、以上７

名を指名したいと思います。

　これに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名しました７人を公営企

業決算特別委員会委員に選任することに決定し

ました。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、日程は全部終了

しました。

　お諮りいたします。

　閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△閉　　会

〇議長（宮迫泰倫）これをもちまして、平成

24年第２回垂水市議会定例会を閉会します。

　　　　　午前10時33分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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